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序論

第1章 課題 ・研究史 ・時代 区分

第1節 課題

フ リー ドリヒ・ダニエル ・エル ンス ト ・シュライ アーマ ッハー (Friedrich Daniel Ernst

Schleiermacher) は、神学者、説教者、哲学者、教育者 、またプラ トンの翻訳者等 々として

多彩な働きをなし、残 された業績、後代への影響も実 に多方面 に渡 る。 しか し、初期 の必

ず しも学問的とは言えない著書 『宗教論』や 『独白録』、そ して後期の神学的主著 『キ リス

ト教信仰論』以外 の業績の大部分、とりわ け、彼の思想の中核 をなす 「弁証法」や 「倫理

学」は、講義の準備草稿や聴講者の筆記 ノー トな どすべて生前には未刊行の、いわば トル

ソーのような姿で しか残っていない。彼が生前に出版 した哲学的著書は 『従来 の倫理学説

批判綱要』一冊 に過ぎない。彼は、その業績の大部分を、大学における講義の形で公に し

たが、それは絶えず加筆、修正 され、決定稿が印刷 に付されることは彼 の強い願 いにもか

かわ らず 、ついに実現 しなかったので ある。私たちが所有 しているのはたいていが、その

都度の一連の講義草稿で あり、没後に出版されたそれ らの様 々な版は、すでに19世 紀に嘆

かれているように、正に混沌 とした、ぞっとす るような姿である1。

したがって、シュライアーマッハーの業績の刊行 は、テキス トに忠実であろうとすれば、

断片的な草稿を、そのままの姿で単純に印刷 に付す ことにな り2、読みやす さを優先すれば、

問題の多い取捨選択 を迫 られ、またシュライアーマッハー 自身による草稿 と聴講者 による

筆記ノー トとの融合が行われる3。 したがって、研究者は、同一の課題 に対 して複数 の草稿

や版を用いる覚悟を しなけれ ばな らない。その際に陥る危 険は、複数のテキス トの異同に

目を奪われて、シュライアーマ ッハーの意図を、動機や発展段階 に分散 、解 消して しまう

か、あるいは逆に、解釈者の一面的理解 をテキス トに押 し付けて しまうことである。

また一般にシュライアーマ ッハー研究を困難にして いるその他 の要因 として、シュライ

1 [Weissenborn1847:X][Schaner1844:134]

2 この例 と して は ヨ ナ ス編 旧全 集 所 収 の 『弁 証 法 講 義 』[DJ]、 及 び 選 集 版 の 『倫 理 学 』[WA]

3 この例 と して は オ ー デ プ レヒ ト版 の美 学 講 義 [Ao] や 弁 証 法講 義 [DO]
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アーマ ッハーの独特な文体 を指摘する ことができるだろう。『宗教論』や 『独白録』『降誕

祭』等 の詩的な初期作品の文体は、すでに同時代人の間で評価が分かれて いる。また狭義

の哲学的著作 (『従来の倫理学説批判綱要』やプラ トンの対話篇の翻訳 に付 けられた序文)

の文体は無愛想で、部分的に込み入った古風な構文で記され、別 の意味で取 り組みにくい。

シュライアーマ ッハー自身、 この文体には後 に不満 を表明 し、『従来の倫理学説批判綱要』

の文体の晦渋さを、「西イ ンドのサボテ ン」と表現 しているほどである4。 また折に触れて彼

は次のように語 って いた。「人は 〔『従来の倫理学説批判綱要』の〕 どの文章か らも、その

著者が 「背の湾曲 した障がい者 (Buckel)」 〔ドイツ語で 「我慢強い」 とい う意味があり、シ

ュライアーマッハー 自身が、少年期の事故で こうした障がい者で あった こととを掛け合わ

せている〕であることに気付 くだろう」 と5。このシュライアーマッハーの文体 については

コーン (Cohn) も次のように述べている。「シュライアーマ ッハーにはヘーゲルのような力強

い言語創造や フィヒテのよ うなパ トスはな い。強制や説得ではな く、読者 を探求へ、精神

の社交的合一へ と招 く。必要とされ るのは技巧 を凝 らして作 られ備え られた ものを受取 る

能力」である。彼 の文体は、 自立的思考を促すためにあえて読みづ らくされているとさえ

言われ る6。

さらに、受容史 において形成 された先入観がある。シュライ アーマ ッハーの著作中、最

も広 く読 まれたのが、初期の諸作品であったため、その思想は、厳密な学問的哲学にほと

んど取 り組んでいないロマ ン派宗教の布告者 という印象がついて回ったことである。

以上のような種々の事情が、シュライアーマ ッハーの思想を全体 として把握 し、評価す

ることを困難にしてきた。思想研究に限っても、彼の思想が一貫 した体 系を有 していたか

どうか についてさえ、今 日に至るまで必ず しも一致 した評価がなされていない。19世 紀の研

究者 の多 くは、シュライアーマッハー の主要な業績 を弁証法、倫理学、神 学か らなると考え

る一方で、それら諸学を統合す る体系構想の存在も示唆 している。ベ ンダー (Bender) によれ

ば、 シュライアーマ ッハーはヘーゲル と同じく 「汎論理主義者」で あ り、彼が体系を追及

4 [Br.IV:93]
5 [Scholtz1984:3]
6 [Cohn1965:44]
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していた ことは疑う余地がない7。しかし、ヴァイス (Weiβ) や リッター (Ritter) はこれ を否定

し、シュライアーマッハーは 「体系に対する不安感」か ら、それをただ思考 と諸学科の不十

分で 「一時的な秩序」 にもた らしたに過ぎないと言 う8。

これに対 して、シュライアーマ ッハーの思想の体系的性格 を、哲学的に真剣に受けとめた

のがデ ィルタイ (Dilthey) で ある。彼によれば、 「〔シュライアーマ ッハーの〕体系の諸部分

は、ただ順々に展開 し得るに過ぎない。それはちょうど、人間の骨格 筋肉、そ の他の部分が

順 々に解体されるが、しか し、それ らは、ただ生きた全体 と、そ の統一性に対す る関係におい

てのみ理解 され る」の と同様であると言 う9。ディルタイの功績 は、シュライアーマッハーの

体系の持つ固有な性格への視点 を明確 にした ことであるが、 しか し、それにもかかわ らず

20世 紀の諸研究 もシュライアーマ ッハーの思想の体系性 について明確な判断に達す ること

はなかった。

例えば ドルナー (Dorner) は、諸対立を体系的に連関 させ るシュライアーマ ッハーの 「弁証

法の力」を評価するが10、コー ンによれば、シュライアーマッハーにあるのは解体の弁証法

であ り、それは体 系概念自体 を問題の多いものにして しまい、そ こに残響 しているのは、

Eシ ュレーゲルの有名な言葉 「体系を持つ ことも、持たないことも、いずれ も精神にとって

致命的」で ある。 ここか らシュライアーマッハーは体系を持ちつつ も、同時 にその不十分

さを自覚 し続 けて いたと言 う11。ウェーバ (Fritz Weber) によれ ば、このよ うな態度は直接的

な矛盾であり、シュライアーマ ッハーは、合理主義的哲学と結びついて 「包括的体系思想」

を追及するが、同時 にその可能性 には常に懐疑的であった。その意味で彼は 「体系 と懐疑」

を一つにして しまった12。

ショル ツ (Scholtz) によれば、 このように評価が定ま らない理由は、シュライ アーマ ッハ

ー 自身の中にある。すなわちシュライアーマ ッハーは 『宗教論』 において 「体系への欲求」

7 [Bender1876:43f]

8 [Weiβ1880:81][Ritter1859:751, 772]

9 [LSⅡ/1:63]

10 [WA Ⅰ:Ⅱ]

11 [Cohn1923:44]

12 [Weber1973:57]
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に反対 し13、後 には、最後決定的あるいは絶対的な体系欲求 に反対 して戦い、諸体系の事実

上の多元性 と相対性を承認す るように求めるが14、それにもかかわらず、一つの体系的枠組

み自体を断念することなく、諸学をそれによって統合 しようとするか らである15。

このように多様な評価が並存 しているので、 シュライアーマ ッハーを研究対象とす る場

合、研究の視点をどこに定めるのか ということが決定的に重要である。そ こで この論文 に

お いては、思弁 的神学者 としてのシュライアーマ ッハーに焦点 を定める。彼 は神学者であ

る。同時代のシェ リングやヘーゲルが、同じく神学か ら出発 しなが ら、後に教会的職務や

職責に背を向け、実定的なキ リス ト教にとらわれない自然哲学や思弁哲学 を、神学 を超え

る (あ るいは神学に代わる) もの として構想 していったのとは異な り、シュライアーマッ

ハーは常 に教会的責任を自覚 し、大学 にお ける講義に勝る とも劣 らぬ情熱 を、教会の礼拝

説教に注ぎ続けた。カール ・バル ト (Karl Barth) が言 うように、「シュライアーマ ッハーは著

しく教会的な人間であった。彼 は生涯、まさしくこの面での自分の具体的な責任 を意識 し

なが ら、考え、語 り、行動 した」 のである16。

しか しなが ら、ポイン トは神学者 としてのシュライアーマッハーではない。彼は確かに

神学者ではあったが、思弁的な (哲学的な) 神学者であった。彼は若き日のヘルンフー ト

派のキ リス ト教団における行詰 りと、何 よりもカ ントの批判哲学を受容する ことによ り、

独断的な神学的啓示 に自己の思想を基礎づける ことを一切拒否 し、自らの神学体系の基礎

となる思弁的形而 上学を追求し続 けた。彼が独断的な正統主義のキ リス ト教神学を一方で

斥 けつつ、 しか も歴史的現実的なキ リス ト教に背を向ける啓蒙主義の理神論に陥る ことも

な く、第三の道 を歩む ことによって、単 に狭義 の神学のみな らず、宗教哲学や、 さらにあ

る程度宗教学の方法論 にまで影響を及ぼす ほどの広大な射程距離を持った神学を構想 し、

いわゆる 「近代の教父」の座を占めることとなった要因は、他な らぬ この思弁的形而上学

に神学を基礎づ けた教義学 (『キ リス ト教信仰論』) にある。そ して、 この形而 上学は、単

に彼の神学のみな らず、倫理学、解釈学、教育学、心理学等彼のあらゆる業績 の根底 にあ

13 [R1:64]

14 弁 証 法 講 義1814/15年 §§21f.参 照 [KGAII/10, 1: 77f][DO: 81f.]

15 [Scholtz1984: 65f.]

16 [K.Barth1968: 305]
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り、それ らに養分を送 り続 ける地下茎のような機能を果た していると思われる。この地下

茎の形成過程をた どり、そ の構造を明 らかにすることがこの論文 の課題である。

以上のような意味で、この論文は哲学的な シュライアーマ ッハー解釈 の試み ということ

になるが、その際にさらに視点 を彼の弁証法講義 に置 くことになる。 しかも、彼の弁証法

その ものの研究ではな く、彼の思弁的形而上学の内実が弁証法的思考であることを示 し、

その形成過程 と構造を明 らかにす ることが主題である。すなわち若年期か ら次第 に思弁的

形而上学が形成され、それが弁証法的思考構造 として構築 されてい く過程を解明 し、また

六回にわたる弁証法講義の分析によって、彼の思想の独 自性が示 され るであろう。幸い1980

年代 に入 ってか らの新 しい全集の刊行以降、新たな研究が次 々と刊行 され、 シュライ アー

マ ッハー研究は面 目を一新 して いる (後述の研究史参照)。

したがって本論の叙述はシュライアーマッハーの思想展開を、著作や草稿、書簡などに

基づいて辿 ることになるが、その区分や解釈 は、後述するように、ディル タイや ジュース

キ ン ト (Suskind) らの古典的研究 はもちろんの こと、ハームス (Herms) や ショルツな ど、近

年最 も高い水準 にある研究 を参照 し、それぞれが持つ真理契機を十分 に評価 しつつ、総合

的な叙述になるように努めた。

シュライアーマッハーの思想構造 としては、従来それが楕円構造を もっているというこ

と、すなわち二つの焦点あるいは極(そ れは領域によ り、「直観 と感情」 「神 と世界」 「理念

と実在」「思考 と存在」 「形式 的と有機的」等々様々に表現 されるが)を 持つ ということは

すでに多 くの研究者によって指摘 されてきた17。また楕円とい う静的なイメージは、シュラ

イ アーマ ッハーの思想の持つ生き生きとした姿を十分現 しているとは思 われないとし、磁

場や電極 にた とえられた りもしてきた18。それは後期の 「絶対依存感情」に象徴 されるよう

に、単極的な姿 を見せる こともあ り、それが また二極 を含み持っているとい う、言うなれ

17 [H. Scholz 1911: 48],[Reble 1935: 93f],[Reble 1936: 269, 271],[Scholtz 1984: 54f.], さ ら に1803年1月22日 ラ

イマー宛のシュライアーマッハーの書簡における次の言葉も参照。「私は、私の道徳原理 〔「従来の倫埋

学説批判綱要』のこと〕の表題に、象徴的な装飾画をぜひとも印刷したい。それは数学的な図形で、二

つの互いに絡み合った楕円で、軸線は等しく、焦点は異なり、特色ある線で描かれています」[Br. III: 333]。
18 [Weiβ 1879: 80]、 他 にCordes, M.,"Der Brief Schleiermachers an Jacobi", in: ZThKr68/1971, S. 208-211

参 照 。 このヤ コー ビ宛 書簡 にお い て シ ュ ライ ア ー マ ッハ ー は 「知 性 と感 情 は 、私 に お い て並 列 して お りま

す 。 しか し 、互 い に触 れ合 い ます 。 互 い にそ れぞ れ 電極 を作 って い ます 。 精 神 生活 の 最 も深 い と ころで の

営 み は 、私 に と って 、 いわ ば この 電 極 相 互 の 作 用 に よ っ て のみ 成 り立 ち ます 」 と述 べ て い る 。
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ば一元論 と二元論の間 を揺れ動いているよ うなイメー ジ、あるいは、二つの極が共振 し合

って一つの音色を奏でて いるようなイ メージを持 っていると言われてきたのである19。そ し

て、私見によれ ば、その原型はプラ トンの対話篇 に見 られるよ うな、異なった個性 を持っ

た複数の人格が、魂 を響かせ合いなが ら対話 を通 して一つの世界 をつく りあげている姿で

あり、シュライアーマ ッハーに とってその具体的な生成の場は、初期 にはサ ロンであり、

後に教会、大学の講義、学会等へ と移 って行 くが、それ らは常に彼の生活世界そのもので

あった。そ うした現場での生き生きとした対話 の中か ら紡 ぎ出されたのが彼の思想であ り

「対話遂行の技法論」 として構想 されていく彼の第一哲学弁証法が彼の思想世界を解 明す

るポイ ン トとなるのもそのためである。

第2節 研究史

ここで研究史 を一瞥 しておきたい。その際シュライアーマ ッハーの神学的側面に焦点 を

当てるな らば一般 に次の4つ の時期が区分される20。

(1) ヘーゲル学派との対決によって特徴づけ られ るシュ ライアーマ ッハー受容の時期

(2) デ ィルタイ によって始まったシュライアーマッハールネ ッサンス (1870年)

(3) 弁 証法神学 によるシュライアーマッハー批判 (第一次世界大戦後)

(4) オーデブ レヒ トによるシュライアーマ ッハー思想の歴史的研究 と受容。

しか し、 本論 で は弁 証 法 的思考 の 形成 に焦 点 が ある ので 、む しろ哲学 的 側面 に着 目 した

研究史 が 問題 にな る。そ の際 には、 シュ ライ アー マ ッハ ー 生誕百 年 にあ たる1868年 (デ ィ

ル タイの シ ュ ライ アー マ ッハー研 究 の第一 分冊 が 出版 され るのは1870年) 以 前 と以後で 明

確 に区分 され る。 さ らに、批 判 的新全集 (KritischeGesamtausgabe) の刊 行 開始 (1980年)

とそれ に並行 して開催 された 国際 シュ ライ アー マ ッハ ー 学会(Internationaler Kongreβ der

Schleiermacher-Gesellschaft、 第1回 は1984年) 以降 、研 究 は新た な段 階 に入 って い る。

そ こで 、 ここで もそ の三 区分 に した が って 、研 究 史 を、特 に弁証 法 に関 わ る範 囲で一 瞥す

19 [Cohn 1923: 48], [Reble 1935:178ff.], [Reble 1936: 260f.], [Kaulbach 1968: 239f.],
[W. Schultz 1968b: 26ff.], [Miller 1970: 220]

20 [Scholtz 1984: 9]
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る 。

(1) 1868年 まで

この時期の研究史は、一方でシュライアーマ ッハー と同時代 のいわゆる観念論哲学者た

ち、ヘーゲルやシェリングによるシュライアーマ ッハー批判が、ブラニス (Ch. J. Braniss)

や、 ローゼ ンクランツ (Rosenkranz)、 バ ウアー (ECh. Bauer)、 シュ トラウス (D. F. Strauss)

らによって継承展開され、他方にお いて、 シュライアーマ ッハーの神学的側面を継承 した

弟子たちによっては、神学 を哲学か ら引き離す ことに力点を置いた シュライアーマ ッハー

解釈が展開された。シュライアーマッハー 自身は、哲学 と神学を互 いに独立 した ものとし

て営む ことを望みつつ、 しか し、それ らの統合 の可能性 を模索 したと思 われるが、 このよ

うな態度 は、ヘーゲルの流れを汲む哲学者たちか らは 「哲学 を神学に売 り渡 した」21という

批判 とな り、総 じてシュライアーマ ッハーの思想の矛盾 を露呈す るもの と解 された。 した

がって、研究史が示 しているのは、シュライアーマ ッハーが危ぶみ、極 力避けようとした

こと、すなわち、一方では神学を哲学に解消して しまうことであ り、他方では神学 と哲学

が疎遠 になるという事態である。

本論第 皿部で詳論 されるが、すでに1802年 ヘーゲル は、シュライアーマ ッハー の 『宗教

論』 にヤコービに結びつ くロマ ン派の主観性の立場を見ていた。その主観性にとって、絶

対者 との和解 は常 に偶然的で単なる主観的な ものに留まるのであった。後期 のシュ ライア

ーマ ッハーの宗教理解 に対するヘーゲルの判断も基本的にこの線 を踏襲 している。す なわ

ち 「シュライアーマ ッハー においては主観的な感情の中に宗教の実質内容はすべて解 消 し

ている。依存感情は獣 にもふ さわ しい」と批判されるのである。1803年 のシェリングによ

る批判 も 「主観的な宗教感情が思弁を排除 している」 とい う主張である22。

ミヒェレッ ト (C. L. Michelet) も (彼はシュライアーマッハーの講義の聴講者でもあったが)

この批判 を継承 した。彼 によれば 「シュライアーマ ッハーはカン トや フィヒテ と同 じく主

観的観念論に属する。それは客観的存在を思考の主観性に没落 させる」と言 い23、シュライ

21 [Strauss 1839]
22 [MAS: 72f.]
23 [Michelet1837/38: I, 34]
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アーマ ッハーの初期の代表的な三著作 『宗教論』『独 白録』『降誕祭』を主観性の宗教的立

場の弁証法 と特徴づけ、それぞれ次のように批判する。すなわち、知に絶望 しつつ、宗教

は万有の直観 と感情 になる (『宗教論』)。なぜな ら、ただ個人的な もの として、この感情は

宗教的でもあるので、それは自己 自身への自己 中心的愛にな り (『独 白録』)、ついにはこの

「イデーの原子論」は、独 自性の個 人的価値の引き下げに通 じ、個人は、学問や教会共同

体の普遍的 自我の中に自らの真の本質を認識する (『降誕祭』) 24。ミヒェ レットは、『降誕

祭』の中に、ロマン派的立場か らの別離を見、『キ リス ト教信仰論』初版(1821/22年)を 、

シュライアーマ ッハーの学問的形成期 に算入する25。しか し、ついにはそ こに再び 『宗教論』

初版の見解 を認めるのみである26。シュライアーマ ッハーの哲学及び学問概念に対す る彼の

批判 は、カン トや フィヒテの主観性の立場 に対す るヘーゲルの批判 と一致 している。すな

わち、シュライ アーマ ッハー においては確かに絶対的存在が感情 の中に現在す るのだが、

それは学問によっては到達 されない。したがって、学問 (哲学) は、真理への果て しない接近

に留ま り続けるのであ り、それは矛盾 と絶望に終わる。シュライアーマッハーの弁証法は、

(神 につ いて)最 高知を立てようと試みるが、その試みは不成功 に終わ る。 したがって彼

の弁証法は単なる概念の戯れであ り、最後 には哲学の自殺であると言われるのである。

シュライアーマ ッハーにとって神は理性的認識の可能な対象で はな く (この点ではカ ン

トと同じである)、 感情の生き生き とした経験の対象であった。それ に対 してヘーゲル及び

ヘーゲル主義者たちの要求 は、知へ の愛 としての哲学を、学問 としての哲学によって置き

換えることであった。ヘーゲルは神認識 を哲学本来の課題である とした。したがってヘー

ゲル主義者にとって、シュ ライアーマッハーのカ ン ト的な慎重 さや プラ トン的な愛知は、

そ こにおいてヘーゲルの真理性が証明されねばな らない挑発で もあったのである。シュラ

イアーマッハー にお いては絶対者ではな く、個体性 自体が感情 に与え られてお り、その意

味で宗教的感情は 自己感情である27。シュライアーマ ッハーの立場では、無限なる神は主観

的感情に、単なる有限な理性は最終的な知の要請 に転化 してしま うとい うシャラー (Juhus

24 [Ebd.: II, 58ff.]
25 [Ebd.: II, 89]
26 [Ebd.: II, 113]
27 [Schaller 1839: 1472] [Schaller 1844: 180]
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Schaller) もヘーゲル主義の立場か らの批判である。

以上のようなヘーゲル主義者 の批判 とは焦点を異にするのが 「思弁的有神論」 の立場か

らに批判である。例えば、イマヌエル ・フィヒテ (Immanuel Hermann Fichte) は、シュラ

イアーマ ッハー とフィヒテとの精神的親和性 にシュライアーマッハーの思想の真理性 を見

る。彼 によれば 「正当にもシュライ アーマ ッハーは、神 と世界 を鋭 く分離 し、それ によっ

て汎神論を克服 し絶対 的立場 を回避 した。正当にもシュライアーマ ッハーは宗教を 〔ヘー

ゲルのように〕単なる表象にすることな く、根源的な もの、独 自なもの とした」28。イマヌ

エル ・フィヒテのシュライアーマ ッハーに対す る批判点は、理性 の無力化や感情の確かさ

と思考 との間での動揺、神 と世界の思考不可能な関係である29。彼はシュライアーマッハー

の中に、ただフィヒテのエピゴーネ ンを見、神 の超越性 と魂の不死 を把握できないヘーゲ

ル主義に対する戦いの同志 としてのみシュライアーマッハーの意義を認める。

神学の側面にお けるシュライアーマ ッハーの継承者である調停神学者たちが試みた シュ

ライアーマッハー とヘーゲルの調停 を哲学の側か ら試みたのがゲオルゲ (Leopold George)

である。彼によればシュライ アーマッハー とヘーゲルの弁証法は完全に相補的な ものであ

る。両者共に空虚な存在から出発するのだが、「ヘーゲルは、 この空虚な存在か ら絶対者に

向かって進むのに対 し、 この絶対者はシュライ アーマッハー においては、純粋に超越的な

もの、ただ前提 とされ るべき ものとして、哲学の領域外に完全 に留 ま りつづける。 したが

ってヘーゲルに対 して シュライアーマッハーは、ヘーゲルに とっては全 く哲学の領域外 に

ある存在の特殊 な諸形式の中に入 ってゆく。ヘーゲルは、絶対者の述語 (そ こか ら世界が

説明可能である とされる) を捉えようと欲 し、シュライアーマッハーは、主語概念 を探求

す ることによって世界の特殊な諸形式 (その豊かさの中に絶対者は反映 しているのだが)

を模写す る。シュライアーマ ッハーが認識 しようとするのは、存在者 とそれが どのような

連関にあるのか ということである。ヘーゲルは、何が生 じ、どのようにそれが生 じるのか

ということである。それゆえヘーゲルの体 系は絶対者の展開の、一つの長い直線的系列で

あ り、シュライ アーマッハーの哲学は、未知の絶対者 によって担われて いる世界の組織体

28 [I. H. Fichte 1846: 355, 365, 368 ff.]
29 [Ebd.: 371, 372, 375]
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である」と言 う30。このよ うにシュライアーマ ッハー とヘーゲルを相補的 に捉えることによ

って表明 されているのは、神の内在 と超越 を調停 しようとす る哲学的立場である。

等 しく調停的な立場でカン ト主義 とス ピノザ主義の統合 をシュライアーマッハー に見 る

のがヴァイセ ンボー ン (Weissenborn) である。彼は歴史哲学的反省によって、シュライアー

マ ッハーに 「新時代の哲学における立場」すなわち、精神 と自然の二元論の調停 とい う形

而上学的課題 に取 り組む立場 を見、およそ次 のような主張 を展開す る。この二元論は、デ

カル トにお いて現れ、カン トにおいて深化 された。カン ト以後の哲学者たちは、その克服

に向かって進んでいるが、 フィヒテはまだ二元論者で あった。 しか し、シュライアーマ ッ

ハーはフィ ヒテの精神 と共 に自然を回復 し、神 を 〔両者を〕結合す る要素 とした。 これに

よってシュライ アーマ ッハーは再びデカル ト、マルプランシュそしてスピノザに接近す る。

しか し、シュライアーマッハーは、哲学 を、ス ピノザ を超 えて遂行する。すなわち、彼が

神 と世界とを明確に分離 し、ス ピノザの汎神論 と無世界論を回避す ることによってである31。

ス ピノザに とって哲学は神智学 となったが、 シュライアーマッハーにおいてそれは世界知

であった32。ヴ ァイセ ンボーンは、シュライアーマッハーの思考を 「懐疑的教義的な経験主

義」と呼び33、そ こでは経験が認識の基礎であ り、精神 と自然 とは懐疑的に区別されると言

う。 しか し、それ らの合一が、神のイデー によって可能な ものとして説明される。 これは

カン ト主義 とス ピノザ主義の統合を表現する哲学的な立場である34。ヴァイセ ンボー ンによ

れ ば、シュライ アーマッハーの思弁的思考 は、 シェリングも達 しなかった新たな重要段階

に達 している35。なぜな らシェリングは、絶対者 と並ぶ世界を考え られず、したがってス ピ

ノザの無世界論に逆戻 りする危険 に脅かされていたか らである36。しか しなが ら、シュライ

アーマ ッハー もまた二元論 を完全には克服で きなか った。現実に思考可能な神 と世界の連

関が欠如 していた し、それによってまた知 における思考 と存在の思考可能な統一性が欠如

30 [George 1842: 78]
31 [Weissenborn 1847: I, LXX II]
32 [Ebd.: I, 251]
33 [Ebd.: I , 253]
34 [Ebd.: I , 254]
35 [Ebd.: I, 274ff.]
36 [Ebd.: I , 280]
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していたか らである37。この問題 にはじめて解決をもた らしたのがヘーゲルの弁証法的発展

概念であるとされ る38。このよ うにシュライアーマ ッハーの超越的思考 とヘーゲルの方法を、

思弁的有神論へ結合することをヴ ァイセ ンボー ンは試みるのである。

ヘーゲル の絶対的哲学に対する懐疑主義的な批判者 としてシュライ アーマッハーの意義

を認めるのが リッターである。すなわち、 シュライアーマ ッハーはヘーゲルの絶対的哲学

に対す る正 当な戦いにおいて、あ らゆる体系的な思想の発展を拒否 し、哲学 を批判に解消

して懐疑主義者になったと言 う39。シュライアーマッハー によれば思考 と存在の統一はただ

感情においてのみ達せ られ、人間の知や行為 においては達せ られない。そ こで人間は不安

と分裂に留まる40。リッターはシュライ アーマ ッハーのプラ トン主義 の中 に隠 されたヘ ラク

レイ トス主義を推測する。生の一般的運動の流れが、シュ ライアーマ ッハー においてあ ら

ゆる規定的な思考を破壊 しているというので ある。人間は普遍妥 当的な知や神や不死 の認

識 を持てない。自由と個性 は決定論的な生の流れ に没 している。したが って私たちは、個

性の価値や尊厳についてのシュライアーマ ッハーの言説にもかかわ らず、そ こではただ 「人

間のもろさ」を知るのみである41。シュライアーマッハーにおける実在論 と観念論の結合 を

評価 しつつも、 リッターは、 シュライアーマ ッハーの思想がヘーゲルの体 系の矯正策 とい

うよ りは、そ こにおいて絶対的立場に対す る戦いが遂行 され、哲学的歴史的知 と個性原理

が、相対主義 と懐疑主義 に陥って しまう危険地帯であると懸念する。

以上のようないわゆる ドイツ観念論の系譜に属する諸解釈は、19世 紀 の半ばには 「カン

トへ帰れ」 という合言葉と共に、その権威を失って しまう。ジークヴァル ト (Sigwart) によ

るシュライ アーマ ッハー批判は、すでに観念論的な遺産 との断絶 を前提 としている。すな

わち、「哲学的体系の遺産は、神学の学問的論理学の役 には立たない」。「哲学的関心」は 「全

く後退 して しまった」と言 う42。歴史的な隔た りはシュライ アーマ ッハー とヘーゲル を再び

接近 させ、 ジー クヴァル トによれば、両者 はそ の時代の子 として 同一の誤 り (例えば歴史

37 [Ebd.: I , 282ff.]
38 [Ebd.: I , 295]
39 [Ritter 1859: 751, 765, 774]
40 [Ebd.: 763]
41 [Ebd.: 763-766]
42 [Sigwart 1857: 2]
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的決定論の虜になる43) に陥った と言われ る。彼はシュライアーマ ッハーの 「体系の鍵」は

弁証法にあると言 う。すなわち、その 「認識理論」、知覚 (数多性の原理) と思考 (統一性

の原理) か らなるカ ン ト的認識構造にあると言われる44。そ して、そのよ うな 「自己意識の

事実の圏内に」方法的に一貫 した限定は45、ただ神学と宇宙論についての見かけだけ学問的

な言表を許容するだけである。絶対者、神は、ただ私たちの 自己意識 のみを代表するに過

ぎず46、 自我のみが、実在 と観念の統一性で ある47。宗教感情、依存感情は、シュライアー

マ ッハーの体系においては、ただ有限の個性の感情 と考える ことができる。そ こにおいて

純粋な理性活動は、自然によって妨 げられる48。したが って、リッターにおいてシュライア

ーマ ッハーはヘラクレイ トス主義者 とされたが、ジークヴァル トにおいてはエ レア主義者

となる。時間を排他的に実在の領域に組み込むカン ト的な方法は、理念的なもの、精神が、

時間外的な理性あ統一性へ と溶 け込 むことにな り、それに対 して、数多性、運動や発展は

無 に解消 してしまう49。個性 も単 に一時的な外的現象世界 に属 し、人間の内的なものは,す

べて において同一な、永遠の理性であるとされる50。

このように、シュライアーマ ッハーの哲学的な評価は定まることがな く、19世 紀半ば過

ぎには思弁的観念論の後退 と共にいよいよ威信 を失って しまう。したがって、1861年

にはボバーターク (Bobertag) は次のように述べている。「哲学者 としてのシュライアーマッ

ハー」 は、教養人たちにとって何の意味 も持っていない。そ こにあるのは 「記憶の空 白」

のみであると51。

さて、 この時期の研究史の最後 に注目すべ き研究が リプジウス (Lipsius) による 「シュラ

イ アーマ ッハーの弁証法についての研究」(1869年) である。彼はジークヴ ァル トによるシ

ュライアーマッハー批判 を一層明確に規定す る。すなわち、シュライ アーマ ッハーにおけ

るカン ト的な批判主義 とシェリング的な同一哲学 との問の動揺、経験主義への問題の多い

43 [Ebd.:49]
44 [Ebd.: 46]
45 [Ebd.: 57. 78]
46 [Ebd.: 58, 89]
47 [Ebd.: 31f., 81]
48 [Ebd.: 84ff.]
49 [Ebd.: 36 , 51ff., 93]
50 [Ebd.: 93ff.]
51 [Bobertag 1861: 1089]
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固執などである。 しか しながらリプジウスは、その際 に、従来注意されて こなかった諸契

機に着 目す る。それは、シュライ アーマ ッハー を主観的観念論の もとに包摂す ることに疑

問を投げか け、む しろより古 い伝統にシュライアーマ ッハーを結びつ けることである。そ

れ によれば、シュライ アーマッハーは実在 ということで物質ではな く、実体的な諸形式 を

考えている52。シュライアーマ ッハーの神概念は新プラ トン主義 と教父学に類似 した ものを

持つというのである53。こうして リプジウスは、次のような結論 に至 る。シュライアーマ ッ

ハーはせいぜい 「客観的観念論者」 といわれ るべ きである。た とえ人がそこで一般に、純

粋な観念論について語れるとして も、そ の絶対者は人間のジャンル を越 えている54。ジーク

ヴァル トはシュライアーマッハーの中に、最高の宗教的真理が主観的な ものに過 ぎず、し

たがって存在の真理ではないという矛盾を見ていた55。これに対 して リプジウスは、宗教と

哲学の関係 につ いてのシュライ アーマッハーの言説の中に、新 しい宗教哲学の最 も重要な

洞察 と進展 とを見出す。すなわち、シュライアーマ ッハーにとって宗教 は、正 当にも、私

たち自身 と神 との関係 につ いての意識であ り、それゆえ神学が提供す るものも、神の本質

についての 「間接的」言説 に過 ぎない56。このよ うな洞察 によって 「宗教的 ・神学的認識の

全 く新 しい時代が切 って落 とされる」という57。私たちが個人的に敬虔において 自らを神 に

関係 させるあり方は、哲学で代用されることはできない。なぜな ら、哲学は 「宗教的対象」

である神を、概念の中へ止揚 して しまうか らである。それゆえ、シュライ アーマ ッハーが

宗教 と哲学を補完的に並置 したことは全 く正 しか ったとされる58。

以上のようにジー クヴ ァル トや リプジウスの研究 は、学派争いやヘーゲル主義の論争か

ら自由にシュライアーマッハー を評価 し成果をあげた。同様に、 トムセ ン (Thomsen) は、弁

証法 の研究か ら出発 して、 シュライ アーマッハーの内に、ライプニ ッツ、ス ピノザ、カン

ト、フィ ヒテ等の要素を認めたが、この研究は、シュライ アーマッハーが哲学的 には混清

主義者であるという批判 を助長 した。 しか し、 シュライアーマッハーが一面的に所与の立

52 [Lipsius 1869: 25ff.]
53 [Ebd.: 37ff.]
54 [Ebd.: 129]
55 [Sigwart 1857: 5]
56 [Lipsius 1869: 141]
57 [Ebd.: 14f.]
58 [Ebd.: 142ff.]
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場に固定化できない思想家であることを示 した点では評価できる59。

以 上、シュライアーマ ッハーの同時代から1868年 までの哲学的側面か らの研究史を総括

して言えることは、 いわゆる偉大な観念論哲学者たち (カ ン ト、 フィヒテ、シェリング、

ヘーゲル) の弟子たちの世代で ある後期観念論の哲学者たちの多 くは、そもそも方法論的

に正 当な シュライ アーマッハー研究 を行 うことができなか った。彼 らの関心は、 シュライ

アーマッハーの思考の厳密な歴史 的解明よりも、哲学的内容の問題に向 けられた。 したが

って、 シュライアーマ ッハーの思想は、一方では邪道 として排斥 され、他方では創造的に

継続形成 された。そ してその際に他の諸要素が混入す ることは不可避であった。そ うして、

それは、様々な方 向性や思潮 の下 に、図式的に総括 されたのである (ス ピノザ主義者、主

観的観念論者、経験主義者等々)。

19世 紀後半に、シュライアーマッハーとの時間的な隔た りが大きくなるにつれてようや

く、今や歴史 となったシュライアーマッハーの業績 の中に、それ にもかかわ らず生きてい

る思想の萌芽を発見 し、それ との対決 を継続 してい こうとい う研究が萌すようになる。例

えば、シュライ アーマ ッハーの生誕百年にあたる1868年 に、ブラ トゥシェク (Bratuscheck)

は、 これ までほ とんど注意 されて こなかった点 に着 目し、シュライアーマ ッハーが提起 し

た重要な課題 は、哲学を個 々の諸学 と結びつけることであると言った60。古典文献学の歴史

に精通 したブラ トゥシェクにとって、哲学者 としてのシュライアーマッハーは、ス ピノザ

主義者で も、 フィ ヒテやカ ン ト主義者でもな く、経験主義者ではさらにな く、何よ りもプ

ラ トン主義者 に他な らなかった。カ ントが無意識的なプラ トンの継承者であった とす るな

ら、シュライアーマ ッハーは意識的なプラ トンの継承者であった。彼 によれば、シュライ

アーマッハーの業績の意義は、プラ トンの刻印 を帯びた思弁哲学 と、近代の経験的諸学の

調停である。

同様な観点か らトー ト (Todt) は、19世 紀の哲学 に対するシュライアーマ ッハーの広範な

影響を指摘す る。それは古代哲学史家たち (A. Boeckh, A. Brandis, A. H. Ritter, E. Zeller)

に対するシュライアーマ ッハーの解釈学や哲学史研究の影響、バウアー (Bruno Bauer) のラ

59 [Scholtz 1984: 22]
60 [Bratuscheck 1868/69: 2f.]
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デ ィカルな聖書批判に対す る影響 (バウアーは、シュライアーマ ッハーがプラ トンの対話

篇 に対 して したように、福音書 を 「芸術作品」 として解釈 した)、 フォイエルバ ッハ による

受容 (彼が、真 の弁証法は、二人の有限な個人間での対話であ り得 るし、あるべきだ とい

う要求をな したのは明らかにシュライアーマ ッハーの影響) な どで ある61。

(2) 1868年 以後

1870年 にディルタイは、『シュライアーマッハーの生』(第 一巻) を刊行する。 これによ

り、研究史は新たな段階に入る。ディルタイ も歴史的対象 として シュライ アーマッハー に

取 り組んだ。なぜな ら、た とえその影響は持続 しているとして もシュライアーマッハー と

その時代は 「今の人々にとって完全に疎遠なもの」だか らである62。それにもかかわ らず 、

シュライアーマ ッハーの歴史的研究は、哲学的動機を持っていた。それはディルタイにお

いて は、ヘー ゲル に由来す る形而 上学的 な見方 に とって変 わ るべ き、伝 記 的記述 法

(Biographik) とい う構想 と決定的 に連関している。ディルタイ によれば伝記 は 「歴史 の最大

の哲学的形式」であ り、人間の中に、あ らゆる歴史 の原事実 を示す ものであ り、個体 とい

う鏡 の中に、歴史の普遍的法則 を示す ものである。デ ィル タイに とって、 シュライアーマ

ッハーは、差 し当た り一つの事例 に過ぎなかったが、それ は卓越 した事例で あった。なぜ

なら、ここにお いて伝記は、そ の著作理解 に絶対 に通用す る ものとして示され、旧来の歴

史哲学の機能を引き継 ぐものとされ るか らである。

しかし、ディルタイは単 に 「この偉大な人物の姿」を立て、その中に歴史 を反映 させた

ばか りではない。 同時 に、現在の学問的作業 を促進できる持続的イデーの連関 をも強調 し

ようと欲 した63。すなわちシュライ アーマッハーは、歴史や精神科学の理論のために有効 な

ことを語るべ き哲学者 としても受容 された。伝記的記述 の対象 としての シュライアーマ ッ

ハーは、同時にその方法 にとって も最初の重要な証人である。 これ によって、特 にシュラ

イアーマッハーの解釈学が理解 の理論 としてディルタイの関心の中心 に移行 して くる。す

でに彼の懸賞論文(1860年)が 解釈学を対象にしている64。他方、文化理論 としての倫理

61 [Scholtz1984: 25f.]
62 [LSI/1: XXXV]
63 [Ebd.: XXXVI]
64 [LS II/2: 595-787]
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学 を彼はすでに学位論文 (1863/64年) で論 じている65。これに対 し弁証法が詳細な注釈 を

受けるのは、もっと後 になって叙述の全体の枠組みの中においてである66。

ディルタイが 『シュライアーマ ッハーの生』の刊行 にあたって表明した意図は、シュラ

イアーマ ッハーの 「世界観」の体系的叙述 を、それが シュライアーマッハーの体系性を明

らかにするように提供す るということであった。 この体系性 をデ ィル タイは、芸術作品と

して形成された世界 というプラ トン的前提 に根ざして いると見る。そ こでは、その部分が

常に再び全体性であるような世界である。 この建築術的な体系の構造は、論理学か らは生

ぜず、全体性 を捉える美的眼差 しか ら生じる67。彼が到達 した成果によれば、シュライアー

マ ッハーは総 じて ロマ ン主義には属 さず、 ドイツ観念論に属する。そ して、そ こにおける

彼の立場は、正に無比のもので あった と言 う。シュライアーマ ッハー は、主観的観念論の

方法 (カ ン ト、フィヒテ) を、客観的観念論の方法 (シェ リング、ヘーゲル) と統合 した

か らである。 しか しなが ら、多 くの場合デ ィルタイはシュライアーマッハー を 「客観的観

念論」の側 に置いて理解 している68。そ こでは現実性 自体が理性的連関を持つとされる。客

観的観念論 のコンテキス トにお いて、シュライアーマ ッハーは独 自な (単に折衷主義的で

はない) 立場 を示 しているが、それ はカン トに負 うもので、批判的同一哲学である。 これ

はディルタイ によれば、特 に弁証法 において明 らかになる。それ によれば、知の前提は知

の彼岸 に存 し、それゆえ内在 の立場 を捨て去るのである。弁証法 において、古代の哲学 と

最新 の哲学的努力が相接 してお り、プラ トン主義 に遡る と共に、近代の認識論や方法論へ

通 じていると言われる。

しか しなが ら、ディルタイの最大の業績は、シュライアーマッハーの解釈学に関する研

究である。それは、以前は哲学か らは注 目されて こなかった分野で (旧全集の神学の部 に

これが入れ られていた影響が大きい) ディルタイ以後 シュライ アーマ ッハーは解釈学者、

精神科学の理論家として知 られるようにな ったのである。今 日もはやデ ィルタイの業績は

歴史的な ものとな り、最新の研究はディル タイの権威や影響 と対決しつつなされているが、

65[LS II/1:339-357]

66[LS II/2:65-227]
67[LS II/1:19, 63, 103, 250]

68[Ebd.:47, 238, 250]
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「彼 を無視す るものは報復 されるであろう」69というショル ツの言葉を待つ まで もな く、そ

の業績は古典的な不朽 の価値を持っている。

ディルタイ に続 いて大部な研究を表わ したのがベンダーで ある。彼の関心は主にシュラ

イアーマ ッハーの神学体 系であったが、その方法はシュライアーマッハーの思想を彼の心

理学か ら理解 しようとす るものである。彼において示 されているのは19世 紀末の ドイツに

おける心理学に対する一般的関心の高 まりである。哲学体系の観念論は、その著者 の人間

学や心理学によって吟味されねばな らないと言 う70。そ して、その解釈者は、主導的思考が

対応している 「気分に入 り込む」ことが不可欠であるとされる71。このような方法論ゆえに

ベンダーは、過去 の思弁的哲学的な研究者 との生産的対話 を行 うことをせず、シュライア

ーマ ッハーの弁証法 も、心理学か ら理解されると言 う。(事 実 としては、弁証法はシュライ

アーマッハーの心理学の前提なのだが。)ま た、ベ ンダーは、ディルタイ 同様 に、シュライ

アーマッハーの学問体系や構成の中に、ただ美的関心だけが作用 していると考 えた72。この

ような彼の研究 には、 さほど独創性があるものではな く、すで に言われていた ことの要約 を

越えるものではなかった。例えば、シュライアーマ ッハー による神 と世界概念の分離は、

汎神論を超えるものではない73。人はシュライアーマ ッハーの哲学を 「方法において誤 って

いる」 と見な し、「世界の謎 を解 くのに不適切で」74、彼のキ リス ト教理解 は失敗であった

と見な して初めて神学 と宗教哲学に対す る彼本来の意義、彼の方法論的示唆を評価 できる

と言 う。 しか しなが ら、このようなシュライアーマッハー批判は、すでに成 し遂げ られて い

た思弁的観念論か らの離隔を確定 した ということに過 ぎない。

先述 したようにディルタイが、 シュライアーマ ッハー を哲学的解釈学の祖 と見な して以

来、シュライアーマ ッハーは現代哲学 に確 固たる場所 を持つようになった。多 くの研究者

が今 日に到るまでシュライアーマッハーの解釈学の中に彼の哲学的業績 の中心 を見、その

69 [Scholtz1984: 31]
70 [Bender1876: I/6f.]
71 [Ebd.: 3]
72 [Ebd.: 71 , 991
73 [Ebd.: 65ff.]
74 [Ebd.: 71]
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テキス トを編纂 し、議論に付 してきた75。しか し、まもな く明 らかになった ことは、解釈学

はそれ自体 では理解困難で あ り、関連諸学すなわち倫理学や弁証法 との関係が無視で きな

いということであった。そ こで、解釈学か ら再び倫理学や弁証法が注 目されることになっ

た76。また、シュライアーマ ッハーの自己理解に即 して も、また彼 の哲学的全体構想か ら推

しても、「解釈学者」 という称号の優先は一面的で偏向 して いると言わざるを得ない。

こうしてシュライアーマ ッハーの弁証法研究が、新 たな関心の下に取 り組まれるが、本

論第III部で詳論され るように弁証法 のテキス ト自身が単純ではないため に、その研究史も

複雑な様相を呈 して いる。ヴ ァイスは、弁証法をはじめて文献学的歴史的な方法で解釈 し、

自らが発見 した新たな草稿 を出版 した。そ して、シュライ アーマ ッハーの弁証法は神秘主

義におけるあ らゆる哲学の合流を示そ うとしてると主張 した77。ディルタイの弟子ハルペル

ン (Halpern) は、弁証法 の発展史 を著 し78、シュライアーマ ッハーの弁証法講義テキス トの

うち最 も成熟 した内容 を持つ と自分で判断 した1831年 講義 を編纂出版 した79。しか し、彼

は、弁証法 の個 々の草稿には、諸々の矛盾 した混乱 しか認めないことが しばしばで あ り、

後にオーデブ レヒ ト (Odebrecht) によって批判 されるよ うに、その編纂作業は十分な信頼を

置けるものではな く、シュライアーマ ッハーの生き生き とした思想を捉 えているとは言い

難い。ヴェール ング (Wehrung) の弁証法についての発展史的研究80も、ショルツが適切 に批

判 しているように、六回の弁証法講義個 々の特徴 を精査す るにとどま り弁証法の全体 を把

握す るという目的を充分果た していない81。

新たな展開はオーデブ レヒ トによる一連の研究 によって開かれる。彼はディルタイ と同

じように、シュライアーマ ッハーが一方でプラ トン主義にまで遡 り82、同時に生の哲学や新

カン ト派の見解に対す る予見 も持 っていたことを明 らか にした83。また彼による美学講義 と

75 主 な も の を 挙 げ れ ば [Kimmerle1957, 1962],[H.-G. Gadamer: 1960],[高

森: 1974],[Szondi: 1975/76],[Weimar: 1975],[Frank: 1977],[Ricceur: 1977] な ど 。

76 上 述 の 文 献 の う ち [Kimmerle1957]や[Frank: 1977] は、 そ の よ う な 包 括 的 な 視 点 か ら 解 釈 学 が 論 じ られ て

い る 。

77 [WeiΒ1878/79/80]

78 [Halpern1901]

79 [Halpern]

80 [Wehrung1920]

81 [Schoitz1984: 35]

82 [Odebrecht1942]

83 [Odebrecht1932]
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弁証法講義テキス トの、聴講者筆記 ノー トを駆使 しての再構成 とそ の出版は、その後の研

究 に新たな信頼に足る基礎 を提供す ることとなった84。

その後 の主だ った研 究 として は、対話の哲学 の観点 か ら弁証法 を論 じたカウルバ ッハ

(Kaulbach) 85、初期 シュライアーマッハーの思想形成に関して、ディルタイ以来のカン トの

批判哲学やシュレーゲル らロマ ン派 との関わ りに重点 を置く解釈 に対 して、ハ レ学派工一

バーハル ト、及びヤ コー ビ、ス ピノザ研究に決定的な影響を受けて いるとす るハームスの

研究86な どがあげ られる。彼の研究は、ディルタイの古典的なシュライアーマ ッハー像 を根

本か ら書き換 える説得力を持ってお り、次章で さらに言及 される。

(3) 1980年 以降

先述 したように、1980年 以降シュライアーマッハー研究は新たな段階を迎えている。第

一回国際 シュライ アーマッハー学会で発表されたい くつかの注 目すべき研究、 とりわけ弁

証法をシュ ライアーマ ッハーの哲学及び神学の基礎 として再評価 し、その現代的意義 を論

じたキンマー レ (Kimmerle) 87、弁証法の ロマ ン派的世界観 とのかかわ りを指摘 したアル ン

ト (Arndt) 88、弁証法 と解釈学の関わ りを論 じたポテパ (Potepa) 89、さらに、ロマン派時代の

初期シュライアーマッハーの固有性を 「批判的同志」 と特徴付けたディルケス (Dierkes) の

研究goな どが、個別研究 としてはあげ られる。さ らにシュライアーマッハーの哲学を再評価

した包括的な研究としては、 ショルツやプレーガー (Pleger) が重要である91。また、シュラ

イ アーマ ッハーにおける弁証法の重要性 を認めて、ヨナス版の旧全集 に収録 されたテキス

トと、オーデブ レヒ ト編集 によるテキス トが、入手困難になっている状況を打開す るため

に、1986年 以降、アルン ト、さらにはフランク (Manfred Frank) らによって忍耐強 く続 け

られてきた弁証法テキス トの刊行 も忘れることはで きない92。そ して、2002年 には、批判

的新全集 (KGA) において、 ヨナス版の旧全集以来 はじめて、未刊行の筆記ノー トを含 む

84 [AO][DO]

85 [Kauibach1959, 1968]

86 [Harms1974] こ の 論 文 に お い て も 初 期 に 関 し て は こ の ハ ー ム ス の 研 究 に 追 う と こ ろ が 大 き い 。

87 [Kilnmerle1985]

88 [Arlldt1985]

89 [Potepa1985]

90 [Dierkes1985]

91 [Schoitz1984],[Pieger1988]

92 [DA1811][DA1814/15][Frank2001]
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現時点で可能な限 り完全な形で弁証法の講義草稿 ・筆記 ノー トが出版された93。これによっ

て、弁証法研究 の正 に土台が据えられた というべきで ある。 こうした動きに刺激されて、

わが国で も様々な専門領域か らいくつかの注 目すべき研究が発表 されてきている。山脇 (社

会哲学)、 瀧井 (ドイツ文学)、 水谷 (キ リス ト教神学)、 伊藤 (哲学) らによるもので、立

場は異なるが、いずれ も個体化理論、対話論など、弁証法的思考 にシュライアーマ ッハー

研究の意義を見出そ うとしている点では共通 している94。

第3節 時代区分

ここでさらにシュライアーマ ッハーの思想形成の時代区分についての従来 の議論 を一瞥 し

ておきたい。シュライアーマ ッハーの思想区分、およびそれと密接に関わることであるが、

どの時点 に彼の思想的転回点を見るか ということは諸説があ り、必ず しも今 日に到 るまで

一致を見ていない。古典的にはディル タイが次の5つ に区分している95。

I. 青年 期 と最初 の教 育 (1768-1796年)

II. ベル リ ン時 代-世 界観 の直 観的叙 述 (1796-1802年)

III. シュ トル プ にお ける批 判 的作業 と体 系準 備 の時期 (1802-1804年)

IV. ハ レにお け る学問 的神学 と倫理体 系の教 授時 代 の 開始 (1804-1807年)

V. ベ ル リンにお け る学問的 ・教会 的 ・政 治 的活動 (1808-1834年)

この中でも、ディル タイ にとって とりわけ重要なのが1800年 、フィヒテとの出会 いで あり、

これによってシュライ アーマ ッハーは自分 の根本的な立場を見出したと言 う。すなわち、

この時期シュライアーマ ッハーの思考は 「折衷主義的様相」を呈 していた96。彼はプラトン、

アリス トテ レス、ス ピノザ、ライプニッツ、カン ト、ヤコービ、フィヒテ、シュレーゲル、

そ してシェ リングに依拠 していたか らで、そのよ うな彼が、フィ ヒテの主観的観念論の受

容と克服によって独創的な立場を獲得 したのだ とディルタイは言 う。すなわち、 シュライ

アーマ ッハー はフィヒテの倫理学 を自分の体 系形成のために受容す る一方で、フィヒテの

93 [KGA II/10, 1u. 2]

94 [山 脇1990][瀧 井1998][水 谷1998][水 谷2003][伊 藤2003]

95 [Dilthey 1890: 354-402][LSI/2: XXIf.]

96 [LSI/1:313f.]
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自我が無制約な絶対者 に高 まる ことに対 して、また万有が実在性を否定 される ことに対 し

て断固として戦った97。シュライアーマッハーはフィヒテの自己直観の原理 を、ス ピノザの

万有直観 と、またフィヒテの超越論哲学を、 自らの宗教的 に規定 された実在主義 とを結合

す ることによって、彼の将来の体系が依拠すべ き基礎を獲得 したと言われる98。

以上のようなシュライアーマ ッハーの思想的学問的発展段階と生涯の道程 とを結びつ け

る区分は、彼の生涯の全体的記述を目指す研究 においても踏襲 されている99。

これに対 してジュースキン トは、1800年 以降、1805年 頃までのシェリングとの対決 にシ

ュライアーマ ッハーの体系形成の決定的転換 を見ている。(こ れ については第II部 第1章 を

参照)

またハームスは、1793-1796年 にか けて シュライアーマ ッハーの思想 における唯一の根

本的転換 を見 る。後述するように、 この時期 シュライアーマ ッハーは、エーバーハル トを

通 して習得 した ライプニ ッツ ・ヴォルフ哲学の土台の上 に、ヤコービと、ヤコー ビのス ピノ

ザ主義と取 り組む ことによって 自らの哲学的基礎を獲得 したとされ、この転換 と比較すれ

ば、1796年 以降 のロマン派 との邂逅 による変化や1802年 以降批判的作業 (『従来の倫理学

説批判綱要』の執筆およびプラ トンの翻訳) 等 による転機は意味 をなさない と言 う100。

この論文においては、これ らを折衷する形で、1796年 以前については、ディルタイにお

いてはカ ン トの影であまり注意を向け られて こなか ったエーバーハル トの影響を重視す る

ハームスの解釈 を取 り入れ、1796年 以降については、ディルタイの説 くフィヒテの影響、

ジュースキ ン トが主張す るシェリングとの確執 も十分考慮 しなが ら、さらに弁証法 を重視

するこの論文の立場か ら、近年のショルツな どが着 目している1802年 以降のプラ トンの影

響をも最大限評価 しなが ら叙述 していく。私見 によれ ば、シュライアーマ ッハーの生涯 に

お ける思想的発展 には、決定的転換 とい うものはな く、その展開は常に漸進的である。 し

たがって、以下 に提示され る 「直観期」 「批判期」 「体 系期」 という思想区分 もあくまで便

宜的なものに過ぎない。それ は思想内容の根本的な転換 を表す ものではな く、伝記的な場

97 [Ebd.: 360f.]

98 [Ebd.: 333, 374]

99 [Kantzenbach 1967][Redeker1968] な ど

100 [Harms1974: 171f.]
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面の移行 と考 えて いただいて も結構である。特 に批判期 と体 系形成期の境は、牧師職か ら

大学の教授職 に就いたという外的状況 の変化 に基づく著述活動の性質の変化により多 く基

づ くと言えるであろう。

直観期は、フ リー ドリヒ・シュレーゲルやヘ ンリエッテ・ヘルツ らドイ ツ ・ロマ ン派のサ

ークル との出会 いの中で、『宗教論』初版や、『独白録』、『ルチ ンデ親書』など最初のまと

まった著作群が産み出された時期である。第I部 において、この時期 の思想が考察 され、

後 の体 系的な諸学の萌芽が確認されるであろう。第II部 にお いて扱われ る批判期は、シェ

リングの 『学問論』についての書評や、『従来の倫理学説批判綱要』の執筆及びプラ トンの

対話篇の翻訳、『宗教論』の改訂等 を通 して、直観期に芽吹いた思想が、カン ト、フィヒテ、

シェリングという、すでに体系的な思想を展 開していた同時代の哲学者たちとの批判的格

闘の中で、学問的な吟味に耐 え得る姿 を取 り始める時期である。ここでは また、同時期に

独 自な弁証法を形成しつつ あったヘーゲル との対比 によって、両者のプラ トン解釈の差異

に着 目す ることによ りシュライアーマッハーの固有性が明 らかにされるであろう。第 皿部

では、弁証法講義 について、そ の前史、各講義 におけるその内容展開、そ して シュライア

ーマ ッハー独 自の対話論的な 「相互性 の弁証法」の構造 とその思想史的位置付け、さらに、

弁 証法を構想す るに当たって シュライアーマ ッハーの最大の対抗者であったフィヒテとの

比較において、シュライアーマ ッハー弁証法の独 自性が明らか にされる。

以上が、全体の概要であるが、本論 に入 る前に、序論的考察 として、直観期に至るまで

のシュライアーマ ッハーの思想的変遷 を、その理解のために最小限必要な伝記的記述 と共

に、章 を改めて概観す る。ヘルンフー トの敬虔主義、エーバーハル ト、カ ン ト、ヤコービ、

ス ピノザ らとの取 り組みは、すでに彼の思想世界の重要な一部(基 盤)で あることが示さ

れるであろう。

第2章 直観期までの思想的変遷

第1節 幼 少及 び青年期 とヘル ンフー ト敬虔 主義(1768-87年)101

101伝 記 的 記 述 は 主 に[Fischer2001: 16f.]に よ る 。
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シュライ アーマッハーは、1768年11月21日 、ブレス ラウに生まれた。彼 は父方母方共

に改革派の牧師の家系である。すでに彼の祖父ダニエル ・シュライアーマ ッハー(1695年

生まれ)は 、聖職者であったが、波乱 に富んだ生涯 を送 っていた。彼は先ず シャウムブル

クの宮廷付牧師として働き、不幸な解職の後、ボン近 くのオーバカ ッセルで、最後 はエル

バー フェル トで、説教者 として働いた。エルバーフェル トで、彼はエ リアス ・エ ラー(Elias

Eller)創 設の急進的敬虔主義の熱狂的セク トを支持 し、1741年 か らは、エルバーフェル ト

近 くの ロンス ドル フで、そのセク トの説教者 として働 く。セク トの内部抗争の後に、彼は、

1751年 オランダのアル ンハイムの姉の下に逃れた。その後信仰的にもセク トか ら離脱 し、

アル ンハイムで改革派教区の長老 に選ばれたが、再び聖職 に就 くことはなか った。 この祖

父はシュ ライアーマッハーの洗礼時の代父の一人であ り、ダニエル とい う名は、この祖父

か ら受け継がれた ものである。

シュ ライアーマ ッハーの父ゴッ トリープ ・ア ドル フは、父 との関わ りで同じくエ リアス ・

エラーのセク トとの戦いに巻き込まれた。彼は、1741年14歳 の時にすでにデ ゥイスブル

ク大学で神学の勉強 を始め、19歳 の時 にはそれを修了し、そのセク トの説教者にな る予定

であった。 しかし、父親 に対する疑 いか ら、 これは実現 しなかった。ゴ ッ トリー プ ・ア ド

ルフ ・シュライアーマ ッハーは、エ ラーのセク トの考 え方か ら解放 される と、敬虔主義か

らは距離を置 くようになった。懐疑主義者 として、長年、信仰と知 との問を彷徨 したが、

労苦 して啓蒙主義的教会的立場に達 した。後 に彼は息子に対 して、ある手紙 で次のように

告白している。 「少な くとも 十二年間、私は本当に不信仰者 として説教 していた」 と102。

先のセク ト紛争が終結後、彼は1758年 にマグデブルクのヴァイゼ ンハ ウスの教職 を引き継

いだ。1760年 、七年戦争の際には、プ ロイセンの領主 フリー ドリヒII世 のもとで、 シュレ

ージエ ンで従軍牧師 とな り、改革派の信仰 を持 った兵士たちの牧会 を した。七年戦争が終

わると、彼はブレス ラウに居を定め、1764年 にカタ リーナ ・マ リア ・シュテユーベ ンラウ

ホと結婚 した。ブ レスラウで四人の子供 に恵まれた。 シュライアーマ ッハーは、その第二

子である。

102[KGAV/1: 198f.]
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シュライ アーマ ッハーの父親は50を 過ぎた1778年 、ヘル ンフー トの信仰に心を捉 えら

れ るが、ヘルンフー ト兄弟団 に加わる ことは決 してなかった。同年、母親は子供たちと共

に、オーバシュレージエンのプレスに移住 したが、1年 後には、バイエル ンの王位継承戦争

か ら父親が帰還す ると、プ レス近郊の村 アンハル トに居を移 した。一家 は改革派移民の共

同体 に住み、そ こで父親は従軍牧師 として働 くと共に、改革派の牧師職に就いた。彼 らが

ヘル ンフー トの信仰か ら受 けた後々まで残 る影響は、自分たちの子供 をこの信仰の精神で

教育 したいという願いを起 こさせた。決意 までには紆余曲折あったようだが、1783年 にシ

ュライアーマ ッハーを含む三人の子供がヘルンフー ト派の教育施設 に預 けられた。姉シャ

ルロッテ(Charlotte)は グナーデンフライへ行き、シュライアーマ ッハー と4歳 下の弟カー

ルの二人は、ゲル リッツの北西 にあるニースキーの寄宿制高等学校 に入学した。そ の数 ヵ

月後、1783年11月17日 にシュライアーマ ッハーの母は逝去 した。

母方 でも、信仰的な遺産がシュライ アーマッハー に影響を及ぼして いる。母方の先祖は

オース トリアの出であるが、そのプロテスタン ト信仰のゆえに、ザルツブルクの地 を去 ら

ねばな らなかった。祖父ティモテウス ・クリスチャン ・シュテユーベ ンラウホはベル リン

の宮廷および ドームの説教者 として働き、1750年 に死去 している。母の兄サムエル ・エル

ンス ト ・ティモテウス ・シュテユーベンラウホ(Samuel Ernst Timotheus Stubenrach)

は、 同じく神学 を志 した。彼はハ レの改革派ギムナジウムの校長 と大学の神学部の教授 を

務め、後 に自分の甥(シ ュライアーマ ッハー)を特別な仕方で面倒を見る ことになる。彼はま

たシュライアーマ ッハーの洗礼の時の もう一人の代父であ り、彼 の三番 目の名エル ンス ト

は、 この伯父か ら受け継いだものである。

シュライ アーマ ッハーは、彼の生涯 の最初の10年 間をブレスラウで過 ごした。教育はも

っぱ ら母親の手か ら受 けた。父親は職業柄絶えず旅に出てお り、 自分 の職務 を、シュレー

ジエンの駐屯地 のその都度 の場所で果たさね ばな らなかったか らである。母親は、早 くか

らシュライアーマ ッハーの知的能力を見抜いていたが、覚めた目で彼 の弱点 も見ていた103。

ブレスラウでシュライアーマッハーはフリー ドリヒシュー レに通 ったが、そ こで受 けた教

103[Br.I: 16]
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育は体系的なもので はなかった。一家が、プレスそ してアンハル トに移住 してか らは、彼

は家庭で過 ごし、10歳 か ら12歳 の間は、学校 に通わなかった。父親が在宅の時は、彼が息

子 に授業 した。12歳 にな って初 めて両 親は彼 を、 アンハル トか らプ レスの寄宿 学校

(Pension) に送 り、そ こで二年間規則的な授業 を受けさせた。とりわけそ こでは古典語の

訓練がなされた。

シュライアーマッハーのその後 の発展にとって決定的に重要なのは、ニースキーの寄宿

制高等学校 に移った ことである。1783年6月 の中旬だった。ヘル ンフー ト派の信仰による

教育は、彼の神学の後の形にまで影響 を与 えた。ヘル ンフー トの学生寮への入居 は、親子

どち らの側 にとっても熟慮を要 した。子供たちは、両親の計画 に署名す ることによって同

意 しなければな らなかった。そ して、(グ ナーデ ンフライにおける) 11週 間の試行期間を終

えた シュライアーマッハーは、学生寮に入った時14歳 半であったが、 このときの両親 との

別れ は、一生の別れ となって しまった。先述 したように母親はすでにその数 ヵ月後 に亡 く

な り、父親はその後11年 生存するが、その間、父 と子は二度 と会 うことはなかった。

すで に、グナーデ ンフライ における試行期間、 シュライアーマッハーの中には強烈な宗

教体験が呼び起 こされたようである。自伝 において印象的に、かつ後の諸業績の理解 を想

起 させ るような仕方で、それ につ いて次のように報告 している。 「私たちは、決定 までの数

週間、グナーデンフライに滞在 しました。そ してそ こでは宗教の問題 における想像 力の支

配が 当然の こととされましたが、それを私は、冷静さよ りもおそ らくは熱狂的 に受 け入れ

ました。しかし、私は実際のところ、そ のおか げで非常に貴重な経験を持ちました し、た

いていの人においては無意識 のうちに理論や観察 によって形成され る思考様式 を、私 はも

っと生き生きと、私 自身の歴史の結果 あるいは刻印 と見なす ことができるとい うことも、

この経験のおかげです」104。生の充溢 した経験の刻印 とい うこの時期 にヘル ンフー トで獲

得された思考様式は、生涯 にわたって、彼の経験 の方法論的原理 として影響 を持ち続 ける

ことになる。

シュライアーマッハーは1783-1785年 ニースキーで過 ごすが、この二年間を彼は総 じて、

104 [Ebd.: 7]
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宗教的に豊 かな、幸福で、充実 した時と感 じたようである。彼 はヘルンフー トの敬虔主義

にす っか り慣れ親 しむ ことがで きた。この宗教性の内容的な中心点は、特別なキリス ト信

仰で、それはその根本特徴 においてツィンツェン ドルフ伯爵 (Zinzendorf) に遡るものであっ

た。組織上宗教教育は個 々に分かれていたが、同時に共同的 に行われた。個 々人は小さな

グループに編成 され、各グループに一人の年長学生が責任 を持った。その責任者は、励ま

した り、教育 した り、そ して もちろん監督や管理を行 った。各人は自らの進歩の過程 を、

日記 に記録するように促された。規則的な間隔 をおいて、それは 自由な宗教的交流の場で

分かち合われ、それと共にしっか りと制度化された個別対話が、 「生徒」と 「指導者」 との

間で行われた。そのような教育方法 は、様々な問題 をはらむものであったが、シュライア

ーマ ッハー は、ニースキーにお いては何よ りもその積極的側面のみを受容 し、批判的意識

はまだ持たなかったようで ある。

1785年 に、彼はニースキーか ら、マグデブルクの南東エルベのバル ビーにある神学校へ、

さ らに2年 の予定で移った。そ こで次第 に危機感が募 り、最初 の挫折へと至 ることになる。

ニースキーでは励ましや助けとして受け入れたことが、今や17歳 になったシュライアーマ

ッハーには、圧迫や束縛 と感 じられた。その神学校は、さなが らヘルンフー ト兄弟団の大

学であった。 ここは兄弟団の教師や聖職 になるために学ぶ場所だった。それは根本的には

シュライアーマ ッハーの 目標で もあった。 しか し、バル ビーでの経験は、彼を他の方向へ

押 しや った。す なわち、そ こでは啓蒙主義の学問は宗教教育 に反対する として遮断され、

神学や哲学の新 しい著作は入手できなかった。1781年 以来次々 と出版 されたカン トの批判

哲学は読む ことを許 されず、その著書は、密かに調達されて読 まれ議論がな されたのだっ

た。

精神的 に閉塞 された状況は、シュライアーマ ッハーやその友人たちに独断的な教えに対

する宗教的な懐疑が生 じてきた ことによって一層激化 し、複雑化 した。 ある者は自発的に

神学校を去 り、ある者は退学させ られた。友人が去って、シュライアーマ ッハーはいよい

よ孤独になった。 「私の考えは、兄弟団の体系か らは遥かに離れて しまったので、私は、良
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心的にももはやその一員で あ り続 けることができません」 と当時 の心境 を述べている105。

この危機 にあって彼は、父に、神学を基礎か らに勉強させて欲 しい と願 い出る。彼の父は、

最初は彼 を宥めようとす るが、しか し、若い シュライアーマ ッハーはそれ に満足す ること

はできず、1787年1月21日 付の手紙で父に、自分の懐疑 を表明する。 この手紙は、父に

対する息子の感動的な忠実 さの記録であり、同時に、 しか し、伝統的な信仰 に対する彼の

違和感の明白で確固 とした表 明である。 「私は 自らを人の子 と呼んだ方が、真の永遠の神で

あるとは信 じられ ません。そ の方 の死が代理 の贖罪であった とは信 じられ ません。なぜな

ら、その方 はそのようなこと明確には決 して言 っていない し、私 は、そ のような贖罪が必

要であった とは信 じられないのです。神は人間を完全な ものに造 らず、ただ完全 に向かっ

て努力す るよ うにお造 りにな ったのですか ら、人間が完全でないか らといって永遠 に罰す

るな どということはあ り得ないことです」106。 ここにおいてヘル ンフー ト派の原罪論 と恩

寵論が、啓蒙主義的な人間観 に、すなわち、人間はその本性 か ら完全 さを求 めるように創

造されているという人間観に とって代わ られて いる ことが伺える。 こうして息子は、父に

ハ レでの神学研究を許可 して くれるように願 う。父の答えは、悲 しく、理解できない、厳

しいものであったが、 しか し、最後には許可を与える。

こうしてシュライアーマ ッハーは、1787年4月 、神学研究 のためにハ レに移る。ヘルン

フー トとの この決裂は、 しか し、彼 自身あるいは彼の業績 に対す るそ の影響が、その後は

持続 しないということを意味 しない。1802年 にグナーデンフライに姉シャルロッテ を訪ね

た折の手紙で、彼は次のように告 白している。 「善きものが最初 に目覚めた時か ら、今 日に

至 るまで、 この場所以上に、私の精神の全過程についての生き生きとした思 い出を促進 し

てくれる場所は他 にはない。 ここで私 に初 めて、より高次の世界に対する人間の関係につ

いての意識が開花 した。[....]ここで初めて、私 にとってか くも本質的である神秘的な能力が

展開した。それは、私 をあ らゆる懐疑主義の嵐の下で保持 し、救 って くれた。それは当時

芽吹き、今それは成長 した。私は次のように言うことができる。私はいろいろあったが、

105 [Ebd.: 11]
106 [KGA V/1: 50]
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再 びヘル ンフー ター にな っ たのだ 。た だ しよ り高次 の ヘル ンフー ター に」107。

第2節　 エ ーバ ーハ ル ト、カ ン ト、ヤ コー ビ、 ス ピ ノザ (1787-96年)

(1) 外 的 経緯108

シュ ライ アー マ ッハー は1787年 の夏学 期か ら1788/89年 の冬 学期 まで4セ メス ター をハ

レで学 び 、 当初 は伯 父 の シ ュテ ユー ベ ンラ ウホ の もと に住 んだ 。 しか し、神 学者 た ちは彼

に た い し た 印 象 を 与 え な か った 。 これ は 当時 ま だ ハ レで 教 え て い た ゼ ム ラー (Johann

Salomo Semler) につ いて も同 じで あった。 シュ ライ アー マ ッハー の学 問上 の師 とな った の

は、ヴ ォル フ (Christian Wolff) の哲 学 の流 れ を汲 む教授 ヨハ ン ・アウ グス ト ・エーバ ーハル

ト (Johann August Eberhard) で あった。彼 の影 響下 に シュ ライ アーマ ッハー は哲学 的 ・言語

学的 問題 に向か う。エ ーバ ー ハ ル トは シュ ライ アー マ ッハ ー にギ リシャ哲 学 を教え 、彼 を

カ ン ト哲 学 との 批判 的 対 決へ と導 いた。 この二 つの テー マ が 、翌年 の彼 の研 究 の 中心 とな

る。 シュ ライ アー マ ッハ ー の遺 稿集 に見 出 せ る最 初 の学 問 的作 業 は、友 情 に関す るア リス

トテ レス のニ コマ コス倫 理 学 の第 八巻、第 九巻 への注 釈 (1788) と、両 書 の翻訳 で ある (1789)。

これ と平行 して シ ュライ アー マ ッハ ー は、論 文 「最 高善 につ いて 」(1789) 及 びカ ン トの 『実

践 理性批 判』 につ いて の覚 書 にお いて 、カ ン ト批判 を展 開す る。

1789年5月 、 シュ ライ アーマ ッハー はハ レを去 り、 オー デル河 畔 の フ ランクフル トの ド

ロッセ ンに移 って いた伯 父 の もとに行 き、 そ こで最 初 の神 学 試験 の準 備 をした。 一年後 、

彼 は これ に合格 した 。 彼 の試 験 審 査官 で あ った フ リー ドリ ヒ ・ザ ムエ ル ・ゴ ッ トフ ィ リー

ト・ザ ック (Friedrich Samuel Gottfried Sack) の仲介 で 、シュ ライ アー マ ッハ ー は1790年 、

シュロ ビッテ ン (東 プ ロイセ ン) の伯爵 フ リー ドリヒ ・ア レクサ ンダー ・ドー ナ家 (Friedrich

Alexander zu Dohna) の家庭 教 師 の職 を得 る。彼 は ドー ナ家 の次男 ヴ ィル ヘル ム (Wilhelm)

の家 庭教 師 として招 かれ 、 彼 の ケー ニ ヒスベル クで の勉学 に付 き添 った りしたが 、そ の下

の子 供た ち の教育 のた め に も家庭 教師 と して シ ュ ロビ ッテ ン に とどま った 。 こ こで彼 は 、

1790年 の10月 か ら1793年 まで2年 半 にわ た って 、貴族 の家庭 の豊か さ、大 きさ、調 和 の

107 [KGA V/5: 392f]
108 こ の 部 分 は 主 に [Fischer2001: 22f] に よ る 。
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とれた家庭生活、社交文化 を経験 した109。 ドーナ家の娘フ リー ドリケ (Friedrike) に対す る

思いを、彼 は姉の シャル ロッテにだけ書き送っている。おそ らく彼は この時期 自由につい

ての研究 を終 え、比較 的大きな論文 「生の価値について」をまとめた。この論文は1792年

の新年説教の構想 を受 け入れ、後の著書 『独白録』(1800年) の萌芽 となる。1791年 のケ

ーニ ヒスベル クへ の旅行 の際に、彼はカン トを訪ねているが、 この高名な哲学者か らは特

別な印象 を受 けなかったよ うである110。教育問題をめ ぐって ドーナ伯爵 と意見が衝突 した

シュライアーマッハーは1793年5月 に家庭教師を辞 し、再び ドロッセ ンの伯父のもとに帰

った。 同年9月 にはそ こか らベル リンへ移 り、冬 の半年間 フ リー ドリヒ ・ゲーデ ィケ

(Friedrich Gedike) が指導する教員養成所に中 (高等) 学校教員試補 として職を得た。毎

週10時 間か ら12時 間のギムナジウムでの授業のほか に、試補 は三ヶ月間の間 に二つの論

文 をまとめなけれ ばな らなか った。そ のためにシュライアーマ ッハー らは、歴史の授業 に

ついての冊子 をまとめると共に、フリー ドリヒ ・ハイ ンリヒ ・ヤ コー ビ (Friedrich Heinrich

Jacobi) がス ピノザ について書いた文書 に沈潜 し、ヤコー ビ哲学についての注釈を完成した。

そして 自分のスピノザ研究 をまとめた。

1794年3月 に、 シ ュ ライ アー マ ッハ ーはベ ル リンで 二 回 目の神 学試 験 に合格 した 。そ れ

に引 き続 いて按 手礼 を受 け、そ の 一 ヵ月後 にはヴ ァー ル テ の ラ ンズベ ル ク の改革 派説 教者

ヨハ ン ・ロ レンツ ・シュー マ ン (Johann Lorenz Schumann) の助 手 としての職 に就 いた 。

ここで シュ ライ アー マ ッハ ー は、 公式 の義 務で ある仕 事 の傍 ら、ザ ックの勧 め もあ り、ザ

ックがす で に始め て いたHugh Blairsの 説教 の翻訳 に携 わ った。 シュ ライアー マ ッハ ー は

第 四巻 の大 部分 を訳 し (出版 は1795年)、 第五 巻 は独 りで訳 した (1802年 出版)。 ラ ンズ

ベル クで彼 は またJoseph Fawcettの 説教 の翻訳 (全 二巻 、1798年 ベル リンで 出版) を始

めた 。 シューマ ン牧 師の死 後 、 シュ ライ アーマ ッハー は、比較 的 閑職 で あ るベル リン ・シャ

リテ慈 善病 院 の説教職 に転任す る。

以上見てきたよ うに、ハ レにおいて シュライアーマ ッハーは、ヴォルフ主義 の発展的継

109 [KGA V/1: 221]
110 [Ebd.: 218][Br.III: 38f.]
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承者であ り、その影響力を行使できた最後のヴォル フ主義者エーバーハル トと出会 う。デ

ィル タイが、 この時期のシュライアーマ ッハーの思想形成におけるカン トの影響に最大の

ポイン トを置 くのに対 し、ハームスはむ しろエーバーハル トに代表されるハ レ学派の影響

を重視 し、カン トの受容もハ レ学派 の基盤の上にな され るとする。ヘル ンフー トとの苦闘

によって得た、人間の本性 についてのシュライアーマ ッハーの理解 と、エーバーハル トの

倫理学には共通項があ り、シュライアーマ ッハーは、ハ レ学派 との出会 いによって、 自ら

の考えを学問的厳密性 を伴った理論 として構築する手段を獲得 したというので ある111。以

下、先ずエーバーハル トの哲学体系を概観 し、エーバーハル トとカン トの対立点、そ して、

両者がシュライアーマ ッハーにどのように受容されていったか を考察してみたい。

(2) エ ー バ ー ハ ル ト112

エーバーハル トによれば、外的感覚 によって外界の事物を認識す る感性的認識 は、その

ままでは偶然性や不明瞭 さのために哲学的認識の範 囲に含めることはできない。哲学的認

識は非感性的認識であ り、これはさらに外感性的認識 と超感性的認識に分けられるという。

前者 は内的感覚によって魂の中で直接感得 され る自己認識であ り、後者は外界に関す る感

性的認識 と自己 に関す る外感性的認識の抽象化 によって得 られる認識で あるとされる。哲

学的認識 はさらに理論的認識 と実践的認識 に区別 され、前者はそれ 自体 としての真理、後

者は行動を決定す る根拠 としての真理 と定義 され る。実践的認識が理論的認識か ら、その

構造 によってではな く、応用 によってのみ区別されている点が、後 にカン トとの対立点と

して重要なポイ ン トとなる。エーバーハル トにおいては、行動は理論的認識の実践的応用

の場 ということにな る。

さらに、能力心理学の祖 として知 られるヴォルフが、人間の魂 を能力の束か らなる一つ

の実体 と理解 し、その能力を大 きく認識能力 と欲求能 力とに分けた ことに倣い、エーバー

ハル トもまた理論哲学の基礎部門 とされる経験主義的心理学 において、魂のあらゆる現象

を一つの根源的な力の現れ と捉えることによって、人間の内的生活の統一性を根拠付ける。

そ して、そ の認識能力は、不明瞭な表象 を生み出す下級能力としての感性 と、明瞭な表象

111  [Herms 1974: 41]
112  この 部 分 は [瀧井 1992: 3f.] [岩波哲 思: 128, 404] に 負 うと ころが 大 き い。
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を生み出す上級能力の悟性 に分けられる。 さらに、 この認識能力 と欲求能力 との間 には次

のような図式が成立 していると言 う。すなわち、「善悪の認識」が 「快不快の感覚」 を引き

起 こし、この感覚が 「獲得もしくは忌避の欲求」を起 こし、その欲求が身体を動か して 「行

動」を引き起 こす という図式である。

さらにヴォル フにおいて人間の認識が 「事実的認識」から 「哲学的認識」へ進み、 「数学

的認識」 に至 ることで最高の確実性 を得 るとされ、 しかし、同時に 「哲学的認識」 も 「数

学的認識」も 「事実的認識」によって確証 されなければならない と主張されることによ り、

アプリオ リなもの とアポステ リオ リなものとが無批判 に結合され、「理性 と経験の結婚」が

目指 されたように、エーバーハル トにおいて も同様 な構造が認め られる。すなわち、すべ

ての認識の出発点 は (学問的認識も含めて)、 個別的な感覚体験である。そこか ら抽象 によ

って普遍的概念が形成される (帰納のプロセス)。 こうして得 られた普遍概念を出発点 とす

る演繹 によって、さらに諸認識の体系、すなわち学問が構築されるという。個別的認識は、

演繹によって証明されたときに初めて、学問が要請す る確実性を獲得するとエーバーハル

トは考えるが、 しか し、その際、帰納 プロセス にお ける抽象が、その出発点 にある体験の

持つ感性的要素を克服できる根拠、演繹の起点 にな り得る純粋な普遍概念を生み出せ ると

いう根拠 を問 うことは全 く意識されていない。認識 を構成する帰納 と演繹の両 プロセスは

無批判に結び付け られてお り、後 にカン トの鋭い批判 にさらされることになるのである。

エーバーハル トの倫理学の目標は 「最高善」で、それは、本 当の完全 さを感受 し絶え間

な く味わ う状態 である と言われる。存在論か ら見れ ば完全 さとは、ある存在者 の諸規定す

べてが一致調和 して統一体 を形づ くっていることで あり、人間の本性は本質的にこの完全

性 を有する。ただ し、人間は他 の存在者 と異な り、 自分の認識や洞察に従 って行動する存

在者であるか ら、その使命 は、自分の本性 を認識 し、 自分 自身の行動 によって、本性 と一

致する行動 を善 として行い、一致 しない行動を悪 として避けることによって、そ の認識さ

れた本性 を実現 していくことである。 この使命 に従 うか否かに人間の道徳性が存す るとさ

れる。人間の行動 を律する道徳律が、政治的宗教的権威 によって外側か ら与え られるので

はなく、人間の本性 自身によって根拠付 けられている ことが注 目に値す る。人間に本質的

に備わっている完全性 を実現 してゆく手段 も、 もはや神の恩寵ではな く、人間 自身の行動
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とされている。 もちろん、道徳 と神 との関連が完全に否定 されて いるわけではな く、人間

の本性の認識 の深ま りと共 に、神の被造物 としての 自己の存在が、神の意思の顕現である

という認識が与 えられ るとされ、人間本性 の実現 と、神の意志の実行とは、究極 において

同一であると考 えられている。 しか し、 これ は宗教的真理が先 にあって人間の道徳性 を規

定 している ということではな く、人間の道徳性 はあくまで本性 の認識に基づ くとされる。

(3) エーバーハル トとカ ン トの対立113

エーバーハル トは1789年 に 『哲学雑誌』(Philosophisches Magazin) を刊行 し、ヴォル

フ主義 を再構成する ことによ りカ ン ト批判 を展開する。 これ にカン トが応答 して次の三つ

の誤解 を指摘する114。i) カ ントの認識批判の 目標 に対す る誤解 、ii) 分析判断 と綜合判

断という概念についての誤解、ii) ハ レ学派 における帰納 と演繹の無批判な結合。i) と

ii)に 共通 しているのは、カン トが認識の構造を主題にしていることをエーバーハル トが

見抜 けなか った ことであ り、iii) は、前項ですでに述べたよ うにカン トが厳 しく批判した

点であるが 、これはまたカ ン ト哲学 の出発点で もあった。すなわち、偶然的な認識 を分析

す る帰納 という作業 と、純粋な諸概念か ら必然的真理を導 出す る演繹 という作業の根本的

差異を認めたカン トは、哲学において経験的諸学問 と形而上学 とを明確に区別 した。そ こ

か ら形而上学的認識の成立を問 う問いが生じたのであった。周知のようにカ ン トは、1770

年、認識の源 として、互いに独立 した感性 と悟性 を認めるに至 る。その際に、悟性の側で

は、純粋な悟性概念の産出という働きと、感性の提供する質料へのその適用 という働 きが

区別 され、感性の側では、直観の純粋な形式 としての空間 と時間 と、経験的直観とが区別

されて いた。 このような理解か ら、やがて認識 の構造、すなわち、感性 によって提供され

た多様な質料 に、悟性の純粋概念が適用され、一つの認識 に纏め上げられ るという構造が

明 らかにされる。 これに対 して形而 上学の三つのイデー (魂の不死、世界の一体性、神の

存在) は、悟性概念が感性界 を越えて適用 されたものであ り、常 に感性 を必要 とする認識

の枠外にあるが、実践的に要請されるべき もの として、悟性 の使用を制御す る理性の統制

113  この部 分 は 主 に [Hems 1974: 66-78] に よる 。

114 Kant,I., Uber eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine altere
entbehrlich gemacht werden soll, AA VII, S.185-252.
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的イデー と見なされたのであった。

認識構造 についてのカン トの新 しい理論は、当然のことなが ら道徳論へ も影響 し、 この

領域でもハ レ学派 と鋭 い対立 を引き起 こす ことになる。既述 したように、エーバーハル ト

によれば、外的感覚 による感性的認識が偶然的で不確かなのに対 し、内的感覚 は、確実な

外感性的認識を魂 に直接もた らす。これに対 し、カ ン トによれば、外的感覚 も内的感覚 も

共に経験的認識の器官 として同等であ り、特 に内的器官に純粋な認識を保証する力はない。

理論的なものは認識を前提 とし、認識は常 に感性 と悟性の働きを媒介 とす るので、 自己意

識の直接性はただ実践的に与えられるので あった。

しか しなが ら、 このようなカン トの認識論 は、エーバーハル トによれば、許容 しがたい

二つの分裂をもた らす もので あった。すなわち、第一に、実践的 にのみ開示 される仮想的

な自己 と、認識 に基づ く経験的 自己 との分裂である。 これ によってカン トは不遜にも、仮

想的な 自己 (純粋に理性的な 自己) を神 の位置にまで押 し上げたとエーバーハル トは批判

する。さ らに、カ ン トのこの考えによれば、 自己認識 に基づく道徳的完成は不可能になっ

て しまう。第二 に、現実が理論化可能な部分 と不可能な部分とに分裂 して しまうことであ

る。ハ レ学派の場合、現実 のすべてが理論化 され学問 とな り得 るので現実 と学問の一体性

は保持されている。カ ントは実践的にのみ開示 されるものを現実の中に認めた ことによ り、

この一体性、全体性が放棄 された と言 うのである。

(4) シュライアーマ ッハーによる受容

シュライアーマ ッハーは、エーバーハル トをどのように受容 したので あろうか。彼 はハ

レ滞在の当初から一貫 してエーバーハル トの講義 を聴 いていた といわれ る115。この時期 に

書かれた論文 「自由について」(1790-92) や 「生の価値 について」(1792-93) には、以下

の三点でエーバーハル トの影響が認め られる。

(i) 人間本性 についての理解

例えば論文 「生の価値について」の中の次のような個所は、人間の行 動を律す る道徳律

が人間本性 に基礎付けられ るとするエーバーハル ト倫理学の影響が顕著である。 「私は至る

115  [Herms 1974: 41]
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ところで混合 されているものを全 く分離 しなければな らない。すなわち、生がそ うあるべ

きものについての普遍的イデー と、現実 に私のもので あったものの判断 とを (分離 しなけ

ればな らない)。 混合 されることな く前者が先行 し、全 く異なる光の中に置かれなければな

らない。もし私が、生の価値や意図について最 も明確で確実な概念を持っていなかった ら、

どのようにして私は過ぎ去 った時の価値を正 しく定め られるだろうか。 また もし私が、ど

んなひいきもな しに、現在 の感受性 のどんな影響もな しに、私が出会 ったものの印象 と作

用 とを集 めるな らば、その集積物は正 しい ものではあろうが、異種の諸 々の事物の集積 に

過ぎないであろう。 これ ら異質の部分 を互いに関連付 け、この多様なものか ら一つの全体

を作 り出 し、そ うして生の価値について判断す るための原理を私が持っていないな らば、

そ うした集積物は何の役に立つだろう」116。「したがって私 は全 く私自身から出発する。私

は この瞬間裸 の人間になる。 この生が概 して人間 にとって何であるべきなのか、何であ り

得るのか を問うためである。 この問いが解決 された とき初めて、お前たち私の記憶 よ、再

び帰って来い。そ して私 をして、 この基準 によって測 らせよ。生が私 にとって多かったの

か少なか ったのかを。私 は生が人間にとって何であり得るかを知 りたい。これは、人間 自

身が何で あるべきか ということについての特定の観念を前提 としている。 これがはっき り

してお り、誤謬 と矛盾 の大路 を幸運にも避け得た私は幸 いである。それ ら 〔誤謬や矛盾〕

は、次の ことを見抜いている。あるいは、それ につ いてまだはっきりとしたイデー に達 し

ていなければ、感じている。すなわち、すべて一貫 した生の評価 には、人間の使命 につい

てのイデーが根底になければならないと」117。

(ii)心理学の基本的枠組み

論文 「自由について」の中に次のような主張がある。「主体の中に表象能力 として存在 し

ているものを、主体 において力であるもの と取 り違えてはな らない。[…] 私が衝動という言

葉で一般 に理解 しているのは、表象する主体の性質に基づ く主体の活動、諸表象の産 出の

ための活動である」118。 ここでは、表象能力が衝動 として捉え られてお り、精神現象 を根

116 [KGA I/1: 404]

117 [Ebd.: 406]
118 [Ebd.: 223]
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源的な一つの力の現れ と捉えるエーバーハル トの影響が伺われる。 さらに論文 「生の価値

について」の中でシュライアーマッハーは言 う。 「何が私の中に存在 して いるのか?魂 のあ

らゆる衝動 と作用 は二 つの大 きな部分に枝分かれす る。認識することと欲求す ることであ

る」119。 ここには明 らかに精神能力を認識 と欲求 とに二分す るヴォルフ心理学の影響 を認

めることができる。

(iii) 認識論

認識論 においても、すべての学問的認識 を、経験的認識か らの抽象の産物とする帰納的

側面 は全面的に受容 されている。例えば論文 「生の価値 について」の中で シュライアーマ

ッハーは言う。「このイデー 〔学問的認識〕はただ人間の観察 〔経験的認識〕か らしか得 ら

れない。[…] 生がその人に与えた姿 において以外 に、その人を観察する ことはできない」

120。 「次のことは真実である。すなわち、君が人間を観 ることができるのは、生がその人間

に定 めた状態においてで しかない。 しか し、 この状況がその人に与えるものは、その人の

様々な能力の制限、方向性、混合に過ぎない。そのよ うな ものは無視 しな さい。そ して、

事柄 自体にとどま りな さい。何 らかの状態 を顧み ることな く人間 としての彼に固有な もの

に、彼 の本質を形成 しているもの にとどま りなさい。思考 し感受す る彼の能力、そ して思

考や感受性を通 して行為する彼の能力にとどま りな さい」121。

しか しなが ら、決定的な相違点は、シュライアーマ ッハーにおいては認識 を普遍的なイ

デーか ら演繹し、経験の枠外 に拡大 しようとするあらゆる試みが拒否 されている点で ある。

ハ レ学派では、あるものの特徴を述べるときに、その ものがそれ 自体 として持つ特徴 を内

的規定、他のものとの結びつ きにおいて持つ特徴 を外的規定 と呼んで区別 し、外的規定は

内的規定 によって根拠付け られるとされた。それは、外的規定の根拠 として内的規定 を示

す ことで、外的規定 もアプ リオリに (他のものとの結びつき以前に) 説明されたと見なす考え

方で ある122。これに対 してシュライアーマッハーは 「内的規定は外的規定の根拠 であるば

119 [Ebd.: 408]
120 [Ebd.: 406]
121 [Ebd.: 407]
122 [Harms 1974: 86]
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か りでな く結果で もある」123と言 う。 これは認識論的に見れば、事物の内的本質でさえも

アポステ リオリにしか認識されない とい うことで あり、人間の本質規定 という観点か ら見

ると、人間の本質 を規定する要素の中に、他者 との関係が取 り入れ られた こと、つま り、

他者 との関係な しに、人間の本質は語れない ことを意味す ると考 えられる124。

次 にカン トの受容であるが、ハームス によればシュライアーマッハー によるカン トの本

格的な受容は1789年 か ら90年 にかけてであり125、そ の前後の草稿 にカン トの影響 を示す

個所がいくつも認め られ る126。しか し、注意すべきことは、この受容があくまでハ レ学派

の理論の基盤の上 になされた ということである。先にも多少触れたが、カン トのハ レ学派

に対す る対抗点 は、1) 純粋な認識 (可想的 自己) と経験的認識 (自己) とを分離 したこ

と、2) 認識の構造に関す る理論 の構築 の二点であった。 シュライアーマッハーがカン ト

か ら受容 したのは2) の点のみであ り、経験か ら切 り離された 「純粋な主体性」がシュラ

イアーマ ッハーの関心を引 くことはなかった。1) の点が受容 されなかった ことは、ハ レ

学派の心理学の枠組み、特に 自由な 「欲求」 も 「認識」 に基づ く (したがって 「実践的に

のみ開示されるもの」、実践理性の要請 を行動の根拠 として認める必要がない) という考え

123 [Br. IV: 46]

124 [瀧井 1992: 24]

125 [Harms 1974: 88-96]

126 例えば感性 (身体) についての次のような記述である。「外的諸対象の中に、触発されることの根拠のみ

ならず (というのは、外的諸対象がそのような根拠に寄与するのは当然であるから)、すべての恣意的行為に

必然的な優位の根拠 も含まれているべきであるなら、すべての外的な対象と共に同時に、欲求能力一般に

対する影響のみならず、主体の内的な状態 によって変化することのないこの影響の特定の質や量も与えら

れるべきである。(なぜなら、そうでなければ、その決定的な優位が、影響を変化させる主体の内的状態に

基礎付けられてしまうからである。) このような場合、欲求能力は本質的に恣意であろうが、しか し、その

恣意は、その様々な作用の意図において単に本能と見なされるべきである。なぜな ら、人は、その残りを
-そ れは、複数の同時に触発する対象が、自分たちの影響を相互に部分的に破棄した場合に残るものだが
-一 つの対象と見なすことが可能だからである。(その対象はその影響に関してただ一つの方法で しか規定

されないから) その対象の印象は取 り消し難く、欲求能力はその対象に対して絶対的に規定される」[KGA

I/1: 235/236]。 さらに悟性についての次の言葉も参照せよ。「もし表象能力が、イデーを結合する能力と共

に考えられるならば、(人間的能力は他には考えようがないから)、そしてその能力は常に活動 していなけ

ればならないのな ら、しばしば欲求能力の対象は、外から意識に到来することになろう」[KGAI/1: 238]。
「私が自分自身の中にあるのを見出した諸法則に従属させつつ、私がすべてを思考可能だということがそ

れである。この高貴な感情は、人間性にふさわしい私の主要な諸力の一致を基礎付けるべきではないか。

規則を愛好することは、私の認識の主軸である。すなわち、規則への愛好を行為において私の欲求能力の

傾向となさしめよ。法則の能力は理性であり、私の認識能力の冠である。法則への愛好は、私を駆 り立て

て、私のすべての認識をその法則に関係させる。したがって、法則への愛好 も行為において私の欲求の傾

向となるように!こ れが私の使命のよ り栄えあるさらなる目標である。それは、私の諸力の最高に内的で

本質的な統一である。それは、真の最も内的な本質における最高の程度における人間性である。対象の享

受は本来、諸力の偶然的一致を示すに過ぎない。それは瞬く間に過ぎ行く諸現象に基づくだけである」[KGA

I/1: 412]。
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が、 この後 も長 く保持され る点か らも明らかである。

以上のような シュライアーマ ッハーによるカ ント受容のあ り方 を自由論 における両者の

違いにおいて確認 してみたい。周知 のよ うにカ ン トの 「超越論的自由」 とは、因果律 に縛

られず、ある連鎖 を自ら開始す ることので きる能力だが、それはあくまで経験 的自己とは

区別 される可想的な自己 に基づいている。 「汝なすべし」 という道徳律の絶対性が、そのよ

うな 自由の存在 を前提せざるを得ないわけだが、経験世界にそのような 自由がそのまま通

用する と考 えられているわけではない。 これに対 して、シュ ライアーマ ッハーが意識 した

のは、あくまで経験的な 自己のみであった。彼 にとって絶対的な 自由感は、ある行為の動

因が見通せないがゆえにこれ を否定する幻想に過ぎない。 シュライアーマ ッハー によれば

現実的な自由は 「すべての必然性か らの解放ではな く」、 「諸対象の強制か らの解放」であ

る127。すなわち、外界の事物、要因へのあ らゆる依存性が否定されているわけではな く、

機械的な依存性が否定 されている。そ して外界の強制力か らの このような解放 を可能 にす

るのは、私たちの欲求能力を表象によって規定することだ とされる。外界の事物 を 「表象」

す ることによって、外界か らの一方的な規定 に対抗するこのような自発性 こそ 「私たちの

魂の卓越 した特徴」128と言われ、 この点ではシュライアーマ ッハーは明 らか にハ レ学派 を

踏襲 しているのである。

エーバーハル トもカン トの自由論に対 して、人間にふ さわ しいのはライプニ ッツ・ヴォル

フの決定論であると言う。 これは、主体の力を全 く認めない宿命論ではな く、ただ行動の

根拠 のすべてが主体の力の もとにあるわけではない とい う主張である。なぜな ら、存在者

の体系 としての世界は、「諸々の実体が互 いに制限 しあっている」場であ り、 ここか ら魂の

力の制限も生じてくるわけだが、魂が 「力」であることをやめるわけではないか らである。

このような体系の中で人間の自由とは、「外界の事物の影響や感性の支配 か らます ます独立

して いく」能力であり、ハ レ学派の理論 に沿 って表現すれば、欲求能力 を動機付ける表象

を一層明 らかなものとし、それによって行動 を 「善きもの」(人 間の本性 と一致するもの)

127 [KGA I/1: 287]
128 [Ebd.: 287]
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とし、 自らの現存在の中に、理性的本性 を実現 していく能力 ということになる129。

自由を外界 あるいは感性か らの自由と捉 える点では、カン ト、エーバーハル ト、シュラ

イアーマ ッハーは一致 していると言える。 しか し、その際に、 自己意識が どのようなもの

と考 えられてお り、どのような役割 を果たすかでは相違がある。エーバーハル トによれば、

外界 (感性) の強制力に対抗す る自己意識 は、内的感覚によって得 られる外感性的認識 (非

感性的認識) で あり、欲求は この認識に基づけば基づ くほ ど、感性の影響を脱 し自由にな

るとする。カ ン トは、内的感覚 も外的感覚 も共 に感性的な ものと考えるので、内的感覚の

生み出す 自己意識 に基づいて も、感性か ら解放 され ることにはな らず、内的外的因果律か

らの解放のために欲求が基づ くべき理性の 自由として 「超越論的 自由」が考え られること

になる。シュライアーマ ッハー においても、すべての認識が感性 を必要 とする ことは、カ

ン トの認識論の受容 によって明 らかであった。 しか し、彼は、 この感性 と必然的 に結びつ

いている経験的認識以外の何 ものにも自由な欲求が基づ くべ きものを求めなかった。カン

トにおける仮想的 自己に基づ く実践理性 の要請、「汝なすべ し」 という定言命法 を認めなか

った。 この ことの必然的な結果が、個性、感性 、身体性の価値の引き上 げ、少なくともそ

の萌芽で あ り、 これが シュライアーマッハー をして、ハ レ学派や カン トか ら分かち、後の

初期 ロマ ン派 との接点を準備す ることになると思われる。

カン トとの相違は、上述 の議論で明 らかだが、ハ レ学派 (エーバーハル ト) との相違 に

ついては もう少 し説明が必要だろ う。論文 「自由について」の中の次のような主張にそれ

は現れている。

1) 有限な世界における位置の多様性は、唯一かつ同一の目的地に通 じる様々な道 に

過ぎない。「私たちは皆、最後 には共通の 目標において避逅するので あり、したがって、

同じ目標に、ただ異なる仕方で接近す るのである」130。

2) 有限者が互 いに異なる個性を有す る根拠は、有限者 に居場所 を割 り当てる神 の恣

意ではな く、有限者 自身の中にある131。

129 [Harms 1974: 76/77]
139 [KGA I/1: 276]
131 [Ebd.: 273]
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このような主張には、「個」性が単なる数的な 「多」や、偶然の外的条件による相違以上

のものになっていく第一歩 を認める ことができると瀧井は言 う132。それ と共に、個別化の

機能を持つとされる 「身体」(感 性) も、人間の本性 に本質的な ものとして評価 されるよう

になる。 「身体」は事物 の認識 のみな らず、さらに他者 とのコミュニケー ションにも不可欠

な もの として 「魂 と外界 とを結ぶ絆」133と も言われる。

従来の哲学 においては 「外的」で 「偶然的」なものとして克服の対象に過ぎなかった 「感

性」 とそれ に基づ く 「個別性」 「特殊性」を、人間の本質 を構成す るものと見な していく傾

向の中に、 シュライアーマ ッハーがハ レ学派の枠組みを超 えていく最大 のポイ ントを見出

す ことができる。シュライアーマッハーによれば、人間の使命は 「神が持つ意図の実現に、

自分の人生において何か寄与す ることにあ り、そ して、 どの人間にも、その人間が世界へ

踏み出す最初の一歩の際に置かれたそ の位置において、その人間が世界のため にある こと

のできるすべてのものへの萌芽が宿っている」134と いう。本性 の実現 に人間の使命 を見 る

点ではハ レ学派 と共通だが、シュライアーマ ッハーの場合、その本性が最初か ら世界 との

関わ りによって規定 されている こと、感性や個性 (その人間が世界 において 占める位置の

独 自性) が本性 の不可欠の内実になっていることが、固有な点である。ただ、感性 に対す

るこのような積極的評価は、 この時期まだそれほど明白に主張されているわけではな い。

身体性 と知性が一体 となって個 を形成す るための理論は、ヤ コー ビの受容 を待 って初めて

形を取ることになる。

(5) ヤコー ビ

ハームスによれば、シュライアーマッハーが、ヤコービの著作と取 り組むのは1793年 秋

か らであるが135、以後直観期 にかけて彼がヤコービをいか に高 く評価 していたかは、書簡

の随所に認めることができる136。取 り組みの対象となった著作は 『ヒューム論』(1787年)

132 [瀧 井 1992: 9]

133 [SW II/7: 82]

134 [Ebd.: 57]

135 [Herms 1974: 121]

136例 え ば 、 『宗 教 論 』 初版 出 版後 シ ュ ラ イ ア ー マ ッハ ー は、 誰 よ りもヤ コー ビか らの 肯 定 的 評価 を期 待 し

て い る [Br. IV: 61、75、80]。 また 、ヤ コー ビ と フ ィ ヒテ の 論 争 にお い て は 、 自分 が ヤ コ ー ビの 側 にあ る と言 い

[Br. IV: 74]、 ヤ コー ビの哲 学 には 本 来 同 時 代 の哲 学 者 た ち の間 で 「ジ ュ ピタ ー 」 の位 置 に値 す る意 義 が あ る

と評価 して い る [Br. IV: 83]。
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と、『ス ピノザ論』第二版 (1789年) だが137、ここでは先ず前者の内容を検討す ることか

ら始めてみたい。

(i) ヤコー ビにおける 「実在意識」138

ヤ コー ビが 『ヒューム論』を執筆 した直接の動機は、『スピノザ論』初版 (1785年) で提

示されたテーゼに対する激 しい反論で あった と言われ る。そのテーゼ とは、証明 と確信と

の関係 に関す るものであ り、ヤコー ビによれ ば、確信は最終的には証明によって媒介 され

るものではな く、逆 に直接 の確信が合理的証明に先行 して、その証明に説得力を与えるの

であ り、現実認識 において論理学が果た し得る役割 には限界があるとい う。 このようなヤ

コービの主張は、現実 の認識 を演繹 による証明を用 いて確実なものにしようとするハ レ学

派の学問概念と正面か ら対立す る。

ヤコー ビは 『ヒューム論』 において、演繹や証明によ らない経験的認識の明証性を、「実

在意識」論 として展開す るが、これを彼は、次の二つの観点から扱 う。

1) 認識対象の 「本質」の認識

2) 認識対象の 「存在」の確信

1) については、私たちの認識器官 によって対象の本質が規則的に 「屈折」する ことは

あるが、最終的 に得 られる認識は十分に対象の本質を把握 しているという主張が、ヘムス

テルホイス139に基づ いてな される。2)に ついては、「存在」の確信 を証明 しようという試

みは、ヤ コー ビによれば本末転倒であ り、それは次の四つの特徴を持つ140。

137 "David Hume uber den Glauben, oder Idealismus und Realismus", 1787;" Uber die Lehre des

Spinoza, in Briefbn an Herrn Moses Mendelssohn", 17892.

138 この 部 分 の 記 述 は 全 体 と して [Rerms 1974: 122-128, 132-136] に依 拠 して い る。

139 Franz Hemsterhuis (1721-1790) は 、 オ ラ ンダ の哲 学 者 で 、数 学 、 天文 学 、物 理 学 を学 び 、1747年 以 降

ライ デ ン で ギ リシ ャ ・ロー マ の 古 典 を研 究 、 ドイ ツ・ロマ ン派 に影 響 を与 え た。 ゲー テ 、 ヘ ル ダー 、 ハ ー マ

ン、 メ ンデ ル ス ゾー ン 、 ヤ コ ー ビ らと交 流 し 、 ノヴ ァー リス や ヘ ル ダー リン と も 関係 が あ った 。 彼 の 哲 学

は ソ ク ラ テ ス の 教説 に基 づ き 、 ソ ク ラテ ス 、 プ ラ トン、 ニ ュー トンが哲 学 のす べ て で あ る と考 えた 。 彼 に

よれ ば 、 す べ て の哲 学 の基 礎 は 自知 、 自己 を 知 る こ とで あ り、 そ れ に よ って あ らゆ る偏 見 か ら解 放 され 、

極 限 の 認 識 が 得 られ る と考 え た 。[平 凡 哲 事: 1269f.]

140 ハー ム ス はそ の典 拠 と して 次 の よ うヤ コー ビの言 説 を挙 げ て い る 。 「私 た ち は 自分 の 体 が こ うだ 、 あ あ

だ と感 じ る。 そ して 自分 の 体 をそ う感 じる こ と によ っ て […] そ れ とは 全 く異 な る もの 、 単 な る感 覚 や 思

考 で はな い もの 、自分 以 外 の現 実 の事 物 を知 覚 す る。 しか も、自分 自身 を 知 覚 す る の と同 じ確 か さ で」。「意

識 が対 象 の知 覚 に貢 献 す る の と同 じだ け 、 対 象 は 意 識 の 知 覚 に貢 献 して いる 。 私 は 、私 が いる こ と、そ し

て私 の ほか に何 か が あ る こ と を、 不 可 分 の 同 じ瞬 間 に体 験す る 」。 「前 も後 ろ もな く 、悟 性 の何 らの 働 き も

な く、 したが って […] 原 因 と結 果 と い う概 念 を作 り始 め る こと も な く」。 「どん な 表 象 も推 論 も、 この 二

重 の啓 示 を媒 介 して は いな い」。[Harms 1976: 124]
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i) 何ものにも媒介 されない直接性

ii) 自己存在 と対象の存在の確か さの同質性

iii) 自己存在 と対象存在の生起の同時性

iv) その両者がお互 いによって生じるという相互規定性

このような 「存在」の確信は、ヤコー ビによれば、内的感覚 (自己意識) にも外的感覚 (対

象意識) にも妥 当するもので、 自己 自身の存在 と共 に自己 とは区別され る事物の存在をも

同時に直接意識す る意識であり、 これを 「実在意識」(Reahtatsbewuβtsein) と呼ぶ。 この

ような意識を自己 の本質 と見なす ことにより、ヤコー ビは、デカル トか ら受け継がれたラ

イプニッツ・ヴォルフ哲学の主要テーマの一つ、すなわち 「広が りを持つ もの」(res extensa)

と 「思考す るもの」(res cogitans) との関係を取 り上げ、 この点で内的感覚 と外的感覚の関

係を明確 にす ることのなかったハ レ学派を超えてい く。身体性 と知性 とを人間存在 の不可

分の両側面 と見 る見方は、すでにライ プニッツに見 られ るが、ヤ コー ビは 「実在意識」論

によって、この問題 を以下のように記述 していく。

1) 直 接 開 示 さ れ る 「実 在 意 識 」 は 、 一 方 か ら他 方 を導 き 出せ な い よ うな 形 で

(gleichursprunglich) 自己 と特定の諸対象 とを包括す る。

2) この自己 と対象 との二元性 は、両者の相互作用によって特徴付 けられている。ヤ コー ビ

自身は、この相互作用を、事物の本質の認識 に関する理論 の中で記述する。つまり、こ

の相互作用 は本質認識 として、いずれ にせよ媒介 された ものと考え られている。

3) 以上の二点よ り直接開示され る 「実在意識」が、事物の本質認識 という媒介された認識

を内に含む ことになる(傍 点筆者)。

4) この ことは、「実在意識」が二つの次元 (実際には分かちがた く一体 となっているが、

思考上は区別可能な二つの次元) を持って いることを意味す る。すなわち、媒介 された

対象意識の次元、換言すれば、自己 と対象 との相互作用の次元 と、この媒介もしくは相

互作用全体が現実であるという直接開示 された意識の次元である。

5) ヤコービは、前者の次元 を 「広が りを持つもの」、後者の次元 を 「思考するもの」 と同

一視することで (したがってヤコー ビにおいてはすで に 「広が り」は単なる事物の性質

ではな く、言わば意識 と事物が出会 う場 と考え られて いる)、 二つの次元、身体性 と知
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性 とが、一方か ら他方を導き出す ことも、一方を他方 に還元することもできない形で、

不可分に結びついていることを示 した。

さて、以上のよ うな 「実在意識」論 におけるヤ コー ビの関心は、認識や意識か ら独立 し

た事物 (外界) が存在する こと、そ して、その事物 の 「存在」 「本質」を間違 いなく認識で

きるということを示す点にあった。 しか し、 この理論 は、ヤ コー ビ自身にも気付かれない

ままに彼の意図を超 える内容 を含んでいた。すなわちハームスによれば、ヤ コー ビの理論

が実際に示 しているのは、「外界」の諸対象の存在の確かさではな く、自己と諸対象を包括

する 「実在意識」の存在の確かさである。つま り 「実在意識」にお いて区別 された二つの

次元は、意識の現 象 としての(意 識 に現れた姿 としての)内 容 と、現象 を越えた実体 とし

ての意識の現実性 (意識内容が何であれ常に 「私の」意識として存在 していること) との、

根本的区別に対応 して いる。そ してヤコービが無 自覚であった この区別 を見抜いたのがシ

ュライアーマ ッハーであった と言 う141。ヤコー ビに対す る批判 として大変興味深 い指摘で

あるが、これ に先立って、ヤコー ビの 「実在意識」論が示 している 「個」の形成の問題に

触れておきたい。

(ii) ヤ コー ビにおける 「個性」

ヤコービの 「実在意識」は、それが前述のように二つの次元(自 己 と対象の相互作用の

次元 と、その相互作用 を現実 として直接開示される意識の次元)を 融合する ことによって

「個」を形成 していると言われる。ヤコービによれば 「個」 とは、「多様性の分かちがたい

統一」だが、そ のような 「個 」が 「実在意識」にお いて、いかに成立す るのだろうか。 ヤ

コー ピは次のように説 明す る。「自己」の本質は、一方ではすべての感覚 ・表象か ら自分を

区別す ること、他方では、 これ らの表象の多様性を自己自身に関連付 けることによって、

これに統一 を与えることで ある。ただしこの関連付 けは、カ ン トと異な り、何 ものにも媒

141 しかしながら、このようなハームスのヤコービ解釈が果たして妥当なものであるかどうかは検討の余地

があると瀧井は言う。すなわち、自己と対象との相互作用全体が現実であるという確信の中には、(その内

容が何であろうと) 意識内容は自己によってのみ生み出されているわけではないという確信、つまり (個々

の対象としてではない)「他者」の存在の確かさも同時に与えられているのではないかと考えられるからで

ある。換言すれば、「他者」は個々の対象として意識内容の次元にのみ現れるのではなく、その存在の確か

さは、「意識」の存在の確かさと同様に、確かに 「意識」において開示されはするが、「意識」によって生

み出されるわけではないものとして直接与えられているのではないかと思われるが、ハームスはこの点に

ついては全く言及していない。そ して、これはヤコービの哲学にとって重要な 「汝」(Du) の要素をハー

ムスがほとんど無視していることとも関連していると思われると言 う [瀧井1992: 12/13]。
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介 されず直接起 こるとされ る。その際、 このよ うな 「個性」 の最大の特徴 は、様 々な印象

の多様性 に対 して 自発的に反応す る能力にある。それは 「反応」である以上、受動的側面

を持つわけだが、ヤ コー ビは特 に自発的側面 を強調 し、そ こに 「個 」の 自由を、 自発性

(Selbsttatigkeit) を見る。そ して活動の自発性か ら、さ らに存在の自立性 (Selbstandigkeit)

をも強調する。

(iii) ヤコービに対する批判

以上のようなヤコービの 「実在意識」論が、その直接的な存在 の確信 に認識が依拠 して

いるという主張や、それ によって論理学 を制限 しようとす る姿勢 のゆえに、シュライアー

マッハーによって積極的 に受容 された ことは容易に想像 される。彼のヤ コー ビに対する高

い評価 は前述 した とお りである。 しか し、決 して無批判 に受容 されたわ けではな く、カン

トか ら受 け継 がれた、認識 の現象性への洞察 によ って修 正 を加 え られた上 であった。

1793/94年 に書かれたと想定されている 「ヤコー ビの哲学につ いて」 という草稿 において、

シュライアーマ ッハーは、ヤコー ビが典拠 としていたヘムステルホイスについて次のよ う

に書 く。 「ヘムステルホイスが次のように考えているか どうかが問題なのだ。すなわち、彼

は自我 ということで外的器官を考えているのか、それ とも、狭 い意味での意識の主体 を考

えているのか ということ、換言すれば、すべての対象 と自我 との問に、最終的な意味でそ

もそも何が、すなわち表象能力が存在 しなければな らない と考えているのか、それ とも、

単に何か他の制限する対象が存在 し得るに過 ぎないと考えているだけなのか」142。そ して、

ヘムステルホイスが知 るべ きこととして、対象 との間には外的器官、内的器官 といった媒

介があると述べ、さらに次のように言 う。 「すべての内的器官 と本来の知覚 との間には、さ

らにこの身体的印象を精神化する作業がある。 したがって表象 は、対象 とこの一連の媒介

すべての産物なのである。 ところで君は確 かにこれ これの表象 の変容 は媒介す る諸対象に

帰属す ると言えるだろう。しか し、君はさらに次 のように特定す ることもできるだろうか。

あの変容は外的器官 に、 この変容 は内的器官 に、そ して、 こち らの変容 は、最終的に魂 の

最後の捉え難い作業に帰属すると」143。シュライアーマ ッハーに とってカ ン トの認識論の

142 [KlGAI/1: 597]
143 [Ebd.: 597]
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根本は、認識が成立す るためには諸々の媒介が必然であること、しかし、その諸媒介の個々

の要素は、現実 の具体的な現象においてはもはや区別できないということにあった。だが

これは、物 自体 に遡る分析が不可能である ということであ り、 したがって物 自体の認識 も

不可能で あ り、認識は厳密な意味で現象に制限 され ることを意味す る。ヘムステルホイス

もヤ コー ビもこの点についての洞察が欠如 して いるとシュライアーマ ッハーは考えるので

ある。

このよ うにシ ュライ アー マ ッハー は、カ ン トの影 響下で 、現象 (Phanomen) と真実在

(Noumen) とを区別するが、 この区別が認識対象に対 してのみな らず、認識主体そのもの、

すなわち意識 を持った存在に適用 されたとき、「個」の自由という先に見たヤコービの主張

に対する批判へ と展開 してゆく。

シュライアーマ ッハーによれば、個々の有限者 につ いて検討す る際には二つの問いを区

別 しなけれ ばな らない。一つはそれが 「実体」を持つか という問いであ り、た とえ これに

肯定的な答 えが与え られた として も、それ はもう一つの問い、すなわち、個性の原理 につ

いての問いには何の解答 ももた らさない。 というのは、「個性の原理が私 に説明すべきなの

は、純粋悟性 によって実体 として認識 され るものが、 どのように個別化 されているかとい

うことで はな く、以下 のことである。すなわち経験の中に現れ る外界の諸対象を、私はど

のように、そ してなぜ互いに区別 された事物 と見なすのか、私は どのように して諸対象の

多様なものを客観的統一性へ と結びつけるようになるのか、 しかもその際に、他ならぬこ

の多様なものを他な らぬ この分だけ結びつけるのは何によってなのか ということである」

144。ここか ら明 らかなように、「多様性 の統一」というヤコービの個性概念を受け継ぎなが

ら、シュライアーマ ッハーはそれを、意識内容 に関わるもの、すなわち現象に関わるもの

として理解 している。 これ に対 して実体への問いは、真実在に関わるが、この点は人格性

(Personalitat)に ついての考察から明 らかになる。「意識を伴った 〔実体 の〕同一性」145がシ

ュライアーマッハーにとっての人格性の基本概念だか らである。

シュライアーマ ッハーによれば、「ヤ コー ビは、人格性 を自己意識の統一性 (Einheit) と定

144 [Ebd.: 548]
145 [Ebd.: 540]
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義する。そ して人格はヤ コー ビにとっては、その同一性 (Identitat) の意識を持つ一つの本質

である。人格性 は形式的 に、人格の本質をなす ものの全体であるか ら、同一性 の意識 は、

自己意識 の統一性に基づかねばな らない」 ということになる。ここで 「統一性」(Einheit)

は多様 なものの纏 ま りを意味 し、「同一性」 (Identitat) は、普遍なものとして存在 しつづ け

る性質を表す語 として、はっき り区別されて用 いられている。 このようなヤコー ビの見解

をシュライアーマ ッハーは次のように批判する。 「このヤコービの理論に批判的観念論を接

木すれ ば 〔現象と真実在 の区別を導入すれば〕カン トの教説が得 られるだ ろう。すなわち、

自己意識 の統一性は、人がそれ を意識の原因と見なそ うと結果 と見なそ うと、常にただ現

象にのみ関係 している。 これに対 し、実体の同一性 は真実在 に関係 している。そ して、そ

れゆえに空虚な概念である。ヤコー ビは確かに次のように主張 している。私たちは、 この

実体 としての同一性 を (人格性の原理の名の下 に) 意識 を伴 うどの個体 にも付与せ ざるを

得ないと。 しか し、カ ン トはこれ を否定する。なぜな ら、私たちはその事物 を、ただそれ

が一つの現象である限 りにおいて個体 として認めるのであ り、その事物が意識に与え られ

るの も、ただそれが現象である限 りにおいてだか らで ある。 しか し、それが現象 としてあ

るところのものか ら、真実在 としてそ うであるかもしれないものについて、いかな る推論

も下す ことができない」146。

しかし、 このように言 ったか らといって、シュライアーマ ッハーは 「意識 を持つ存在」

の実体性を否定 しているわけではない。それは次項で扱 う彼のス ピノザ研究で明 らか にな

るが、ハームスは、シュライアーマッハー の場合 もヤコー ビと同様、実体 としての現実性

は、意識 に対 して直接開示 されていると言 う147。その典拠は シュライアーマ ッハーの次 の

ような言葉で ある。 「魂 の中の本来 の真実で現実な ものは、存在 の感情(das Gefuhl des

Seyns)、 スピノザの言 う直接的概念 (der unmittelbare Begriff) である。 しか し、 これは決

して知覚 され得な い。知覚 されるのは、個々の概念 と諸々の意思表明のみである。そ して

魂の中には一瞬た りとも、これ ら以外のものは存在 しな い。 しか し、だか らといって、 こ

れ ら個々の概念が、それぞれ独立 した個別の存在を持つ と言えるだ ろうか?否 である。本

146 [Ebd: 542]
147 [Herms1976: 153]
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来実存す るのは、存在するものの感情(das Gefuhl des Seyenden)、 直接的概念のみである。

個々の概念はその開示に過ぎない」148。 ここで用い られている 「感情」 という語は、具体

的な気分や情緒ではな く、個 々の表象 とは異なる次元 の直接的確信を表現 している。この

よ うな個々の概念 と 「存在の感情」 という二重構造は、ヤコー ビの 「実在意識」の二つの

次元 に対応 していることは明 らかで ある。 しか し、 シュライ アーマ ッハーの場合、意識全

体が実体 として同一性をもって直接開示される次元は、意識が自ら左右できず、意識 を越

えたところに根拠 を持つと考 えられている。つま りシュライアーマ ッハーによれば、意識

の実体性は、個 を形成する 「実在意識」 に対 して与え られるものではあって も、個が 自ら

作 り出す ものではないのである。では、 この実体性 はどこか ら来るのか、それ を明 らかに

す るのがス ピノザ との取 り組みである。

(6)ス ピノザ

シュライ アーマ ッハーは、ス ピノザ に関する二つ の草稿 「スピノザの体系の概要」及び

「ス ピノザ主義」 (いずれ も執筆年代は推定で1793/94年) において、スピノザ についての

ヤ コー ビの諸見解 と取 り組んでいる149。ハームス も指摘す るように150、いずれもス ピノザ

その ものを歴史的批判的に再構成する目的ではなく、ス ピノザの基本概念を借 りなが ら、

シュライ アーマッハー 自身の諸見解 を形而上学へ と展開する試みであった。この時期 の彼

の思想変遷 を理解す るために両草稿が重要である理 由もそ こにある。

さて、シュライアーマッハーはス ピノザの根本命題 を 「その内部 にすべての有限者が含

まれるような、一つの無限者が存在 しなければな らない」151という一節 に見て、このよう

な無限者 と有限者の関係の解 明を、カ ン トの真実在 と現象の関係 に対応 させる ことにより

試みるが、そのきっかけとなったのは、内在す る無限の原因というスピノザのテーゼ につ

いての、ヤ コー ビの次のような説明であった。「私たちが結果とか持続 とか呼ぶ ものは、根

本的には単なる幻覚で しかない。なぜな ら、現実の作用は、その全 く現実的な原因 と同時

に在 り、ただ表象に従って原因か ら区別 されるに過ぎないか らである。 したがって結果や

148 [KGAI/1: 535]
149"Kurze Darstellung des Spinozistischen Systems","Spinozismus"[KGAI/1: 513-582]

150 [Herms 1976: 144]
151 [KGAI/1: 564]
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持続 は、真実には、無限者の中にある多様な ものを眺める一種のあり方や方法に過ぎない」

152。このヤコー ビの言葉からシュライ アーマッハーは、無限者 と有限者 の区別は、無限者

にお いては常に一つのもの として存在す るものが、有限者 の次元では別 々のもの として、

次 々と時間的前後関係において表象 され るという点だけにあるという考 えに至 る。シュラ

イ アーマッハーはその例 として、種子が芽吹いて樹木 となるまでのすべての成長段階と、

そ の間の持続が、一つの真実在 に基づ いているという指摘をするが153、続けて、 この例に

お いて も 「すでに私たちの表象能力が考慮 されてしまっている」 と言 う154。なぜな ら、同

一 の真実在に基づ くとされる現象の連な りは、一つの種子か ら樹木 までの成長 にとどまら

ず、それ以前やそれ以後の諸々の樹木や種子へ と、さらに、それ と関係するものの物理的

化学的変化すべてへ と拡大されねばならず、「そうい うわけでこの連な りは感覚世界全体へ

と拡大 されねばな らない。こうして私たちは再びス ピノザの示す関係へと至 るのである」155。

「感覚世界の根底 には唯一の不可分な存在がある。 この唯一実存す るものは、 したがって

無限である」156。換言すれば、無限者は私たちの表象 という形で、個々の有限者 として現

れ、感覚世界を形成 しているということになる。

以上、 シュライ アーマ ッハーがス ピノザ との取 り組みか ら得た考察 を、さ らにシュライ

アーマッハー自身の言葉 に基づいて以下にまとめてみたい157。

1) 個々の有限者 は、唯一の無限者が私たちの表象 という形で現れた ものであ り、実存の次

元で無限者に内属 し依存 している。

2) 無限者も表象 という次元では有限者な しには考え られない。このような無限者の考察 に

あたっては、 したがって、二つの方向が区別される。i)「 それ 自体 として(perse)」 考

察 される場合、無限者 は 「実存そのもの (die bloBe Existenz) 」であるとい う以上の こと

は何 も言えない。それは 「全 く規定 されないもの (das vollig unbestimte) 」、「条件付 け

られていないもの (das unbedingte) 」、従 って 「表象され得ない (unvorstellbar)」 もので

152[Ebd.: 526]

153[Ebd.: 526]

154[Ebd.: 527]

155[Ebd.: 527]

156[Ebd.: 5711

157こ の ま と め の 骨 子 は、[瀧 井1992: 17-19]か ら 示 唆 を 受 け た。
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ある158。この点か ら見ると、スピノザ も無限者 について知 り得る以上の知識 を主張 して

いるとシュライアーマ ッハーは言 う159。すなわち、シュライアーマ ッハーの批判 は、ス

ピノザが時間と空間を絶対者の性質 と見なしている点に向けられる。時空間外のものは

何 ものであっても私たちにとって無に等 しいという事実から、ス ピノザ はそのように考

えたのか もしれないが、この事実が実際に示 しているのは、シュライアーマッハーによ

ればただ次 のことだけである。「そ の絶対的な質料 は、あ らゆる表象能力の示す形を取

ることができる。直接 には全 く表象されない一方で、(間 接的には)無 限の表象可能性

を有する」160。ii)「個々の有限者 との不可分な結びつきにおいて」考察する方向は161、

正に個々の有 限者が開示す る限 りにおいて、間接的に無限者について語ろうとすること、

無限者がどのように個々の有限者 として現れ るか を語ろうとす ることである。

3)「 時間と空間が私たちの表象のあ り方の独 自なものを形づくる」162と言われているよう

に、有限者の世界を現象の世界 としているのは、時間と空間という感性の形式 と結びつ

いた私たちの表象能力である。ただ興味深いのは、スピノザ とカン トを結び付けるこの

ような解釈が、カ ントのもともとの視点 とは微妙に異なってきている点である。時間と

空間について シュライアーマッハーはさらに次のように言 う。「したがってス ピノザは、

この点で他の誰よ りもカ ン トに近 い。空間 と時間とは、ス ピノザにおいて も単に形式で

あるのみな らず、変容 し得るすべてのもの、あらゆる変化の源である。すなわち時空に

よって規定 されているものは、彼において も物 自体の内にではな く、ある物の変容に過

ぎない。時間 と空間とは 〔物 自体 を〕変容 させ る媒体である。ただ彼はこの媒体を私た

ちの中にではなく、一つの未知の無限の質料 の中に据えたのである」163。このような見

解の意味する ところは、カン トにとっては認識の構成要素であった時間と空間が、ここ

では単に主観の形式ではなく、変容 し得 るすべてのものの実際の源、換言すれ ば、本質

的 に現象と考 えられる有限者の世界 を存在 させる原理 として理解されている。この点は

158[KGAI/1: 567]
159[Ebd.: 574]
160[Ebd.: 575]
161[Ebd.: 567]
162[Ebd.: 575]
163[Ebd.: 576]

53



先に2) のi)に おいて批判の対象で もあったわけだが、必ず しも全面的に否定されて

いるわけではな く、積極的に解釈す るな らばシュライ アーマ ッハーの視点の中心が、「認

識」か ら 「実存」へ移っているとも受取れる。

4) 最後に、以上のような有限者 と無限者の関係 についての考察と、ヤコー ビの「実在意識」

との関わ りについて。 シュライアーマ ッハー もヤコー ビと同様、 「思考」と「広が りを持

つ もの」を有限者の本質的な三極面 と考えて いた164。この両者 の関係 についてシュライ

アーマ ッハーは次のように言 う。「その原質料 は存在者で ある。広が りを持つものはこ

の存在者の表現であ り、そ こにはすべてのさ らなる諸 々の特徴が内属 して いるはずであ

る。意識、思考す るものは、 この存在の根源的感情である」165。「存在者」とは無限者、

その表現である 「広が りを持つ もの」とは具体的内容 を持 った私たちの表象 と考え られ

る。そのような意識である有限者 に対 して、「存在」が直接開示されている次元がある。

それが有限者の 「思考す るもの」 としての局面 を示す。換言すれば、 「実在意識」の内

容の次元が、有限者 とい う現象の内容を構成 しているのに対 し、意識の現実性 の次元は

真実在そのものではな く、 (真実在その ものは無限者 と考え られ る、) 有限者が無限者の

現象であるゆえに、 (実在 という点で無限者 に内属 しているがゆえに、) 有限者に与え ら

れている実体性を表 していると言える。このような形而上学によって シュライアーマ ッ

ハーは、ヤ コー ビやライプニ ッツに対 し、個性の自由、独立性の限界を、有限者の実存

の、無限者への依存という形で示 しているのである。

(7) まとめ

以上、シュライアーマ ッハーのヤ コー ビ・スピノザ研究 を考察 してきたが、 これがシュラ

イ アーマッハーの思想的変遷 に持つ意味を最後にまとめておきたい。

ヤコー ビの 「実在意識」論の最大 の長所 は、意識内容 と、その意識の実体性 という二つ

の次元 を、明確 に区別 しなが ら、 しか も不可分な ものとして示す ことが可能であった点で

ある。これ はカン トが経験的な自己 と可想的な 自己 とを分離 して扱 った ことで、それを同

164 [Ebd.: 523]
165 [Ebd.: 534]
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じ自己 として結合することを、彼自身にも、彼以後の哲学者にも課題 として残 したの と対

照的である。むろんヤ コー ビには認識に関するカ ントの根本的洞察、すなわち、認識の構

造 とその必然的帰結である認識の現象性 についての洞察 は欠けていた。シュライアーマッ

ハーは、ヤ コー ビの理論 をこの観点か ら修正する ことによって、意識が現象 として経験に

依存する次元 と、現象の内容 (経験) にかかわ らず、実体 として存在する次元 とを、不可分の

ものとして示そ うとしたのである。そ して、 「実在意識」のこの二重構造 によって、それま

での経験主義的心理学にお いて得 られた結果 を第一の次元 (意識内容) に関わ るもの として

保持 しなが ら、さらに第二 の次元 (意識の現実性) に基づいて、その形而上学的基礎付け

の展開も可能 となった。 シュライ アーマ ッハーの思想的発展の中で、ヤ コー ビ・ス ピノザ研

究が もつ最 も重要な意味は、認識論、道徳論、宗教論等 を含む広範な彼 の思索 を統一する

中心が、心理学、人間学の地平か ら、形而上学の地平へ と移行 した点に認め られる。この

移行の時期 は、ディルタイ によれば初期ロマン派との交流が始 まる1796年 以降 (この論文

での直観期) とされるが、実際 には、1793年 か らのヤコー ビ・ス ピノザ研究がすでにその土

台を準備 していた と言えるであろう。そ して、 この時の形而上学の萌芽が、後期ベル リン

時代に六回に渡 る弁証法講義 において本格的に開花するのである。(第III部第2章 参照)
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第I部 直 観 期 (1796-1800年)

は じめ に

1796年 シュライアーマッハーは、ベル リンにあるシャリテ慈善病院の牧師 としての仕事

に就き、その建物内にある慎ま しい住居に移 った。彼 の仕事 は、入院中の改革派信者の牧

会であった。 この仕事 をしなが らも、彼はすでにシュ ロビッテ ンや ランズベルクで もそ う

であったよ うに、自分の研究 と様々な企ての為の時間 と静寂 を見出 した。彼は、Fawcett

の英語説教の翻訳を継続 し、また 自然法の研究 と取 り組んだ。対外的社交はあまり積極的

ではなかったが、彼 の試験管であり、助言者でもあった宮廷牧師ザ ックと新た に親交 を結

び、またザ ックと同様、啓蒙主義的説教者 ヨハ ン ・ヨハ ヒム ・シュパルデ ィング (Johann

Joachim Spalding) の家 に客 として出入 りした166。

1797年 に意義深い新たな出会いがあった。シュロビッテン時代 に彼が教 えた ドーナ家の

長男 ア レクサ ンダーが 、 シュ ライ アーマ ッハー をユ ダヤ人医師 マル クス ・ヘル ツ博士

(Marcus Herz) の家庭へ導 いた。そ して、そ こで彼 は聡 明なヘ ンリエ ッテ ・ヘルツ夫人

(Eenriette Herz) と出会 う。彼はこの夫人と、「信頼 と心情 にあふれた友情」を、高貴な社

交的精神的レベルで結ぶ ことになる167。彼 らは一緒 にゲーテの 『ヴィルヘルム ・マイスタ

ー』を読むが168、 この人間の発展を描 く小説の中に、彼 らは 自分たちの個性 の陶冶が描か

れているのを見ていた。

文学的に豊かな実 りをもた らす ことになるのはフリー ドリヒ・シュ レーゲル (Friedrich

Schlegel) との友情である。彼は、 シュライアーマ ッハーよ り若かったが、すでに文芸作品

を世に出してお り、社交界で影響力のある人物だった。 シュライアーマ ッハー も彼 に魅了

されたが169、シュレーゲルも彼か ら特別な印象を受けた。1797年 シュレーゲルは、その頃

シャリテの改築 の為、オラニーエ ンブル ク門の前にある住居に移 って いた シュライアーマ

ッハーのところに同居するためにやって来た。 この共同生活 について、 シュライアーマ ッ

166 [Fischer2001: 25f.] 以 下 の 伝 記 的 記 述 の 枠 組 み は 主 に こ の 書 に 拠 っ て い る 。

167 [KGA V/5: 52]

168 [KGA V/2: 331]

169 vgl.[Ebd.: 177f.]
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ハーは、姉 シャル ロッテに宛てた手紙で、非常 に印象的な報告をしている170。この刺激的

で生産的、しか しまた危機をは らんだ共同生活は、二年弱、1799年 の初頭まで続いた。

シュ レーゲルは学問的著述へ とシュライアーマッハー を励 ましたが、とりわけ、彼 の兄

アウグス ト・ヴィルヘルム ・シュ レーゲル (August Wilhelm Schlegel) と計画 した雑誌アテ

ネウム (Athenaeum) の協力者 として求めた。実際、その雑誌 のため にシュライアーマ ッハ

ーは、筆名を使 ってではあったが、1798年 から寄稿 した。同一の表題の下 に出版された複

数の著者による選集の中に彼 のもの とされる幾つかの断想がある。カン トの 『人間学』及

び フィヒテの 『人間の使命』についての書評を書いたのもこの時期 である。さ らにそのほ

かの著述計画 としては、シュレーゲルが持ちかけたプラ トンの対話編 の共同翻訳がある。

後 にシュライアーマ ッハーはこの仕事 に単独で取 り組む ことになる。

このシュレーゲル の励ましのおかげで、シュライアーマ ッハー を有名 にす る幾つかの著

述が現れることになる。1797年11月21日 の彼の29歳 の誕生日には、シュライアーマッ

ハーは文学的著述への約束 をさせ られる。同夜彼は姉に次のように書き送っている。「29歳

にもな って、まだ何 も成 し遂 げていな いとは!そ のように彼 〔シュ レーゲル〕は、言って

やまない。そこで私は彼 に、今年中に何か自分のものを書きたいと言わざるを得なかった。

気の重たくなる約束です。私は著述家 になる気持ちは全くないからです」171。この約束は、

その とお りには果 たされなか ったが、遅れ ばせなが ら、1799年 に匿名で後に 『宗教論』 と

して知 られ る一書が世に出た。正確な表題は 『宗教について一宗教を軽蔑する教養ある人々

に対する講演』である。 これは初期 シュライアーマ ッハーのロマン派的宗教及びキ リス ト

教理解の記録で あ り、後 には彼の最 も有名な作品 となった。第1章 でその内容 を検討す る

が、シュライアーマ ッハーの生前それは第四版まで版を重ねる。

ひ とたび弾みがつ くと、シュライアーマッハーは半年後の1800年1月 には 『独白録-新

年の贈物』を刊行す る。それは 『宗教論』と対応す る倫理学的著述 である。その後も生産

的な著述活動は続 く。1799年 にフ リー ドリヒ ・シュレーゲルは小説 『ルチンデ』を出版す

るが、それはロマ ン派の愛や結婚理解 を、 自らの赤裸 々な体験を元 に、何はばかることな

170 [KGA V/2: 217-220]
171 [Ebd.: 213]
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く描 いて いた。批判や拒絶、誹謗 の嵐がこの書 に対 して吹き荒れ た。 この状況下で、 シュ

ライアーマッハー は友 を二重の面か ら支援 した。すなわち1800年 に彼は、『シュレーゲル

のルチンデについての親書』(以下 『親書』) を著 したのと、さらにこの小著 につ いての正式

な書評をも書いたのである172。後に詳 しく見るようにシュライアーマ ッハーは、友情や愛、

結婚 についてのシュレーゲルの理解を、無条件で受け入れていたわけではないが、しかし、

次の点では同意 していた。す なわち、結婚は、目的合理的な観点 によってではな く、ただ

愛 によって、すなわち、当事者相互 の教養や充実の経験によってのみ正当化 され るという

点である173。友人を弁護 したことによって、シュライ アーマ ッハーもまた告発 と嫌疑の騒

動 に巻き込まれた。1801年 に最初 の説教集 (それは伯父シュテユーベンラウホに献呈され

たが) を出版 したのは、こうした状況 に対処するためであったとされ る174。

以上、その成立の伝記的な事情 を一瞥 してきた ドイ ツ初期 ロマ ン派 との交流の中か ら産

み出された諸著作、すなわち 『アテネウム』誌掲載 の断想、『宗教論』初版、『独 白録』、『ル

チ ンデに対する親書』等が第I部 での考察の対象になる。 しか し、 これ らはいずれ も体系

的な思想の叙述で はな く、シュライアーマ ッハーが 自らの内面世界、宗教観や倫理観、人

間観 を時々の状況 に触発 されて叙述 したものである。 したが って、そ こで使用 されて いる

用語は必ず しも学術的に統一されてはいないが、後 に批判期 を経 て体系へ と形成 されてい

く彼の思想の内実が、すでに胚胎 されている。

以下考察を、シュライアーマ ッハーの二つの関心領域、宗教 (第1章)、 倫理 (第2章)

を中心に進めてい く。前者 においては、『宗教論』初版、後者にお いては 『独白録』や 『親

書』の内容の検討が中心 となる。

172 [KGA I/3: 139-216, 217-223]
173 [Ebd.: 203]
174 [KGA V/4: 370f.]
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第1章 宗 教

第1節 「宗教の本質」

(1) 宗教と道徳、形而上学

シュライアーマ ッハーは、『宗教論』初版175の第二講 「宗教の本質 について」において、

宗教 とは何かを問 うにあた り、先ず、宗教 についての当時の通念 を退けることか ら始める。

すなわち、それによれ ば、宗教は形而上学 と道徳の混合 と考え られていた。「君たちは、(道

徳か ら) 善 という観念を取 り、それを無制約な、何一つ欠 ける ことのない存在の自然法則

として形而上学の中へ取 り入れた り、また、根源的存在 という観念を形而上学から持ち出

してきては、それを道徳の中に取 り入れ、それによって この偉大な作品 (道徳) が、作者

不明のまま終わ らないようにする」176。しか し、このような混合物が宗教なのではない。「混

ぜ合わせ るな り、撹拌するな り、お好 きなようにして ください。それは決 して溶け合うも

のではない。君たちのやって いることは、互 いに同化 しない材料を弄ぶむな しい遊戯だ。

手につかんでいるのは、相 も変わ らず形而上学 と道徳だけである。こういう最高の存在者、

あるいは世界につ いての色々な意見 (形而上学) と、人間生活 に対する命令 (道徳) のご

たまぜを、君たちは宗教 と名づけているわけだ」177。

確か に、形而上学 と道徳 と宗教 とは、同一の対象を持 っている。それは 「万有 と万有 に

対する人間の関係」178で ある。 このように対象が同じであった ことが、誤解の原因であっ

た。 しか し、対象の扱い方 によって宗教 は形而上学や道徳 とは区別 される。宗教は、形而

上学のように万有を分類 した り、存在の根底 を追及 し、そ の必然性 を演繹 した りは しない。

あるいは道徳のよ うに、人間の本性 と万有 に対する関係か ら、諸々の義務の体系を発展さ

せ、絶対的な力で各種の行為 を命 じた りすることもないのである。 「宗教は、その素材をま

った く別のや り方で取 り扱 い、それ と人間 との関係を違ったや り方で表現 した り、論じた

175 『宗 教 論 』 は 全 体 が 五 つ の講 演 で 構 成 され て い る。 そ の 内 容 は 、 第 一講 「弁 明」、 第 二 講 「宗 教 の本 質

につ いて 」、第 三講 「宗 教 へ 導 く た め の教 育 につ いて 」、第 四 講 「宗 教 に お け る社 交 、教 会 と聖 職 につ い て 」、

第 五講 「諸 宗 教 に つ いて 」、で あ る 。執 筆 の経 過 は ヘ ン リエ ッテ ・ヘ ル ツ に 宛 て た 書 簡 か ら克 明 に辿 る こ と

が で き るが ([KGAI/2: LIII-LX])、 シ ュ ラ イ アー マ ッハ ー が 最 も力 を 入 れ た の は第 二講 で 、 これ を書 き上 げ

た 後 、彼 は 脱 力 感 か らし ば ら くペ ン を執 れ な か っ た と言 う [Br. I: 200]。 こ こで は、 そ の 後 の 思 想 形成 に重 要

な 内 容 を含 む第 二 講 、 第 四講 、第 五 講 を 中心 に考 察 す る。

176 [R1: 43-44]

177 [Ebd.: 44]

178 [Ebd.: 41]
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りする別の処理方法、別の 目的を持たねばな らない」179。 したがって、問われねばな らな

い ことは、宗教は 「何か独 自なもの」で あることが証明できないか ということであ り、ま

た、宗教は 「心情の中に独 自の領域」を要求すべきで はないか ということであると言われ

る180。

(2)「 万有の直観 と感情」

シュライ アーマ ッハーは、『宗教論』初版において宗教を、次のような表現で規定す る。

「宗 教 の本 質 は、思考 で も行 為 で もな く直 観 と感情 で ある」181。

「宗教 は、 無限者 に対 す る感覚 (Sinn) と趣味 で あ る」182。

「万有を直観する こと、どうか この概念に親 しんで くだ さいとお願 いしよう。 これ こ

そ私の話全体 の要であ り、宗教の普遍的で最高の公式 なのだ。 この公式か らすれ ば、

宗教 の中のどんな場所で も見ることができるし、宗教の本質、限界を、きわめて精密

に規 定す る ことが で きる のだ」183。

これ らを手がか りに、『宗教論』初版 における宗教概念 を明らか にしていくにあた り、さ ら

にここか ら、シュライアーマ ッハー宗教理解 として以下の三点を内容的 に導き出す ことが

できるだろう。

(i) 宗教の内容は、「直観」 と 「感情」 という二つの概念で言 い表 される。

(ii) しかし、宗教はまた 「感覚」 という概念でも表現 されて いる。(i) の場合 と同 じ

く、 これは形而上学 と道徳に対す る区別か ら生 じた規定概念である。問題は、 「直

観」や 「感情」 とどう関係す るのか ということである。

(iii)「万有の直観 と感情」という規定 を、さらに簡略化 しようとす るな らば、それは 「万

有 の直観」であって 「万有 の感情」ではない。

以下 、 この順 に検 討 して い く。

(i)「 直 観」 と 「感 情」

シュライアーマ ッハーによれ ば 「全て直観す るということは、直観 された ものが直観

179 [Ebd.: 42]
180 [Ebd.: 47]
181 [Ebd.: 50]
182 [Ebd.: 53]
183 [Ebd.: 55]
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す るものへ及 ぼす影響に、すなわち、直観 された ものの根源的、独立的な行為に基づいて

いる。直観す る人は、 この動 きをその本性 に従 って受 け取 り、総括 し、 こうしてそれを把

握するのである」184。 これは、あらゆる直観的認識に共通する規定である。ただ宗教的直

観は 「万有の直観」である。「宗教の本質は […] 直観 と感情である。万有 を直観 しようとす

るのである。万有の独 自な、様々の表現、行動の中で、恭 しく万有 に聞き入 り、子供のよ

うにものを受 け入れ る態度で万有の直接の影響に捉 え られよ う、万有に満たされよ うとす

るのである」 とシュライ アーマッハーは言 う185。そ して、この直観は 「その本性上、何 ら

かの感情 と結びつ く」186。対象と私たちとの間の連関 を、感覚器官が仲立ちしているが、

対象の影響は、私たちの器官 を様 々に刺激 し、私たちの内的意識に変化 を起 こさせる。 こ

れが 「感情」で ある。そ して、宗教においては、この 「直観」 と 「感情」 との関係が極め

て緊密で ある といわれ る。従 って 「直観があまりにも大 きくなったために感情が消えて し

まうということは決 してない」187。さらに 「万有が君たちの直観の中に姿を現す ときの、

特殊な現れ方が、君たちの宗教の個人的な特性を決定す るように、 こういう感情の強さが

宗教性 の程度を規定する。[…] 無限者 を把握 しようとする渇きが強 く、衝動が抑 えがたいも

のであればあるほど、それだけ人間の心は、いたるところで絶えず無限によって様々に捉

え られ、無限の印象が隅々まで感情の中に染み渡 っていく」188。ここにおいて 「感情」は、

単に程度、強度等の量的側面からだけ考え られている。「感情」は 「直観」 と並ぶ独立 した

意義 を持 ってはお らず、 「直観」の主観的反映に過ぎない。「感情」は至 る所で、 「直観」が

そ こに身を沈めるよ うな色合いを提供するが、「感情」が 「直観」の内容を決定するのでは

ない。「直観」の内容が 「感情」の確かさを条件付けるのである。宗教的 「感情」が問題 と

されるのは、補足的な解説 においてである。 「感情」は 「直観」の主観的側面に過ぎず、宗

教的出来事の核心 は、『宗教論』初版 においては 「直観」だか らである。

『宗教論』初版 における 「直観」 と 「感情」の関係は以上のような ものであるが、 しか

し、注 目すべき ことは、宗教の内実が、厳密には 「直観」 と 「感情」のいずれでもない と

184 [Ebd.: 55]
185 [Ebd.: 50]
186 [Ebd.: 66]
187 [Ebd.: 67]
188 [Ebd.: 68]
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いうことである。本来 「直観」と 「感情」を分離 して語る ことはできない。宗教の奥義 は、

両者が未だ分かたれず一つのところにある とシュライアーマッハーは言 う。「ただ気をつけ

て ほしいのは (それ こそ最 も危険な過ちの一つであるのだが) 宗教的直観 と感情は、それ

が心の中で最初に動き出した とき、すで に二つに分かれていたなどと考 えない ことである。

感情なき直観 は無で あり、そ こには正 しい起源 も正 しい力もあ り得ない。直観なき感情 も

や は り無である。両者は本来一体で あり、分かたれぬ ものであるか らこそ、またそ うある

時 にのみ何かであ り得るのだ」189。直観 と感情 とが、未だ分離されず、言わば溶け合 って

一 体

をなす「最初の秘密に満ちた瞬間」190、ここにシュライアーマッハーの言う「宗教の

本質」がある。そ して、この神秘的な瞬間そのものにおける、 自己 と万有の働 きにおいて

作用する能力が 「感覚 と趣味」、とりわけ 「感覚」である。

(ii)「 感覚」について

この 「感覚」 という言葉 をシュライアーマ ッハー は、特 に好 んで宗教的器官 を表す ため

に用いる191。「感覚」は全体の分割できない印象を捉えようと努力 し、物事をあるが ままに

見 ようとして、その固有の性質において認識 しようとする192。いわ ば 「感覚は、直観 と感

情の同一性なのである」193。「直観」 も 「感情」 も宗教的 「感覚」の内面的所産であ り、従

って、宗教の根本的な能力は、「直観」でも 「感情」でもなく 「感覚」であるということが

できる。この 「感覚」の場、「直観」 と 「感情」の同一性の瞬間を、シュライアーマッハー

は 「ノヴ ァー リスの詩的散文やテ ィー クの抒情詩を思わせる色彩豊かな、燃えるような描

写をす る。彼の宗教観の神秘主義的ロマ ンティークな基調音 は、 ここで もっとも高 らかに

鳴 り響いている」194。シュライアーマッハーは言 う。「そ ういう瞬間を冒涜することな く語

ること、少な くとも暗示す ることができた ら、いや許 された ら、 どんな によいだろう。そ

の瞬間は、 目を覚 ました花 に朝露が吹きかける息のよ うにはかな く、透明であ り、乙女の

口付けのように恥 じらいを帯びて優 しく、花嫁の抱擁 のように清 らかで豊かである。いや、

189 [Ebd: 73]
190 [Ebd: 73]
191 [Lasch1900: 11]
192 [R1: 149]
193 [Lasch1900: 12]
194 [Ebd.: 13]
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それ らのようにではな く、現にそれ らの ものその ものとして あるのだ。現象、出来事は、

たちまち魔術のよ うに姿 を変 えて、万有 の像を結ぶ。それがい としい、いつ も探 し求めて

いる姿 に形づ くられ ると、私 の魂 は、そ こに向かって逃げ込んでゆ く。私はそれを影 とし

てではな く、聖 なる存在そのものとして抱き しめる。私は無限世界の胸にもたれかかる。

その瞬間、私は世界の魂だ。世界 のあらゆる力、無限の生命を自分 自身のもののように感

じて いるか らだ。その瞬間、私は世界の体だ。私は世界の筋肉と四肢 とに、私 自身のそれ

のように浸透 して行き、世界の中枢神経 は自分のもののように、私 の心 と私 の予感 に従 っ

て動 く」195。 「この瞬間 こそ、宗教が花咲 く瞬間である。[…] この瞬間は、宗教の中に、全

て命あるものが誕生す る瞬間である」196。

しか し、 このような叙述は、印象的ではあっても、必ず しも明瞭な ものではない。フー

ハー (Huber) は、この神秘的 「瞬間」の叙述か ら、さして明 らかな表象 を得ることはでき

ないという197。なぜな ら、シュライ アーマ ッハーが、 この 「瞬間」 ということで表現 して

いるものが、事実上、経験の外 にあ り、意識 に先立つ ものだか らで ある。それは超越的な

ものである。それゆえシュライアーマッハー自身、 この 「瞬間」が 「秘密に満ちた」「描 く

ことの困難な」 ものだというのである。 この 「瞬間」 は、人間の意識の発生の繰 り返 し以

外の何 もので もないともいえる。 この 「瞬間」 について 「それは丁度、産み出 した ものだ

けを残 して、根源 的な、永遠 の創造 の暗闇の中に引き こもる人間の最初の意識 のよ うな も

のだ」 とシュ ライ アーマ ッハー自身す ぐに続けて述べているか らである198。 しか し、いか

にして意識が生 じるか は、明 らか に意識の対象ではあ り得ない。それゆえに、 このよ うな

詩的表現の背後 に、序論第2章 で詳述 したヤコービの理論を修正 した形而上学、すなわち、

意識が現象 として経験する次元 と、現象の内容 に関わ らず、実体 として存在す る次元が同

一性 を持つ という前提があることは明 らかである。そのような消息は、『宗教論』初版では

「感覚的知覚の生 じるたびに、最初 の秘密 に満 ちた瞬間が現れるが、その時直観 と感情 と

はまだ分離 されず 、感覚とその対象 とは、いわ ば溶 け合って一体 をな し」 と表現されてい

195 [R1: 74]
196 [Ebd.: 75]
197 [Huber1901: 33f.]
198 [R1: 75]
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る 。

しか しなが ら、 ここで幾つかの疑問が生 じる。シュライアーマ ッハーの言 う 「秘密に満

ちた瞬間」が、いわゆる意識一般の発生について も言えることであるな ら、宗教 とこの 「瞬

間」 とはどう関係するのか。換言すれば、 このような 「瞬間」 と、特 に宗教的なもの と、

どこでどう関係す るのか という疑問である。 さらに、宗教が 「直観」 と 「感情」であ りな

が ら、同時に全ての 「直観」と 「感情」に先立つ ものであるとはどういうことであろうか。

こうした問いに『宗教論』初版が十分答えている とは思 えない。シュヴァルツ (Schwarz) は、

ここで現れているのは、宗教概念の抽象的な一面性、万有概念の不明確さ、想像力の過剰

な強調、不明確な絵画的表現であると批判す る199。こうした批判 を受 けて 『宗教論』が第

2版 、第3版 と改訂を重ねてゆ くことにな るが、 この点 については第II部 第1章 で検討 さ

れ る 。

(iii)「万有 の直観」

さて、次 に第三の宗教規定、「万有の直観」に注 目する。「直観」と 「感情」、あるいは 「感

覚」といい、 これ らは特に宗教 に限 らず人間の意識一般 に通用する概念である。 しか し、

それが 「万有の直観」 「無限者 に対する感覚」 として用 いられる時、特に宗教的なもの、宗

教の内実 を表す ことになる。 したがって、「秘密に満ちた瞬間」の叙述後、シュライアーマ

ッハーの論旨は 「万有の直観」を中心に展開され る。

しか し、 ここで もす ぐに壁にぶつかる。それ は 「万有」概念の不明瞭 さである。ディル

タイ、ヒルシュ (Hirsch)、 フーバーなど、古典的な 『宗教論』研究が一致 して指摘 している

ことは、「万有」は同時代の ロマ ンティー ク共通のものであ り、その内実は、直感的に悟 ら

れ、ほとん ど説明 を要 しないものであった ということである。 したがって、シュライアー

マ ッハーは何の説明もなく 「万有」という語 を、自由奔放に様々な語句に言い換えている。

例えば、 「無限者」 「一にして全体」 「全体」な どで ある。 こうした諸概念か ら 「万有」の内

実を明 らか にす ることはあま り生産的ではな く、む しろ、シュライアーマ ッハーが 「万有

の直観」ということで語っている具体的な内容 に着 目し、そ こで表 されている宗教の内実

199 [KGAI/2: LXXIf.]
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を、明 らかにしてみたい。

「直観は常 に個別的なもの、孤立 した もの、すなわち、直接的に知覚することであって、

それ以上の ものではない」。 「これ ら直接経験 は、すべて他 との関連 とか依存 とかいうこと

がな く、それだけで独立 している作用である。ことの由来 を尋ねた り、関連付 けた りす る

のは、宗教のあずか り知 らぬ ところである」200。「正にこういう自立的な個体があるか らこ

そ、直観の領域 はか くも無限なのである」201。こう考えるシュライアーマッハーにとって、

宗教的 「直観」が体系を作 った り、その絶対性 を主張 した りす ることはない。しかし、そ

れで も様 々な 「直観」のうち最 も宗教的な直観 に向かって 自ずか ら段階が生 じ、同心 円の

体 系とも言 うべき形が描かれている。シュライアーマ ッハー 自身の言葉で言えば 「聖なる

花輪」202が編 まれるのである。

その同心 円の一番外側 にあるのは自然である。多くの人が、自然を宗教の第一の最 も崇

高な聖域 と見なすが、シュライアーマ ッハー によれば、 自然は宗教の一番外側 に位置する

「前庭」に過 ぎない。私たちは地上で働 いている種々の物質的な力を見て恐れを感 じ、物

体の世界の美 しさに対 しては喜びを感 じる。 これ らが まだ野蛮だった人間に、初めて宗教

への準備 をしたことはあったかもしれない。 しかし、それ らの感覚 自体は宗教でもなんで

もないとシュライアーマッハーは言 う203。自然の恐怖は科学 の発達 と共 に消滅 し、 自然の

美 しさは主観的な感覚に過ぎない204。空間の広が りや、物量の膨大 さで もない。それ らは

ただ己の感覚の無力を意味す るだけで、精神 には無関係である205。「外界において、実際に

宗教的感覚に呼びかけるもの、それは外界の量ではな く、その様々な法則である」206。 し

かも、 この法則 も、単 に秩序 と法則 (例えば、星座の一定 した軌道や、有機 的力の運動な

ど) というよ り、そうした法則を突き破 る無法則というべ き革命、「不規則性」(Anomalien)

が、宗教に対 してよ り高い価値を持つ207。シュライアーマ ッハーは言 う。「自然の化学的な

200 [R1: 58]
201 [Ebd.: 61]
202 [Ebd.: 78]
203 [Ebd.]
204 [Ebd.: 80ff.]
205 [Ebd.: 82]
206 [Ebd.]
207 [Ebd.: 84]
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諸々の力、物体そのものを形づ くった り、破壊 した りする永遠の法則、それ らの中に、最

も明瞭 に、 この上な く神聖な万有を直観す ることができる。いたるところで、牽 引力 と反

発力が全てを規定 し、絶えず活動 している。全て相違 とか対立 とかは外見だけの相対 的な

ものに過ぎず、個性というものも、全て一つの虚名 に過 ぎない。 同じ一つの ものが無数の

違 った形の中に分かれて隠れようとしているし、どこを見ても単純なものな どなく、一切

は巧みに組み立て られ編みあわされている。 これ こそ、 どんな小 さなものの中にも、最 も

大 きなもの に劣 らず、完全に、はっき りと姿を現す世界の精神なのだ。 これが あらゆるも

のか ら生 じて心情を捉える万有の直観なのだ」208。

以上のごとく、「牽引力と反発力」 「個性 と統一」 とい う概念 を通 して初めて、 自然 を見

る者は、万有 をそ こに見出す ことができる というのだが、 これ らの概念 は、根源的 には心

情の内奥か ら生 じるとシュライアーマ ッハーは考える209。したがって、彼 によれば 「心情

こそ宗教が本当に目指すものであ り、そ こか ら万有の直観を得るのである。内的生の中に

万有が反映 しているのであ り、この内的生によってのみ、外的生を理解す ることができる」。

それでは、心情 の中に万有を直観す るとは どういうことか、シュライアーマ ッハーによれ

ば、それは各個人の中に 「人間性」(Menschheit) を見出す ことである。彼は旧約聖書創世

記の男女の創造物語 を引用 しつつ、次のよ うに言う。 「私たち全ての歴史が、 この口碑に物

語 られている。自分ひとりでいる人間にとっては、全てが空 しいのである。世界 を直観 し、

宗教を持つためには、人間は先ず人間性 を見出さね ばな らない。人間性 は愛 の中に、愛 に

よってのみ見出される」210。人間一人一人が不完全だか らといって嘆くことは正 しくない。

全体 において、個々の人間を、そ して、個々の人間において全体 を見 るべきだと言われる。

ここで 「人間性」という概念が、 「万有」の直観 と関わると同時に、男 と女 という人間相互

の関わ り (愛) を媒介する概念 としても引き合いに出されている ことか らも分かるよ うに、

シュライアーマ ッハー にとって これ は、宗教の内実規定 と共 に、倫理規定 にも関わ る概念

であるが、 この点 についてはさらに次章で考察する。

208 [Ebd.: 86]
209 [Ebd.: 87]
210 [Ebd.: 89]
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さて 「こうした人間性の全領域に渡る遍歴 の後 に、宗教 は再び、一層鋭 くなった感覚 と、

洗練 された判断 とを持 って本来の自我へ と帰って くる。そ して、遥か遠隔の地で集め られ

たものを、 自己 自身のところで見出すので ある」211。 このとき、様々な形態 において認識

されてきた全人間性が、本当は自己 自身の内にあるのを知る。自己 自身が人間性の 「綱要」

(Compendium) である ことを知る。 「君たちの人格は、 ある意味で、人間の本性の全てを包

括 している。 この人間の本性 は、その表現のすべてにおいて、諸君 自身の多様化 し、はっ

き り特性 を表 した 自我 に他な らず、そのいかなる変化の中でも君たちの永遠化 された 自我

に他な らない」212。 こうして、自己 の内的世界において、無限者、永遠化 された自我 を見

出 した者にとって は、もはや、仲保者 は必要ではない。彼 自身が他の人々のための仲保者

とな り得 る。 ここに宗教の最高の段階が見 出されるという213。

長 い道程 を経てきたが、 ここに至って 「万有の直観」の内実はかな り明瞭になった。こ

れに続 く、宗教的直観 に必然的に伴 うとされる宗教的感情についての次の言葉を加える時、

その姿は一層明 らかになる。「世界精神が、厳かに姿を啓示 し、私たちがその雄大な、輝か

しい法則に従 った行動に耳 を傾ける時、私たちは永遠の 目には見 えぬ ものに対する心か ら

の畏敬の念に貫かれるが、 これよ りも自然な ものがあるだろうか。万有 を直観 し、万有と

比較 して、 自我の無限の小ささを知 る時の、真に正直な謙遜よ りも人間にふさわ しいもの

があるだろうか。世界の直観の中に私たちの同胞 を認め、彼 らの各々が […] 人間性の独 自な

表現である ことが明 らか になった時、また、そういう一人一人の存在がなけれ ば、人間性

を直観できないと知った時、彼 ら同胞を […] 心か らの愛 と行為とを持って抱 くことより自然

な ことがあるだろうか」。また、そのよ うな同胞の中でも、特 に自らをなげうって、危険を

冒して、私たちの存在 を維持するために戦って くれた人々に対 しては、 「全体 と合一 した存

在、 自らの命 を全体の中に自覚 した存在 として、尊敬 に満 ちた感謝の情 」を禁 じえない。

それ とは反対 に、 自分の小さな自我 に固執 し、世界の永遠の流れに対 し、空 しい抵抗 を試

みているような人には、 「心か ら同情」を示す ことよ り自然なことはない。さ らに、私たち

211 [Ebd.: 98]

212 [Ebd.: 99]

213 あ らゆ る宗 教 は 、 何 か 人 間 性 以 上 の直 観 に 向 か っ て努 力す る と言 わ れ ([R1: 104])、 これ 以 上 の 段 階 の

存 在 が 暗 示 され て 入 るが 、 具 体 的 には 何 も述 べ られ て いな い 。
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の行動の中でも、「人間性の守護神 に敵対 しているものには、歯軋 りしたいような後悔を感

じる」。また 「神 と宥和 したいという謙遜な願い、悔い改めて、死 と破滅か ら守って くれる

たった一つの安全地帯であるあの聖域 (宗教) の中で […] 救われたいという切実な望み、こ

れよ り自然なものが あるだろうか」214。 こう述べて、「畏敬」 「謙遜」 「愛」「感謝」 「同情」

「後悔」 「切望」などの 「感情」が、 「万有の直観」に必然的に伴 う宗教的感情で ある と言

われ、「敬虔」とも言われる215。そ して、これ らの 「感情」はまさしく 「万有」に対する 「依

存」を表す とシュライアーマッハーは言う216。ただし、 このように言われても、 ここでの

「感情」は、序論第2章 で考察 されたヤコー ビ研究か らシュライアーマッハーが到達 した

「存在の感情」や、ましてや後期 の 「絶対依存感情」 とは、質 を異にす るものである。 こ

の点は批判期を論 じる第II部 で明 らかにされるであろう。

(3) 宗教と教義

宗教の純粋な内実 を明らか にしようとす る 『宗教論』初版にお けるシュライ アーマッハ

ーの主要関心は、彼が宗教を教義 との混同か ら守ろ うとす ることにおいても現れて いる。

特にキ リス ト教 にお いて、 しばしば宗教の内容であると主張 され る教義は、彼にとっては

「そのあるものは宗教的直観を抽象的に表現 しただけで あるし、他 のものは宗教的感覚の

根源 的作用 についての自由な省察であ り、宗教的な考 えと一般の考 え方の比較の結果であ

る」217。 したが って、重要な ことは教義的形式 を宗教的に解釈する ことであ り、そ の根本

内容を評価す ることである218。シュライアーマ ッハーは、これを 「奇跡」、「霊感」、「啓示」、

「超 自然的作用」 といった概念について試みている。それ によれば、 こうした宗教的教義

に不可欠の概念 は、現象 と無限者、万有 との直接的関係を悟 らせるものに他な らない219。

そのように解釈されるな らば、 これ ら教義上の概念が、他の諸学問 と抗争 に陥 ることはな

い と言われる220。

教義の中でも特 に入念 に論 じられ るのが 「神」及び 「不死」 の観念で ある。シュライア

214 [R1: 108-111]
215 [Ebd.: 111]
216 [Ebd.: 110]
217 [Ebd.: 116]
218 [Lasch1900: 16]
219 [R1: 117]
220 [Ebd.]
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ーマ ッハーによれ ば 「神」や 「不死」は 「宗教の要点でもなく、主要部分をなすものでは

ない」221。なぜな ら、 シュライ アーマ ッハー にとって神 とは単に宗教的直観の一つのあり

方以外ではな く、 したがって 「神 な くして宗教な し」 とい うような信仰 は全 く成 り立たな

いか らである。シュライアーマ ッハー によれば 「神は人間性の守護神」に他な らず、その

意味では人間が神の原型なのである。それ に対 して、宗教は 「人間性」を超えた 「万有」

を 目指す。「人間性 は、万有の無限 に小 さな一部分、一つの移ろい行 く形式に過ぎない。そ

れな らば、人間性の守護神に過ぎない神が、宗教の中で最高のものであ り得るだろうか」222。

したがって、 ここでもまた中心 となるのは 「万有の直観」である。 「宗教を持つ というの

は万有 を直観する ことであ り、君たちが万有を直観するや り方、万有の働 きの中に見出す

原理に、君たちの宗教の価値がある」 といわれる223。ここで興味深 いことは、シュライア

ーマ ッハーが、 「万有の直観」の仕方を基準 に、諸宗教の形態を発展段階的に論 じているこ

とである。最も低 い段階においては、 「万有」は、様々な働きとして現れなが ら、分類 も秩

序 も法則 もない 「カオス」 と映る。 これが 「未開人の呪物崇拝」である224。次の段階にお

いては、 「万有」 は統一なき多 として、異質な、様々な要素や力の、はっき り定ま らない多

様性 として現れる。そ して、それ らの間 には絶え間ない抗争が ある。こういう 「万有」に

「神」の観念が持ち込まれる と、それは無限 に多 くの部分 に分かれ、その一つ一つに精神

が吹 き込 まれ る。こうして無数の神 々が生 じる。これが多神教 の段階である225。さらに高

い段階においては、全ての抗争が和解へ ともた らされ、「万有」は総和 として、多における

統一 として現れ る。 この段階 こそ 「初めて万有の名に値する」のであ り、たとえ 「神」の

観念 は持たな くて も、 この段階にある人は、最も教養 ある多神教徒よ りも、一層多 く宗教

を持 っていると言われる。その端的な例 として出されるのがス ピノザで ある226。

このように、シュライアーマ ッハーによれば、「宗教 において、神観念は、君たちの思う

221 [Ebd.: 123]
222 [Ebd.: 125]
223 [Ebd.: 126]
224 [Ebd.: 127]
225 [Ebd.]
226 [Ebd.: 128]
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ほど高いものではない」。 「神」 は人間の想像 力の産物だか らである227。しかも、 こうした

「神」は、ルソーにおける良心やカン トにおける定言命法のよ うな理性 の声でもない。 「万

有」が絶 えず行為 し、活動するものであるように、宗教の 「神」 も 「必ず行動するものと

して現れる」。 このよ うな 「神」は、人の幸福 を保証することはできないし、「私たちに刺

激を加えて、道徳へ向かわせ ることもで きない」 とも言われる228。 ここにお いて、宗教を

道徳か ら峻別 しようとするシュライアーマ ッハーの意図が再び現れている。

次 に 「不死」の観念であるが、これが宗教 において統一ある構成要素となる可能性は 「神」

よりもさらに少ないと言われ る。なぜな ら、「不死」 とは、小 さな自我 に固執 し、死後の自

己の生存 を願 う利己的願望 に起 因するか らであ り、 このよ うな願いは宗 教にふ さわ しいも

のではないか らである229。シュライアーマ ッハーによれ ば、真の宗教 における 「不死」 と

は、「有限の只中で無限者 と一つにな り、ある瞬間において永遠 となること」230以外の何 も

のでもなく、死後の問題ではないのである。 このような理解 において も、無限者への依存

とい う形で、個性の自由、独立性の限界を示すシュライアーマ ッハーの形而上学が反映 し

ている。

第2節 「宗教における社交」-社 交理論

『宗教論』初版の第四講 において、 「宗教 にお ける社交」が主題化 される。第二講の 「宗

教の本質」 によれば、そ の根本直観は 「すべての個体 を全体 の一部分 として受け取 り、全

て制約 されたものを無限者 の表現 として受け取る こと」231で あるか ら、それが例 えばグラ

ス に注がれたワイ ンであれ、冬空 に舞 う雪であれ、そ こに万有を直観す る ことは可能なは

ずである。 しか し、宗教は何よ りも先ず 「人間の中に […] 無限なるものを、その写 しや

表現を見 ようとする」232。 したがって、第一義的に問題 になるのは人間の中に万有を直観

する こと、「人間性」 を見出す ことであった。そ して、その具体的な場は、 シュライアーマ

227 [Ebd.: 129]
228 [Ebd.: 130]
229 [Ebd.: 130ff.]
230 [Ebd.: 133]
231 [Ebd.: 56]
232 [Ebd.: 51]
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ッハーがヘン リエ ッテ ・ヘルツとの精神的交流の中に 「万有 を直観す る」 と述べていたよ

うに233、何よ りも言語 による他者 との対話で ある。そ して、この対話が社交に他な らない。

シュライアーマ ッハーは、『宗教論』初版と同年 に、 「社交的振舞 いについての試論」234と

いう小編 を書いているが、そ こにおいて社交の 目的 とは、職業生活や家庭生活の一面性か

ら逃れて、全 く知的世界の一員 として自由に振舞 い、未知の世界への展望を与え られ、人

間性のあ らゆる現象 に通 じる ことである と言われている235。そ して、そのような社交の本

来的な意義は、複数の人間が相互 に作用 しあうことである。 したがって、人が集まっては

いて も、そ こに一方的な作用 しかないような劇場や講演、舞踏会は社交 とは言われない236。

それ に対 して 「宗教はその本性か らして社交的」237であ り、「宗教的人間の互 いに相手に及

ぼしあう影響」は 「人間の社交の最高の感性の結果」238で ある と 『宗教論』初版 において

主張される。宗教 において 「師と弟子 とは、完全な自由のうちにお互 いを求め、選択 しあ

ってよい」239といわれ、「野蛮な改宗要求」240や 「一方的な伝道」241が否定 されるのもこの

文脈においてである。 したが って、相互的な対話 こそ、宗教の生命線である。「対話を尊重

す ることは、宗教的な ものすべての中に見出され るものだ。歴史 の全体 は、 こういう刺激

とそれへの反作用 との連続的交錯なのだが、それは神 と人間 とが、言葉 と行為 によって取

り交わす対話 と考え られる。[…] この偉大な対話の連関を含んだ伝統 は神聖なので あり、

その連関の秘儀に参ず ることによる以外に宗教に達することは不可能である」242と言われ、

ユダヤ教が過去の死せ る宗教になって しまった理 由も「聖なる経典が完結 し、エホバ とその

民 との対話が終わった」243ことにあると言われる。

しか し、シュライアーマ ッハーにおいて さらに重要なポイ ン トは、この相互的な社交が、

個体性 と不可分 に関係 して いる点である。先 にも引用 した「社交的振舞いについての試論」

233 [Br. I: 202]
234 [KGAI/2: 165-184]
235 [Ebd.: 165]
236 [Ebd.: 169]
237 [R1: 177]
238 [Ebd.: 183f.]
239 [Ebd.: 221]
240 [Ebd.: 187f.]
241 [Ebd.: 232]
242 [Ebd.: 288f.]
243 [Ebd.: 290]
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では、社交 に参加す る条件 について、それは 「これや あれや の個 々の特質や知を所有 して

いるとか、特別な階級 に所属 して いるとかではな く、その人が他な らぬ彼の個性 と独 自性

をもた らす」244ことで あると言われ、「そ の交際の成員が、対象についての見解や、対象を

扱 う流儀 において、可能な限 り多様 にお互 い相違 して いる ということは、正 にその交際の

完全性 に属 して いる。なぜな ら、そのような交際 にお いてのみ、対象 は社交 との関連で論

じ尽くされ、交際の性格 は完全 に形成され得るか らである」245と言われる。実際、『宗教論』

初版において も、宗教的社交 と独 自な個体性 を保持す ることとは、繰 り返 し密接な連 関で

語 られる。「真の宗教的社交 においては、すべての伝達が相互的であ り、私たちを独 自な も

のの表現へ と促す原理は、私たちを他者 と結びつける原理 と内的に関連 している」246。「彼

が万有の諸 々の関係 のうち、 自己 の内部 にあると認めた もの、人間性の諸々の要素の うち

自己の内部で独自な形を取っているもの、それ らすべては神聖な畏怖 と、しか し同時に 〔他

者 に対 して〕喜んで応 じる開かれた心で、覆 いを取 り除かれ、誰 もが入 り来てそれを眺め

るのである」247。 このような他者 に開かれた社交的な態度 と、独 自な個体性が不可分な理

由については、人は自分の個性、独 自性への自覚が深 まれば深 まるほど、そ の特殊な出来

事が 「人類共通の本質」に対 し、 どんな関係にあるかを知 りたいとい う衝動も強まるか らで

あると説明 され る248。個体性 の自覚 と社交性の深 ま りは相乗関係にある と言 うのである。

『宗教論』初版の翌年 に書 かれた 『親書』において も、愛 し合 う者 同士 の 「精神 の無限の

一致」について全 く並行す る主張が展開されている。すなわち 「同 じ考 えや感情 の無限の

連関す る連な りが、神的な稲妻のように、私の中に閃 く。それは最高の天か ら地の中心に

まで達 し、過去 と未来 とを、あなた と私 とを、すべて照 らし出し明 らか にす る」249と言わ

れ、さ らに 「愛が初めて現 れ、内的カオスか ら光 を創造 し、その とき以来、内的カオスは

カオスであることを止める瞬間」250が、愛 し合 う者 同士 の愛にお ける一致 として描写され

244 [KGAI/2: 172]
245 [Ebd.: 175]
246 [R1: 193]
247 [Ebd.: 233f.]
248 [Ebd.: 177]
249 [VB: 199f.]
250 [Ebd.: 195]
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る。それは 「私たちはいったい一つの存在よ りも多 い 〔二つの〕存在だろうか?」251と 言

われるように、一体性 の意識であると同時に、 しか しまた 「私の中に、彼を再び見出す と

私は思った。私 自身の一部 を、私 とは異なる彼を」252 (傍点筆者) とも言われているよう

に、二人の独 自性の意識で もある。 したが って、 「愛」 における 「無限の一致」は、「同じ

考 えや感情」 とは言われて も、全 くの同一性ではな く、それぞれの独 自性を保持 しなが ら

も 「連関を作 りうる調和的な呼応」253の関係とも言 うべ きものがイ メー ジされているので

ある。 シュ ライアーマ ッハーはそれ をさらに 「独 自な ものの完全なシンメ トリー」254と表

現 している。 したがって、 この点 をさらに明確にす るため に、この時期のシュライ アーマ

ッハーの個体化理論 を検討 しなけれ ばな らないが、それが扱われているのが第五講 「諸宗

教について」である。

第3節 「諸宗教について」-個 体化理論

『宗教論』の最終講義、第五講 「諸宗教について」では、第二講 において 「宗教の本質」

とされた 「万有の直観 と感情」が、個々の特定 の歴史的諸宗教とどのように関わるかが主

題化 される。

「万有の直観」 と 「感情」とが、いまだ分かたれず、一つである 「瞬間」、宗教 (あるい

は意識の事実) 成立の最 も根源的な瞬間が、形而上学的前提に支え られていることはすで

に述べたが、これを、特 に宗教的なものとして明示化するために、 「宗教的ア ・プリオ リ」

として理解す るジ ョンソン (Johnson) のような立場もある255。「宗教的ア ・プリオ リとは、

あ らゆる歴史的宗教 における特に宗教的なるもので ある」 と彼は言 う256。果たして この時

点で シュライアーマ ッハーが、特 に宗教的なものをア ・プリオリな能力 と見ていたかは判

然 としないが、特 に宗教的な ものは 『宗教論』初版 において様々に表現 されている。 「真の

251 [Ebd.: 199]

252 [Ebd.: 202]

253 [瀧井1999: 32]

254 [VB: 208]

255 [Johnson 1964: 35]。 確 か に後 の 弁 証 法講 義 (1814/15年) にお いて は 「神 」 が 「生 得 的 」な もの と して

語 られ て い る 。 「私 た ち の 中 に あ って 私 た ち に生 得 の 神 存 在 は 、 私 た ち の本 来 的 本 質 を構 成 して い る」(§

216, 2)[KGA II/10, 1: 144]。 しか し、 この 『宗 教 論 』 初 版 の時 点 で 、特 に宗 教 的 な もの が 、 ア ・プ リオ リな

能 力 と して 対 象 化 され て い るか は 定 か で は な い 。

256 [Johnson 1964: 35]
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宗教」257、 「無限の宗教」258、 「永遠 にして無限なる宗教」259等で ある。特定の具体的歴史

的宗教は、 この特 に宗教的な ものの現実化である。それ も必然的な現実化であると言われ

る。すなわち 「宗教 は無限なるものだが […] 自己 を個体化する原理を内に持っている」とい

うのである260。また、宗教は無限であるか ら、その具体的な形態 も無数にあることを認め

ねばな らない。 したがって 「君たちは、唯一つの宗教 を欲 した りす る空 しい願望 を諦 め、

宗教が数多 くあることに対する反感 を捨て去 って、万有の永遠 に豊かな胎内か ら、様 々に

変化 した姿 とな って人類の進歩 し続 ける歩みの前に展 開してきた全て ものに、で きる限 り

とらわれのない心で接近 しなければな らない」261。

このように現実の諸宗教 を理解す るシュライアー マッハー にとって、いわゆる啓蒙主義

の自然宗教 (理性宗教、理神論) は、「もともと存在 しない、茫漠 とした、貧弱で哀れむべ

き観念」 に過ぎない262。それ は、脈拍 も脈管系統 もなければ、固有の血液循環 もな く、 し

たがって、固有の体温 もない宗教の屍である。 「ただ 自然宗教 しか信じないと言 う人は、宗

教の王国に定住の場所を持たない余所者である」 と言われる263。

前節末で述べたように、第五講において特 に重要 な主題は、無限で普遍的な宗教が、特

定の歴史的事象 に個体化される原理 (個体化理論) である。先ず シュライアーマ ッハーの

個体性 についての理解を明 らかにしてみたい。彼 によれ ば、「宗教は […] 一つの無限なもの、

計 り知れないものであるが、それな らば宗教は自己 を個体化する原理を、内に持 っている

に違いない」264。 しか し、それは、宗教全体の量的に見た一部を、 ある原理に従ってそれ

ぞれの実定宗教が所有するというのではない。すなわち 「宗教の これ らの諸現象 〔実定宗

教〕を、ただ数 と大きさだけが異なる、何か補足的な部分のよ うに考 えることはできない。

それ らを寄せ集めれば同じ形のものができる」 とは考 えられない265。「宗教は、言わばただ

257 [R1: 245]
258 [Ebd.: 238]
259 [Ebd.: 247]
260 [Ebd.: 241]
261 [Ebd.: 242]
262 [Ebd.: 248]
263 [Ebd.: 276]
264 [R1: 241]
265 [Ebd.: 239]
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部分的に、人各々が理解で きる程度に細分化 されて人間に与え られるのではない」266か ら

であり、 「ある特定 の宗教の特質 を、一定量の直観 と感情の中にあると見る人は […] 宗教

の精神に反す る体系 と宗派化の原理 という妄想」267に囚われている人である。そうではな

く、どの実定宗教 の中にも、常 に完成途上にある現実 の姿では、可能態 としてか現実態 と

してかの違 いはあるものの、すべての宗教的直観や感情が要素 として含 まれているはずだ

が、ただ、それ らの要素が、それぞれ の実定宗教 によって異な って関連付けられ統合され

て いると言われ る268。このような関連付けや統合 を可能 にするのが、それぞれの個体 の 「中

心点」 と言われるものである。 これについてはすで に宗教教育 を論 じた第三講 にお いて一

般論 として次 にように語 られている。「いかなるものも万有の中ではただ様々の働きや結び

つきの総和を通 じて初めてそのものとなることができる。[…] このように、すべては総和

に関係 して くるのだか ら、その点 を認識す るためには、外側か ら見 るのではな く、それ 自

体 の中心のほ うか ら見、あ らゆる方面か ら、その中心 を目指 して見なければな らない。そ

れが、それを独立 した存在 として、独自の本質 において観察するということである」(傍 点

筆者) 269。これが今やはっき りと実定宗教の成立 を決定す る点であると言われる。「私たち

の求める宗教の個体が成立するのは、万有の直観の どれか一つが […] 宗教全体の中心点

とな り、宗教全体の中に含 まれたすべてが、 この中心点 に関係付け られ るとい うことより

他 にない」270。 「一切が中心である直観に関係付けて見、かつ感 じられるならば、それが何

時 どこで形づ くられようと、どれが選ばれた 〔中心〕 になる直観であろ うとか まわない。

そ ういう宗教の形式 こそ、正 に一つの独 自な実定宗教なのである」271。 このような中心 と

なる直観は どのよ うに決定されるのか、その決定権は人間の側 にはな く、万有の直観の 「勝

手な意思」によると言われ るが、さらに積極的には 「彼の心情が初めて万有の挨拶を受け

266 [Ebd.:240]

267 [Ebd.:253]

268 [Ebd.:249] さ らに[瀧 井1997:79]参 照 。

269 [R1:152f]。 さ らに 「社 交 的 振 舞 い につ いて の試 論 」 にお け る 次 の よ うな 言葉 も 、個 人 の レベ ル にお い

て 同 じ こ と を語 って い る。 「あ る人 が 個 体 で あ る の は 、そ の 人 が ある 中 心 点 を持 ち 、そ れ に よ っ て彼 の 中で

す べ て が 関 連 し、相 互 に規 定 され 説 明 され る限 りに お い て で あ る 」[KGAI/2:172]

270 [R1:259]

271 [Ebd.:260]
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て抱擁 されたそ の時の状態が、その後絶え間な く影響する」272とい う。さらにこの 「抱擁」

は、「無限なる者 と有限なもの との婚姻」であ り、私たちが 「有限なものの系列 を超えて、

その先へ追 いかけて行 くことのできない、理解 しがたい事実」であって、それは 「自由意

志であれ、自然であれ、何かそれに先立つもの によって説明 しようとしても、想像力が全

く役立たない」273というものである。

以上 のよ うなシュライアーマ ッハーの個体化 についての理解 を要約す ると次の三点にな

る274。

(1) どの個体 も (可能態まで考えれば) 全体 を構成する全要素か らなる。

(2) それぞれの個体の独 自性は、どの要素を中心点 として他の要素が関連付けられるかに

よる。

(3) この中心点 は、要素相互間の関係か ら決定される相対的な ものではな く、個体の外部

か らの働きかけによって決定され、個体の絶対的な起源を表 している。

以上のような個体 と全体 との関係は、シュライアーマ ッハーにおいて、実定宗教 と宗教

全体 との間のみな らず、人間 と世界 との間にも成 り立つ関係であ り、この原理の諸学への

展開可能性が示唆される275。この点は、先に検討 した 『宗教論』初版が含む理論、「万有の

直観」 と社交理論も含 めて、 これ らが後の シュライアーマ ッハーの思想体系 とどのように

かかわるかという問題で もある。 この点を以下にもう少 し考察 しておこう。

『宗教論』初版における 「万有の直観」(第 二講)、 社交理論 (第四講)、 個体化理論 (第

五講) にお いては、自己意識の二つの次元が前提 になっていた。すなわ ち、哲学や道徳な

どを通 し、有限者相互の働きかけがな され る次元、個々の存在が個 として認識され知覚 さ

れ る次元 と、そのような有限者に対 し万有が働 きかけ、一つの全体が感受 (直観) される次元

272 [Ebd.:267]

273 [Ebd.:267]

274 [瀧 井1997:80]

275 [Ebd.:81-84]
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である。前者は、能動的な「行為、働きかけ」276の次元であ り、人間の 自由が発揮 され る領

域であるのに対 し、後者は「万有」「無限なる もの」の働きかけを「直接」「子供のような受動性

で」277受取 るものである。この二つの次元がいずれも自己意識において起 こるとされる。そ

して両者 の関係については、宗教は 「人間のあらゆる行為に」介入するのではな く「伴 う」と

言われる278。このような相対的相互作用の次元 (哲学、道徳、一般的社交) と、無限者の働き

かけを直接ひたす ら受動的に受取 る宗教的次元が自己意識を構成 しているとい う主張 は、

後期の 『キ リス ト教信仰論』 にお ける自己意識論、すなわち、相対的な 自由感情と依存感

情 とが交錯する次元 と、「由来」(Woher) としての神に対 してひたす ら依存する感情 (直接

的 自己意識)の 次元 によって構成 される自己意識論の萌芽 と見る ことができるのではない

だろうか。 さらに、1811年 以降六回にわたって試み られる弁証法講義における自己意識論

の構造、す なわち各個 人の限定的な知か ら出発 して、他者 との相互的対話 を通 して、よ り

普遍的な知を共有するにいたるプロセス と、それを基礎付ける超越的根拠 としての 「感情」

(直接的 自己意識) という二重構造 とも通底 しているように思われる。

次 に解釈学 との関わ りも指摘できる。すなわち、個体の独 自性を保持 しつつ、全体の共

同性、一体性 を獲得するという直観期のシュライアーマ ッハーの社交理論、個体化理論が

描き出す世界観、人間観は、言語 と発話者 との関係の表現 と解釈す ることが可能であると

瀧井は言 う。すなわち 「言語は意味論、語用論、統語論 といった様 々な レベルで、その言

語共同体 内で通用す る共通の要素を有 し、どの発話者にもその全要素が提供されている (少

な くとも言語の側か らはどの要素の提供 も拒まれてはいない)。 しか も、その要素間には引

き合った り、はじきあった りする諸々の力関係があって、発話者の表現や発想を誘導す る。

しか し、発話者 の側にも、言語に働 きかける余地が残されてお り、諸々の要素をどう結び

つけるかによって、言語の新 しい可能性 を実現 し、自らの独 自性を表現することができる。

このように表現 された独 自性は言語 内にとどまることで、他者にとっての理解 可能性 (普

遍性) を獲得す る。言語は、独自性 を喪失 させることなく共 同性 を可能 にす る媒体である

276 [R1:112]
277 [E1bd.:50]
278 [Ebd.:68]
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と言える」279 (傍点筆者)。 このような理解は、直観期の思想の解釈学への展開を予想 させ

る。周知のよ うに、1805年 か ら九回に及ぶ解釈学講義は 「語 り」(Rede) に現れる個体性を

理解す る方法論の叙述であ り、それは言語体 系 (文法的解釈) と発話者(技 術的解釈)の

両面か ら構成されているのである。

最後に倫理学だが、シュライアーマ ッハーの倫理学 は後述する (第II部 第2章 第4節)

ように、「最高善」「賢者」 「法」 という最高イデーの下 に、それぞれ善論 (Guterlehre)、 徳

論 (Tugendlehre)、 義務論 (Pflichtlehre) という三本柱で構成 され るが、 中心 は善論で あ り、

それを他の二者が補完する構成となっている。 しか も、善論の内容 は、人間が自然 に働 き

かけて作 り出す諸制度 (国家、学問共同体、社交、教会) 論であ り、そ うした制度 と人間

の相互関係 を論 じる学問で ある。 したがって これを 「財態論」、 「倫理機構論」 と訳す研究

者もあるほどである280。このことが示 しているのは、直観期 において展 開された社交理論

や個体化理論を言わば個人対個人か ら個 人対社会へ移 し、拡大的 に応用 したのが シュライ

アーマ ッハーの倫理学だ ということである。

第4節 『宗教論』初版の反響

以上、その内容を考察 してきた 『宗教論』初版が、 当時どのような反響 を呼び起 こし、

受容 されたかを最後 に見ておきたい。第II部 第1章 第2節 で 『宗教論』第二版が取 り上 げ

られるが、その背景 となる事柄が ここで明 らかにされる。

『宗教論』初版に対す る同時代の反響 については、 当時シュライアーマ ッハー と深 い精

神的交流のあったフリー ドリヒ ・シュ レーゲルの書簡が生き生きと伝 えて くれる。すなわ

ち、彼はイェーナか らシュライアーマッハーに宛てて、次のように書き送 っている。 「ゲー

テは、私が送 った 『宗教論』 を受 け取 って、第二講、第三講を熱心 に読み、宗教 という現

象の形成 と多面性 についてある程度賞賛 しましたが、文体が粗末なのと、宗教がキ リス ト

教的にな るにつれて、この評価 は反対 に転 じ、ついには全体 を明る く教訓的な反感 のうち

に終えて しまいました。[…] ハルデ ンベルク 〔ノヴ ァー リス〕は、君に最高の関心 を寄せて

279 [瀧 井1997:81/82]

280 [山 脇1999:24/25][瀧 井1999:37]
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研究 してお り、熱狂的なとりこになっています。彼 は、君には非の打ち所が無いと主張 し、

君 と完全 に一致しています。[…] 彼は私 にカ トリシズムについての論文 を約束 し、君の本に

ついても何か書きたいといっています。シェリングは […] 君 に敬意を表 してお り、私 に言 う

には、 もし君が、その内容について、あるいはまたそ の種のものを書 いた り、今の書 〔『宗

教論』〕の弁護のために何かを書いた りする ときには、それを手始めに、それか ら今 の書 を

根本的に研究 したい ということです。彼 にはフィヒテのものと同様、 〔『宗教論』は〕非常

に難解で読みにくいということです」281。シェリングがシュライアーマ ッハーの 『宗教論』

にいかに敬意 を払 っていたかについては、彼がそれを聖書 に対するように、黒 いコバル ト

皮で装丁 し、頁の裁断面には金箔を施す という扱いを していたとい う逸話も伝 えられてい

る282。

このよ うに 『宗教論』初版は、 シュライアーマッハーの知己の間では、新 しいロマ ン派

の宗教理解 の模範的な叙述 として積極的に評価 された。ただ匿名で出版されたため に、当

初、著者はフィヒテかシェ リングではないか と噂され、シュライアーマ ッハーは 自尊心を

傷つけ られた ことな ども伝 えられている283。しか し、それ以上にシュライアーマ ッハーに

とって心外であったのは、キ リス ト教界、とりわけ彼が以前から深 い親交のあった啓蒙主

義的キ リス ト教の指導者たちの反応 であった。特 にベル リンの宮廷牧師でシュライアーマ

ッハーの最初の神学試験時の審査官 であ り、彼を高 く評価 していたザ ックか らの懸念の表

明は衝撃的であった。すなわちザ ックは1801年6月 に、シュライアーマッハーに宛てて『宗

教論』初版について詳細な論評を書き送 り、その中で次のように言 う。 「この書物を注意深

く読了 しましたが、残念なが ら私 はここに汎神論に対す る力強い弁護、ス ピノザの体系の

雄弁な表現以外何も認めることができませんで した。[…] いかなる誰弁や雄弁術 も理性的な

人間 をして、スピノザ主義とキ リス ト教が共存 し得ると確信させる ことはできません。[…]

万有 を神 とみなすような説教者、彼にとって宗教は万有の直観以外の何 もので もないよう

な説教者、宗教 と道徳 との間にいかなる接点 をも認めない説教者、宗教概念 に由来す るあ

281 [Br.III:125f.]
282 [BrIII:291]

283 [KGAI/2:LXI]
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らゆる善への動機 を軽蔑 し、あざける説教者、 目に見えない永遠 の生ける善行者 〔神〕 に

対 し、なんら感謝 を知 らない説教者、一体そんな説教者があるだろうか!」284。

これに対 しシュ ライアーマ ッハーは詳細な反論を書 いてお り、それ は 「著者 自身による

r宗 教論』の解釈」285と言われるほどの内容 を備 えたものであるが、次のように言 う。「私

はあなたのこの書 に対する見方に力を尽 くして反論 しなければな りません。 この書は汎神

論 の弁護、スピノザ哲学の表現で しょうか?わ ずかな頁で補足的 に論 じていることが、

主題であ り得 るで しょうか?[…] あなたは言われます。私 は汎神論者であると。[…] 私 は人

格神 に対す る信仰 について軽蔑 して語ったで しょうか?断 じて否です。私が語 った こと

は、人が抽象的な思考 において、世界の無限の超感覚 的な原因に人格的述語を付加するか

どうか ということに宗教は依存 しないということです。 これ について私 はス ピノザ を例 と

して引用 しました。なぜな ら、彼の倫理学には敬虔 という以外 に呼びよ うのない心情が支

配 しているか らです。だか らといって私がスピノザ主義者である というわけではあ りませ

ん。[…] 神の人格的概念から宗教が発展 して くることはあ りません。それは信仰 (Andacht)

の源泉ではあ りません し、そ こにおいて神を意識す る人は誰もいません。それ はむ しろ宗

教 を破壊 します。[…] 私 の最終 目的は、現代の哲学的思潮の嵐の中にあって、あらゆる形而

上学か ら宗教の独立を十分 に叙述 し、基礎付けることで した」286。

以上のような個人的な書簡 による批評以外に、書評雑誌や著書等の刊行物にお ける反響

を以下に一瞥す る。

先にも少 し言及 したシュヴァルツ (Friedrich Heinrich Christian Schwarz) の書評がある

287。彼は 『宗教論』の特に第一講、第二講を詳細 に検討 した後に、人間の持つ様 々な能力

の生き生きとした交互作用を否定す る宗教概念の抽象的一面性、万有概念 の不明確 さ、道

徳概念の混乱、想像力の過剰 な強調、不明確な絵画的表現、宗教におけるあ らゆる合理的

な もの、客観的なものに対する論駁な どを批判 している。 しか し、他方 「深 い自然認識に

養われた言語表現 の豊かさ」を 『宗教論』の独創性 として評価 している。シュヴァルツは

284 [Br . III: 276-278]
285 [KGA I/2: LXIII]
286 [Br. III: 282-286]
287 [KGA I/2: LXXIf.]
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その書評 を次のように結ぶ。 「宗教は、宗教的感情な しには無に等しいと彼 〔シュライアー

マッハー〕 は深 く感 じて いた。それゆえに彼は、本書を通 して同時代の宗教性 に対 し、一

般 に認め られている以上に大きな貢献 をした。 しか し、彼 の想像力はあま りに活発す ぎた

ために、彼は表象において混乱 をきたし、悟性を疎かにした。そ して感情宗教を主張する

に至 ったが、それはただ内面性 を重視するばか りで、対象はどうで もよいものとな って し

まった」。

ドイツ ・ロマン派を代表する作家の一人、ジャン ・パウル (Jean Paul) も、同じ1800年

に、フィ ヒテの知識学に対する論争書において 『宗教論』に言及 している288。彼によれば

『宗教論』は、有害なフィヒテの観念論への反動、時代の要求である。フィヒテか ら解放

し、 「全てを押 し流す大洪水 の兆 しは」「あ らゆる宗教 を絵画的に表現す る立場」であると

言い、 この兆 しについて彼は注釈 において 「私が考えているのはシュライアーマッハーの

『宗教論』の ことである。彼は宗教 という言葉 に、新 しい詩的意味 を与えた」 と書いてい

る。

ヘーゲル もまた、『宗教論』に時代の要求の反映を見た。すなわち彼は、著書において二

度 『宗教論』に言及 している。先ずは 『差異論文』(1801年)に おいてで、『宗教論』は 「思

弁的要求 に直接関わるものではない」が、 これが多 くの読者 を獲得 している事実は 「一つ

の哲学への要求 を示 している」 と言 う。す なわち、カ ントや フィヒテの体 系において 「悟

性が有用性がますます重んじられ、制限付の目的が幅を利かせ」自然が冷遇 されて いるこ

とへの反動である289。さらに 『信仰 と知』(1802年)の 中で、ヤコービ哲学 との対論にお

いて 『宗教論』に触れている。ヘーゲルは、『宗教論』を、全 く主観的に理解 された主観性

を絶対化 したヤコー ビの原理が さらに 「高 まった」もの として批判的に評価す る。ただヘ

ーゲルによれ ば、ヤコービの観念的に理解 された自己直観、世界直観 に比べ、 シュライア

ーマ ッハーのそれは、部分的なものにとどまるのであった290。このヘーゲル による批判は、

第II部 第3章 第2節 で改めて取 り上げる。

288 [KGA I/2: LXXIII]
289 [Diff.: 8]
290 [GuW: 391f.]

81



最後にレッツェ (Johann Gottlieb Ratze) の書評291。彼は1803年 に 『キ リス ト教における

自然的な ものと超 自然的な ものについて』と題 して、『宗教論』初版を詳細に検討 し、論評

している。彼は 『宗教論』の企てを全体 として高 く評価 しているが、そ の各論 に対 しては

多 くの批判 をしている。すなわち 「全体 として 『宗教論』 は首尾一貫 し、一つの見方 を提

示 している。しかし、個々には矛盾が存在 し、ほとん ど至 る所で不明確な文章に出 くわす」。

とりわけ 「一面的で不完全な神秘的宗教概念」が問題であるとして、彼は次の三点 を指摘

す る。i) 万有及び神概念の不明確な多義性、ii) 宗教 と道徳の分離、iii) あらゆる哲学

を宗教か ら取 り除き哲学を宗教に無縁な もの と説明すること。

以上、同時代の反響 を総 じて どのような ことが言えるであろうか。『宗教論』初版におい

て シュライアーマ ッハーが企てた ことは、すでに見たように、宗教を形而上学や道徳 とは

異なる独 自なもの として示す ことであった。彼は思弁か らの宗教 の自由を確保す る為に、

神概念 さえ宗教 にとって絶対的ではない と語 った。 しか し、そのように して提示 された彼

の 「宗教」は、キ リス ト教界の側か らは、汎神論、ス ピノザ主義 と批判 された。道徳か ら

の宗教の自由という主張も、啓蒙主義的キ リス ト教か ら疑義を投ぜ られた。で は、狭義 の

キ リス ト教の外部 にいた人々、すなわちシュライアーマ ッハーが この 『宗教論』 を通 して

本来語 りかけたかった 「宗教を軽蔑する教養人」たちの反応は どうであったか と言えば、

フリー ドリヒ ・シュレーゲル等ロマン派の仲間たちの評価 を別 にすれば、『宗教論』の主張

の独 自性、とりわけ宗教固有の領域を確保す る努力は、ほ とん ど評価 されなかった という

事態が浮かび上が って くる。ヘーゲル はヤコー ビ哲学の延長 にあるもの と解釈 し、シェ リ

ングは自分の同一哲学 と同質の ものをそ こに見出 した。ジャン ・パウル によれ ばフィヒテ

哲学 に対する反動であった。シュヴァルツや レッツェによって、『宗教論』の宗教規定は一

方で 「独創的」 と評価 されたが、他方 「想像力の過剰」 「表象の混乱」「悟性軽視」 「内面性

の過重視」 「対象の軽視」と批判 されたのである。以上のよ うな反響、受容状況 を受けて、

シュライ アーマッハーは 『宗教論』の改訂 を余儀なくされるが、それ については第II部 第1

章第2節 で改めて取 り上げる。

291 [KGA I/2: LXXVI-LXXVIII]

82



第2章 倫理

以上、 この時期のシュライアーマ ッハーの宗教理解 を検 討してきたが、 この時期のもう

一つのテーマである倫理の問題を以下に見ていきたい。宗教が 「万有」 「神」との関係であ

ったのに対 し、倫理は人と人の関係を主題化す る。ここでのキーワー ドは、「人間性」と 「愛」

である。

第1節 「人間性」

直観期 シュライアーマッハーの倫理思想を記述する起点 として 「人間性」(Menschheit)

という概念に着目す る。 これが直観期の業績全体 に中心的な術語 として現れるか らである。

以下、「高貴な女性のための理性のカテキズム構想」(以 下 「カテキズム」) 292、『親書』、『独

白録』、『宗教論』初版 とい う直観期 のシュライアーマ ッハーの主要業績 の内容 に即 して、

この概念について考察 してみたい。

(1)「 カ テキ ズム」 と 『親書 』

「人間性」 という概念が、最初 に重要な意味を持って現れるのは、1798年 シュレーゲル

兄弟 と共にシュライアーマッハー も編集 に参加 した ロマ ン派 同人誌 『アテネウム』掲載の

「カテキズム」においてである。ディルタイによれば、これは1798年 にシュライアーマ ッハ

ー 自身によって記されたものである293。内容は十戒及び使徒信条を、特 に女性の倫理的カ

テキズムとして書き換 えた もので、短 い断想なが ら、 この時期のシュライアーマッハーの

倫理観が表れている重要な資料で ある。

「人間性」概念 との関連で重要なのは使徒信条の部分である。そ こには次のように記 され

て い る。

「私は男女の性別の覆 いをまとう以前に存在 した無限なる人間性 を信 じます。私は屈従

292 "Idee zu einem Katechism us der Vernunft fur edle Frauen" [KGA I/2: 153f.] な お 、[Quapp

1985: 165-168] 参 照 、 こ こ に は 「カ テ キ ズ ム 」 と 十 戒 ・使 徒 信 条 の 対 観 表 が 収 録 さ れ て い る 。

293 [Dilthey 1970: 507]
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や分裂 にではな く、存在 し生成す るために生きる ことを信 じます。私は自分 を無限者

に再び近づけ、誤 った教養の縄 目か ら解放す る意志 と教養の力 とを信 じます。それ は

私 を性別の束縛か ら自由にす る力です。私は霊感と徳 とを信 じます。芸術の尊厳 と学

問の魅力、男性の友情 と祖国愛、過去の偉人たちと将来 の栄光 とを信 じます」294。

注目すべき点は、冒頭の 「私は男女の性別 の覆いをまとう以前に存在 した無限な る人間性を

信 じます」という告白において、 「人間性」が使徒信条の第一項、創造主に対する信仰告 白の

位置に置かれていることで ある。 このことの意味は、『親書』において、 「人間性」の創造

的形成を示唆する次のような言葉 との関わ りで明らか になるように思われ る。すなわち 「少

女である君たちの中には、はっき りと完成された ものはまだない。全 くない。すべては暗

く予感 に満 ちた魅惑的な魔法の中で揺れ動いてお り、優美な困惑 の中にある。それは最後

の創造の 日に光が、いつもとは違った仕方で闇の中か ら輝きだす時まで続 く」295。 ここで

シュライアーマ ッハー は、女性の内面的成長過程 について語 ってお り、それを創造 の完成

になぞ らえて いる。 したがって、創造主 の位置に置かれた 「人間性」とは、人間(こ の場

合は女性)に 働きかけて、その内面 を陶冶 し完成へ と導 く主体で ある と解釈される。 これ

が男性 にも有効であることは、元来の使徒信条の第一項が、「我は天地の創 り主、全能の父

なる神 を信ず」であ り、シュライアーマ ッハーが この 「天地」のを 「男女」 と置 き換 えて

いることか ら示唆される。創造主が天地の創 り主であるように、「無限な る人間性」は、「男

女」の創 り主なのである。 さらに 『親書』では、 これが 「無制限に内面へ と向かう思考 と

感情の尽きざる豊か さ」296を表現 し、 これをシュライアーマッハー は、一女性エ レオノー

レの中に発見 した と言われていることも、「人間性」 をめ ぐる、総括的な議論のために付記

しておきたい。

(2)『 独 白録』

直観期の倫理学的な代表作である 『独 白録』においては、先ず 「人間性」に具体的な形

を与えることが行為の目標である と言われる。「私が考えている行為の 目指す ところは、人

294 [KGA 1-2: 154]
295 [VB: 87]
296 [Ebd.: 134]
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間性に偉大な肉体 を与え、それ を養 い、その器官を鋭敏 にし、またそれ を理性 と心情の写

しとして巧み に作 り上げることである」297。さらにシュライアーマ ッハーは自分の全存在

が、 この 「人間性」 を直観する ことにかかっている という。「人間性 を直観することなしに

は、また人間性の領域 における私の場所 と立場を自分に定めることな しには、私は 自分の

全存在を再び了解す ることができない」298。したがって、「人間性」を直観することは高次

の 「自己省察」で あり、それは人に不死 の生、永遠 における神的生を営む力を与える とい

う299。

このよ うな 「人間性」 に対す る目覚めは、シュライアーマ ッハーにおいて二つの段階を

経て生じた といわれる。第一段階は、カン ト的理性による自由の発見である。すなわち 「私

が人間性の 自覚を得、そ して もはやそれを失うことがないであろうと知った時の ことを、私

は今なお誇 らかな喜び をもって思い出す。崇高な啓示が倫理学や哲学によってもた らされ

ずに、内側か ら現れた。明るい瞬間が、これにもあれにも満足 しなか った長い探索 に栄冠を

戴かせた。 自由が行為 によって暗 い疑惑 を解 いた。それ以来私は決 して自分を見失わなか

った」 と言われ る。 しばらくの間彼 はこの 「理性」の立場に とどまっていた。そ して 「た

だ外的行為の多様性 においてのみ人間性は様々に現れるのであ り、人間個人は独 自につ く

り上げられた存在ではな く、本来常 に他 と同一のものだと思っていた」300。しか し彼はそ こ

にとどまっていなか った。 「私は自由の感情だけでは安堵できなかった。[…] 人間性を未

形成な粗野な状態で直観するだけでは満足できなかった。すなわち人間性は内的 には全 く

同一で、ただ外面的な摩擦や接触 によって一時的な現象 を作 り出す というような考 えには

満足できなかった」301という。

こうしてシュライアーマッハーは 「人間性」直観の第二段階、個体 の発見を迎える。彼は

言 う。 「か くして私 に、目下私 の最高の直観が訪れた。すなわち、誰 もが独自な仕方で人間性

を表現すべきであ り、人間性 の胎内か ら生 じるものすべてを、無限者の充溢 によって実現 し、

人間性 を様 々な仕方で啓示す るために、各 自は人間性の諸要素を独 自に混和する という直

297 [Mo: 19f.]
298 [Ebd.: 24]
299 [Ebd.: 24/25]
300 [Ebd.: 38]
301 [Ebd.: 39]
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観である」302。 ここに至 って 「人間性」は、行為の 目標であると共 に、私が他 にか けがえの

な い個体 となるための素材で もある。さらにシュライアーマ ッハーは、この個体性 と 「人

間性」との関連 において 「愛」を理解す る。すなわち 「その人の個性 とその個性が人間性

に対 して持つ関係 こそ私が求めているものである。その個性 を見出せば見出すほど、またそ

の人間性に対する関係を理解すればするほど、その人に対す る私 の愛は深まるのである」303。

人の個性 を見出し、それが 「人間性」全体 にいかに関わるか を理解することとが愛の内容だ

というのである。 この ことは、「人間性」を見 出す場所 はどこか という次の 『宗教論』初版

の議論 とのかかわ りで重要になる。

(3)『 宗教論』初版

次に 『宗教論』初版 における 「人間性」 を検討する。先ず、宗教を持つための不可欠の条

件が 「人間性」で あり、それは宗教の 「故郷」で あるといわれ る。「世界 を直観 し宗教を持

つためには、人間は先ず人間性を見出さねばならない」304。そ して 「人間性」はそ こに 「宗

教の素材が見出される」人間 にとって 「最愛の故郷」である305。それは人の 「努力や行為

すべての目標」であり、万有は この 「人間性」 を中心 に形作 られるといわれる306。そ して、

この 「人間性」への最良の通路が宗教である。同時代 の教養 人た ちが この 「人間性」を渇

望 しなが ら、それに達 し得ない理 由は、彼 らに宗教が欠 けているか らに他な らない。「君たち

は人間性を こよな く愛 し、それ に大きな熱意を持ちなが ら、常 に人間性 との関係 において紛

糾 していて、それ と一体になれな い。[…] 君たちはそれぞれ 自分のや り方で人間性 を改善

し強化 していこうと悩んで いるが、結局は何 ら目指すようにな らないのでいや にな ってや

めて しまう。だがそれ も君たちに宗教が欠けていることか ら来るのだ。[…] どうか無限の

分割 し得ない人間性の高みへ駆 け上るには、宗教の翼に乗ってほ しい」307。

「人間性」は創造 の主体で あるという 「カテキズム」にお ける主張がここで もなされる。

「人間性の守護神は、最 も完璧で普遍的な芸術家であると考 えてみてほ しい。彼は本 当の存

302 [Ebd.: 40]
303 [Ebd.: 63]
304 [R1: 89]
305 [Ebd.: 89]
306 [Ebd.: 89]
307 [Ebd.: 90]
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在でないようなものは造る ことができない」308。 「永遠 の人間性は自らを創造 し、無限のう

つろいゆ く現象の中に、実に多種多様 に自らを表現 しようとして、倦む ことな く働いている

のである」309。そ して個々人は、この 「永遠の人間性」の 「一つの要約」だと言われ る310。

さらに、シュライ アーマ ッハー によれば歴史 とは 「人間性」の 「生成の相」に他な らない311。

そ して、この意味での歴史が 「宗教の最高の対象」なのである。 「宗教は歴史と共 に始ま り、

また歴史 と共に終わ る。[…] すべての真の歴史は、どんな場合にも、先ず第一に宗教的目的

を持ち、宗教的理念か ら出発 している。さ らにまた歴史 の領域には、宗教の最高の、最 も崇高

な直観 も含 まれている」312。 このように存在 と歴史の主体であり内容で あるという位置付

けが 「人間性」に与え られるが、これはすで に見た 「カテキズム」や 『独白録』における 「人

間性」の理解 と呼応するものである。

しか し、『宗教論』初版 においては 「人間性」に関 し他では見 られない二つの主張が展

開されている。第一に、「人間性」の限界を示唆 している点である。すなわち次のように言

われ る。「人間性 と万有 とを同 じ価値のものと考える人 にとって、ここが宗教の終わ りであ

る。[…] ただ し、それが同時に宗教の限界であるとは考 えないでほ しい。宗教は人間性 に

とどまって いる ことはできない。[…] 人間性 と万有 との関係は、個 々の人間 と人間性 との

関係 に似た ものなのだ。人間性は万有の形式の一つに過ぎず、万有 の諸要素の一つの変相を

表現 した ものに過ぎない。そ こには、それ以外 にも人間性 を限定 し、人間性 と対立する様々

な形式があるに違いない。人間性はただ個人 と唯一の存在者の中間項であ り、無限へ至る道

の途中の休息の場である」313。ただこのような記述にもかかわ らず、「人間性」を超えた万

308 [Ebd.: 91]
309 [Ebd.: 92]
310 [Ebd.: 99]
311 [Ebd.: 100]
312 [Ebd.: 100]
313 [Ebd.: 104/105] この よ うに 「人 間性 」 に留 保 をつ け る と ころ に ヘ ル ダ ー の 「人間 性 」 と の明 らか な 相違

が 認 め られ る 。 ヘ ー ム ス によ れ ば ヘ ル ダ ー の 「人 間性 」 の 内容 は 、次 の6点 に 要約 され る

(Herms, E., "Humanitaet" in: Artikel in TRE, Bd. 15, S. 661-662)。(1) 神 の像 と して の 人 間 、世 界 を形 成す る

理 性 の 担 い 手 と して の 人 間 を表 す 。また 人 間 の 持 つ 様 々 な 能 力 (自己 規 定 能 力 、他 者 に対 す る共 感 能 力) を表

し、 そ れ と共 に神 に 由来 す る 自然 的 義 務 や 法 を 表 す 。 要 す る に 、 人 間 を獣 か ら区別 す る指 標 で ある 。(2) 人

間 の 使 命 、 最 高 の 目標 、 人 間 的 生 の あ り方 の 理 想 。 あ らゆ る社 会制 度 の 目的 は個 人 を 「人 間 性 」へ と教 育 す

る こ と。(3) 人 間 の 生 の現 実 の経 過 (歴史) で あ り、 個 人 及 び 人 類 の 歴 史 は 「人 間 性 」へ と 向か う 「人 間性 」の 現

実 化 に他 な らな い。(4) 宗 教 、哲 学 、詩 、芸 術 、 諸 民 族 の歴 史研 究 等 、お よ そ 人 間 の 文 化 的 営 み の 主体 。(5)

教 育 され た 人 間 存 在 の あ らゆ る姿 の形 式 。(6) 個 人 の 徳 、 社 会 にお い て そ の都 度 「人 間 性 」の 育成 者 と して 働

くため に獲 得 され た 形 式 。 この よ う に 、ヘ ル ダ ー は 「人 間性 」を、 人 類 の 存 在 と歴 史 全体 を統 一す る概 念 と
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有の形式 とは具体的に どのようなものなのか、シュライアーマ ッハーは一切呈示 していな

い。この 「人間性」のにつ いての記述 をもって、彼は 「君たちの視線の及び得る極限 まで案

内した」314というが、それはまた彼自身の極限でもあった。

第二はこれよ りもさらに重要である。『宗教論』初版 においてシュライアーマ ッハーは、

個 人の中に 「人間性」への目覚めが起 こる契機 を旧約聖書創世記二章における男 と女の創

造物語を引きなが ら次のように説明する。 「この時神は、世界に人間がたった一人 しかいな

いのでは何 にもな らないと悟 りたもうた。 こうして神は彼 の助 けをする女を造 りたもうた。

するとこの時初めて、人間の中に生と精神に満ちた響きが動き出し、初めて彼の目は世界に

対 して開かれた。彼はその肉の肉、骨の骨 に人間を発見 し、人間の中に世界を見出した」315。

「完璧で普遍的な芸術家」として現象の中に多種多様な姿で 「人間性」は現れると言われ、

また 「歴史の生成 の相」であると言われても、そのよ うな 「人間性」 に人が 目覚める最初

の契機は、アダムにとってのエバのような、最 も身近な個 としての隣人 にそれを見出す こ

と、それが出発点だ とい うのである。 「誰でも一番身近な隣人と触れ合うだけだが、隣人は

あ らゆる方角 に、 どんな側面にもいるのだか ら、事実上は、それで全体 と不可分に結びつ

くことになる」316と も言われる。このことは先に指摘 した 『親書』 にお いてシュライアー

マ ッハーが 「無限なる人間性」 を一女性エ レオ ノー レに見出したと言って いる ことと呼応

するものである。また、個性 と人間性の連関を認識す る、その認識の深 ま りに愛の深 ま り

を見るという先述の 『独 白録』の主張もこれ によって比重 を得るのである。実際 『宗教論』

初版執筆の最中にシュライアーマッハーは、友人ヘンリエ ッテ・ヘル ツに宛てた書簡の中で

次のように記 している。 「『宗教論』を哀れな ものとしないため に、私はもう宗教か ら、宗

教のために (あなたに会 うため) ベル リンへ行かねばな りません。宗教か らといいます の

は、本当に、私 はあなたの中に万有 を直観 したいか らなのです」317。 このような一女性の

中に 「万有」を 「人間性」を直観するとい うことが具体的 にどういうことで あるのか、 こ

して定め、これを核に独自な歴史哲学を構築していく [今泉文子: 202]。 シュライアーマッハーの 『宗教論』

初版や 『独白録』における 「人間性」の用法とほとんど重なることは明らかだが、この概念が重要な機能

を担うのは、直観期のみであって、続く批判期、体系形成期においてはほとんど用いられなくなる。
314 [R1: 104]
315 [Ebd.: 88/89]
316 [Ebd.: 187]
317 [Br. I: 202]
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こではまだ展開す ることができない。ただ創世記のアダム とエバの物語がた とえ として引

かれたか らといって、何か男女の恋愛関係や夫婦関係 (それ も排除されてはいないが) が、

直接的 に意味されているわけでは決 してない。その点は次節の 「愛」についての考察では

っき りす るであろう。 シュライアーマッハーがここで意図 しているのは何よりも言語 を媒

介 とした (汝 としての) 他者 との交流である。シュライアーマッハーがヘンリエッテ・ヘル

ツに求めたものが、言葉による対話以外の何もので もない ことは明 らかだからである。

以上直観期 におけるシュライアーマ ッハーの諸著作における 「人間性」を検討 してきた

が、最後 に、この概念が二重の契機 を包含することを指摘 しておきたい。すなわち、 「完璧

な芸術家」 として人間形成 (創造) の主体 として働 きかける 「人間性」 と、人間存在及び

歴史の素材 として、そ うした働きかけを受ける受け手 もまた 「人間性」 とされているとい

う作用 と反作用 の二重 の契機が 「人間性」に包含 されて いる ということである。ここには

前章 (「万有 の直観 と感情」) で、考察 した 「直観」 と 「感情」の作用、反作用二つの契機

を 「感性」が包含 しているという構造 との類比が指摘できる。 しか し、そのような直観期

のシュライアーマ ッハーの思想構造 を明 らかにするために、さらに 「愛」について考察 し

なければならない。

第2節 「愛 」

ここでの課題 は、直観期におけるシュライ アーマ ッハーの 「愛」概念 を明 らかにするこ

とだが、この時期彼は特に 「愛」に関して、フリー ドリヒ・シュレーゲルとの交流に多大な

影響 を受けてお り、シュレーゲル との比較 において論ずることが シュライアーマ ッハーの

「愛」概 念の独 自性 を明らかにす る有効な方法である318。そ こで先ず、 シュレーゲルの小

318初 期 ロマ ン派 のサ ー クル にお け る シ ュ ライ ア ー マ ッハ ー と シ ュ レー ゲ ル との関 係 につ いて 、と りわ け シ

ュ レー ゲル の 『ル チ ン デ 』 とそ れ を弁 護 した シ ュ ライ ア ー マ ッハ ー の 『親 書 』 に お け る両 者 の思 想 の 異 同

に つ いて は 、今 日 に至 る まで 様 々な 議 論 が展 開 され て きて い るが 、『ル チ ンデ 』 に対 す る シュ ライ アー マ ッ

ハ ー の異 議 申 し立 て は 枝 葉 末 節 に 過 ぎず 、核 と な る思 想 にお いて は 両 者 は一 致 して いる とす る クル ッ クホ

ー ンの主 張 [Kluckhohn 1922: 449] と、 「両 者 の 間 に は 、個 人 的 な 心 の態 度 にお いて も 、生 に対す る見 解 、あ

らゆ る 状 況 の 取 り扱 い に お い て も完 全 な対 立 が あ る」とす る デ ィ ル タ イ の 主 張 [Dilthey 1970: 496] を両 極 と

して い る 。 近 年 に いた る 議 論 の 詳 細 につ い て は [Dierkes 1985] を参 照 。

89



説 『ルチンデ』における 「愛」を考察することか ら始 めたい。

(1) シュレーゲル 『ルチンデ』における 「愛」

シュレーゲル は、小説 『ルチンデ』の中で男性主人公ユー リウス (モデルはシュ レーゲ

ル 自身) に次のように語 らせて、 この小説の目的 を述べる。 「愛の炎は、 どうあって も消え

る ことはな い。そ して、たとえこの上な く深 く積 もった灰の下 にも火花は燃えているので

ある。 この聖なる火花 を掻 き起 こす こと、それ を先入観の灰か ら浄化す ること、そ して、

炎がすでに清 らか に燃えているとすれば、それ をささやかな生け賛 によって養 うこと、そ

れ こそが私の男 らしい野心の最高の目標 となろう」319。読者 に真の「愛」を知 らせ、その心 に

「愛」の火を点す ことが、 この小説の 目的だというのである。

その愛はシュ レーゲルによれば、男性の中で次の三段階を経て進化発展 してい く320。

(i)「 ディ ドロが肉の感覚 と呼ぶ」段階

これは「言わば感覚を貫 くエレキであるが、そ うであ りなが ら内面においては静かなかす

かな聴従である」。 この感覚はただ女性の 「恩恵 と寵愛 によってのみ」若者の内に 目覚める。

そ して、これが愛の第一歩であり、「この感覚 を知 らぬ不幸な輩 と愛 について語るな どとは、

およそ無用な ことである」と言われる。

(ii) 神秘的な段階

これについては 「愛 の第二段階はすでに何か神秘的なものである。[…] 幻想を持つ者は、

また幻想を伝えることができる。そ して幻想が ある ところ、愛す る者たちは惜 しみな く与

えるためにこそ進んで欠如 を忍ぶ。彼 らの道は内部へ と向か ってお り、その 目標は緊張 し

た無限性、数 も尺度 もなき不可分である」と言われ、前段階よ り 「愛」の内面化が進んだ段

階 と思われるが、内容的にはあま り明瞭ではな い。肉感的な愛である第 一段階 と、愛の完

成である第三段階 との中間的状態である。

(iii) 最高の段階

これ は「調和 した温かさの持続する感覚である」。 この段階に達 した男性は、 「もはやただ

男のように愛するばか りでなく、同時に女のよ うにも愛す るようになる。 ここに至 って人

319 [Lucinde: 29]
320 [Ebd.: 26-27]
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間性が完成され、彼は、生の頂点へ登 りつめたのである」。なぜなら、シュレーゲルによれ

ば「男 というものは生来、単に熱 いか冷たいかのいずれか」であり、 「温かさは、後 になって

ようや く形成されるもの」だか らである。そ して、この形成を助けるのが女性 に他な らない。

「女たちは、生来、官能的で、精神において温か く、あらゆる種類の温かさに対する感覚を

持 ち合わせている」か らである。 こうして男女の愛 における調和 した関係において、人間性

は最高に完成 されるというのである。

以上のように、愛 の発展段階を規定 した後 に、 自らの愛の遍歴 を素材として この段階に

基 く叙述が続 く。 ここにおいて彼は、 自分が愛 の最高段階に達 した過程を、主人公ユー リ

ウスの姿を借 りて具体的に描写するのである。『ルチンデ』の中核で もあるので、以下、要

所 を引用 しなが らその筋道を追ってみたい。

当初、ユー リウスにとって女性というものは 「奇妙に疎ましく、しばしば全 く不可解で、

ほ とん ど同じ種類 の生き物 とも思われなかった」。 したがって、彼は先ず 「自分 と幾分か似

ていた若い男たち を、熱烈な愛 と友情の奔流によって包み込んだ。 しか し、それだけでは

彼は満足できなか った。彼は世界をかき抱 こうとして、何一つ掴む ことができないでいる

心境だった」321。そういう彼 の思い、愛 の対象 は 「すべて引き裂かれ、 ばらば らになって

いた。彼の全存在 は、その幻想の内にあっては互いに脈絡のない破片の塊 に過ぎなかった」

322

しか し、そ のような彼 についに愛の最初の啓示が訪れ る。それ をもた らしたのは幼馴染

の女性ルイーゼだった。「孤独な願望の内懐 に抱かれて、無垢な聖なる姿が一瞬、その魂の

奥深 く閃いた。[…] 希求と追憶の一条の光が魂 を打ち、そ こに火 を点 した。そ して この危

険な夢は、彼の一生 にとって決定的なものとなった」323。彼女もまた彼 に応 じ 「喜んで幾

ばくかの愛撫 に身を委ね、おずおず とした欲情の表現によって、それ に応 えもした」324。

二人の間は急速 に深ま り、ついに 「ちょうど満開の花が重さに耐えかねて、自らの茎に頭

321 [Ebd.: 47]
322 [Ebd.: 48]
323 [Ebd.: 48]
324 [Ebd.: 49]
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を垂れるように、彼女が愛 らしい小さな頭 を彼 の胸に持たせかけてきたとき、彼は陶然 と

して、忘我の境 にあった。慎みを忘れて、 しなやかな肢体 は彼 にまとわ りつき、絹糸のよ

うな金髪の巻き毛は、彼の手の上 に流れるようにかか り、優 しい憧れの思いを込めて、美

しい唇の苔 は開き、敬虔な藍色の目からは、常な らぬ炎が輝 き出て、焦がれるように燃え

盛 るのだった。彼女はたいそ う大胆な愛撫 に対 して、ただ もう弱々 しい抵抗 しか しなか っ

た。 まもな くこの抵抗 もお さまり、彼女が突然、両腕を力な く垂 らす と、すべては彼の思

いのままにな っていた。壊れそ うなほど華奢な処女 の肢体 も、若々 しく実 った胸のふ くら

みも。 しか し、正にその瞬間 に、彼女の両眼か らは、涙が ほとばしり、 この上な く辛い絶

望が、彼女 の顔を醜 くゆがめた」325。 この思いがけない反応 に、彼は気後れ し、罪悪感 を

抱き、「ただひたす ら、その気立てのよい娘を慰め、宥めようとした。そ して、 自分が図に

乗って無垢の花環を引きちぎろうとしたそ の現場 を、嫌悪 の念を感 じつつ、急 ぎ足で立ち

去った」326。

彼は自分の不器用さを嫌悪 したが、後 日彼女 と再会 した とき、彼女の顔 に、最後 まで誘

惑 されなかった ことに対す る不満足を見て取 り、いよいよ自己嫌悪 に陥る。そ して 「再び

昔なが らの孤独の中に引きこも り、己 自らの憧れ に憔悴していった」327。

こうして傷心の内に彼は故郷を去 り、異国の地で気 を紛 らわす うちに、そ こで出会 った

「美 しい女性たちの中で、世にも自由に生 き、上流の社交界で最 も輝いていた女 を敢 えて

選びとった。彼 は、彼女の愛を得ようと努めた」。そ して、一時女か ら色のよい返事 を受 け

取ったのも束の間、事実は彼女 に遊 ばれて いたのであ り、それ を真 に受 けていた自分が、

社交界で嗤い者 にされていたのを知る328。 これ によって彼が得た教訓は 「道化 、間抜 けの

類の愚の骨頂 こそ、男たちに本来備わった特権であ り、それに反して、ことさらな悪意は、

無邪気の極みの冷酷さや、ややもすれば、人を笑い者にする無神経 さと相俟 って、女たち

の持って生まれた手練手管に属す るのだ という意識だった」329。

このような女性不振に陥った彼が、次 に深 い関係 を結んだのは、複数の男性 とおおっぴ

325 [Ebd.: 50]
326 [Ebd.: 50]
327 [Ebd.: 51]
328 [Ebd.: 52]
328 [Ebd.: 54]
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らに関係を持って いる世評芳 しくない女性であった。彼女は 「色事百般 にわた って男の気

を引 く手練手管」 に通 じていたが、 しか し 「堕落の極みにあって も、一種の気骨 とも言 う

べきものを示 していた」。彼女のもつ 「無骨なた くましい悟性か ら発する明るい火花のよう

な機知」、世間では不徳の烙印 を押 されていなが ら、なお彼女 のうちに看取 される 「決然た

る態度 と首尾一貫 した振舞 い」に彼は引かれる330。深い関係 にな ってか らしば らく後 に、

彼 は彼女 (リゼ ッテ) か ら妊娠 を告知 される。 しか し、彼 との交際中もなお他の男性 と関

係 していた ことを知っている彼は、彼女を信 じることができず、「自分が騙された と思い込

んで、彼女 に向か って厳 しい言葉でそ う告 げると、この上な く激 した様子で、金輪際二度

と会わぬつ も りで彼女のもとを立ち去 った」331。 ところが、その直後 リゼ ッテはナイフで

胸 を突いて 自死を遂げる。そ して、その際 「リゼ ッテなんか地獄へ行 くがいいわ、 とっと

と地獄へ、それが運命だ、 どうしよ うもない運命なんだか ら」と叫んだ ということを、彼

は召使の少年か ら聞かされる332。

このリゼ ッテの死は、彼の女性観 を一変させ る。彼女 に関する記憶 は、彼の心に深 く焼

き付けられて 「熱狂的な崇敬の念で神格化」 され る333。彼は リゼ ッテの旺盛な生命力を、

以前彼を弄んだ上流社交界の貴婦人のコケッ トリー、卑劣な手練手管 と比較す る。世人は、

先の貴婦人を賛嘆 し、 リゼ ッテを不徳な女性 と決め付 ける。 しか し、真 に道徳的なのはい

ずれか。「彼の感情はリゼ ッテのほうが、はるかに人倫に適 っていて、はるかに女 らしいと、

声を大にして断ぜざるを得なかった」334。以後、彼は 「女性 の徳 に関 して世間が抱いてい

るあ りとあ らゆる類の見解 に激 しく反発 した。 これまでは、ただ無視す るばか りであった

社会的な偏見 に、今や公然 と侮蔑の念を表明することが彼の原理原則 となった」335。

リゼ ッテの死後、しばらく彼は社交界の女性たちか ら離れ、同年代の男性の友情に慰め

を求めるが、そのような後退的行為 において救 いを得 られるはずもなく、このままでは 「自

330 [Ebd.: 54]
331 [Ebd.: 57]
332 [Ebd.: 58]
333 [Ebd.: 58]
334 [Ebd.: 58]
335 [Ebd.: 58]
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分はある 日、突然破滅するだろう」 という想念 にとりつかれる336。その彼 に救 いをもた ら

したのは再び一人の女性 との出会いで あった。

彼女は、最初の出会いの時か ら 「彼 の精神 に、全面的かつその中枢において衝撃 を与え

た」。彼女を通 し 「今彼 を捉えたのは、 この対象だけが真の対象であ り、 この印象 こそが永

遠であるという未知の感情」だった337。「自分が長 らく、おぼろげなが ら待 ち望んでいたも

のが、つ いにやって来たのだ」と彼は思 う338。かく彼女を 「神格化す ることは、彼の精神

にとって一個 の新たな世界 の確たる中心 とな り地盤 となった」339。それ とは明記されてい

ないが、「永遠であるという未知の感情」 といった表現が暗 に示 しているように、 ここでユ

ー リウスは愛の第二段階に入 った ということなのであろう。

その後さ らに 「一人の身分の高い夫人」の 「明敏な精神 と繊細な感情」が彼を強 く引き

つ けた。また 「彼が姉 として敬愛 した」今一人別な女性 との交際が彼 を 「よ り穏やかな温

和な気分」(第 三段階への移行 を暗示) にしてくれた340。

こうして彼 の心は再び癒 され、社交の場へ と復帰していく。そ こで最後の女性、 この小

説のタイ トルにもなって いるルチンデ と出会 う。彼女は若 い芸術家 として登場す るが、同

じ芸術家 (画家) であるユー リウスが、彼女 との出会 いにお いて先ず感 じるのは、二人の

同質性、類似性である。 「まもな く彼は […] 彼 と同様 に美 しいものを熱烈 に崇拝 し、孤独

と自然 とを同じように愛 しているよ うに見受けられる一人の若い女流芸術家 とめ ぐり合っ

た」。 「ルチ ンデは、ロマ ン的な もの に決定的に傾斜する、ある性癖 を持ち合わせて いた。

彼はそ こに新たな類似 を感 じ取っては心 を打たれ、そ うして、いよいよ多 くの類似点 を見

つけ出 していった。似 たもの同士の不思議な絆が、まもなく若 いユー リウスを彼女に接近

させ ることにな った。彼は彼女 もまた この同質性を感 じ取 っている ことに気付 いた」。 「彼

女はかつて、一人のかわいい丈夫な男の子 の母になった こともあったが 、 しか し、そ の子

は、程なく死神の手に奪われて しまっていた。彼も同じように (リゼ ッテの妊娠 と死 という)

過去 を思い出した。そ して、それを彼女 に話 して聞かせ ることによって、彼 の生は初めて

336 [Ebd.: 62]
337 [Ebd.: 63]
338 [Ebd.: 64]
339 [Ebd.: 65]
340 [Ebd.: 67]

94



形ある物語 となった」341。

こう して二人は心身 ともに一つに結ばれていく。 「ユー リウスは、彼女 と音楽について語

り合ったとき、そ して、 この ロマ ン的な芸術が持 っている聖なる魔力について、彼 自身が

心 の奥底 に秘 めていた この上な く独 自な思考が彼女の 口か ら語 られ るのを耳 にした とき、

いかばか り喜んだ ことであろう。[…]深くしなやかな魂か ら立ち昇って くる彼女の歌を聞い

た とき、彼がその歌に自分の歌 を重ね合わせたとき、そ して二人の声が、あるいは一つに

溶け合 い、あるいはこの上な く細やかな感覚のもはや言葉を必要 としない問い掛け と応答

とを繰 り返 していた ときは!彼 はもう抵抗できなか った。彼はみずみず しい唇 と燃え盛る

ような眼に、おずおず と唇を重ねた。永遠の恍惚と共に、彼は気高い姿 に支えられた神 々

しい頭が、己の肩 に持たせか けられるのを感じた。[…]彼 らは、わずか数 日間、二人き りで

過 ごしただけで、彼女 はもう彼 と永久の契 りを交わ し、彼女の大いなる魂 の深み と、そ し

て、魂 の内に眠っているあらゆる力と聖性 とを、彼の眼前 に開いて見せていた。[…]彼 らは

互 いに身も心も捧 げつつ、一体 とな りなが ら、かつてなかったほ どに、それぞれが全 く自

己 として存在 していた。[…]彼女の精神もまた彼 の精神 と触れ合 うことによって花開き、新

たなる形態へ、新たな る世界へと自己生成 していくのだった」342。こうしてユー リウスは、

その修行時代の初 めに、個々ば らば らに愛 していたすべてのものを、今や 「彼女 のうちに

統一 して所有 している」のだった343。

二人の関係が深 まるにつれ、お互いの差異もむろん 自覚 されてい く。 しか し 「こうした

差異 とて も、よ り深 い同一性 にのみ根拠付け られている」のだった344。では、 この 「よ り

深 い同一性」とは何か。それは例えば次のように表現 される。「彼 らは陶冶され造形された

一個の生を営んでいた」345。「個 人が姿を消 していく、その一方で、永遠 に持続する人間そ

の ものの美 しさを観照する歓び」346。万物 は皆等 しく花咲き、成熟 し、枯れていく。 しか

し 「己の内にただ一つ不朽なものが存在 している。[…]そ れは、常 にそ こにある と共に、

341[Ebd.:71]
342[Ebd.:72]
343[Ebd.:75]
344[Ebd.:74]
345[Ebd.:76]
346[Ebd.:77]
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常 に過 ぎ去 ってもいく、かの永遠の青春に対する永遠の憧れに他な らない」347。 この同一

性 の瞬間は 「アモール (愛) とプシュケ (魂) の接吻の瞬間」 「生の精華」 と言われ る348。

愛 において男 と女 とは相補的に結合 し、まったき人間性 を完成するので ある。すなわち愛

し合 う者は 「お互い同士相手にとって万有である」349。「おまえは私 を通 して人間の精神の

無限なる ことを知ったのだ し、私はおまえを通 して、結婚 と生と、そ してすべての物事の

すば らしさとを把握 したのだ」350と言われる。

このよ うに 「愛」は、個人のまったき結合である と共に、生 と不死、有限 と無限 との結

合であるとも言われ る。すなわち 「愛」は (プラ トンが 『饗宴』において描 いたような) 「無

限なる者への静かな希求 ばか りではない。それはまた、美 しい現在の聖なる享受で もある。

それはある種の混淆、死すべきものか ら不死なるものへの移行であるにとどまらず、その

両者の完壁な統一なのである」351。

以上 『ルチンデ』 にお ける 「愛」 を内容 に即 して概括 してきたが、そ の要点 は、周知の

ように、自由恋愛 の奨励で もなければ、まして不倫 の正当化で もな く、感覚的官能的要素

の強い恋愛 と、社会的制度的形式的要素の強い結婚 とを分離する ことに対する拒否である

352。肉体 と精神、官能的愛 と神聖な愛 とは対立す るものではな く本来一つであるとい う主

張である。 「 (愛する) 私 にとっては、万有の一切が魂 を吹き込まれ、私に語 りか けて くる。

そ う、すべてが神聖なのだ。人が私たちのように愛 し合 うな らば、人間 の内な る自然 もま

たその根源たる神性へと立ち返って いくだろう。官能の歓びが、愛 し合 う者 たちの孤独な

抱擁の うちに、それが大いなる全体の中で、本来 あるところのもの、す なわち自然の この

上なく聖なる奇蹟へ とよみがえって くる」。「 (官能の歓び という) 他 の者たちにとって恥 じ

ずにいられないものも、私たちにとっては、 こよな く高貴な生命 力の純粋な炎に再び化す

347[Ebd.:77/78]

348[Ebd.:80]

349[Ebd.:89]

350[Ebd.:89]

351[Ebd.:80]

352[平 野 嘉 彦1990:403f.]
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る の だ 」353。

このような 「愛」の理解 はさらに宗教性 を帯びて、「愛」 自ら世界創造の主体であると言

われ る。すなわち 「憎 しみではな く、愛 こそが存在 を分かち、世界 を形づ くるのであ り、

愛 の光の中にあってのみ、人は世界を発見 し観照することができる」354という。シュレー

ゲル は自らをこの 「愛の宗教」の祭司に任ぜよと言う。「こうして私が回帰したのは、最古

の、いたって幼 い、いたって単純な宗教である。私は、神性のこの上な く優れた象徴 とし

て火を崇敬する。そ して、 自然が女性たちの柔 らかな胸の中に深 く閉 じ込めた この火ほど

に美 しいものが、 この世にまた とあるだろうか。私を祭司に叙す るがいい。炎 をいたず ら

に観照するためではな く、解放 し、喚起 し、浄化す るためにこそ」355。

以上が小説 『ルチ ンデ』において展開されて いるシュレーゲルの 「愛」の理解であり、

その特徴 は次の三点にまとめ られる。

i)こ の 「愛」 は特に異性 に対する肉体的官能的心理状態 と、それを超えた神聖な宗教

的 ともいうべき精神の二面 を包含 してお り、前者か ら後者へと段階的に展開 していく。

ii)「愛」は個人の結合であると共 に、身体 と精神、有限と無限の一体化である。すなわ

ち有限者 と無限者 の綜合の場 としての「愛」。

iii)「愛」における以上の一体化は、 しか し、個の消滅 を意味 しない。一方で 「個人が姿

を消 して いく」 とい う一体化の契機が語 られるが、他方で 「かつてなかったほどにそれ

ぞれが全 く自己 として存在 して いた」 と言われる。シュライアーマ ッハーの 『宗教論』

初版で確認された社交性の深ま りと個体性の自覚の相乗関係が、ここにも認め られる。

このようなシュレーゲルの 「愛」概念は、シュライアーマッハーの 「愛」の理解 に多大

な影響 を及ぼしてお り、両者 には共通点が見出されると共 に、差異 も顕著で あ り、その点

にシュライアーマ ッハーの独 自性 と共に、その後 の思想体 系の形成 に決定的な契機 となる

点 も存す る。項 を改めて、シュライ アーマ ッハー自身のテキス トに即 して、彼の 「愛」概

念を考察 してみた い。

353[Lucinde:89]
354[Ebd.:81]
355[Ebd.:29]
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(2) 直観期のシュライアーマッハー にお ける 「愛」

以下、この時期 のシュライアーマッハーにおいて重要な四つのテキス トにおける 「愛」

の理解 を検討する。

(i) 「カテキズム」

すでに 「人間性」 について考察 した前節で述べたように、 「カテキズム」は使徒信条 と十

戒 をもとに女性のための 「人間性」形成 と 「愛」の実践のための指針 として記されたもの

だが、「愛」 との関連で重要なのは十戒の部分であ り、それは次のような内容で ある。

「十戒、(一) あなたは彼と並んで、いかなる恋人 も持ってはな らない。しかも、あなた

は、遊戯に耽 った り、媚びた り、崇拝 した りする愛の性質 に陥 ることな しに、友情 を

結ばねばな らない。

(二) あなたは自分のためにいかなる理想像も作ってはな らない。それが天使であろうと、

詩や小説の英雄で あろ うと、あるいは夢 に見た り、空想 した りした ものであろうと作

ってはな らない。あなたは一人の男性 をあるが ままに愛 さなけれ ばな らない。 あなた

の主なる自然は、厳格な神であり、娘の熱狂 を懲 らしめ、その罰 を生涯 にわたってそ

の感情 にくだす。

(三) あなたは愛 の聖所 をいささかな りとも濫用 してはな らない。なぜなら、そのとき愛

は繊細 な感情を失い、その恩寵 を汚され、自らを贈 り物や施 しと引き換えにするか、

平凡な母 となるための ものに堕 して しまう。

(四) 心の安息 日を覚え、これ を祝え。そ して、もし愛があなたを保つ時には、自らを自

由にせ よ。さもな くば滅びよ。

(五) あなたの子供 らの個性 と気 ままとを敬 え。それによって子供 らが幸せ にな り、地上

で力強 く生きるために。

(六) あなたは故意に子供 を作ってはな らない。

(七) あなたは、後に破 らねばな らないような婚姻 を結んではならない。

(八) あなたは愛 さず して愛されることを求めてはな らない。

(九) あなたは男性のために偽証をしてはな らない。男性の野蛮を言葉 と行 いで美化 して

はな らない。
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(十)男性の教養、芸術、知恵、栄誉 を渇望せよ」356。

これ を一読する ときに、同じ「愛」という言葉を使いなが ら、 シュレーゲルとシュライア

ーマ ッハー との間には、質的な相違があることは明 らかである。両者共に愛 を「神聖化」し

ているが、シュライアーマ ッハーは、愛 の濫用 (コケッ トリー) を厳 しく禁 じる。愛す る対象

の偶像化 を禁 じ、あるがままの男性を愛せ と命 じる。さもないと厳格な神である自然が罰

を下す という。 このような主張は 『ルチ ンデ』には見 られなかった。確かに 『ルチ ンデ』

の主人公 は、女性のコケッ トリー、愛の遊戯 に傷つき、時に苦 しむ。 しか し、それ もまた

彼をして真の愛 に近づける一つの成長段階 としての位置 を与え られていた。官能と精神の

綜合の場 としての 「愛」 において、コケッ トリーもそれな りの位置を与え られていたので

ある。両者の差異は、「愛」における肉体的官能性の位置付けにおいて、さらに顕著になる

が、それはさ らに以下 の別 のテキス トの検討 において明 らかになるであろう。

(ii) 『親書』

当時の社会通念 としての結婚観 につ いてモ ンテーニ ュは、その 『随想録』の中で次のよ

うに語 っている。すなわち、それ は本人のためにするものではな く、子孫のため家系のた

めにする ものであ り、 したがって、奔放な愛 は結婚とは無関係である。 「仮によい結婚とい

うものが あるとして も、それが愛を伴っている必要 もないし、また、愛 を前提 としている

必要 もない」と357。そのような愛や官能的な ものと結婚の分離 という「常識」が、『ルチンデ』

にお いて批判されていることはすでに述べた。両者の混淆、統一を、著者 シュ レーゲルの

実際の経験 に基づ きつつ リアル に描 き出す この書が、出版早々 「背徳の書」として、激 しい

非難 の的 となったことは周知のとお りである。 シュライアーマ ッハーは、友人 として シュ

レーゲルを弁護すべ く一書を著 した358。それが 『親書』である。そ して、シュライアーマ

ッハーは、『ルチ ンデ』の読者を三通 り想定 し、彼 自身の立場を表明して いると思われるブ

リー トリヒなる人物が、それぞれの立場の人 と 『ルチ ンデ』について書簡を交わす という

のが本書の構成である。

356[KGAI/2:153]

357ド ニ ・ド ・ル ー ジ ュ モ ン 「愛 」 『西 洋 思想 大 辞 典 』 平 凡 社1990年 、 第1巻p.11

358デ ィル タイ に よれ ば 、そ の 動 機 は (1) 友 情 の 義 務 、(2) 『ル チ ンデ 』 を批 判 す る者 の高 慢 な 道 徳観 に対

す る嫌 悪 、(3) シ ュ ライ アー マ ッハ ー と シ ュ レー ゲ ル との 道徳 的イ デ ー の親 和 性 で あ る 。[LSI/2:515]
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第一の読者は、平凡愚劣な俗人、実利 を漁 る者、理屈 をこね、因襲の奴隷である。 この

人々は自ら書簡 を著す ことはな く、ただ冒頭の 「無理解な人々に寄せる献辞」の中で批判

される。彼 らは時代遅れの人、永久 に昨 日の人、新 しいもの、馴染みのないものに対 して

ことごとく喚き騒 ぐ人であると言われ、彼 らが永久不変 の基準、判断とするものが、いか

に相対的な ものに過ぎないかを説 く。そ して、そのような人々が、目下誹謗する新道徳 (『ル

チンデ』) が、何時の 日か法則 として尊奉 される時代が来ると述べ、 「そ うした時代 を招来

す ることが、私たちの意志である。諸君 はこれ に対 してよしと思 うことをな したまえ。そ

して、私たちがそれを意に介 しないことを許 し給え」 と結ぶ359。

第二は、『ルチンデ』に対 して好意 は持つが、 しかし、芸術 と道徳の真 の奥義に参ず るこ

とを許 されない人々である。彼 らの 「事なかれ主義」が、『ルチ ンデ』のエ ロテ ィークな題

材、描写 に対 して反感 を抱かせる。その代弁者は、第六信 の受取人エ ドワル トである。 さ

らに第三信に付されている 「恥 じらいについての試論」360も、 この種の読者に向け られた

と考え られる。彼 らに対 してフ リー トリヒは、純粋な芸術作品は どうい う対象を取 り扱 っ

て も非道徳的ではあ り得ない と言 う。すなわち愛の持つ幾多の契機 を、 とらわれる ことな

く自由に描写す ることによって、愛 の秘 め事を意識化 し、聖なる ものとして示す権 利を芸

術は持つ ということである。 「私は非道徳的な芸術作品とい うものを知 りません。 もしそれ

があるとすれば、美 しくかつ立派であるというその責務 を果た さないときか、その限界を

超えて無用のものとなるときで しょう」361。彼によればヴィー ラン トの作品がその例で あ

る。これに対 し 『ルチ ンデ』にあるのは、古代的な聖 さであ り、 しか も、古代 を超越 して

「最も深 く最も聖なる感情 と一つにな り、人間性の両半身 (男 と女) の融合、合一 によっ

て、神秘的な全体を形成する」362。すなわち 「ルチ ンデ」 にお けるエロティー クな感情一

切は、全体 として神聖なものだ というのである。

第三の読者は、愛 と教養 に真に与 り得る人々である。特 に書簡 の発信者 フリー トリヒ、

それを受取 る三 人の女性、エルネスティーネ、カロリーネ、エ レオ ノー レである。エルネ

359[VB: 147]
360[Ebd.: 168-178]
361[Ebd.: 190]
362[Ebd.: 194]

100



スティーネは、広 い知識 と自由な囚われのない心 を持 った女性 (ヘ ンリエッテ.ヘ ルツがモ

デルであるといわれ る) で ある。彼女 に宛てた フリー トリヒの書簡か ら 『親書』は始 まる。

彼は言 う。「『ルチ ンデ』は普通の小説ではない。その意図は個々の冒険や人物 を描 くこと

ではなく、人生全体 をある一定の観点か ら描 くことで、そ の観点 こそ愛である」。「ここに

おいてあなたは、最 も精神的な ものと、最 も官能的なもの とが、同 じ作品、同 じ人物 にお

いて、単に並存 して いるのみな らず、完全 に内的に結合 しているのを見出す」。 「この作品

にとって、愛がすべてであ り、それ以外のものを知 らな い」363。 このような弁明 に対 して

エルネスティーネは第三信 にお いて若干 の抗弁をする。すなわち 「(『ルチ ンデ』における)

外的世界の欠如 を物足 らな く思 う。愛はもう少 し外 に向か って開 くもの、実践的なもので

あ りたい。愛 と世界は不可分のものである」364と。これに対 してフリー トリヒは第九信で次

のように反論する。「外的世界が無いわけではない。ただそれは作品の中では市民的な諸々

の状態か ら抽象 されているのだ。そ うした状態 は愛 に捧 げ られた作 品においては無用なは

ずだ」 と。 さらに彼によればrル チ ンデ』は、その素材の抽象性ゆえにかえってゲーテの

『ヴィルヘルム.マ イスター』に優 る作品である。 「愛は外部に求めるよ りも、内に向かっ

て求めなければな らない」365と彼は言 う。カ ロリーネは利発な独身女性 。彼女 の 『ルチン

デ』 に対する不満は、主人公ユー リウスの独身女性 に対する理解不足であり、 「既婚女性に

ついては多 くの理解を持ちなが ら、未婚女性については少 しも理解 しない人に どうして詩

作が可能か」366と言 う。具体的 には リゼ ッテとルイーゼに対する態度 における 「性 の専制」

である。 これに対 して フリー トリヒは、独身女性の未成熟 を指摘 して応える367。最後 にエ

レオノー レ、彼女は 自らの大きな愛 によって清め られ、聖なる力を受けて作品の奥義 に参

じることを許された人として描かれる。『ルチ ンデ』を外部からばか りでな く、その内側か

ら読み、心の底か らこれに共鳴できる人である。彼女 とフ リー トリヒにとって 『ルチ ンデ』

は愛 と友情、結婚についてのバイ ブルで あり、愛 の教養小説である。彼 らに とって この小

363[Ebd.: 150f.]
364[Ebd.: 163]
365[Ebd.: 215]
366[Ebd.: 182]
367[Ebd.: 184]
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説の主題は、人間 を教化 し、着々とその業 にいそ しむ愛そのものであると言われる368。

以上が 『親書』の内容だが、ここか らシュライアーマッハーの 「愛」理解 に対 して、特 に

先 に見た シュレーゲルのそれ との比較 において どのような ことが言 えるであろうか。先ず

シュライアーマ ッハーの立場 を、『親書』のフリー トリヒのそれ とするな らば、それは 『ル

チンデ』 にお けるシュ レーゲル と完全に一致す ると言えるであろう。官能 と精神の一致、

愛 の神聖、愛 における男女の相補的な合一 と人間性 の完成な ど、両者の理解 に齟齬は認め

られない。第八信 において、フリー トリヒはエ レオノー レに対 し、 「あなたは、私 たちの感

情の相互作用の中に自らを深めてい く。それによって私たちの感情 は次第 に似 たものにな

って いく。そ してお互いがお互 いにとっての素材 となる」369と語 るが、これはそのまま 『ル

チンデ』 におけるユー リウス とルチンデの関係である。 「『親書』 において、シュライアー

マ ッハーは、遠慮な くシュレーゲルの多 くの傾向を自分のもの とし、その精神 にす っか り

入 り込んでいる」のである370。

『親書』の執筆動機 自体が、既述 したよ うにシュレーゲルの 『ルチ ンデ』弁護であるか

ら、両者の 「愛」 につ いての理解の一致は当然であると言える。 しか し、それ にもかかわ

らず、『ルチ ンデ』の最善の理解者 として想定 されている第三 の読者 に属する三女性が、い

ずれ も 『ルチンデ』に対 して批判的な距離 とも解釈できる発言をしていることが注 目され

る。 とりわ け、エルネスティーネとエ レオノー レの主張は、前者 のモデルがヘ ンリエ ッテ・

ヘルツ、後者がエ レオノーレ・グルー ノであるとされ るだけに重要である。先述 したように、

シュライ アーマ ッハーの 『宗教論』初版 における宗教 の内実である 「万有の直観」は、ヘ

ンリエ ッテ ・ヘル ツとの精神的な対話 、交流 の産物であった。 また、エ レオノー レ・グルー

ノは、後述するよ うに、すでに人妻であったが、彼女 の不幸な結婚生活 にシュライ アーマ

ッハーは深 く同情 し、エレオノー レが 自ら結婚生活の解消 とシュライアーマ ッハー との再

婚を考えるほど、当時両者の関係は、親密かつ真剣なものとなって いたのである。『親書』

において、 フリー トリヒとエレオ ノーレにとって 『ルチ ンデ』が 「愛 と結婚のバイブル」で

368[Ebd.: 195-200]

369[Ebd.: 209]

370[グ ン ドル フ: 178]
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あると言われる時、それはそのままシュライアーマ ッハー とエ レオノー レ・グルー ノの当時

の関係が表現されているのである。 したがって、『親書』おけるエルネスティーネとエレオ

ノー レの発言 は、同時 にシュライ アーマ ッハー 自身の内面の声であると言って も決 して不

当ではない。そのような観点で もう一度、両女性の発言内容を検討してみたい。

先述 したようにエルネスティーネの 『ルチ ンデ』に対す る批判 は、外的世界の欠如、官

能 を強調す るあま り、主観的感情 におぼれ、世界が失われて いるということであったが、

さらに続けて彼女 は、たとえそれが悪意のないもので あれ、愛 にはいかなる人為的なもの

も混入 してはな らないとい う371。すなわち愛の濫用 (コケ ットリー) の拒否である。また

『ルチ ンデ』 において、情欲が向こう見ずな本能 として、 あるいは直接的感覚に向けられ

た欲求 として現れ るところは気に入 らないという372。そ して、愛の神聖 を次のように語 る。

「神は愛す る者 たちの中に存在 します。彼 らの抱擁 は本来神 を包み込む ことです。彼 らは

この瞬間共 にそれ を感じているのです」373。先 にシュライアーマ ッハーの 「カテキズム」

ついて考察 した とき、そ こに愛の遊戯 (濫用)、 コケ ットリーの拒否 を私たちはシュライア

ーマ ッハー 自身の主張 として認め、その点 におけるシュレーゲル との差異を指摘 したが、

エルネスティーネの口を通 して語 られ る以上の批判もこれ と同一線上にあると言える。さ

らに、明確な批判 としてではないが、恋愛か ら結婚への移行 につ いて語るエ レオノーレの

次の言葉 も 『ルチ ンデ』との齟齬 を感 じさせる。すなわち 「愛 の最初 の歓 びは、いかなる

気遣いも知 らない。その歓びは花嫁 の平安であ り、彼 らはその平安の内に神的不可侵性 と

不死の中で互いに見つめ合 う。 しか し、外的世界が再び彼 らに立ち現れると、お互いの間

に気遣いが生 じる。それが愛 を結婚へ と移行 させ るのである」374。 このような主張は、愛

と、社会制度 としての結婚を質的に異なるものと理解 しているとも解釈できる。少なくと

も結婚 を世間への 「気遣い」と結びつける考えは、『ルチ ンデ』 には見 られないものである。

グン ドル フは、『親書』をシュライアーマッハー とシュレーゲル との 「共同の最高潮」であ

ると同時 に、両者 の精神の流れの 「分水嶺」でもあるとし、 「この時を境 として、彼 ら両人

371[VB: 164f]
372[Ebd.: 165]
373[Ebd.: 165]
374[Ebd.: 205]
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の、か くも異なった気質 と天分とが静か に分かれていく」375と述べているが、エルネステ

ィーネやエ レオ ノー レの発言に現れているのは、正 にこの分かれ 目である。

(iii)『宗教論』初版

『宗教論』初版において 「愛」は、先ず宗教的対象 (万有、人間性、世界精神) に対す

る個人の心のあ り方である。「世界を直観 し、宗教を持つためには、人間は先ず 人間性を見

出さねばな らない。人間性は愛の中に、愛によってのみ見出される」376。「世界精神を愛 し、

その働きを喜びのうちに観ずること、それが私たちの宗教 の目的である」377。「どうか万有

への愛から、自分の生命を捨てていただきたい」378。

さらに宗教 にその心 を満たされた人が、隣人に対する時 の心のあり方 も 「愛」 と言われ

る。「世界の直観の中に私たちの同胞を認め、同朋の一人一人がその意味では何の差異もな

い、あるがままの同じもの、すなわち人間性の独 自な表現である と明 らか になった時、ま

たそ ういう一人一人の存在がなければ人間性を直観できない と知った とき、彼 ら同胞すべ

て を、一人一人の心ばえや精神力を区別す ることな しに、内心か ら愛 と好意 とをもって抱

きしめる、 これより自然なことがあるだろうか」379。

しか しまた、個人の心の状態を超えて、救済の主体 として 自ら行動す る愛 の姿 も暗示 さ

れる。 「向 こう見ずな本能、無 自覚な惰性、死せる従順、すべて怠惰で受動的な もの、これ

ら自由と人間性の悲 しむべ き窒息状態の兆候」 を根絶する ことが 「永遠 の愛の偉大 な、絶

えず進歩 してや まない救済の業である」380。

『宗教論』初版では、「愛」についての記述は以上のように断片的であ り、まとまった論

述はない。 しか し、それは個人の心のあり方(内 在.有 限)で あると同時に、その個人を救

済する主体 (超越 ・無限) で もあるという、対照的な二つの契機を包含す る構造 を暗示 して

いることを指摘 してお きたい。

(iv)『独白録』

375[グ ン ドル フ: 178]

376[R1: 89]

377[Ebd.: 80]

378[Ebd.: 132]

379[Ebd.: 109]

380[Ebd.: 103f.]
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『独 白録』 においてシュライアーマ ッハーの 「愛」の理解 は、最 も明確 に展開されて い

る。シュ ライ アーマ ッハーにとって、人間的生の目標は、個体の発見 とその成長、完成で

あ り、 しかも「個体 は、ただ対置 され ることによって認識される」ゆえに、この作業は必然

的に共 同的な ものとな らざるを得な い。その共 同にお いて働 く能力が 「愛」に他な らな い。

「私 は、芸術家のように孤独 になって制作 してはな らない。孤独になれば私の心情の潤い

が枯れ、思想の流れが止 まる。私 は孤独 を出て他の精神 との種 々な共同関係の中に入って

いかね ばな らない。それは[…]与 えることと受 ける こととによってますます しっか りと

自分の本質 を限定するためである。[…]そ れゆえ私は、すべての ことを進んで共同的にや

りたい。 内的な行為 に直ちに伝達 ということを続 けるために、また友情の甘 い贈 り物 によ

って容易 に世界 と和解す るために、内的 に思考 し、直観 し、他人の ものをわが ものとする

に際 して、私は何か愛す るものの現存 を必要 とする」381。かくして他の個体 に対する 「愛

と感受性」が 「倫理の二大条件」382となる。

このよ うな愛 による個体相互 の共同作業 という理想は、愛 における個体同士の相補的合

一、 さらにその 目標が無限者 との結合 とされることによって、愛 における有限と無限の綜

合 という様相に展開 し、宗教的なものに接近 してい く。「完全な和合という麗 しい理想はど

こにあるのか。双方において 同じように完成 された友情はどこにあるのか。ただ感受性 と

愛 とが 同じ程度に、ほとん どすべての度合いを超えて成長 した時のみ。 しか し、そ の時に

は、愛が完成すると同時 に彼 ら自身もまた完成される。そ して、そ の時 には、すでに以前

か らすべてのものに打ち鳴 らされて いた時の鐘が、必ずや鳴 り響 くであろう。再び無限に

身を委ね よ。世界を出て無限者の懐 に帰れ と」383。

以上のよ うな 「愛」における個体の和合、有限者 と無限者の合一とい う理解は、シュレ

ーゲルの 『ルチ ンデ』において も 「愛」の内実 として語 られた。表面的 には両者の間に違

いはない。 しか し、シュライアーマ ッハーが、 自らの内的真情の吐露 と呼ぶ 『独白録』に

お いて、これまで 「カテキズム」や 『親書』の考察において示唆されてきた両者の齟齬は、

381[Mo: 21]
382[Ebd.: 22]
383[Ebd.: 27]
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一層明 らかになる。すなわち、 ここでは感覚的 (官能的) なものは倫理的完成 において全

く位置を与えられないばか りか、否定され さえす るのである。すなわち 「感覚的な人 にと

っては、その行為や思考が単 に外的な ものに過ぎない と同じく、すべて のものもまた、た

だ個別化 されたもの、外的なものとしか見えない。彼は、 自分 自身をも一時的な諸現象の

総和であるとしか思うことができない」384。「感覚的な人には、内的行為は外的行為の影 と

して しか現れない。[…]神 性 は彼 らにとって時間的世界の彼岸 に存在す る」385。「人々は、

倫理上において非常に感覚 的であって、行為の外的表現が彼 らの 自覚の真実性 を保証する

のでなければ自分 自身をさえ正 しく信用 しない。自分 自身 をこのよ うに制限す る人は、人

間の大きな共同体のうちにいても何 ら得るところがない」386。もちろんシュレーゲル とて、

「感覚的なもの」 をそれ 自体 として肯定 しているわ けではな く、それが 「愛」 の中で、段

階的 に無限なるもの、精神的な ものへ と連続的に高め られる こと、そ して両者 (感覚的な

ものと精神的なもの) を分離できな いということにポイン トが あった。その点では、シュ

ライアーマ ッハー との問に、さほどの差異はないと言えるが、 しか し、感覚的な ものを倫

理的なものの 「制限」 として否定的 に捉えるシュライアーマ ッハー と、精神的、神的な も

のへの起点として積極的に捉えるシュレーゲル との間には、やは り齟齬が認め られる。そ

れ は官能的なもの についてさらに大き くなる。シュライ アーマ ッハーによれば、獣的な感

情 に身を任せた人は、内省 の糸を断ち切 ったのであ り、自分 は 「感覚的動物的生活 の恥ず

べき孤独」を退 けて 「普遍的人間性の意識 を獲得する」 と言 う387。

『独 白録』にも官能的肉感 的な描写が無いわけではない。例えば 「私はあらゆる種類 の

友情のうちに生きてきた。私は愛の甘い幸福を神聖な唇で味わった。[…]私 は愛す る魂 と

溶け合って一つの存在 にな らな くて はな らない。そ うすれば私 の人間性 も最 も美 しい仕方

で人類 に働きかけることになろう」388などである。しか し、シュレーゲルの場合 と異な り、

シュライアーマ ッハーの場合はあ くまで 「神聖な唇」での味わいであ り、 「愛する魂」 との

合一であって (傍点筆者)、 そ こに必ず しも性的肉体的な結合は前提 とされないのである。

384[Ebd.: 12]
385[Ebd.: 14]
386[Ebd.: 48]
387[Ebd.: 16, 18]
388[Ebd.: 47]
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異性 との最もデ リケー トな交流について も次のように言われる。「私が女心の色々な姿を見、

その静かな生活の麗 しい流儀を知ったことは無駄ではなかった。[…]私 は自分が終生最 も

親密 に和合し得る女性 を無意識的に知っている。[…]そ のような女性がどこにいるにして

も、彼女が私を愛 して くれ、私 も彼女を満足させ得ることは確かである。[…]た とえ魔の

一撃が突然 に私た ちを結び付 けた としても、私たちにとってよそよそ しいものは何一つな

いであろ う。あたか も昔なが らの甘 い習慣 に従 って いるかのように、私たちは新 しい生活

様式 のうちで、典雅 に軽やかに身を処 していけるであろう。そ うだ とすれば、あの魔の一

撃がないにして も、よ り高い生活が私たちの うちに欠けることにはな らない」389。 ここで

シュライアーマ ッハーは、性的肉体的結合 を 「魔の一撃」 と呼び、その有無は 「愛」にお

ける高次の生を 目指す男女 にとって本質的な問題ではないと言 うのである。同じく人妻 を

愛 しなが ら、実質 的な結婚関係 に踏み込んでいったシュレーゲル と、それを思いとどまっ

たシュライアーマ ッハーとの差異が、「愛」の理解 にお ける差異 として、ここに表面化 して

いると言えるであろう。

(3)「 愛」 につ いてのまとめ

以上、シュ レーゲルとの比較 において シュライ アーマ ッハーの 「愛」の内容を明 らか に

してきたが、 ここか ら展望される両者の差異は、単 に 「愛」についての理解 の差異 にとど

まらず、両者の倫理思想の質の差異 に関わってお り、それはまたシュレーゲル には困難で

あった体 系的思想の構築 を、後のシュライアーマ ッハーに可能 とさせた重要な要因である

と思われる。 したがって、 この論文 の後半 (第III部) で主題化 されるシュライ アーマッハ

ーの思想体系の形成 とも関わるので、 ここで さらに立ち入った考察を加えておきたい。

シュライアーマ ッハーは、『親書』の中の「恥 じらいについての試論」390において 「恥 じら

い」を、それは 「他者 の心情に対す る敬意」であ り、他者の「自由に対する不当な侵害」を禁

じるものである という391。自由を求める各人の意欲には、倫理的制限が課せ られるべ きだ

389[Ebd.: 48]

3go「 恥 じ らい の 試 論 」 につ いて はす で に若 干 説 明 した が 、 デ ィル タイ [LS I/2: 512ff.] も クル ッ クホ ー ン

[Kluckhohn 1922: 440] も さ ほ ど重 要 視 しな い の に対 し、 デ ィ ール ケ ス は 『親 書 』 の独 立 した 論 述 と して 、

他 の章 にお け る主 張 の論 拠 を示 す 理 論 的 に重 要 な 部 分 で あ る とい う [Dierkes 1985: 73]。

391[VB: 244]
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といわれる。したがって 「恥 じらい」は (あるいはその逆の「恥知 らず」も) 関係概念である。

ある人が 「恥知 らず」と呼ばれるのは、他者 の意志を顧みることな く、その自由を侵害 し、

自分の目的の手段 とす ることによってだか らである。 このよ うな他者 との関係 における倫

理的制約を求める主張 と並行 しているのが、労苦 を全 く伴わない (anstrengungslos) ような

二人の人間の調和 のようなものを、 「真の婚姻」には認めないという主張である。すなわち

彼 によれば、有限な人間にお いては、精神 と感覚的な ものは完全 に一致する ことはなく、

したがって、身体 と精神の調和 もすべて倫理的行為 の結果なのである。 このような常 に倫

理的に戦い とられねばならない一致は不安定で あり、 「罪」への逆戻 りに脅か されている。

したがって、 「真 に愛 を解する人々」には、何 よ りも「恥 じらい」の掟が重要だ とされるので

ある392。このような倫理的努力によってのみ克服可能な他者 との間の分裂状態 は、直観期

のシュライアーマ ッハーの諸著作の随所 に見出されるものである393。

シュレーゲル においては、 このような有限者 の分裂 は完全 に解消されるが、それ を示す

のに 『ルチ ンデ』における「安逸の牧歌」に勝るものはない394。 ここでの主題は、 「人間にお

ける自然が根源的神性に帰還すること」である。人間とは 「自然が自己自身に対 してなす 回

顧」であり、そ の有機体において回復された全体が 自由であ り、「生成する神性の歴史」で

あると言われる。そ こで実現す る新 しい社会は、「神 に似た怠惰の美 しきアナキー」であ り、

それは絶対的 自由と自ら高 ま り行 く詩的生にある。その指導者 は 「想像力の全能の意志」

である。 この 「安逸」は単なる怠惰ではない。ただシュライ アーマ ッハー にお いて認め られ

たような倫理的努力、 「市民的仕事社会のプロメテウス的労苦」395が、そ こにはないとい う

ことなので ある。このように「安逸の牧歌」の主題は、立ち帰 った無限に内在す る恣意 と愛

における人間の美的 自由な活動存在であ り、それはもはや労苦によらず、快楽に満ちた遊

戯 に基づく396。このような近代 にお ける古代の再獲得 (シュレーゲル によるロマ ンティー ク

392[Ebd.: 251]

393[R1: 5f., 98f.][Mo: 59, 75][VB: 220, 247f., 256, 276f., 289, 305]

394[Lucinde: 31-37]

395[Dierkes 1985: 79]

396宗 教 に専 心す る 特 別 な社 交 を要 求 す る シ ュ ライ アー マ ッハ ー の 次 の言 葉 と対 比 せ よ 。 「喜 び と笑 い の住

む と ころ、 真 面 目そ の もの が 自分 の ほ うか ら折 れ て 、 冗談 や しゃれ と結 び つ く と ころ 、 そ こ には 神 聖 な 怖

れ の畏 敬 に いつ も包 まれ て い な け れ ば な らな い も の な ど入 り込 む余 地 は な い の だ 。[…]神 に 関 す る 事 柄 は 、

そ ん な気 の利 いた 思 い付 きの 、 軽 妙 で す ば や い応 酬 とい うや り方 で 扱 う こ とは で き な い」[R1: 180]
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の定義) において、真善美は 『ルチンデ』が繰 り返 し強調するように、不断の倫理的努力に

おいて求め られるものではなく「すでにそ こにある」。たとえ人は この安息 を、ただ憧憬 に

おいて見出す としても、その目的は、無限者の内的な無限性 を、個性の深淵を、絶対的前

進によって周期的に開花 させ ることである。 シュレーゲル によれば、 この内在的充溢の展

開において、絶対者 は存在するので、それはカン トにおけるような超越論的な 目標や理想、

要請 とは異なっている。

両者の差異 はさ らに、 「嫉妬」に対する理解の差異として も認め られる。 「嫉妬」はシュラ

イアーマ ッハーによれば、完全な 「愛」にお いては消滅するものである。シュレーゲル もと

りあえずは 「嫉妬」を否定するが、その理 由は、それが常 に誠実 さが要求 される市民的制度

的結婚に典型的現象だか らである。ユー リウスはルチ ンデに「人が どうして嫉妬深 くなれる

のか全 く理解できない」と言 うが397、同 じことをフリー トリヒはエ レオノー レに対 して語る

ことができるだろ う。 しか し、その理由を述べるユー リウスの次の言葉 にはシュライアー

マ ッハーは、同意できないに違いない。すなわち 「侮辱は、善行同様に、愛する者たちの

間では生 じないか らである」(傍 点筆者)。 確かにシュライアーマ ッハー も愛 し合 うものの

間での 「侮辱」は否定するで あろう。 しか し「善行」を否定す るような ことは、 どこか らも読

み取れない。 これ に対 して シュ レーゲルは両者共に「完全な結婚」か ら追放す る。再獲得さ

れた絶対的 自由においては、人は原理的 に倫理か ら自由な空間を生きるというのがその理

由で ある。それは 「純粋 に美的可能性 とイ ロニー的弁証法の空間」398で ある。 さらに 『ル

チ ンデ』において は、嫉妬が、人の存在の新たな局面を開 くことによ り愛の高揚に資す る

という理由で、それとの和解が語 られ るが399、シュライアーマッハー との差異 として注 目

すべ き点である。

シュライアーマ ッハーは、『親書』において 『ルチンデ』の 「安逸の牧歌」には何 ら直接

的言及 をしていない。 しか し、『親書』において繰 り返 し市民社会の権利が弁護 されるのは

397[Lucinde: 43]

398[Dierkes 1985: 82]

399「 見 よ!そ れ ゆ え 私 は嫉 妬 と和 解 で き る だ ろ う。友 情 も 、す ば ら しい 交 際 も 、官 能 性 も、 そ して 熱 情

も、 愛 に は す べ て が あ る 」[Lucnde: 45]
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400シュ レーゲルの 「美 しきアナキー」 に対す る暗黙の批判 とも受取れる。『親書』の中で、

フリー トリヒとエルネスティーネの間で「『ルチ ンデ』 においては市民世界 とその状況が度

外視されている」ことについての懸念が議論 されてお り、シュレーゲルに対する暗黙の批判

と解釈 される可能性は先述 したとお りである。『親書』では教会的形式において執 り行われ

る結婚制度 について触れ られていないが、『宗教論』初版や 「カテキズム」の内容か ら、シ

ュライアーマッハーが真の愛の保護 として これを肯定 していた ことは明 らかである401。 こ

れに対 して シュレーゲルはそれ を率直 に拒否 している。 さらに 『ルチ ンデ』 においてアン

トニオなる人物がユー リウスに批判 され 「彼は至る ところに悟性の垣根を作 る」と言われ

るが、これ は明 らか にシュライアーマ ッハーに対する暗黙 の批判である402。

以上のような、「愛」をめ ぐる理解におけるシュレーゲル との対照において明 らかにされ

るシュライアーマ ッハーのエー トスが示すもの として、ディルケスは 「それ は人が ロマン

主義者であると共に啓蒙主義者であることができる、もっと適切には、で きね ばな らない」

403ということだと言 う。「普遍的な進歩の楽観主義」に生きつつ、「人間性 の闇の部分」、「利

己心という原罪」、カ ン トの言 う 「根本悪」にも目を閉ざさない態度である。 したが って、

シュライアーマッハーは、単純な意味で、すなわち、初期 ロマン派の哲学者や詩人、文学

者 と並んで、神学者であったというのではない。彼は神学者 として、厳密な意味で 「有限

性の思想家」であった。 これが彼 をして、特 にシュレーゲルのよ うな人物に とっては、常

に 「批判的同志」で あった という404。このよ うなロマ ンテ ィー クの 「同一性」を志向 しつ

400直 観 期 の シ ュ ライ アー マ ッハ ー によ る 市 民 的 社 会 の正 当化 の傍 証 と して は 、

[R1:148, 222][Mo:44, 92-94] 参 照 。特 に [R1:148]で は、 「市 民 的 立 場 」 か ら 「安 逸 」 が 批 判 され て い る。 さ ら

に、シ ュ レー ゲ ル に は決 して 認 め られ な い プ ロメ テ ウ ス の働 き につ いて の積 極 的 評 価 が [R1:36, 54] に 認 め ら

れ る こ とも注 目す べ きで あ る。

401 [R1:215][Quapp 1985:167] 参 照 。

402 [Dierkes 1985:88]、 な お 、 「初 期 ロ マ ン派 時 代 の シ ュ ライ ア ー マ ッハ ー の用 語 法 は 、大 衆 向 き の レ トリ

ッ クで あ る」 とす るザ イ フ ェル トの指 摘 も、 以 上 の よ うな シ ュ レー ゲ ル との 差 異 にお け る シ ュ ライ アー マ

ッハ ー の特 徴 を 、別 の観 点 か ら表 現 して い る と思 わ れ る[Seifert 1960:30-35, 45, 129, 172, 191]。

403 [Dierkes 1985:93]

404デ ィー ル ケ ス は さ らに 、この よ う な啓 蒙 主 義 と ロマ ン主 義 の 中間 に シ ュ ライ アー マ ッハ ー を位 置付 け る

こ とに よ り、彼 の思 想 の現 代 性 を次 の よ う に主 張 す る 。す な わ ち 、私 た ち の社 会 の 政 治 的 経 済 的 領 域 で は

啓 蒙 主 義 的進 歩 と分 離 の思 想 の広 範 な 影 響 が 認 め られ る 。そ れ に対 して 文化 的 領 域 で は統 一 と直 接 性 の形

式 で の ロマ ン主 義 が支 配 的 で あ る。 した が って 社 会 にお け る様 々 な 出 来事 の統 一 は 、 両 者 の相 補 性 に依 拠

して い る 。 ネ オ ロ マ ン主 義 の 文 化 は政 治 経 済 の 努 力 を も導 く 目標 を 形 成す る し、 政 治 経 済 の働 き は ロ マ ン

主 義 の 夢 を実 現 す る物 質 的 根 拠 を提 供 す るの で あ る。 そ の よ うな 意 味 で私 た ち の社 会 的 合 意 は、 啓 蒙 主 義

と ロマ ン主 義 の綜 合 にか か って い る。 「シ ュ ライ アー マ ッハ ー と取 り組 む 魅 力 と価 値 は 、人 は ロ マ ン主 義者

で あ りな が ら啓 蒙 主義 者 で あ り得 る 、あ らね ば な らな い とい う こ とを 示 さ れ る 」こ と に他 な らな い [Dierkes

110



つ、なお啓蒙の批判的理性の立場を破棄 しないということが思想構造 として、いか にして

可能であるのか405、それを論理化する努力その ものがその後 のシュライアーマッハーの思

想構築の全営みであったとも言えるのである。

1985:92f.]。
405グ ンドルフは、このようなシュライアーマッハーにおいて悪しき観念論が最も悲惨な形で現れていると

し、次のように述べる。「何時でも彼は、そうした道標を示 して、道を教えてくれない。常に歩み方の記載

であって、歩いて見せない。われわれを食卓に招 くことをしないで、もっぱら、精神の口に適う食物は、

どんな味がすべきかをいとも詳細に述べるのである」[グン ドルフ:144f.]。同じくシュレーゲルとの相違を

論じながら、もう少しシュライアーマッハーを積極的に評価するのは渡辺泰三である。「シュライアーマッ

ハーとシュレーゲルの交友の解体の根本的な原因は、彼自身が歴史的に正 しき意味においてのロマンチス

トでなかったことから起 こる。彼はロマン的感情を彼らのうちの何人よりもはっきり理解していた。おそ

らくこの理解を彼と共通にしていたものは、ただ一人ヘンリエッテ・ヘルツであったろう。しかしこのこと

自身は、実は非ロマン的な事柄であったのだ。ロマンチス トは感情を理解するものではなくして、感情に

沈潜するか、出なければ惑溺する」と彼は言う[渡辺泰三1948:184]。 「ロマン的惑溺」は、『ルチンデ』に

おける重要語であるが、シュレーゲルは官能において正にこの惑溺を生き、シュライアーマッハーは、官

能を制限し、批判的理性の立場を残すことによって、この惑溺を 「理解した」ということになろう。
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第II部 批 判 期 (1801-1806年)

は じめ に

直観期 にお ける初期ロマン派のサークル との交流 は、シュライアーマッハー に様 々な本

質的経験や洞察をもた らした。「個体性 の思想は生活史的な充実を増 し」406、社交、友情、

愛、結婚は倫理的生の過程 に対す る意義において認識 された。『宗教論』 において展開され

た、道徳や形而上学 に対する宗教 の自立性 という考 えは、シュライアーマッハーの宗教認

識 として貫かれた。それにもかかわ らず、 この初期 ロマ ン派時代 は、彼 にとって通過点 と

しての性格 を持つに過ぎない。彼は、以下に検討す る批判期を経て神学者そ して哲学者へ

と変貌 してゆく。 ここで も先ず外的伝記的状況を一瞥する。

第1節 シ ュ トル プの牧師 と して (1802-1804) 407

シュライ アーマ ッハーがベル リンを去 ることになる原因は、ロマ ン派のサークル内での

緊張関係や個人的な確執 に巻き込まれたためである。18世 紀最後の年 にベル リンとイ ェー

ナで 最盛 期 を迎 えた初期 ロマ ン派運 動 、そ の時 期 は雑誌 『アテ ネ ウム』 の三 年期 分

(1798-1800) とほぼ一致するが、その集ま りは、外的な、そ して とりわけ内的な理由によ

り次第に分裂 していった。『アテネウム』の最後の巻の編集長をF. シュレーゲルはもはや務

める ことがでず、 シュライアーマ ッハーに幕引きを頼んだ。シュレーゲルは1799年 秋に、

その年の初め夫 シモン ・ファイ トに離縁された ドロテアと共 に、兄 アウグス ト ・ヴィルヘ

ルム ・シュレーゲルのいるイェーナに移った。フリー ドリヒ ・シュレーゲル をしてベル リ

ンを去 らしめることとなった この個 人的理 由に加えて、他の理由もあった。 シュライアー

マ ッハーに対するシュレーゲルの関係 もまた冷めてきていた。既 に詳 しく検討 したように、

二人は時の経過 と共に一層お互いの距離を感 じるよ うになった。シュレーゲルの 『ルチ ン

デ』を弁護するという友情 にもかかわ らず、 シュレーゲルは、友 との距離 を感 じず にはい

られなかった。加えて、全く別の出来事が二人に衝撃を与えた。1801年3月25日 、弱冠

406 [Fischer2001:29]

407 こ の 箇 所 は 主 に [Fischer2001:28f.] に よ る 。
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29歳 でのノヴァー リスの死である。 これによって霊感 を与える存在が、 ロマン派の運動か

らもぎ取 られて しまったと言われる。

シュライ アーマ ッハー もまたベル リンにいる ことが困難 になっていた。ヘ ンリエ ッテ ・

ヘルツに対す る彼の関係は純粋 に精神的なものであり、「そ こでは男女のことは全 く問題に

な らなかった」408が、他方、彼は、1798年 来エレオ ノー レ ・グルー ノーに対 して深い愛情

を抱いていた。彼女はあるベル リンの牧師の妻であったが、その結婚は不幸で子 もいなか

った。シュライアーマ ッハーは彼女 に対 して、熱烈な求愛の後に、離婚を奨めてさえいた。

エ レオノー レは躊躇 した。そ こで シュライアーマ ッハーは、彼女が 自由に決断できるよう

に居 を移す ことにしたのである。数年にわたる躊躇の後、彼女はシュライアーマ ッハーの

期待 に反 した決定を した。1805年 に夫 と別居していたエレオノー レは、同年再び夫の元に

帰ったので ある。 シュライアーマ ッハーはその時すで にハ レ大学の教授 として働いていた

が、友人のエー レンフ リー ト・フォン ・ヴィ リッヒに宛てた手紙で次のように述べている。

「私の今の状況を誰が理解できるだろう。 こんなに深刻で恐ろ しい不幸はない。痛みが私

を去ることはないだろう。私の人生の統一は引き裂かれて しまった」409。

宮廷牧師ザ ックは、 シュライアーマ ッハーがベル リンでユダヤ人のサ ロンに出入 りして

いることに不快感を示 し、彼の個人的な人間関係の問題 をも見通 し、加 えて 『宗教論』に

対 して も批判的であったが、なおシュライアーマ ッハーに対 して好意 を持 って いた。その

ザ ックの仲介 によ り、シュライアーマッハーは1802年 ポメル ンの小さな町シュ トルプに牧

師職 を得た。1802年5月 この仕事 に就 くことによ り、彼は彼の祖父シュテユーベンラウホ

の足跡を辿ることになった。その祖父は80年 前に同じ場所で同 じように働 いていたか らで

ある。彼はこの ときに始 まる一時期 を 「流刑」 と捉 えて過 ごした。シュ トル プには宮廷は

なかったので、社交的な刺激 は皆無で あった し、図書館 もなかった。気候も彼 には耐 え難

く、 自分の 「ひ どい健康状態」を嘆 いている410。シュライアーマッハーは、市内の改革派

信徒たちの牧会のみではな く、シュ トルプ近郊に散在 している小 さな改革派 の教会の世話

408 [KGA V/5: 52] vgl.[KGA V/2: 322, 419][KGA V/3: 46]
409 [Br.II: 39]
410 [Br.I: 369]
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もしなければな らなかった。 これはしば しば長時間の移動 を伴 うもので あ り、彼はそれを

手紙の中で嘆いている。それにもかかわ らず彼は、辛抱強 く自分 自身の著述活動にも取 り

組むのだった411。

ベル リンでシュレーゲル と始めたプラ トンの翻訳に彼は新 たな思 いで向か う。シュ レー

ゲルが この翻訳か ら手 をひいたので、シュライ アーマ ッハーは一人で この仕事に取 り組ん

だ。重要な序論のついたこの翻訳の第一巻は、1804年 に出版 された。 さらにシュ トルプ時

代 に、厳密 に学問的な意味での最初の著作が出版される。『従来の倫理学説批判綱要』(1803

年) である。それはシュライアーマッハー 自身が刊行 した唯一の哲学の単行本である412。

後 にその内容 を詳 しく検討す ることにな るが、そ こにおいて彼は、古代ギ リシャ哲学か ら

今 日に至るまでの倫理的な諸概念の批判的吟味 を企てている。序論でも触れたように、 こ

の作品は面倒な文体で書かれていたために、わずかの読者 を見出 したに過ぎないが、それ

にもかかわ らず1834年 には第二版が出ている。

シュ トルプでシュライアーマ ッハーは、書評活動 も継続 し、1803年 に出版されたシェ リ

ングの 『学問論』について書いている413。その他にも彼 は匿名で、全 く違う種類の小著 を

出している。すなわち 「何 よ りもプロイセン国家 との関係 におけるプロテスタン ト教会 の

問題 に関す る二つの私見的所見」(1804年) である。最初の所見 「二つのプロテスタン ト教

411こ の時期の執筆作業いかにひどい条件の下でなされた苛酷な労働であったか、当時の書簡から読み取る

ことができる。「私の研究にとって、この出立は私にひどい損害を与えるでしょう。私はすでに今秋一冊の

書物の出版を予定 していますが、そのために私は多数の古い書物を必要とします。それらはここでは図書館

で容易に入手できますが、シュトルプでは無理でしょう。たとえそれ らを購入する資金が私にあったとして

も、それ らの書物はどこにでもあるというわけではないので、だめでしょう。そういうわけで、約束を破棄し

なければならないとしたら、非常に不愉快なことです」[Br.I:293]。
412ヘ ンリエツテ・ヘルツに宛てて6月10日 [Br.I:366] と8月2日 [Br.I:374] に、『綱要』について確信をも

って次のように記されている。「全体を再読することにより、以前思っていた以上にそれが気に入っていま

す。いつもは私の問題は後になってから直接私の気に入るのが常なのですが、それ以上に良いのです」。8

月20日 には、エレオノーレに宛てた書簡で、この書の完成が告げられる。すなわち、「明日道徳批判の最後

の2、3ペ ージを書く考えです。それで この責務からも解放されます。この書は私の墓碑です。」[Br.I: 379]。

「墓碑」という言葉が表わしているように、『宗教論』が引き起こした「汎神論者」「ス ピノザ主義者」という

誤解や、シュレーゲルの 『ルチンデ』を弁護したことか ら「背徳者」という汚名を着せられることによ り、
ベル リンをいわば「都落ち」した彼が、従来の倫理学説を根本か ら批判的に叙述することを通して、自らの

倫理観、道徳観を間接的にではあっても世に問うという覚悟がこの書には込められてお り、それはこの書

の前書きにも表われている。「本書において、私自身の 〔道徳的〕諸原則は、はっき りと主題化されてはい

ない」が、すでに 『宗教論』初版やそれ以上に 『独白録』において展開された 「倫理学の根本的改善全てが

そこか ら生じなければな らないポイントが、明確 に遂行 されるように叙述されている。[...] それゆえ、今後

もし私自身の方法で満足ゆくように倫理学を叙述する時間を、運命が私に拒むとしても、私は心安らかで

ある」[KS: 5]。
413 [Br. IV: 579-593]
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会の分離 について」の背景は、ルター派の強い地域 における改革派の牧師 としてのシュラ

イアーマ ッハー 自身の直接的経験である。 シュライアーマ ッハーは、彼 の公務 においてそ

うした状況 に直面 していた。すなわち改革派キ リス ト教徒であるプロイセ ンの王フ リー ド

リヒ ・ヴィルヘルムIII世が、ル ター派の出である王妃ルイーゼ と、 とりわけ聖餐式 の際に

身近に切迫 した こととして経験 していた状況である。他教派の妃 という王のこの個 人的な

背景か ら出ている分離 した二つの教会の合 同の為の努 力は、シュライアーマッハーによっ

て、この所見にお いて予見 されている。彼は二つの福音主義教会の信条 に於 ける分離の問

題を解説 し、その克服のために教会改革的な提案を出 している (「適切かつ実行可能な合同

のあり方について」)。彼 の後の 『信仰論』は、両教派合同のための最初の本格的な教義学

として、近代の福音主義神学の歴史 に刻 まれ る。「宗教の没落を阻止す る手段について」と

いう二番 目の所見では、彼は、宗教の没落 についての一般の嘆きに反論 し、礼拝改革の可

能性やよ りよい聖職者養成について検討 している。

1804年1月 、新設のプロテスタ ント神学部 を持ち再組織されたヴュルツブルク大学の神

学教授 に招聘 されるということによって、 シュライアーマ ッハー に希望 に満ちた見通 しが

開かれる。カ トリックの神学部 と一つのセクションにまとめ られた学部新設の原因は、1803

年の大規模な世俗化 という特徴を伴 う政治的変化であった。その結果、バイエルンにプロ

テスタン トの領地が生まれ、そのために、新たな教育施設が作 られねばな らなかったので

ある。シェ リング及び合理主義的なプロテスタン ト神学者ハインリヒ ・エーバーハル ト ・

ゴッ トリープ ・パウルス (Heinrich Eberhard Gottlob Paulus) は、この新たな情勢に基づ

いて、すで に1803年 にヴュルツブルクに招聘されていた。パウルスは神学部の招聘に影響

力を持ってお り、シュライ アーマッハーの招聘 も彼に起因す るものだった。それによって

プロテスタン ト勢力の強化が期待 されたのである。 シュライアーマッハーは、「神学的倫理

学の分野及び神学の実践部 門全体」の正教授 として責任 を持つはずであった414。俸給 も十

分だ ったので、シュライアーマッハーは この招聘を受けることにした。 しか し、 この転任

は実現 しなかった。プロイセ ンの王フリー ドリヒ ・ヴィルヘルムIII世はシュライアーマ ッ

414 [Br.III:387]
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ハーを 「特待の説教者」 として、また改革派 とル ター派の教会合 同に携わる神学者 として

プ ロイセンに引き止めたか らで ある。 こうして彼がプロイセ ンの公務 を離れ ることは阻止

され、同時 に、「彼の願いに応 じた昇給」が与え られることが約束 されたのであった415。1804

年5月 、ハ レ大学の員外教授及び大学説教者への招聘によ り、フリー ドリヒ ・ヴィルヘル

ムIII世は、シュライアーマッハーの生涯 における転換 に寄与 したのであった。

第2節 ハ レ大 学神学 教授 時代 (1804-1807) 416

こうして シュライアーマ ッハーはハ レ大学への招聘 を受諾 した。 プロイセンの公務にと

どまることは本望であった し、それ以上に学問的な働 きや説教職が彼 には重要だったか ら

である。彼は、当座は学問上の制限を甘 受す る覚悟だった。た とえば、員外教授で あった

為、ルター派の学部 には所属せず、そ こに陪席す るに過ぎなかった。 しか し、王は、 シュ

ライアーマ ッハーに 「欠員が あり次第」正規の教授に招聘することを確約 していた417。

改革派 の神学者をルター派の学部 に招聘す ることによって、プロイセ ン国家は実践的な

合同政策 を実施 したのであった。それは国務大臣宛ての王の書状 に起因 している。そ こに

は次のように記されている。 「今や副次的なことで互いに相違 しているに過ぎない二つのプ

ロテスタン ト教派を一層接近させるため に」 シュライアーマッハー を招聘すべきである と

418。こうしてハ レ大学で、プロイセンにおける最初の合同神学部が成立 した。1804年10

月にシュライアーマッハーはハ レに移 り、同月講義を開始 した。 したがって準備の時間は

極めて少なかった。しか しなが ら彼がハ レ大学で講義できたのは、1804/05年 の冬学期か ら

1806年 の夏学期までの四セメスターに過ぎなかった。1806年10月14日 のイェーナとア

ウエルシュタ ットにおけるナポ レオンに対するプロイセ ンの敗北 は、数 日後 には大学の閉

鎖 をもた らし、新たに開かれた活動 に突然の終わ りをもた らした。 シュ ライアーマッハー

は、この四セメスターで、彼 の学問的な働 きの基礎 を据え、講義 において、後の出版や、

415  [LS I/2:92] 全 体 的 な 経 過 に つ い て は [Br.III:387-393] 及 び [LS I/2:89-96, 212-220]

416  この 箇 所 の 記 述 は主 に [Fischer2001:32f.] に よ る 。

417  これは1806年2月7日 に実現した。シュライアーマッハー自身が書いている 「神学と哲学の員外教授」

と い う肩 書 き ([Br.III:399] お よ び 『い わ ゆ る テ モ テ 宛 て の パ ウ ロの第 一 書 簡 に つ い て 』 の表 紙 [KGA

I/5:156]) と一 致す る指 示 は、最 近 にな っ て よ うや くハ レへ の 彼 の招 聘 につ いて の政 府 内 文 書 と記 録 の 中 に

発 見 され た 。
418  [Br.III:390Anm.]
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学問体系の構築に関連する諸学科 を論 じた。最初のセ メスターで彼 は三つの学科に同時 に

取 り組み、神学体 系の主要な基礎教説を講 じた。すなわち、教義学、(神 学) 諸科解題、そ

して (予告 されたキ リス ト教倫理学について講義の代わ りに) 哲学的倫理学である。続 く

セ メスターでは、 これ らのいくつかを繰 り返す と共に、解釈学 とキ リス ト教倫理学の綱要

を展開 し、教会史研究 の目的と方法 につ いて熟考 し、新約聖書諸文書についての解釈講義

を始めた。 これ らの講義の準備 に莫大な時間が消費された為に、 シュライアーマ ッハーは

手紙 を書 く時間もなかった。そ して、学問的な仕事が始まったばか りなのに、1804年12

月17日 の手紙では、45歳 になった ら、平穏な説教職 に移 る為 に、教授を辞そ うというよう

な考えも記されている。

時間を要する研究者 としての義務 をい くつも抱 えていた にもかかわ らず、シュライアー

マ ッハーは、精力的にプラ トンの翻訳を推 し進め、1805年 の12月 には三週間の内に 『降

誕祭-あ る対話』とい う小著を書き上げる419。

新約聖書講義 と1806/07年 の準備の実 りとして、解釈学的研究 『いわゆるテモテへ宛て

たパウロの第一の手紙 についてJ.C.ガ ース宛ての批判的書状』が書かれるが、それが出版

されたのはようや く1807年 であった。この学術的で入念な議論に基づ く書において シュラ

イアーマッハーは、『テモテへの第一の手紙』がパウロの真筆でない ことを証明 し、同時に

正典批判の観点 と、彼の解釈学の諸原理を展開 した。彼の原則は次の通 りであった。すな

わち、正典文書 に対 しても、他 の諸文書に対す るの と等 しい解釈方法が適用 されね ばな ら

ない。新約聖書の文書の権利 と意義は、その正典 としての権威か ら直接導き出されるもの

ではなく、個 々の文書そのものの理解か ら得 られるのでなければな らない。重要なのは、「聖

なる文字が持つ限定されたものの見方」ではな く、た とえそれが正典に入っていないとし

て も、そ の文書が 「本質的な内容」 によってキ リス ト教 と一致 して いるか どうかというこ

とである420。 ここでは啓蒙主義的な文書及び正典批判の洞察が受け入れ られ、さ らに展開

されている。

以上 と共 に、シュライアーマ ッハーはハ レ時代に、い くつかの書評 を書 いている。その

419  [KGA I/5:39-100]
420  [KGA I/5:153-242], 引 用 は [Ebd.:159,4u,14]
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一つが、 フィヒテの 『今の時代の根本特徴』(1807年) についての書評である421。 この書

評において、シュ ライアーマ ッハー は、フィ ヒテが ヨハネ とパウロのキ リス ト教 を無造作

に二者択一す ることを批判 している。シュライ アーマ ッハー は、フィヒテが ヨハネ的キ リ

ス ト教を優先する ことには同意す るが、フィヒテの言 う、パ ウロにおけるキ リス ト教 のユ

ダヤ的な 「堕落」には与しない。またフィヒテ における国家 とキ リス ト教の密接な結びつ

きも批判する。既 に 『宗教論』にお いて、シュライアーマ ッハーは、国家 と教会の結びつ

きに反対 を表明 して いた。その立場が今やフィヒテに反対す る動向にまで至 るのである。

ハ レ時代には 『宗教論』の改訂 もなされ、1806年 にその第二版が著 された。 同じく1806

年に、彼の説教集 の第二版を出す。

1805年12月 にシュライアーマ ッハーは、ブ レーメンの教会 (Unsere lieben Frauen

Kirche) の説教職への招聘を受 ける。彼はハ レにとどまる意思表明をす るが、その時の条件

は、いまだに制度化 されていないハ レの大学礼拝問題の満足できる解決 と正教授への任命、

それによって神学部の正式な教授会 メンバーになる ことであった。 これ らは彼に確約され、

そ して1806年2月7日 の辞令 によ り、正教授 と教授会 メンバーへの任命が表明されたので

ある422。

1806年10月20日 に大学が閉鎖された後、シュライ アーマッハーは、外的に抑圧 された

状況下 に置かれた。彼 はしばらくは友人のシュテ フェンス (Henrich Steffens) の家庭 に身を

寄せ、収入 はなか ったが、さしあた りまだ市内 に居住 した。彼はフランス人による略奪 に

耐えね ばな らず、また飢え と寒さに苦 しめ られた。 このようなひどい状況下でテモテ書の

研究書 とフィヒテ につ いての書評が生まれたのである。

彼はもはやハ レでは活動できなかったので、1807年 の5月 末にはベル リンに移 り、その

夏 には個人で古代 (ギ リシャ) 哲学史についての講義 を行 う。それはハ レにおける1806/07

年冬学期の為 に計画された もので、既に予告 されていた。1807年7月7日 のティルジ ット

の和約 によ り、ハ レはナポ レオンの兄弟ジェロームの支配下の新 しい王領ヴェス トフ ァー

レンに属す ることになった。そ こで活動す ることは、 シュライアーマッハーの愛国的な性

421  [Ebd.:119-152]
422  vgl.[Ebd.:XVIII-XXI]
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質が望む ところではなかったので、彼 はベル リンにおける新たな活動に希望 をおいた。1807

年7月13日 彼は、ハ レ大学の正教授 として、彼不在のまま、神学博士 の学位を授与 される。

それ は困難 に脅か されていたハ レ大学の教授団がその活動能力を保持す る為であり、また

神学学位 の授与における教授たちの協働 を確保す る為であった423。シュライアーマッハー

が学位を得たのはおそ らく1807年 の10月 が11月 、ベル リンへの最終的な移住 を準備する

為 に、彼が今 一度ハ レに戻った時であった。

以上、批判期 の伝記的経緯 を一瞥 してきたが、以下では、同時代 の哲学者、カ ン ト、フ

ィヒテ、 シェリングそ してヘーゲル らとの関わ りにおいて、直観期 に開花 したシュライア

ーマ ッハーの思想が、体系へ と練 り上げられていくプロセスが考察される。筆頭 に取 り上

げ られるのはシェリングである (第1章)。 シェリングの 『学問論』における同一性原理 (根

源知) との対比により、シュライアーマ ッハーのそれとの類似 と相違が示 されるであろう。

さらに 『宗教論』初版の改訂作業がシュライアーマ ッハーによるシェリングとの差別化 と

いう観点か ら考察 され、体 系期の 「絶対依存感情」へ と展開す る 「感情」概念の形成過程

及びその思想史的系譜が明 らかにされる。次に、この時期に著 される最初の哲学的大著 『従

来の倫理学説批判綱要』の内容 に即 して、カン ト及びフィヒテに対する批判を媒介にして、

諸学を統合する知識学 (後 の弁証法) の構想 と、最高善を柱 とし、個人の人間性の実現 を

重視するシュライアーマ ッハー倫理学の生成過程が明 らかにされる (第2章)。 さらに同時

期 に独自な思想体 系を構築 しつつあったヘーゲルの、特にプラ トン研究 による思弁的弁証

法の形成 と、それによるカン ト、 フィヒテ、シェリング批判が概括 され る (第3章)。 ヘー

ゲル との比較がシュライアーマ ッハー弁証法 の独 自性 を明 らかにすると考 えるか らである。

その意味で この章 は、第III部でシュライアーマッハーの弁証法を考察す るための準備作業

で もある。またヘーゲルの 『信仰 と知』におけるシュライアーマ ッハー批判を介 して示唆

され るシュライアーマ ッハー の独 自性 もここで考察される。最後に この時期 に始 まるプラ

トンの翻訳作業、および 『従来の倫理学説批判綱要』の内容に即 して、 この時期のシュラ

423  [von Meding 1990:315-317; 321f.]
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イアーマ ッハーのプラ トン受容を検討す る (第4章)。 ヘーゲル同様シュライアーマッハー

にとって も、後の弁証法及び倫理学の原点がプラ トンにある こと、両者 の弁証法の差異が

プラ トン解釈の差異によることな どが明らか にされるであろう。

第1章 対 シェ リング

第1節 シェリング 『学問論』の批判 と受容

(1)シ ェ リングの 『学 問論 』

シュライアーマ ッハーが シェ リングの 『学問論』を評価す る最大のポイ ン トは、それが

「学問研究の方法についての講義」という表題の一般性を越 えて、シェ リング自身の哲学

の根本的特徴 を記述 しているという点である。すなわち、 「本書の本質的な ものについて言

えば[…]そ れは二つの最終 目的、すなわち 〔学問研究の方法 という〕表題 として掲 げら

れている目的と、それよ りはるかに高次 の目的が結びついて いる ことで ある。すなわち、

あ らゆる認識の体系 とその連関を、少な くともその輪郭にお いて明 らか に」424している点

と、学問研究の方法を 「認識の体系 自体に遡って」425考察 している点で あると言われ、特

に 「第一講義 における根源知 についての解 説や、哲学の実在的なもの と観念的な ものとの

同一性が根底 に置かれ るあ り方についての解説」426が評価 されている。そ こで先ず、 この

シェリングの 「根源知」について、テキス トに即 して考察す る。

(i)「 根源知」 と個別知

シェ リングによれば、あ らゆる学問研究 のすべてが関わ り、それな しには一歩 も先へ進

むことができないもの、「それは端的にただ一なるもの」であ り 「一切 の知を包んでただ一

なるもの とし、それ 自体にお いて無条件な知のイデー」である。それは 「計 り知れない知

恵の樹の全体 となって伸び広がる根源知のイデー」427とも言われ 「一切の知の知」であり、

どんな種類の知 においても必ずなされ る要請や前提を、 この上な く完全 に、特殊 な事例 に

おいても一般的にも満たし包含 していなければな らない。そのような前提は、「対象との一

424 [Br. IV.: 580]
425 [Ebd.: 581]
426 [Ebd.: 580]
427 [MAS: 9]

120



致」「普遍への特殊の完全な融合」など、その他 どのよ うに言われようと、つ まるところ 「真

に観念的なものが、そのまま無媒介 に真 に実在的なもの」であるような前提で あると言わ

れる428。

このような根源知は 「一切の学問が学問で あるための通路」であり、従って、「それなく

しては、一般 に学 問はないということ」また、およそ学問の名に値す るものにおいては 「こ

の同一、すなわち観念的なものへの実在的な ものの全的な同化、また反対に実在的なもの

への観念的なものの全的な転換の可能性が意図される」 ということは立証可能であるが、

根源知 自体は全 く証明不可能な ものである。そ ういう意味で、この前提は 「物あるいは自

然一般の普遍的法則について諸学問が讃える一切のもの、な らびにそ ういう認識 を目指す

学問の努力の根底 に無意識 に横たわっている」のである429。

このよ うな前提 は、哲学 にお いては現在必ず しも承認されていないとしても、個々の学

問においてはすでに限 られた範 囲で承認されている と言って、シェリングが引き合 いに出

すのは、幾何学の証明の事例である。すなわち 「幾何学者は、多かれ少なかれ意識的 にそ

の学問の基礎を全 く観念的なものの絶対的実在性に置 いている」。彼は三角形の内角の和が

二直角に等 しいとい う証明を、経験に基づいてす るのではな く、「原型か ら証明す る」。彼

は 「それを端的 に観念的であ りまたそのゆえに端的に実在的である知そのものか ら知る」430。

このよ うに同じものが無条件に観念的で もあり実在的でもあるような ものを、シェリング

は 「絶対者 のイデー」 と呼ぶ。 このイデーは、「自己 に関してはイデーが存在でもあるとい

う絶対者のイデーであ り」したがって 「絶対者」は知の至上の前提、第一の知そのもの、「根

源知」であると言われる431。

それでは、この 「根源知」 と個々の知 とは どのような関係 にあるのだろうか。シェリン

グは例えば次のよ うに表現す る。 「この第一の知によって、他のすべての知は絶対者のうち

にあ り、またそれ 自身絶対者である。[…]私 たちの知はその総体か ら見れば、永遠の知の

模像 として定 め られて いるか らである」。 「総体 として見 られた知のみが原型的知の完全な

428 [Ebd.: 9]
429 [Ebd.: 9]
430 [Ebd: 10]
431 [Ebd.: 10]
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反映であ り得るのだが、 しか し、すべての個々の知 も、あ らゆる特殊な学問 も、この全体

の知に有機的部分 として含 まれている」432。 このよ うにシェリングにおいては、知の二つ

の次元が明確 に区分 されつつまた不可分 に結びついて いる。すなわち、個々の有限な知の

次元 と、一なる全体 としての 「根源知」 の次元である。両者は原像 と模像の関係 にあると

されるが、「根源知」 は不可分の一であって、 「根源知」の量的な部分が個別知 というので

は決 してない。換言すれば、知はそれ自体 としては唯一 「根源知」のみであって、他の諸々

の個別知は 「神的存在 〔根源知 としての絶対者〕 と共 に生きようとす る努力」、「根源知 に

参与 しようとする努力」であるとされるのである。

以上よ り、必然的に問題 となるのが、そのような 「努 力」の具体的な方法である。シェ

リング自身の言葉で言 えば、諸々の個別知を 「根源的な ものや一なるものとの連な りにお

いて見 ることのできる能力」433をいか に養 うかということである。 この問題を扱 うのが第

三講義 「大学 にお ける研究の第一前提 について」である。 この点 も、シェリングの同一哲

学 における特殊 と普遍、個 と全体の関わ りの理解 に、ひいてはシュ ライ アーマッハー の体

系形成へのその影響との関わ りで重要であるので、さらに見ていきたい。

(ii)「 学習 」 と 「生産 の神秘 」

最初 に語 られるのが、学問の不可欠ではあるが消極的な条件 としての 「学習」である。

それは自発的な活動というよ りは 「強いて努める」 ものである。すなわち、「学習 というこ

とには […] 選択は許 されない。一切 のもの、すなわち困難なものも、 また魅力あるもの

も、あま り魅力のないものも、 とにか くや りぬいて行かな くてはな らな い。学習にお ける

課題は連想やあるいは傾向に従 って欲 しいままにではな く、必然性 を持 って取 り上げ られ

な くて はならない」434と言われ る。 いかに優れた天分 を持った者 も、 この 「学習」 をない

が しろにすることはできない。「他 日この領域 〔学問〕において成功す るためには、学習 と

いう方法で、精神の訓練を済ませていなけれ ばな らない。それな くしては 自力の建設 にお

いても、散漫な取 り扱 い方と断片的な思考だけが 自分のもの として彼に残 るに過ぎない」435。

432 [Ebd.: 11]
433 [Ebd.: 11]
434 [Ebd.: 33/34]
435 [Ebd.: 34]
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なぜな ら 「学問の器官 も技術であ り、それは練磨 によって育成され、習得される」からで

あ り、そ うした学習による練磨 の 「形式やいわゆる形式の限定を嫌悪す るのは、学問の内

なる技術 を嫌悪す ること」になるか らである436。

このよ うな 「学問の器官」 を 「練磨」する 「学習」の最 も具体 的な形 として、シェ リン

グが推奨するのが語学学習である。彼は一方で、言語 についての知識は、より高次の諸学

問 (哲学、歴史、文献学等) のあくまで手段、道具であるので、 「大学教師は語学教師で あ

ってはな らない」437と言 うが、他方 「言語に関す る初歩の学習」が 「それ自体 に独立 した

価値を持 っている」438と言 う。すなわち 「言語 によってのみ教養 と学問の最 も優れた源泉

へ至る門戸が開かれる」439。「年少時において、ようや く萌しつつある機智、叡智、工夫す

る力に最初の訓練を与 えるに、主 として古代語 をもってするより適切な勉強方法 を私 は知

らない」440と言う。「言語は、すで にそれ自体で、また単 に文法的に見ても、進み動 いてい

る応用論理である。すべての学問的教養(す べての創造能力)は 、可能性 を認識で きる練

達 を意味する」 とも言われ、さ らに 「私たちにとって死滅 した言葉か ら生きた精神 を認識

す るのは、感覚 を直接陶冶することであり、その関係は 自然科学者が自然に対するのと少

しも変わ らない」 と言 う441。

以上が 「学習」の契機であるが、先述 したようにこれは学問の消極的条件に過 ぎない。

学問の学問たる所以は、単に個別 の知を記憶によって詰め込む ことではな く、「根源知」 と

しての 「絶対者」 との生き生き とした関わ りの中で、諸 々の個別知 を有機的連関において

把握す ることであった。それをシェ リングは、「生産の神秘」 「直観」 と言 う言葉で表現す

る。 「習得され得 るに過ぎない所与の特殊な形式においてではな く、独 自な自己形成的な形

式 において与えられた素材 を再生産す ることが、初めて摂取を完成す る。学習は消極的条

件であって、本当の摂取同化は己 自身への内面的転化なしには不可能である」442。「生産 と

いうこの神的な能力によってのみ人は本 当の人間となるのであって、そ の能力なしには単

436 [Ebd.: 35]
437 [Ebd.: 40]
438 [Ebd.: 39]
438 [Ebd.: 39]
440 [Ebd.: 40]
441 [Ebd.: 40]
442 [Ebd.: 35]
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に精巧 にできた機械 に過ぎない」443。 この 「生産」は、芸術家が荒い素材か ら形象を呼び

起 こすのに似ていると言われ444、普遍 と特殊の神秘的な関わ りとして説明され る。「一切の

生産は普遍 と特殊 の遭遇、あるいは相互貫徹 に基づ く。あ らゆる特殊の絶対に対する対立

を明確 に捉 え、同時に同じ不可分の作用 において、特殊を絶対の内に、また絶対 を特殊の

内に把握するのは生産の神秘(das Geheimnis der Produktion)で ある」445。このよ うな 「特

殊を普遍の下 に摂取す るための判断を持っていない職業的な学者」は、 「直観 という生きた

器官 によらず、記憶によって」対象を所有 しようとす ると批判され、「生きた学問は直観を

目的 として陶冶す る。直観においては普遍 と特殊 は常 に一つである。それ に反 して、職業

的学者は直観を持 たない。彼 は具体的な場合 にあた って何 ものも構成す ることができず、

独力で組織する ことができない」と言われる粥 。

(iii) 事 実 的 学 問 (positive Wissenschaft) と 哲 学

前項で見た学 問とそ の訓練 に関しての根本的な理解に基づいて、シェリングは、具体的

に諸学問の体系を構想する (第七講義 「哲学のい くつかの外的対立、特 に事実的学問の対立

について」)。後 に見 るようにこの点はシュライ アーマッハーの批判が集中す る点でもある

ので、 ここでそ の内容 を概観 しておきたい。

シェリングは、諸学問の体系を国家 との関わ りで構想する。その理 由は、「知 の一切の客

観化 は、それ 自身再び外面的 に観念的産物 を通 して表現 される行為 によってのみなされ、

そのような観念的産物 の最 も普遍的なものは国家」であるという国家観である。彼 によれ

ば国家は 「イデー界の原像 によって形づ くられて いる」。「正に国家その ものが客観的 にな

った知に他な らな いゆえに、国家は必然的 に己のうちに再び知その もの、すなわち、理念

的精神的国家のための外的体制を包含す る」 と言われ る447。

これを 「根源知」 との関わ りで言い換 える と、 シェ リングによれ ば、学 問は先ず大きく

二つに区分され る。すなわち、「根源知」そのものの直接的表示であ り、その観念的な現れ

443 [Ebd.: 35]
444 [Ebd.: 35]
445 [Ebd.: 36]
446 [Ebd.: 37]
447 [Ebd.: 76]
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としての学 問である哲学 と、 「根源知」の実在的な現れとしてのその他の諸学問である448。

前者 (哲学) は、国家による一切の束縛 を受けることもなけれ ば、特権 を享受することも

ない無限に自由な学問であ り449、「言わば学問の学問として、芸術的直観 力を駆使 しなが ら

すべての学問が依拠する全体のヴィジ ョンを提示 しなければな らない」450のに対 し、後者

は、 「国家によって」 「国家 に関 して客観性 に達す る」学問で あるとされ、シェ リングは こ

れ を 「事実的学問 (positive Wissenschaft)」 と呼ぶ451。これは、「根源知」 において こそ一

体で あるが、国家 における客観性への移行 にお いては必然的に特殊な個別諸学問に分離 さ

れる。その 「分離 と結合の図式は、再び哲学の内面的範型 に倣 って描かれ」、(すなわち、「事

実的学問」によって客観化 されるのは哲学その ものであるのだが、しか し、哲学はその個 々

の学いずれ によ って も総体 として客観化 される ことはないのである) 次 の三つに区分 され

る452。第一に、実在的世界と観念的世界が一 として見 られる絶対的無差別点を表示する学

問としての神学、第二 に、実在的な ものの内に表現 され、実在的世界の中心 となる絶対的

な点を表示する学問としての自然的学問 (Wissenschaft der Natur)、 そ してそれがさ らに研

究対象を有機体 に集中するときは医学、第三 に、観念的な ものの内に表示 され、観念的世

界の中心 となる絶対的な点を表示す る学問 としての歴史的学問、そ して歴史の最も優れた

仕事は法律制度の形成であるか ら、ここにはさ らに法学が含 まれる。 このようにして、国

家 によって制度 (学部) 化され る 「事実的諸学問」 として、神学を頂点 とし、その下 に自

然的諸学と歴史的諸学が包括 される学問体系が構想されるので ある。

(iv) 哲学の技法 としての弁証法

最後に、 シェ リングが、第六講義 「特に哲学の研究 について」の冒頭で、哲学研究 の技

法 としての弁証法 に言及 していることに触れておきたい。すなわち、次のように言われて

いる。 「哲学の中で、本来学習されることはな くとも、授業を通して訓練 される ことが可能

な もの、それが この学問の技法的側面である。それ を人は一般 に弁証法 と呼ぶ ことができ

る。弁証法的な技法な しには、学問的哲学はあ り得ない。すべてを一 として叙述 し、根本

448 [Ebd.: 74]

449 [Ebd.: 78]

450 [山 脇 1990: 228]

451 [MAS: 76]

452 [Ebd.: 77]
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的 に反省に属す る諸々の形式のうちに根源知 を表現 しようとする哲学の意図は、確かにこ

のことを証明 している。すべての弁証法 を支 えるのは、 このような思弁 と反省 との関係で

ある」453。哲学研究の方法 としての弁証法へのこの積極的な言及は、アル ン トによれば、

カ ン ト以後 の哲学において初めて、カン トに抗 して弁証法の積極的な理解 を公 にした もの

として重要である454。ただシェリングは これ以上 この技法について立ち入った考察を加え

てはいないし、シュライ アーマ ッハー も、弁証法へのシェ リングの評価 について何 も触れ

ていない。 また、第III部で明 らか にされるが、シュライアーマ ッハー 自身の弁証法の構想

とシェリングの弁証法理解 との間には直接的関わ りは証明で きない。ただ次章でさらに見

るように、この時期 シュライアーマ ッハーは、カン トや フィ ヒテ批判 を通 じて、諸学を包

括 し関連付ける学 としての 「知識学」(Wissenschaftslehre) を構想 し始めてお り、それが

後 に弁証法 の名で展開 され ることになるが、少な くともそ こにシェ リングの間接的影響が

あったことは十分考え られる ことである455。

(2) シュライアーマッハーによる批判 と受容

(i) シェリング 『学問論』の書評 (1803年)

シェリングの 『学問論』が シュライアーマ ッハーの強 い関心 を引いた ことは、以上考察

453 [Ebd.: 61]

454 [Arndt 1991: 324] 周知のようにカントは、「思弁的理性は、その超越論的使用においてはそれ自体弁証法

的である」と述べて、弁証法を、理性の必然的な自己撞着を特徴付ける 「仮象の論理学」と見なしたので

ある。[Kant, K. d. r. V.: B805]
455 この時期のシュライアーマッハーの学問体系の形成にシェリングの決定的な影響があったとジュース

キントは主張する。彼は、1800年 から1804年 にかけてのシュライアーマッハーに対するシェリングの影

響を重視することによって、フィヒテとの関わりを重視するディルタイとは異なり、シュライアーマッハ
ーの哲学が、主観的観念論、カント主義やフィヒテ主義であることを否定する。シュライアーマッハーの

立場はむしろシェリングの客観的観念論との関わりで正しく理解されると言う。両者の体系構想は1804

年の時点では根本において同一である [suskind 1909: 98]。 しかし、両者を後に分けることになるのは、す

でにそれ以前に根を持つ一つの相違である。すなわち、『宗教論』初版 (1799年) は、シェリングの同一哲学

体系 (1801年) と同様に、有限者における万有の直観という原理を支持するが、シェリングの 「絶対的認識」

は、その諸々の現象から有限に限定された実在性という性格を失うのに対 し、シュライアーマッハーは、

他ならぬこの有限なものを直観における無限者の啓示として固持するのである [Ebd.: 123]。シェリングは経

験的諸学問、有限的な諸々の事物の相互関係の叙述に、真の学問としての性格を否認する。なぜなら、真

の学問は、有限者を常に無限者に関係させるからである。しかし、シュライアーマッハーは、無限者に対

する有限者の関係を宗教に委ね、学問にその領域を顧みるように指示する [Ebd.: 174]。ここに表明される経

験的知の価値の引き上げは、第皿部で詳細に明 らかにされるように1811年 のシュライアーマッハーの弁証

法では、明確な要求となる。すなわち、思弁と経験とは、ただ共同することで知の前進を促進するのであ

り、シェリングのように孤立化された思弁は、死せる形式ばかりの概念体系になるだけである

[Ebd.: 188-194]。 ジュースキントは、すでに1804/05年 には、シュライアーマッハーは自分の学問体系を、

自然学と倫理学に区分し、両学科に対 して、思弁的部門と経験的部門を確定していたと推測する [Ebd.: 175]。
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してきたこの書の内容か らも、さ らに後述 (次節) するように、 この書で 『宗教論』初版

の 「宗教の本質」 についての理解が手厳 しく批判 されていることか らも容易に想像 され る

が、具体的には、本書の書評 をシュライアーマ ッハーが公 にす ることによって示された456。

この書評 の内容に即 しつつ、シェリングの 『学問論』 に対するシュ ライアーマッハーの批

判を明 らか にする ことによ り、それがそ の後の彼の思想体 系の構築に持つ影響や意味 を明

らかにしてみたい。

シュライアーマ ッハーの批判の矛先は、先ず学問 とりわけ 「事実的学 問」 と国家 との関

わ りに向けられている。すなわち、もし事実的諸学問が、「国家を通 して、国家との関係に

あ り、そ して国家を通 して力になる」 というのであれ ば、「それはほとんど理解できない錯

誤である」 とシュライアーマ ッハーは言 う。さらに 「事実的学問」が 目指すのが、 「ただ国

家において知 られ るべ きこと、国家の 目的 に適 う義務のみである」 とい うことも理解 でき

ないと言 う457。なぜな ら、「国家のために存在する外面的な体制は、知そのものを目指さず、

ただ理論 としての知のみを目指す。それも、国家にとって不可欠な経験的実践という曖昧

な意味において」だか らである458。そのような国家が、継起的歴史的知 としての性格か ら

必然的に事実的な形態 をとるとしても、本来直接知そ のものを目指す諸学問と一つにな り

得 るはずがないと言 うのである。このような批判の背後 にあるのは、両者の国家観の根本

的な相違である と思われる。先 に見たよ うにシェリングに とって国家は、「イデー界の原像

によって形づ くられた」 ものであ り、それは客観化 された知そのものに他な らなかった。

そのような国家観が根拠 となって 「事実的学問」 に対す る国家の優位が主張されるので あ

る。それ に対 してすでに直観期 に 『独白録』な どで示されているようにシュライアーマッ

ハーにとって国家は、人間の 自然本性を反映 した倫理的意思によって創 られるべきもので

ある459。 したがって、国家の責務は諸学問に 「特権 を与えた り制限す ることす ること」で

456 1803年12月14日 付 の ブ リン クマ ン宛 書簡 に次 の よ うに 記 さ れ て い る。 「君 も知 っ て い る よ う に、 私

は シ ェ リ ン グ の講 義 〔『学 問 論 』〕 を読 んだ 。 当初 は ざ っ と読 ん だ の だ が 、 か な りよ い もの に思 わ れ る 。 私

はそ の書 評 を 引 き受 け た 」。[Br. IV: 90]

457 [Br. IV.: 582]

458 [Ebd.: 582]

459 [Mo.: 63f]
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はな く、むしろ学問によって 「自らを制限する」 ことである460。

さらに神学を事実的学問の頂点 に置 くことも批判 される。「神的絶対存在についての学問

が、国家によってどのようにして客観的存在や外的な現象 を獲得できるのか理解困難」で

ある と言われる。 シュライアーマ ッハーによれば 「神学は他の二つ の学問 〔自然的学問 と

歴史的学問〕 と同 じ意味で実学であることはできず、またそれ らと種類は同じだが、その

対象 によって区別 され る知であると言 うこともで きず、神学のそれ らに対する関係は、む

しろ、それ らと対象を共通 にしていなが ら、全 く異なったその扱 いを示す とい うことなの

である」461。すなわち、神学及び諸学は、 「絶対者」 という共通の対象を持ちなが ら、その

扱 いが異な ると言 う。 この扱い方 の相違 については要約すると次のよ うに言われ る。根源

知は三重のあ り方で実在的 に表現 される。第一に、宗教 によってその根源性にお いて表現

され る。それは内的な ものが神学によって対象化 され る場合で、 この とき神学 は根源知 の

独 自で完全な叙述である。第二に、歴史 と自然史によって分裂状態 にお いて表現 され る。

第三 に、芸術 (哲学) によってその全体性 において表現 される462。神学 と哲学の違 いに絞

って言えば、「哲学が普遍的な思考か ら出発 して絶対者 を語 るのに対 し、神学は個 々の有限

者の宗教性一般 に焦点を合わせて絶対者を語る」463と言ってもよい。

最後 にシェリングにお ける歴史学の倫理性 の欠如が批判 され る。シェ リングによれ ば歴

史学は 「哲学的立場 にも宗教的立場にも立つべきでな い」 とされるが、 シュライアーマ ッ

ハーによれば 「歴史学は […] 倫理的構築なのである」464。 したがって、それは 「単なる

記述的観点か らではな く、人間の倫理的行為の意義 という規範的観点か ら再構成されて、

初めて十分な意義 を持ちうる」465。 また、シェリングが第三講義において、学問の器官 の

練磨 に言語学習が不可欠であるとした点 を 「自然認識 と言語認識 とを非常 に見事 に並列化

している」 と評価 しつつ、同様 に 「根源知」を主題化 した第一講義 において も同 じ並列化

を (すなわち 「根源知」と言語認識 との並列化 を) 期待 したが、それは認め られなかった

460 [Br. IV.: 582]

461 [Ebd.: 584]

462 [Ebd. : 585]

463 [山 脇 1990: 230]

464 [Br. IV.: 589]

465 [山 脇 1990: 230]
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とシュライアーマッハーが批判 して いる点は466、シュライアーマ ッハー 自身の学問論にと

って、重要な示唆を含んでいる ことを ここで指摘 しておきたい。 この点の詳細 は、項 を改

めて、『大学論』の中で展開されたシュライアーマ ッハー 自身の学問論を考察す る中で述べ

る。

(ii) シュライアーマ ッハーの 『大学論』(1808年)

以上のようにシェリングの 「学問論」を批判的に受容 しつつ、シュライアーマ ッハーは

自 らの学問論を 『大学論』において展開する。先ずその背景を述べると、1807年9月4日

の政令において、プロイセ ンの皇帝フ リー ドリヒ・ヴィルヘルムIII世は、時の内閣総理大 臣

ボイメ (Beyme) にベル リン大学の設立を委託 し、彼 にそのために必要な全権 を与えた。ボイ

メは、新大学の基本的な コンセ プ トを確立するために、ハ レの大学教授経験者 らに、文書

による所見の作成 を求 めた467。す なわ ち法学部 に関 して はシュマル ツ (Theodor Anton

Heinrich Schmalz)、 医学部 に関 してはフロリープ (Ludwig Friedrich Froriep) とライル

(Johann Christian Reil) に、さらに大学全体および哲学部に関 してヴォルフ (Friedrich

August Wolf) とシュッツ (Christian Gottfried Schutz) に所見の提出が求め られた。こ

の他 さらに大学全体の構想 に関 しベル リンの有力者三人に所見が求 められたが、そのうち

の一人は哲学者 フィヒテであった。 したがって シュライアーマ ッハー自身は、直接所見の

提 出を求め られたわ けではなかったが、既に新大学の神学部の教籍 をボイメによって約束

されていた こともあ り、自らの 『大学論』を刊行することによって、プロイセンにお ける

大学政策をめ ぐる議論に加わ ろうとしたのであった468。よってその主題は、当時の大学が置

かれていた危機的状況、例えば明 らかにナポレオンの文教政策を念頭 においていると思わ

れる次 のよ うな言葉 、「我が国 の大学を改組、解体 して専門学校 に しよ うと提案 して いる

人々は、無思慮に行為す る人か、非 ドイツ的な腐敗 した精神に取 りつかれている」469という

主張に象徴 されているように、大学 と国家 との関係、大学以外の教育研究施設 との差異、

大学教育の在 り方、学部構成等多岐 にわたる。 しか し、 ここでは、前項で考察 した シェリ

466 [Br. W.: 591]
467 [KGAI/6: XV]
468 [Ebd.: XV-XVI]
468 [Ebd.: 46]
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ングの 『学問論』 との対比 においてシュライアーマ ッハーの独 自性 を際立たせている学問

における対話の重要性を示唆する部分に焦点 を当ててみたい。

シュライアーマ ッハー によれば、「対話」は学問 自体の基本的性格である。すなわち、「学

問 というものは決 して個人の仕事ではな く、一人で完成できるものでもなければ、独占で

きるものでもない。それは共同の作業でなければな らない。[…] 厳密に言えば、すべて個 々

の ものは、それ以外 のすべてのものとの結びつきにお いてのみ明 らかにされ得 るのであ り、

したがって専門教育のどの部分 も他のすべての部分 に依存 している」470。したがってそのよ

うな学問を生業とする学者の在 り方も対話的共同的 にな らざるを得ない。「学者が 一人で孤

独な研究生活を しているなどというのは空虚な幻想 に過 ぎない。む しろ認識 に向け られた

あらゆる努力の第一の法則は分かち合 い (Mittheilung) である。た とえ自分 自身のためだ

けにで も何かを学問的に表現 しようとすれば、言葉な しには不可能であるということによ

って、この法則はまったく明らかに事の本質を示 している」471。したがって大学全体が学問

的共同生活 の場であるといわれる。 「およそ心 の態度 というものは、学問的な ものであれ、

宗教的な ものであれ、ただ生において、多 くの人々の共同において のみ形作 られ完成 され

る。 この心 の態度が、新参者の心に喚起 され、そのまどろみの状態か ら目覚めさせ られる

のは、既 に教養があ り、完全 に近づいた人々か ら流れ出るものを通 してである。互いに同

じ道 を行 く人々において、 この心情は相互の分かち合いを通 して育 まれ、強化 される。大

学全体がそのような学問的共同生活である」472。

しかし、 このような対話的共同性が、最 も詳細 に展開されるのは、シュライアーマ ッハ

ーによって大学教育の 「聖域」と呼ばれる講義の有るべき姿 を叙述 した くだ りで ある。彼に

よれば、それが教師 と学生の一対一で行われ るか、あるいは教師 と、多数の学生の代表者

との間で行われるか、さ らには古典的な対話篇の講読 による追体験 とい う形であっても、

講義 の本質は 「対話」でなければな らず473、その実質内容 は、 「通俗 的」な要素 と、「生産的」

な要素であるという。「通俗的」要素については、次のように言われる。「大学での講義は […]

470 [Ebd.: 21]
471 [Ebd.: 22]
472 [Ebd.: 48]
473 [Ebd.: 48]
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聴講者たちが これか ら身につ けるべきものの うち、まだ持 っていないもの と、無意識 のう

ちに持って いるものという彼 らに共通 の内面的姿をはっき り見せてやる」 という性格 を持

つ。その性格 を「通俗的と呼びたい。すなわち、聴講者たちが今あると予想される状態を説

明す ること。彼 らに、その状態にお ける惨めさを気付かせ、すべての虚無の根本原因が無

知にあることに気付かせる技術である。 これは真の対話術 (dialektische Kunst) であ り、

それはよ り厳密 に対話的になればなるほど、一層通俗的になる」ものである。他方 「生産的」

要素について は次のように言われ る。 「大学での講義は […] 教師の内面の姿、す なわち、 こ

の理念 を教師は持 っているということと、彼の中での この理念の働きとをはっき りと見せ

ることに努 めなければな らない。[…] これを生産的なものと呼びたい。教師は、自分の語る

ことすべて を聴講者たちの前で発生させねばな らない。彼は 自分の知っていることを説明

してはな らない。そ うではな く、彼 自身の認識 を、その行為 自体を再生産 しな ければなら

ないのである。それ によって聴講者たちは、絶 えず単なる知識を集めるのではな く、認識

をもた らす理性 の働きを直接直観 し、直観的に模倣するのである」474。

以上のよ うな講義論において、 シェリングとの類似点 と相違点は明 らかである。シュラ

イ アーマ ッハーの言う講義における 「生産的なもの」「理性の働きを直接直観す る」ことは、

シェリングの 『学問論』にお ける 「生産の神秘」や 「直観」 と通底 して いるといってよい

であろう。しか しながらシュライアーマ ッハーの独 自な点は、この 「生産的なもの」が 「通

俗的なもの」(対 話術) と表裏をな している点である。前項で指摘 したように、シェ リング

の 『学問論』 に対す るシュライアーマ ッハーの批判の一つが、シェ リングにお いては 「根

源知」 と 「言語認識」の関わ りが不明 ということであった。 シュライアーマ ッハーの講義

論 における 「生産的な もの」 と 「通俗的な もの」の並列化 は正にこの批判 を自らの学問論

において生か したものであると言えるだろう。そ して、このことはまた、先 に直観期 にお

ける 『宗教論』初版の 「社交理論」や 「個体化 理論」が描 き出す世界観 、人間観 との関わ

りを想起 させる。すなわち、そ こでは個 と普遍、有限者 と無限者の関わ り方 として 「個体

の独 自性 を喪失 させることな く共同性 を可能にする」シュライアーマッハーの 「社交理論」

474 [Ebd.: 48f.]
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や 「個体化理論」が、言語世界 において成立 していることが示唆 され、直観期の思想が解

釈学へ展開す る可能性が示されたわ けだが、そのような解釈の正 当性が、 この批判期 にシ

ュライアーマッハー 自身 によって 「直観認識」(講 義における 「直観」 「生産的」契機) と

「言語認識」(講 義における 「対話術」 「通俗的」契機) が密接 に関係させ られ ることによ

って証明 されたと言えるのである。

第2節 『宗教論』第二版475 (1806年)

(i) 改訂 の内容

第二版 について ヒルシュは、 「宗教の本質 を取 り扱った第二講は、念入 りな改訂 と拡張 と

によって学問的要求に十分答え得る省察 にまで高め られた。 これが唯一の本質的な変化で

ある。他の講は、第二講の改訂 に応 じて多少変え られたか、修辞 的に耐 え難 い表現が除か

れることによってい くぶん洗練 されたが、思想上の変化はない」476という。 実際、初版 と

第二版を対比す る時、改訂が第二講 に集中 していることは明 らかである477。ところで、第

I部 第1章 において、初版の宗教概念を検討する際に引用 した主要個所 の多 くも第二講か

475『 宗 教 論 』 の改 訂 版 出 版 の 外 的 な 経 過 を一 瞥 す る と、第 二 版 は1806年 、 ベ ル リ ンで 出版 され た 。 初 版

が 匿名 で あ った の に 対 し、 これ に は 友 人 ブ リ ンク マ ンに宛 てた 献 辞 が 付 せ られ 匿 名性 は 失 わ れ た 。 さ らに

初版 に はな か った 後 書 き が 付 け られ て い る 。そ の 結果 、初 版 に比 較 して 約50頁 の 増 加 とな った 。第 三 版 は 、

1821年 に 同 じ くベ ル リンで 出 版 され た 。ブ リ ン クマ ン に宛 て た新 た な献 辞 の他 に 、初 め て 序 文 が 付 け られ

た 。本 文 の変 更 は少 な く、 ほ とん ど形 式 的 な 字 句 の 書 き換 えだ が 、各 講 に (そ して後 書 き に まで) 注 釈 が

つ け られ た。 そ の 結果 、全 体 の厚 さ は第 二 版 よ りさ らに約90頁 増 とな って い る。 さ らに第 四版 が1831年

にベ ル リンで 出版 され る が 、 ほ ぼ 完 全 な第 三 版 の リプ リ ン トで あ る。 以 上 が シ ュ ラ イ ア ー マ ッハ ー の 生 前

に出版 され た改 訂 版 で 、彼 の死 後 、第 五 版 (1843年)、 第 六 版 (1859年)、 第 七 版 (1878年) と版 を重 ね

るが いず れ も第 四 版 の リプ リ ン トで あ る 。転 機 は 、1879年 に、ゲ オル ク ・ク リス チ ャ ン ・ピ ュ ンヤ ー が 初

版 を再刊 した ことで あ る 。 この ピュ ンヤ ー 版 は 、脚 注 に第 二 版 、第 三 版 の並 行 テ キ ス トが 対 観 で き る よ う

に印刷 され てお り、 宗 教 論 の 各 版 の 比 較研 究 を 推 進 した 。そ れ と共 に長 らく忘 却 さ れ て き た 初 版 テ キ ス ト

に再 び注 目が集 ま る契 機 とな っ た 。 「この 時 よ り 『宗 教 論 』 の研 究 は 、初 版 に集 中す る よ うに な っ た」 と も

言 わ れ る (F. Schleiermacher zum 150. Todestag Handschriften und Drucke, Bearbeitet von Andreas

Arndt und Wolfgang Virmond, Berlin/New York, 1984, S. 49.)。 そ の よ うな 初 版 へ の 注 目 を決 定 的 に した

のが 、1899年 、ル ドル フ ・オ ッ トー が初 版 出版100年 を記 念 して これ を再 刊 した こ とで あ る。 オ ッ トー の

知 名 度 も後 押 しして 、 以 後 『宗 教 論 』 の 再 刊 は 、 初 版 に 限 られ る こと に な る 。

476 [Hirsch 1952: 559]

477しか しな が ら この改 訂 作 業 は 決 して 積 極 的 な も ので な か っ た。 新 版 の全 集 (KGA) に お い て新 た に 『宗

教 論 』 初版 を 肯定 した ギ ュ ンタ ー ・メ ッケ ン シ ュ トッ クは 「シ ュ レー ゲル らロ マ ン派 の サ ー クル か ら時 間

的 に も事 柄 に お いて も、 また 個 人 的 に も距 離 が で き始 め る に つれ て 、 シ ュ ライ ア ー マ ッハ ー の 『宗 教 論 』

に対 す る距 離 も大 き くな って い った 。 そ れ は 彼 に と って 単 な る伝 記 的 な記 念 碑 に 過 ぎ な い もの にな って い

りた 」[KGAI/2: LXVII] と書 い て い る 。実 際 、初 版 改訂 後 の1808年 、 シ ュ ライ ア ー マ ッハ ー はブ リ ン クマ

ン に宛 て た 書簡 の 中で 、 『宗 教 論 』 は 自分 を 「疲 れ さ せ る」 と書 いて い る [Br. IV: 92]。 そ の 一 月 前 、 や は り

ブ リン クマ ン に対 し 「『宗 教 論 』 は 、 よ く見 て も全 くで きの 悪 い作 品 で す 。 当時 私 は 匿 名 で しか 、そ れ を書

け ませ ん で した が 、今 な ら ば全 く書 か な いで し ょ う」[Br. IV: 84] と告 白 して い る 。
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らである。そ こで これ らの個所が第二版 において どのように改訂 されているかを検討する

ことによって、初版 との相違 にお ける第二版の宗教概念 を明 らかに してみたい (以下、両

テキス トの対比において、特 に第二版の宗教概念 の特色 を表 している部分 を太字にして傍

点を付す)。

a) 感情 としての宗教

まず、 「宗教の本質は、思惟で も行為で もな く直観 と感情で ある」 という初版の個所につ

いて、その前半部 「思惟で も行為で もな く」 という主張は、第二版でも多少の表現の相違

こそあれ、ほぼ同一で ある。 しか し、後半部 「直観 と感情」 は完全な改訂を受けて次のよ

うになっている。

【初版】

宗教の本質は思惟で も行為で もな く、直観と

感情である。万有 を直観 しよ うというのであ

る。万有の独自な様々の表現、行動の中で、

恭 しく万有 に聞き入 り、子供のようにものを

受け入れ る態度で万有の直接の影響 に捉え

られよ う、満たされようとするのである。[…]

宗教は人間の中に、他のあらゆる個体や有限

者 と同じように、無限者 を、無限者の写 しや

表現を見ようとす る478。

【第二版】

君たちが神 をあ らゆる認識の根拠 として学

問の頂点に据 える時、彼 ら 〔宗教者〕は、こ

れ を賛美 し、敬 うとして も、しかし、これは

彼 らが神を持ち、神を知る仕方 と同じではな

い。彼 らの仕方か らは認識とか学問 とかは生

じないか らである。もちろん宗教にとって も

観察 (Betrachtung) は本質的な ことである。

[…] しか し、この観察は他の有限者 との対立

にお けるある有限者 の本質 に向か うことは

ない。そ うではな く、宗教者のなす観察は、

無限者 にお ける、あるいは無限者 を通 して

の、あらゆる有限者の普遍的存在についての

直接的知覚であ り、永遠における、永遠を通

しての、あ らゆる時間的な ものの普遍的存在

についての直接的知覚である。生き動 くすべ

478 [R1: 50f.]
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ての事柄 の中に、あ らゆる行為の中に、これ

を求め、見出す こと。生 自体 をただそ のよ う

な直接的感情 において持ち、認識する こと。

これ が宗 教 で ある479。

ここで注 目すべきことは、初版 における宗教の内実の中心であった 「万有 を直観する こ

と」 についてはもはやまった く語 られず、「万有」は 「神」 「無限者」 「永遠」 と言 い換え ら

れ、 「直観」は 「観察」 「直接的知覚」さ らには 「直接的感情」となって いることである。

宗教 はもはや 「万有の直観 と感情」ではない、 「生 自体を直接的感情 において持 ち、認識す

ること」である。

【初版】

実践 は芸術であり、思弁は学問であるが、宗

教は無限者に対す る感覚 と趣味である480。

【第二版】

真の学問は完全な直観であり、真の実践は自

ずか ら生じる教養、芸術であ り、真の宗教は

無限者に対す る感覚 と趣味である481。

このくだ りは、初版も第二版も形而上学 (思弁、学問) や道徳 (実践、芸術) との対比

において、宗教がそれ ら二者 に劣 らず独 自なものであ り、宗教な しには、真の形而上学 も

道徳 も不可能であることを論ずる箇所である。その主旨は、初版 も第二版もほぼ同 じであ

るが、ただ 一つ見逃す ことのできない変化は、 「直観」という概念の用法である。初版 にお

いては、すでに繰 り返 し確認 したように、 「直観」は宗教の内容 を規定す る最 も重要な概念

である。 したがって、初版の この箇所 において も、形而上学や道徳 と共 に宗教の必要性を

説 くとき、シュライアーマッハーは 「直観する ということか ら全てが発す るのでなければ

な らない。無限者 を直観 しよ うという願 いを欠いた人は、ものを判断す る基準を持 ってい

479 [R2: 46f]
480 [R1: 53]
481 [R2: 50f.]
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ないのだ」 と語ることができたのである482。

しか し、今や第二版において 「直観」は宗教の内実 を表す概念ではなく、上 に比較引用

した箇所 「真の学 問は完全な直観 であり」よ り明 らかな ごとく、学問、思弁 、形而上学の

内実 を表現す るために用いられ るのである。 これは大きな変化である。 したがって、先に

引用 した初版の 「直観することか ら全てが発す るのでなければな らぬ […]」は、第二版にお

いては次のように言い換えられる。 「もし君たちが、無限者への思慕に、あるいは無限者へ

の畏敬の念 に自分 を任せ ることを恐れるな らば、学問もまた君たちの呼びかけに答えて現

れ ることもな くなるだろう。[…] もし人が、直観 〔学問〕と感情 〔宗教〕 との直接的統一に

おいて、万有 と一つになることがないな らば、彼 は意識の演繹にとどま り、永遠 に万有か

ら分離され るで あろう」483。初版における宗教 の内容規定 としての 「直観」が、第二版に

おいては、他の語 に置き換え られて いることは、既 に示したが、ここに至って 「直観」は、

宗教の内容を規定す る概念か らははず され、思弁、学問の能力 とのかかわ りで用い られる

ようになっていることが判明する。

このことは、初版における 「万有 を直観す ること […] それ こそ私 の話全体の要であ り

宗教の普遍的最高 の公式である」 という個所の改訂 においてさ らに顕著で ある。宗教的直

観 を論 じた初版の この個所は、完全に書き改め られている。 この部分 は、第二版 における

宗教概念 、特に初版におけるそれ との相違を理解する上で、決定的に重要な箇所で もある

ので、長 くなる ことを厭わず、比較引用する。

【初版】

万有 を直観す ること、どうか この概念 に親

しんで下 さいとお願 いしよう。これ こそ私の

話全体の要であ り、宗教の最 も普遍 的な最高

の公式なのだ。この公式か らすれば、宗教の

どんな場所でも見ることができるし、宗教の

本質、限界を、きわめて精密に規定すること

【第二版】

しかし、私が学問、宗教、芸術の一致につ

いて、また同様 に相違について、どのように

考えているかを君たちが理解する為に、私と

共に生の最も内奥の神殿 に降 りてみよう。そ

こにおいて、おそ らく私たちは、正に共通の

ものを見出す ことができるだろう。そ こにお

482 [R1: 54]
483 [R2: 52]
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ができる。

全て直観するということは、直観 されたも

のが、直観するものへ及ぼす影響 に、すなわ

ち、直観 されたものの根源的、独立的な働き

に基づいている。直観する人は、この働きを

その本性 に従って受 け取 り、総括 し、こうし

てそれを把握するのである。もし流れ出る光

線が、それは全 く君たちとは無関係に起 こる

のだが、君たちの感覚器官に触れることがな

く、物体のどんな小さな部分 も、君たちの指

先を機械的、化学的に刺激する ことがなく、

重い重力が、抵抗 と君たちの力の限界 とを感

じさせなかった ら、君たちは何 ものをも直観

せず、何ものをも知覚 しなかっただろ う。こ

うしてみると、君たちが直観 し知覚するもの

は、事物の本性ではな く、事物の君たちに対

する働 きかけである。君たちがそれ らについ

て知っていた り、信 じていた りする ことは、

直観 の領域か らは、遥か に遠 く隔たって い

る。

宗教もまたそ うである。万有 は休む ことな

く活動 して、刻 々と私たちにその姿を現す。

万有が生み出す いかなる形式 も、生命の充実

の程度 に応 じて万有がそれぞれ の存在 に与

えるいかなる本質 も、豊かな、常 にものを産

いてのみ、君たちは、感情 と直観 との根源的

な関係を見出す。そ こか らのみ、それ ら 〔学

問、宗教、芸術〕の一致 と分離 は理解される

べきである。私は君たちに、君たち自身の内

部に行 くように指示 しなければな らない。生

きた瞬 間の把握 に向か うよう指示 しなけれ

ばならない。君たちは、君たちの意識以前の

ことを 自己 自身に聞 くことを学 ばねばな ら

ない。[…] 君たちが注 目すべき ものは、君た

ちの意識の生成であって、既 に生成 して しま

ったものについて熟考すべ きではない。君た

ちが、自分の魂の所与の特定の活動 を伝達や

観想の対象 にしようとするや否や、君たちは

既に分離の中にいる。そ して、君たちの思考

は、ただ分離 された ものだけを把握できるの

である。それ ゆえ、私の講演 は、君たちを特

定の事例へ導 くことはできない。 というの

は、何かが事例 となるや否や、私の講演が示

したいものは過ぎ去 って しまうか らである。

そ こで、私が ここでできるのは、分離された

ものが、分離以前に持って いた統一的存在に

関 して、ただかすかな痕跡 を示す ことであ

る。[…] 君たちは、自己 自身の うちに思 いを

沈めてみる。す ると、他の時 には多様 に分か

れて見えた全てのものが、その時には分かち

484 [R1: 55-56]
485 [R2: 53-59]
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むその胎 の 中か らこぼれ出るいかなる出来

事 も、万有の私たち に対す る働 きかけなの

だ。このように、全ての個体 を全体の一部 と

して受け取 り、全て制約されたものを、無限

者 の表現 と して受 け取 る、 これが宗教で あ

る。しか し、それ以上の ところまで立ち入っ

て、全体 の本性 と実体の奥に、さらに深 く突

き進 もうとす る ことは、もはや宗教ではな

い。そ うい う活動を宗教 と見な してもらいた

いつも りか もしれないが、それがむな しい神

話 の中に沈んで ゆ く結果になるのは避 け ら

れない484。

がたく君たちの存在 のある固有 な内容 と結

びつ くのである。そして、君たちが注意 して

いるならば、その逃げ去るときの姿ではあっ

ても、その対象の像 (君たちに対するその影

響、その不思議な接触 に意識は由来するのだ

が) を見るのではないだろうか。また、君た

ちの興奮、及び、この興奮における君たちの

当惑が増大 して君たちの全存在 を貫 けば貫

くほど、その興奮はまもな く過ぎ去るとして

も、少な くとも過ぎ去る ことのない痕跡を記

憶に残す。[…] しか し、既に述べたように、

それは単なる痕跡 に過ぎない。そ して、もし、

君たちが、あの意識の最初の発端 にまで戻ろ

うとしないな らば、君たちはそれを理解でき

ないのである。[…] この対象が各々自分の

場所に戻る以前に、相互 に溶け合い、一つに

なることが、私の意図 していることであ り、

それは君たちが常に経験 しているが、経験し

ていないあの瞬間なのである。その瞬間は一

時 もとどまることな く過ぎてゆく。それ を記

述することはほとん ど不可能である。それは

私たちを待 っては くれないか らだ。しか し、

私たちは君たちがそれ を しっか り保持す る

ことを願 う。君たちの行為 はすべて凡俗なも

のから崇高な ものに至るまで、それ に帰す る

のだ。なぜな ら、全てはそ こにおいて等 しい

か らである。せめてそれ をたとえることが許
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されるな ら、私はこう言お う。それは花や果

実 にかかる露よ りのぼる霞の ごとく、淡 くは

かないものであ り、また乙女の 口づ けのごと

く慎み深 く、いたいけであ り、花嫁の抱擁 の

ごとく神聖で実 り豊かである。それは単 にそ

のようだ というのではな く、それ らそのもの

だ と言 うことがで きる。それは普遍 的生 と

個 々の生との最初の接触で あ り、時を満たす

こともな けれ ば、触れることの可能な何か を

作るということもない。それ は、あ らゆる誤

りや誤解 を超えた直接的婚姻、万有 と理性 と

の創造的生産的抱擁 に向か う婚姻である。そ

の時君たちは直接無限世界の懐に横たわ る。

君たちは この瞬間世界の魂 だ。なぜな ら、君

たちは無限世界のあらゆる力を感 じ、その無

限の生命 を自分 自身のもののよ うに感 じて

いるか らだ。無限世界は、この瞬間君たちの

体だ。君たちが無限世界の筋 肉を、肢体 を、

自分のもののように貫 き、君たちの感覚や予

感は、無限世界の最も内奥 の神経 を動かすの

である。

君たちの生のあらゆる領域において、した

がって宗教の領域において も、あらゆる もの

の最初の受胎 は以上の ような具合で ある。

[…] そ して今や、生き生きと一層明るく直

観が君たちの前に進み出る。あたか も若者の

前で、身をもぎ離そうとす る恋人の姿のよ う
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に。また、君たちの内部か らあふれ出た感情

が、広がって君たちを捉 える。それはあたか

も、愛とは羞恥の赤みが少女のかんばせに広

がる ごとくで ある。[…]

以上のような、直観 と感情 との状態は、知

識 と行為とについても同様である。いったい

それ らは対立関係 にあるが、それらの絶 え間

ない自由自在の活動、及び相互の刺激を通 し

て、君たちの生は時間の中に拡張 し、位置を

持つのである。[…]

ここに至って君たちは、今 までの私の講演

の中心である三つのもの、すなわち、認識

感情、そ して行為を持つわけである。そ して、

君たちは私が意図する ところ、すなわち、そ

れ らは同じ種類のものではないが、しか し、

また分離す る こともできない ということを

理解 していただけるだろう。全て同じ種類の

ものは一つにまとめ、それ 自体で観察 してみ

よう。す ると、君たちが事物 に対 して力を行

使 し、それ らに自分 を刻印す る全ての契機

は、君たちが実践的、あるいは、よ り狭 い意

味で道徳的生 と呼ぶ ものを形づ くる。また、

あの静かな契機、そ こにおいて事物が 自分の

存在 を君たちの中に直観 として もた らす契

機を、確かに君たちは、多かれ少なかれ君た

ちの学問的生 と呼ぶのである。[…] 君たち

の生は、これ ら二者 との関係 において、第三
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の ものとも共にあらね ばな らない。では、君

たちが この第三 の もの を一体 どのように呼

ぶのか。感情の系列ではないか。前二者 に対

して、それは どのよ うな生を形づ くるのだろ

うか。宗教的生で あると私は思う。そ して、

君たちがそれ以外の ことを言えないのも確

かである。

したがって、私が宗教 に割 り当てたい固有

の領域 とはこれなのである。全 くこれのみで

ある。それ を君たちは宗教の境界 としなけれ

ばな らない。[…] 君たちの感情は、それが君

た ちと万有 に共通な存在 と生 とをあ りあ り

とした仕方で表現する限 り、 また君たちが、

その個々の契機 を万有 を通 して君たちに働

く神の働きとして持つ限 り、感情は君たちの

信仰 の内容である。この 〔感情の〕系列に属

するもの として現れる個々のものは、君たち

の認識でも、認識の対象でもなく、また、君

たちの業や行為で も、君たちの行為の様々な

領域で もない。そ うではな く、それは君たち

の生きた感情なのであ り、その感情が応 じる

ところの万有の作用、万有 の行為様式なので

ある。これは排他的に宗教の領域であ り、宗

教の要素は全て入っている485。

以上、引用が長 くなって しまったが、 この部分が第二版 において大幅に加筆修正 されて

いる ことが明 らかになった と思 う。そ して、 この部分 に第二版の宗教概念 において特徴的
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な ことが全て含 まれていると言っても過言ではない。

この改訂 の意義 を論 じるにあた り、論点 を整理 して明確化するために、ここに至るまで

の論旨を初版 との比較において思い起 こしておきたい。

初版 において は、先ず宗教は道徳で も形而上学で もない独 自な領域 を持つ と主張 され、

それは 「直観」と 「感情」であると言われた。両者について説明は別々に行 うしかないが、

その発 生の瞬間 (「秘密に満 ちた瞬間」) にお いては、両者は同一であ り、 この瞬間 こそ宗

教誕生の時であった。それが過ぎ去るや 「直観」は対象的側面 に、 「感情」は主観的側面に

分離す るので あった。そ して、初版においては 「万有 の直観」が中心概念である。全て 「直

観」は 「感情」 と結びつき、宗教 においては他 よりも固い関係が両者の間にはあり、 した

がって、「感情」が根絶されて しまうほどに 「直観」が優勢になることはないが、 しか し、

宗教現象の確固たる背骨は 「直観」である。例えば、初版においては次のように言われた。

「万有が 自らを私 たちに対 し、私 たちの直観において姿を現すその特別 な仕方が私たちの

宗教 の個性 を形成す るように」、すなわち、「直観」が宗教の素材 と内容 とを供給するよう

に、「感情の強 さが、宗教的生の程度を決定する」486。ここにおいては 「感情」は、単 に 「程

度」、強度の側面か ら捉え られているに過ぎない。「感情」は 「直観」 と並ぶ独立 した意義

を持 ってはお らず、直観の主観的反映に過ぎな い。 「感情は、至る所で、直観がそ こに身を

沈めるような色合い、調子 を提供するが、 しか し、感情が直観の内容 を決定するのではな

い。直観の内容が感情の確かさを条件付 けるのである」487。宗教的感情が問題 とされるの

は、単 に短 い補足的な解説においてである。「感情」は 「直観」の主観的側面に過ぎず、宗

教現象の核は、初版においては全 く 「直観」だか らである。

第二版では どうであろうか。既 に見たよ うに、出発点 は同 じである。宗教は道徳や学問

とは異なる領域 を持った もの と主張され る。 しか しなが ら、では、その宗教固有の領域と

は何か という点で、既 に第二版は独 自の道 を行 く。すなわち、宗教は 「直接的知覚」ある

いは 「直接的感情」で あると言われる。次 に学問や道徳 との関係が明確化 され、学問は 「直

観」であ り、実践 は教養、芸術であ り、宗教は無限者 に対す る 「感覚」、 「趣味」であると

486 [R1: 68]
487 [Suskind1909: 152f.]
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言われる。そ して、これ に続 く部分が、上 に長文 を引用 した全 く書き換 え られた箇所であ

る。そ こにはもはや初版 におけるような宗教の普遍的公式 としての 「万有の直観」につい

ての記述はな く、学問と芸術 と宗教の一致 と相違についての議論が展開される。すなわち、

三者が共有する母胎、「生の内奥 の神殿」としての 「秘密に満ちた瞬間」が語 られるのであ

る。ここで第二版は、「直観 と感情 との関係か ら、さらに知識 と行為との関係 に向かう。そ

の際知識が直観 と感情 とを共 に自らの うちに含んで いるとされる」488。対象の力が私 たち

に勝っていれば、それは私たちをその存在 の圏内に引き入れ、それによって知識が生 じる

が、その知識は 「直観」か 「感情」かである。私たちの側の力が事物 に対 して勝っていれ

ば、私たちは事物 に私たちの存在 を刻印 し、印象付ける。 これが本来の意味での行為であ

る。私たちの生は、知識 と行為 との交替、交互作用 においてのみ存在す る。 したがって、

認識、 「感情」、行為は不可分である。さ らに、私たちの行為の契機は、実践的道徳的生を

形成 し、認識の直観的な契機 は学問的生を、 「感情」の系列は宗教的生を形成すると言われ

るのである。

このような初版 と第二版の比較か ら明らか になる両者の最 も著 しい相違は、いわゆる 「秘

密に満ちた瞬間」の機能である。初版、第二版とも、 この瞬間については、非常に印象的

な ロマ ン派的色彩の濃い表現で語っていることは、既 に引用 した ところか ら明 らかである。

その描写は一字一句ほぼ同一で ある。 しか し、それが担っている役割、機能 には大きな相

違が認め られる。初版にお いては、 この 「瞬間」は、意識の生成の瞬間でもあると暗 に灰

めかされてはいたが、主として これは宗教 的 「直観 と感情」が誕生す る瞬間 として述べ ら

れていた。そして、他な らぬ この点 に、初版の宗教概念の持つ曖昧さがあるのであった。「秘

密 に満ちた瞬間」が、いわゆる意識一般の発生について も言えることで あるな ら、宗教 と

この 「瞬間」 とどこで どう関係す るのか。さ らに、宗教が 「直観」 と 「感情」であ りなが

ら、同時に両者 の分離 に先立つ同一性であるとはどういうことか、 こう した疑問が第I部

第1章 で提起されたのだった。第二版における改訂 は、こうした曖昧さを少 しでも取 り除

く試みとして理解できるだろう。すなわち、第二版 にお いて 「秘密に満 ちた瞬 間」は、 も

488 [Ebd.: 151]
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はや宗教の発生のみに関わるのではなく、「生のあ らゆる領域 における」「あ らゆる生ける

ものの最初の受胎」の瞬間であった。それは宗教のみな らず 、学問、芸術等 、人間の生一

切にとっての 「最 も内奥の神殿」であった。 この 「瞬間」か ら 「直観」(学 問)も 「感情」

(宗教) も 「行為」(道 徳、芸術 、教養) も生じるのであった。 これによって宗教は、もは

や意識以前の事柄 と誤解 される危険もな くな り、また 「直観」が学問に譲 り渡され、宗教

は 「感情」 に限定 される ことによって、宗教概念 も初版に比べ遥か に筋の通 った明確なも

のとなったので ある。 「宗教 に対する哲学の関係が問題 になるところ、宗教の本質が哲学 と

の相違において明 らか にされるところ」 を重点的に改訂 した という第二版序文 におけるシ

ュライアーマ ッハーの言葉 は、以上のような改訂を指 している。

b) 宗教的生の具体的説明

「感情」 としての宗教的生の領域が、学問的生及び道徳的生 との関係 において明 らかに

された後に、シュライアーマ ッハーは宗教的生の領域 を具体的に説明す る。この部分は初

版では、宗教的 「直観」についての具体的説明がなされた ところで あるが、 ここに第二版

では次のような言葉が加筆 されている。

「私たちが あの瞬間、すなわち、それは決 して直接直観で きないが、生の様々な現象

が等 しくそ こにおいて 自らを形成 してお り、それはあたかも多 くの植物が固いつぼみ

の中に、既 に花 も実 も宿 しているようであるのだが、 このような瞬間に私たちが結び

つ き、次のように尋ね るな らば、すなわち、それ ら全ての産物の中の どこで、何よ り

も先ず宗教が見つけ られるべきか を尋ねるな らば、唯一の正しい答 えがあるのみであ

る。それは何よ りも先ず、人間と世界 との生き生き としたつなが りが感情 として形成

され るところにおいてである。 この感情は、宗教 の美 しい香 り豊かな花であり、それ

はあの隠された行為の後に開花 し、まもな く散って しまうが、その神 のような植物 は

生の満ち溢れる力によって常に新たに芽吹 くのである。[…] このよ うな ところに、私は

今、他な らぬ君たちの純化 された観察 を導きたいと思 う」489。

このように述べて シュライアーマッハーは、外なる 自然か らそ こに働 く法則、及び 自然現

489 [R2: 79]
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象 における無法則性、さらに心情 における人間性、その生成発展 として の歴史 について叙

述 してゆく。その展開は初版 とほぼ同一である。 とりわけ、人間性 につ いてのくだ りは無

改訂である。しか し、唯一つ の相違は、 これ ら自然界の法則 にせよ、心情 における人間性

あるいは歴史 にせ よ、第二版にお いては、もはや 「万有の直観」を示す ものではなく、「感

情」を刺激す るものとして述べ られていることである。先の引用文中に、 これか ら宗教 を

見出すために読者 を案 内するところとして 「人間と世界 との生き生き としたつなが りが感

情 として形成されるところ」と言われている通 りである。

ここでは、 この部分か ら代表的な箇所を初版 と第二版とを対比させて見ておきたい。

外なる自然についての叙述は次の ごとくである。

【初版】

これ ら (自然) の現象は、どれほど強 く君た

ちを感動 させ ようと、やは り世界を直観する

にふ さわ しいものではない490。

【第二版】

多 くの人が褒 め称え る自然 につ いての喜び

が、真 に宗教的なものである ことはほとんど

考 えられない。[…] これは宗教的な知覚では

もちろんあり得ない し、純粋な感情を刺激す

る こともできない491。

自然界の法則性 についてのくだ りは次のごとくである。

【初版】

あ りきた りの眼にも、それ らの法則の中に真

っ先 に認めることができるのは、天上地上で

全ての運動が繰 り返 している秩序であ り、星

辰 の一定 した軌道や全ての有機的な 力の均

一な行きつ戻 りつの動きであり […] 自然の造

形的な働 きの中の形式 は永遠に変わ らな い

とい うことなのである。しか し、そういうこ

【第二版】

しか し、この法則 によって、最 も持続的 に繰

り返 し私たちの心を動かす もの、それゆえに

また凡俗な知覚 にも見落 とされないものは、

天上や地上での全ての運 動が繰 り返 してい

る秩序であ り、一定 した全ての有機的力の行

きつ戻 りつの運動であ り […] 自然の造形的な

働 きの 中の形式 は永遠 に変わ らな いという

490 [R1: 81]
491 [R2: 86]
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とは 、万有 の直観 に 当たって 、最 も取 るに足

りな い ことで ある492。

ことなのである。一つを他の もの と比較す る

ことが許 される限 り、それは少な くとも生き

た大いなる宗教的感情 を提供す るので ある

493。

宗教の領域として 自然に勝るものとして 「心情」が取 り上げられる箇所の改訂 も印象的で

ある。

【初版】

ところで、愛 といい反発 というのは何であろ

うか。個性 といい、統一というのは何であろ

うか。 これ らの概念 を通 じて初めて君たち

は、自然は本 当の意味で万有 の直観であると

する ことができるのだが、君たちは、それ ら

の概念 を自然か ら手に入れたのだろ うか。そ

れ はも ともと心情の内奥に発 して いるので

あって、そ こか ら初めてあの自然を指し示す

のではなかろうか。とすれば、心情 こそ宗教

が本 当に 目指す もので あり、そ こか ら万有の

直観 を得るのである494。

【第二版】

しかし、私たちの中にあるこの感情を刺激す

るもの、すなわち、愛 は反発、自然にお ける

固有性や統一、それ らによって初めて自然は

あの感情を生じるので あるが、それ らを私た

ちは、そんなに容易に初めか ら自然の中に見

出すのだろうか。事情はそ うではない。自然

か ら真に宗教的なものを享受する というこ

とは、ほとん ど無いのである。なぜな ら、私

たちの感覚は、全 く別の方面に傾いてお り、

私たちは これ を特 に心情 の内部 において直

接知覚す るのであ り、そ こか ら初めて物質的

な自然へ移ってゆくのである。それゆえ、私

たちにとっては心情 こそが宗教の場であり、

宗教 に最 も近い世界なので ある495。

最後に歴史についての記述 は以下の通 りである。

【初版】 【第二版】

492 [R1: 83]
493 [R2: 88]
494 [R1: 87]
495 [R2: 93]
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しか し、人間性は、その存在において直観す

るだ けでなく、その生成の相においても直観

されなければな らない。[…] 歴史の領域の

中には、宗教の最 も崇高な直観が含 まれてい

る496。

しか し、単 に感情は、その現われにおいて世

界 と感情の宿る個 々人の間をあち らこち ら

漂っているわけではない。そ うではな く、私

た ちを動かす全ての ものが生成物 であるよ

うに、私たち自身もまたその生成されるもの

に感動 させ られ、それを把握するということ

以外 の何 ものでもない。[…] 歴史において最

も繊細 な ものは決 して学問的 なものではな

く、ただ感情において、宗教的心情 によって

捉 えられ るので ある497。

以上の部分的な比較か らだけでも、第二版にお いて、以下 に 「感情」が前面 に押 し出さ

れ、宗教固有 の領域 として説明されているかが分かる と思 う。正 に第二版にお いては、 こ

の 「感情」こそ 「宗教の美 しい香 り豊かな花」なのである498。

c) 神観念

リプジウス (Lipsius) は、初版か ら第二版への改訂 にお いて、シュライ アーマッハーの神

観念 に大 きな変化があったとし、宗教の内実が 「直観」か ら 「感情」へ移行 した ことも、

この変化か ら説明 しよ うと試みた499。そのような試みはフーバーやジュースキ ン トの批判

によって、その根拠の薄弱な ことが明 らかにされたが500、 しか し、少な くとも 「神」 とい

う言葉の用 い方 に変化があった ことまでは否定されていない。実際、初版と第二版の 「神」

及び 「不死」の概念 について記 された箇所を比較する者 には、両者の相違は明白である。

【初版】

私が初めか らそれ ら 〔神や不死〕 の問題は、

【第二版】

私は 自分が不死 について全 く語 らなか った、

496 [R1: 99f.]
497 [R2: 102f.]
498 [Ebd.: 79]
499 [Lipsius1875: 173]
500 [Suskind 1909: 102f.][Huber 1901: 56]
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宗教 の要点で もな く主要部分 をなす もので

もない と説 いて いた ことを どうか思 い起 こ

してください。私が宗教の輪郭 を描いて見せ

た時、神 を見出 し得る道をも暗示 しておいた

ことを思い起 こして ください501。

あるいは神について もほ とん ど語 らなかっ

た とは決 して思わない。そ うではな く、両者

は、私が君たちに宗教の要素 として提示 した

もの全てに、そのいずれ にも存在 したのだ502

初版 においては 「暗示」にすぎなか った 「神」や 「不死」は、第二版においては 「存在

した」 と言われ るのである。

【初版】

私の宗教は万有 を目指 して励んでいるので

ある。万有の中では人間性は […] 無限に小さ

な一部分、一つ の移 ろい行 く形式で しかな

い。それな らば、人間性の守護神に過ぎない

ような神が、私 の宗教の中で、最高のもので

あ りえるだろうか503。

【第二版】

私 たちにとって感情が敬虔な活動 として認

め られるのは、感情 において何か個 々のもの

ではな く、全体が私たちに接する限 りにおい

てであり、 したが って […] 他な らぬ神が、私

たちの生の中へ入って きて […] 神 的なもの

が、直接私たちの中に刺激 され現れ出るので

ある。したがって、私が君たちに宗教 という

ものを、神抜きで描 いて見せた と誰が言えよ

うか。私が現 して見せたのは、私たちの中に

おける、感情を通 しての直接的で根源的な神

の存在以外の何もので もないのである504。

ここでは、「神」は 「感情」が敬虔な活動 として認め られるために必要な条件にさえなっ

ているのである。

501 [R1: 123]
502 [R2: 120]
503 [R1: 125]
504 [R2: 121f.]
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しか し、ここで注意 しな けれ ばな らない ことは、第二版においても、いわゆる概念 とし

ての 「神」、 とりわけ 「人格神」は、宗教にとって必ず しも本質的ではないとして、退け ら

れていることである。「人が概念において神的なものを求めれば求めるほ ど、いよいよ彼 は

自分が分か らな くなる。[…] 非常に多 くの人々が、確かにそのような 〔概念上の〕神 を信 じ

受け入れているが、決 して敬虔ではない。また、この概念は、そ こか ら彼 らの敬虔が成長

してくるよ うな核では決 して無い。なぜな ら、それは自らの うちに生命 を持 ってはお らず、

ただ感情 を通 してのみ生命は宿るのだか らで ある」505と言われている通 りである。

したがって、第二版において は、概念 としての 「神」 と 「感情」 における 「神」 とが明

確に区別 されてお り、前者は宗教の付属物 に過ぎないが、後者は宗教 にとって本質的なも

の とされ るのである。第二版 において新た に加筆された次の言葉 も、この ことを裏付ける。

「神が感情において人間に対 して現存するその仕方が、宗教の価値 を決定するのであって、

神を概念 において模写する仕方が決定するのではない」。「〔神 を人格的 に考 える ことの〕拒

否は、感情における神の現在 に反対を唱えることではない」506。

初版、第二版 を通じて、 シュライアーマ ッハーは 「人間性の守護神」に過 ぎない 「人格

神」、 「概念 としての神」を宗教にとって本質的なもの と考えない。この点 に変化はない。

しかし、第二版においては、 「感情 にお ける神」が宗教の価値を決定す る中心的要素 とされ

る。これは初版には見 られなかった新 しさである。 この時、 「神」は、先 に見たように 「感

情」が敬虔であることの条件 とさえ言われるのである。 このような変化 は どのように説明

した らよいであろうか。ジョンソンは 「初版 において宗教の対象であった万有は、第二版

において神及び世界 となった」 と言 う507。多義的で曖昧な 「万有」が、学術用語として不

適切であることは、シュライアーマッハー 自身 自覚 していたのであ り、 『宗教論』の後の版

になるほど、 この語は用い られな くな り、『信仰論』では全 く姿 を消す という事実が、その

ことをよ く示 している。したが って、初版 において宗教の内実を表現す る 「最高の公式」

であった 「万有 の直観」が、第二版 において 「感情における神」 となった ということは、

505 [Ebd.: 124]
506 [Ebd.: 127]
507 [Johnson: 48]
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容易に了解できる。初版か ら第二版への改訂 において、宗教の内実が 「直観」か ら 「感情」

へ移行 した ことは、既 に示 したが、 「万有」 という概念 も、その曖昧さゆえに今や後退 し、

「神」がそれに取って代わ るのである。そ の 「神」は、 しか し、 「感情」においてのみ現在

し得 る 「生ける神」で あり、内容的 には、初版の 「万有の直観」 と同一なのである。

d) 諸宗教 について

最後 に、諸宗 教についての記述 も一瞥 しておきたい。 ここには根本的な改訂は認め られ

ないが、やは り 「直観」を用いているくだ りに改訂が認め られる。

例えば、宗教 を特定 の形式 (事実的宗教) が多数あるもの として受け取 らね ばな らない

理由を論 じる箇所。

【初版】

〔複数の宗教が存在する理 由は〕無限者 の直

観は、全て完全に独立してお り、他のものに

依存せず、他のものを必然的結果 として伴う

ことがないか らだ。無限者の直観は、限 りな

く多 くあって、なぜそれ らが他の直観 と、他

な らぬ現 にあるよ うな具合 に関係付 け られ

るのか という理 由は、直観そのものには含 ま

れて いないか らで ある。しかも、それ らの直

観を別の一点 に立って眺め、別の直観 と関係

付けるな らば、それはまるで違ったものに見

えて くる508。

【第二版】

もし宗教が、人がそれを自分の生として直接

的に感 じるよ うな万有における人間の神 に

対す るあ らゆる関係の総体であり、宗教が存

在すべき ところでは、人は個 々のもの、ある

いは全体 に眼を注 ぐとするなら、至る所で こ

の関係が現れねばならない。さもな くば、そ

れは未発達 な破壊 された生に過 ぎないか ら

である。[…] しか し、宗教はどこでも同じ仕

方で存在で きるわけではない。[…] 私たちが

一つの場所 を占めているものである限 り、全

体 に対する人間の関係には、遠近があ り、そ

の ことは必然的に各々の感情を、一人一人の

生において異な って規定す るので ある。ま

た、私たちが個人である限 り、どの人も何 ら

かの宗教的知覚や感情に対する感受性を他

508 [R1: 249]
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の もの に対す るよ りも多 く持っているので

あ り、このように全てが異な っているのであ

る509。

諸宗教の存在、無数の事実的宗教 の存在理由を、初版では無限者の 「直観」の多数性 と、

その一つ一つの独立性 によって説明したのに対 し、第二版 においては、「神」と人間の関係

の多数性 と、それが人の生に喚起す る 「感情」の多様性によって説明す るのである。

同様な変更の事例は、い くつも見つ けることができる。例 えば初版 における宗教が個体

化 される原理 について。

【初版】

万有の直観のどれか一つが、自らの勝手な意

思で宗教全体の中心 とな り、宗教全体の中に

含 まれ た全てが この中心に関係付 けられ る

510。

【第二版】

万有における人間性の大いなる関係のうち

の一つが、ある仕方で宗教全体 の中心点にさ

せ られ、他の全ての ものは、この一つの関係

に関連 させ られる511。

さらに事実的宗教についての説明。

【初版】

こういう風 に一切が中心で ある直観に関係

付けられて見 られ、かつ感 じられるならば、

それがいつ、どこで形づ くられよ うと、どれ

が選 ばれた直観であろうとかまわない。そ う

いう形式 こそ正 に一つ の独 自な事実的宗教

なのである512。

【第二版】

こういう風に一切が、全て他のものを仲介 あ

るいは自分のうちに受け入れる神関係に関

連付 け られて見 られ 、かつ感 じられ るな ら

ば、それがいつ、どこで形づ くられようと、

どれが選ばれた関係になろうとか まわない。

そ ういう宗教の形式 こそ、正 に一つの独 自な

509 [R2: 247f.]
510 [R1: 259f.]
511 [R2: 256]
512 [R1: 260]
513 [R2: 257]
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事実 的宗 教な ので ある」513。

初版の 「直観」が、第二版では 「神関係」 に置き換え られている ことは明白である。

また人が、 自分の宗教を決定する消息 について。

【初版】

人が現存する宗教の一つに安住するか、それ

とも一つの独 自なものを樹立するかは、単 に

どういう宇宙 の直観が、先ず彼を本当に生き

生き と捉えたかによる514。

【第二版】

彼が現存す る宗教の一つ に安住するか、それ

とも一つの独 自なものを樹立するかは、単 に

どういう 〔神 との〕関係が、彼の中で、根本

感情 として、またあ らゆる宗教の中心点 とし

て発展するかによる515。

このよ うに第二版においては、事実的宗教を決定す るものも、 もはや 「根本直観」516で

はな く 「根本感情」なのである。

(ii) 改訂の動機 ―シェ リングとの確執

以上見てきた 『宗教論』改訂 の動機を検討す ることが次の課題である。 前述 したように

改訂 の中心 は 「宗教の本質が哲学 との相違 において明らかにされるところ」であった。そ

して、 ここで言われている 「哲学」 とは、具体的 には、当時ベル リン ・ロマ ン派のサーク

ル を介 して、シュライアーマ ッハー もその影響下 にあったシェリングの哲学であることは、

これ までも指摘 されてきた。実際、初版執筆前後のシュライアーマ ッハーが、シェリング

に深 い関心を寄せていたことが、彼の 日記や書簡か ら知 られる。両者の思想的な影響関係、

およびそれが初版改訂 に与えた影響は どのような ものであったのだろうか。

まず、考え られるのは、初版に与 えたシェリングの影響である。た とえばフーバーは、

初版の 「秘密に満ちた瞬間」は、シェリングの 「知的直観」以外の何 もので もなく、シュ

514 [R1: 262]
515 [R2: 258]
516 [R1: 265]
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ライアーマッハー は、初版において シェリングの思想の多 くを自分のもの として用いた と

言 う517。その結果、シュライアーマ ッハーの宗教的直観は、 シェ リングの 「知的直観」 と

見紛 うばか りに似 たものとなって しまい、多 くの読者 に対 し、宗教 を哲学か ら識別できな

いようにしてしまった。そ こでシュライアーマ ッハーは、第二版において、極力宗教が哲

学でないことを示そうと試みるのである。宗教を叙述 した ところで哲学を思 い出させるよ

うなものは、すべて消 し去 るという課題に取 り組む。そ して、それは疑い もな く 「直観」

概念である。 このようにして フーバーは第二版 にお ける 「直観」の宗教規定か らの後退を

説明する。

これとは逆 に、初版が シェ リングに与えた影響に注 目す る必要 もあろう。 シェリングは

1801年 以降、初版を熱心 に研究 し、その影響下で同一哲学 を発展 させ、シュライアーマッ

ハーの 「万有 の直観」 と非常に紛 らわ しい 「知的直観」につ いて語 った。そのためシュラ

イアーマッハーは宗教概念 をシェリングの哲学か ら峻別するために、第二版 においては、

感情のみを宗教 の本質 と規定 し、あらゆる知的なものを締め出さねばな らなかった という

解釈である。 実際、 シェリングは1800年 以前には 「万有」 という表現 をまれ にしか用い

ていないのに、『我が哲学体系の叙述』(1801年) 以降 (この著作において彼は同一哲学 を

確立 した)「 万有」の使用が一層頻繁になるのは、明 らか に初版の影響であるといわれる。

すなわち、フックスによれば 「第二版 にお ける宗教概念の改変は、シェ リングの同一哲学

との対決か ら説明できる。なぜな らシェリングが同一哲学の体系を確立 して以来、万有の

直観について語 るゆえに、シュライアーマッハーは他の概念 を選び、直観概念 を捨てなけ

ればな らなかった」518のである。

ジュースキン トは、 この解釈 を更に詳細に展開 しつつ次のよ うに言 う。 「シュライアーマ

ッハーが初 版にお いて シェ リングの思想の多 くを 自分 のもの と して用 いた ということに

(初版か ら第二版への) 改訂 の原因があるのではなく、シェリングが1801年 以降シュライ

アーマ ッハーの根本直観 を自分の新 しい体系の中心 として用いた ことの中にその原因はあ

る。初版 において宗教の本質を形成 していた万有の直観は、今や シェリングの同一哲学 の

517 [Huber 1901: 57f.]
518 [Fuchs 1903: 84, 92]
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体 系において、その本質として発展 させ られたので ある。それ によってシュライアーマ ッ

ハーは、 自分の宗教のために、というのは、それは同時に哲学で はあ りえなかったか ら、

他の概念、他の基礎付けを求めるよ うに強 いられたのである。そ して、その解決 を効果的

な転換の中に、すなわち、直観か ら感情へ退 くことに求めたのである」519。

両者 の確執 は、前節で考察 したシェ リングの 『学問論』 にお いても間接的に示唆されて

いる。すなわちシェリングは宗教 と道徳 に対する 自分の哲学の関係を論 じる文脈でシュラ

イアーマッハーの 『宗教論』初版の内容 を仄めか しつつ次のように言 う。 「宗教の本質を新

た に告知 し、生き生きと力強 くそれ を表現 し、宗教の道徳 と哲学か らの独立を主張 した人々

は立派で ある。 しか し、この人々が、宗教が哲学 によって達せ られない ことを主張 しよう

とす るな ら、彼 らは同 じ理 由か ら、宗教が哲学 を与え得ない こと、あるいは哲学に代わ り

得ないことをも主張 しな くてはな らない。 あらゆる客観的な能力によ らず達せ られるもの

は、内面的な美 となる自己調和で ある。 しか し、この内面的な美をも、学問においてであ

れ、芸術 においてであれ、客観的に叙述 しようとする ことは、そのような単 に主観的な才

能 とは非常 に異なる課題である。それゆえに、それ 自身は立派な彼 らの調和を求める努力

を […] 外 に向かっても示す ことのできる能力と考える人々は、よ り高い条件がなければ、

ただ詩や哲学その ものよ りも、むしろ憧憬だけを表白するにとどまり、詩 と哲学のいずれ

において も形の無いものに働 きかけ、哲学においては体系を誹謗す る。 しか し、彼 らは体

系を作 ることも、またそれ を象徴的表現 と解す ることもできないのである」520。

シュライアーマ ッハーが、 この批判を重大視 したのは当然である。それは単 に、自分 に

は宗教 における 「主観的な才能」は認め られるけれども、それは 「憧憬」の表白にとどま

り、宗教 を客観的 に表現す る能力に欠けて いる と言われた というだけのことではない。彼

にとって さらに重要に思えたのは、シェリングにおいて宗教 の客観的姿が、哲学的あるい

は芸術的能力の問題であるかのようにみなされていることである。

実際、シェリングにとって、宗教と哲学 とは非常 に密接 に関係 していたので、次のよう

に言 われる。宗教は 「普遍的客観的直観に向かって生成す る思弁そのものである」。 「真の

519 [Suskind 1909: 107/108]
520 [MAS: 72/73]
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哲学はどれ も、宗教 において客観的に新 しい直観の、永遠 の源泉になるように努める」521。

すなわち、宗教の目標は哲学であ り、真の哲学は宗教の源泉だというのである。また、彼

によれば、宗教は哲学的概念世界の 「象徴的表現」522であって、両者の原理 は同一である。

その原理 とは、無限者と有限者との統一であ り、「神 と世界との同一性」523である。それが

違 った仕方で両者 にお いて展開 しているだけなので ある。 この意味にお いて シェリングは

すでに 『ブルー ノ』(1802年) 及び 『哲学的体系に基づ く詳論』(1802年) において三位一

体論的 ドグマを、同一哲学体系の根本思想の象徴的表現 として取 り扱 った後に、1803年 の

講義においては思弁哲学の最初の画期的な計画 を立案 した といわれる。 したが って、 シェ

リングにとって宗教と哲学 とは、最終的基盤においては完全に同一だったのである。

以上のようなシェ リングとの対決にお いて第二版 における宗教概念 は成立 した とジュー

スキ ン トは説明す るのである。シュライ アーマッハーが、初版において宗教 の本質 と見な

した 「万有 の直観」を、 シェリングが自分の哲学の内容 として定め、宗教 と哲学 とを原理

において同一 と説明 した後では、両者の間 に相違がな くな り、公 にはかな りの人によって

彼 はシェリング主義者 と見な された。そ こで彼 は哲学 に対する宗教の確保のために、自分

の宗教的直観 と、シェ リングの哲学的直観 との問に存在す る違いを示す ことでは納得でき

ず、自分の直観 を根本か ら改訂 し、「万有の直観」 という中心概念 自体 を放棄 しなければな

らなかった。「この ことが宗教概念の基礎付けに対 し意味す るのは、すでに示されたように、

直観、すなわち、すべて対象的な意識 は知的な認識の領域 にのみ属 し、宗教 とは無関係で

あるということ、宗教的生は主観的 自己意識の世界、すなわち、感覚 と感情 のみを包括す

るということである」524。

このよ うなジュースキ ントによる 『宗教論』第二版の解釈、すなわち、初版の宗教概念

が持 っていた 「直観」 という対象的契機が第二版においては断念 され、 「感情」という主観

的契機 に 「後退」 した。その結果、宗教的生は主観的 自己意識 の世界 に限定 される ことに

なったという主張は、第二版の宗教概念のみな らず、 シュライ アーマ ッハーの思想体系に

521 [Ebd.: 108f.]
522 [Ebd.: 115]
523 [Ebd.: 117]
524 [Suskind 1909: 154/155]
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おける中心的な 「感情」概念 の解釈 と関わ るゆえに、本節のまとめとして項を改めてさら

に批判的に検討 したい。

(iii) まとめ

一般 にシュライアーマ ッハーの 「感情」を主観的と判断するのは、ジュースキ ン トだけ

ではない。た とえばエー ミル ・ブルンナーは言 う。「第二版以降、直観 と感情 という公式に

代わ って、今や、宗教 は感情であるという規定が登場す ることによって、宗教概念が単純

化 された ことは周知のとお りである」。「彼 は概念的思惟 と同じく、否、おそ らくそれ以上

に、単なる観念の戯れのみを許す客観性 を嫌った。すなわち、かつてのヘル ンフー ト派で

あった者 にとっては、 どうしても宗教 に属すべき交わ りの深さ、温か さ、親 しい関係 を保

証 して くれない客観性を嫌 ったのである」。 「ただ主観性、純粋に自己 の内に留まること、

すなわち、客観的 ・異質的な ものは、もはや何 もの も見出されな い純粋な内面性、それだ

けが信仰 の目標である宗教の本質 とな り得た」525。また、ル ドルフ ・オ ットー も 「宗教的

感情 とは、彼 (シュライアーマッハー) によれば、自己感情、私 自身の固有な特定の感情、

すなわち、私の依存性 の感情なのである。だか ら、彼によれば、私 の依 存感情 を、私以外

の源 に導き考 えつつ帰納 して初めて、人は神 に出会 うことになる」526という。 それぞれ立

場 を異にするとはいえ、シュライアーマ ッハーの 「感情」が、客観的対象を欠いた主観性

に堕 しているとの批判である。 このよ うな観点か らすれば、初版か ら第二版への改訂 は、

主観性の徹底、内面性の純化以外の何もので もないだろう。

しか し果た して シュライアーマ ッハーは、本 当にブル ンナーやオ ッ トーが言 うように、

客観 的対象的契機 を持 たない純粋 な内面性 を 「感情」の内実と考 えているのだろうか。彼

が、特 に第二版以降、もっぱら 「感情」 を宗教の内実 として前面に出す とき、その 「感情」

は、 まった く対象的契機 を含 まない ものなのであろうか。すでに私 たちは、直観期に至る

過程で、 シュライアーマッハーがス ピノザ を媒介にヤコー ビを批判 して、「存在の感情」に

ついて語 り、それが単 に主観的な気分や情緒ではな く、実在の直接的な確信を表現するも

のであるのを見てきた。第二版にお ける 「感情」もその文脈で理解 しなければな らないの

525 [Brunner1924:57]
526 [Otto1917](邦 訳p.21)
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ではないか。このことに関連し、ジュースキン トが興味深 い発言を している。すなわち 「シ

ュライアーマッハーが (第二版 にお いて) 直観 と感情よ りも、む しろ知覚 と感情を好んで

用いるとき、それによって初版の立場は明 らか に維持 され 、直観 の持つ対象的契機 を宗教

意識の内容か ら締 め出す こと、および宗教 を純粋 に意識の主観性へ取 り返す ことは不可能

な ことが証明される。 この不可能性 は、一層隠 された形ではあるが、直観がまった く削除

され、感情がその場所 を占めるところにおいても明 らかである。そ こでは、その都度感情

に対 し、感情が与えることのできないもの、すなわち客観 の把握が求め られている」527。彼

が指摘するのは、た とえば第二版 において宗教の対象 としての 「歴史」が論 じられている

個所である。歴史 は第二版において も、宗教の最高の対象 といわれている。ただ歴史 を自

分のものにす る器官はもはや 「直観」ではな く、 「感情」である。すなわち 「歴史の中のも

っとも微妙なもの、繊細な ものは、決 して知的 には捉える ことはで きず 、ただ感情におい

て宗教的心情 によって把握される」528と言われる。ジュースキ ン トによれ ば、このような

主張は 「完全な内的矛盾」529である。なぜなら、第二版 において も歴史理解の上で重要な

ことは、人間性 を 「万有のもっ とも大きな普遍的行為 としてみる こと」であ り、また 「人

間性 のさまざまな時期 を、よ り確かな基準によって比較 し」そ こか ら 「万有の歩み とその

法則の形式 とを認識す ること」530で あるな らば、 どのよ うな正当性を持 ってシュライアー

マ ッハーは、それが 「感情」の機能である と言 うことがで きるのか理解できな い。その他

にも宗教的意識の客観的内容を 「直観」の代わ りに 「感情」 に帰するという 「無理な試み」

が、第二講だけで もかな りあるよ うに思われると彼 は言 う531。

事実第二版には、 ジュースキ ン トの この指摘 を裏付ける個所が多 くある。た とえば次の

ような言葉である。 「神的なものが、直接私たちの中に、感情を通 して刺激され、現われ出

る」532。「私が現 して見せるものは、私たちの内なる感情 を通 しての直接的根源的な神の存

527 [Suskind 1909:157f.]
528 [R2:103]
529 [Suskind1909:158]
530 [R2:103]
531 [Suskind1909:158]
532 [R2:122]
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在以外の何 ものでもない」533。「神が人間に対 して感情 において現在す る。その仕方が宗教

の価値を決定する」534。「神に対する私たちの関係が感情の内容であり、そ こでは個 々のも

のは消え去 る」535。 これ らの個所 は、いずれ も 「感情」が神 という宗教の対象を内に含む

ものであることを示 している。そ して、ジュースキ ン トによれば、それは第二版の 「完全

な内的矛盾」、改訂が 「無理な試み」、あるいは不徹底で あることの証拠、初版の立場の残

留に他な らないのであった。

しか し、これ ら第二版の引用個所が、いずれ も新た に改訂 された個所であることを思 う

とき、ジュースキン トの解釈は不 自然 と思わざるを得ない。む しろ、一般 に 「感情」 とい

う概念か ら予想 され るものとは異なった宗教固有の感性 としてシュライアーマ ッハーが規

定するものが ここに示されていると考 えるほうが自然ではないだろうか。それは、客観的 ・

対象的な契機を内包す る感情概念で あり、初版 にお ける 「万有の直観 (客観的契機) と感

情 (主観的契機)」 の同一性 としての 「感性 (Sinn)」 を内実 とするような 「感情」である。

そ して、さ らにシュライアーマ ッハーの後期の 『キ リス ト教信仰論』 にお ける次のような

宗教規定 「敬虔のさまざまな現われに共通な もの、それによって、経験 を同時に他のすべ

ての感情か ら区別 し、したがって、それ 自身普遍的敬虔の本質をなすものは、私たちが 自

己 自身を絶対的 に依存 しているものとして、換言すれば、神 と関係 しているもの として意

識する ことである」536に連なる感情概念である。したがって、体系期の「絶対依存感情」が、

内容的にはシェ リング との批判的対決 を経た 『宗教論』第二版 にすで に認め られる し、さ

らには序において考察された直観期以前のス ピノザ研究における「存在するものの感情」に

萌芽的に認め られるのである。

最後 にこのような 「感情」概念の思想史的系譜 を考察 しておきたい。 シュライ アーマッ

ハーの 「感情」概念 の対象志向性537に注 目して、 ロバー ト・ウイ リアムスはシュライアー

533 [Ebd.:122]
534 [Ebd.:127]
535 [Ebd.:131]
536 [GL2:23]
537 ピー タ ー ・バ ー ガ ー は 、 シ ュ ラ イ ア ー マ ッハ ー の 「感 情 」 概 念 につ いて 、 「私 は シ ュ ライ アー マ ッハ ー

の 感 情 (Gefuhl) と い う言 葉 を経 験 (experience) と訳 す が 、これ は 彼 の 意 図 に ま っ た く合 致 して い る と 同時

に、 これ を情 緒 (feeling) と訳 す こ とで 生 じ る誤 解 を避 け られ る と思 う」 と述 べ て い る537。 す なわ ち 「情緒 」

という限 り、これは対象を含まない純粋な主観性であり、これではシュライアーマッハーの「感情」の持つ
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マッハーの 「感情」の哲学史上の独 自性 を主張す る538。すなわち彼によれば、哲学史にお

いて繰 り返 し現れてきた二つの感情概念がある。一つは、大陸合理論、 と りわけライ プニ

ッツに代表されるもので、それによれば、感情 は実在の直接的自己超越的な把握である。

すなわち、感情は志向的 (intentional) な ものである。しか し、他方 この立場によれば、感情

は知識の単なる原初的な混乱 した形式 と見なされ、その 自律性 は否定され る。 もう一つの

理解 はカン トに代表 され るもので、それ によれば、感情は自律的で能力 として独 自なもの

である。 しか し、感情は自己を超えた実在の直接的把握 とは考 え られない。それは単なる

心理的情緒的な意識の様態 に過ぎず、その自己超越性や志向性は否定 される。感情は対象

を現さず、主観性の構造のみを表現する。『宗教論』第二版以降の シュライアーマッハーの

「感情」概念は、上の二見解の中間に位置す るというのである。ライ プニ ッツと共に、シ

ュライアーマッハーは、「感情」が実在の直接的把握であると考 える。それは単なる心理状

態 に還元 されない。そ のような ものとして 「感情」は、自己を超越 した世界の直接的意識

であ り、また世界に対する独 自な応答なのである。 しか し、同時 に 「感情」は、認識で も

行為でもない独 自な領域 を有する。 こうした 「感情」の 自律性 という点で は、彼 はカン ト

に従 う。このようにシュライアーマ ッハー の 「感情」は、志向的かつ自律的な ものである。

以上のような ウイ リアムスによるシュライアーマ ッハーの 「感情」の特徴付けの正当性

は、 これまで 『宗教論』第二版のテキス トを検 討 してきた ところか ら明 らかであろう。し

か し、それ をもって哲学史にお ける独 自性 を主張する ことは、ウイ リアムスの議論が、カ

ン トにおける 「感情」 と 「感性」 を無造作 に同一視 していることか らも予想 されるように

早計である。その例証 として、ヘルダーの 「感情」概念に言及 しておきたい。

ヘルダーは 『彫塑論』において、人間の認識能力としての 「感情」 を体 系的 に論 じてい

る。ここで前もって注意しておかねばな らない ことは、ヘルダーが 「感情 (Gefuhl)」 を 「触

覚」という意味で用いていることである。したがって、以下のヘルダーか らの引用文 中 「触

覚 (感情)」 はすべてGefuhlが 用いられている。

内容は伝わらない。むしろ明確な客体への志向性を持つ 「経験」と訳すべきだというのである。[バーガー

1987:270]
538 [Williams1978:24f.]
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ヘルダーは、人間が持つ三つの感覚 「視覚」 「聴覚」 「触覚 (感情)」 について次のように

言 う。「私たちは 自己の外にある対象を <横に並んでいるもの> として捉える感覚、<時 間

的に前後す るもの> として捉える感覚、<内 部に入 り込んで くるもの> として捉える感覚 を

持つ。すなわち視覚 と聴覚と触覚 (感情) で ある」539。ここでヘルダーが、「感情」を 「触

覚」 という意味で用い、 「自己 の外 にある対象を捉える感覚」 と規定する ことによ り、「感

情」に対象志向性、 自己超越性 を承認 して いる ことは明 らかで ある。さ らに彼は、生まれ

なが らに視 力を奪われて いた人が、成人 した後 に突如視 力が回復 した場合、その人には当

初、目に映 るすべてのものが平面 に見えるという事例か ら、次のように言 う。「視覚は私た

ちに形状 を示すだけであ り、ただ触覚 (感情) のみが立体 を示す。形をなすすべては、手

で触れる感覚 (dastastende Gefuhl) によってのみ認識 される。視覚によってはただ平面のみ

が、すなわち立体ではな く、単 に目に見える光 の平面が認識されるに過 ぎない」540。した

がって、ヘルダーによれば真理の認識のためにより根本的なのは 「触覚 (感情)」 である。

「この感覚 (Gefuhl) が、絶えず視覚の土台であ り証人でな けれ ばならない」。「視覚 にあ

るのは夢、真理は触覚 (感情) にある」541。さらにヘルダーは、『彫塑論』の準備草稿 「触

覚 (感情) という感覚につ いて」542において、要約す ると次 のような主張を展開す る。す

べては触覚 (感情) か ら出発 し、そ こに帰って くるのでなければならない。あらゆる概念

を触覚 (感情) とその感覚に還元するというのは何 とす ばらしい企てだろう! 盲人が考案

した言語が あった とした らそれ はどんなものであろう。その名詞、形容詞、動詞には どん

な強さ、真理、現実性が ある ことだろう。その名詞 は真の名詞、すなわち、実体その もの

を表す ものであ り、その形容詞 は色彩的絵画的なものではな く、強烈 に感 じることのでき

るものであろう。 まして動詞 にお いてその真実さは比較にな らないだろう。触覚 (感情)

の世界は、直接的現在の世界そのものである。彼は視力 をもたないゆえに隔た りを知 らな

い。試みに盲人の哲学者 になって世界を考えてみよう。その哲学の第一原理は <われ触れ

539 [Herder1778:11]
540 [Ebd.:5f.]
541 [Ebd.:9]
542 [Herder1768-69]

159



る (=感 じる)、 ゆえ にわれ在 り> とな るで あ ろ う543。

以上のようなヘルダーの 「触覚(感 情)」 論を見 るとき、ウイ リアムスのように対象志向

性 と能力としての 自律性 という特徴付けを持って シュライアーマ ッハーの 「感情」を哲学

史上独 自であると主張できない ことは明 らかである。内容的な先駆 を明 らかにヘルダー の

「感情」概念に認めることができる。では、両者の影 響関係はどのようなものであったの

だろうか。

シュライアーマ ッハー 自身はヘルダーの影響を直接示唆するような言動をほ とん どして

いない。わずかに1798年1月15日 付のアウグス ト・ヴェルヘルム ・シュレーゲル宛の書簡

においてシュレーゲル とヘルダーの関係について触れているのと544、1798年 か ら1801年

の間に記された とされる随想録の中で、ヘルダーのキ リス ト教が今の時代に非常に強 く現

れていると客観的な記述を しているのみである猫 。 しか し、 シュライ アーマッハーの姉シ

ャルロッテが、彼 に宛てた書簡の中で、再三ヘルダー に言及 し、それを愛読 していると知

らせていること546、1796年10月24日 の書簡では 「あなたはもう読んだで しょうか、どう

ぞできるだけ早 くヘルダーの 『人間性促進のための書簡』を送って下さい」 と書いて いる

こと547などか ら、シュライアーマッハーがヘルダーを読んでいた ことは確実で ある。実際

多くの研究者が両者の思想の類似性 を指摘 している。例えばマルチン・レーデカーは 「宗教

に関す る領域 においてヘルダーは、後にシュライアーマ ッハーが 『宗教論』において展開

するのと類似 した思想を持っていた」 と言 い548、エマヌエル ・ヒル シュは 「シュライ アー

マ ッハーの 『宗教論』は、ヘルダーの先駆な しには考 え られない」 とさえ言 う549。例 えば

ヘルダーが、宗教の最 も祝福 と慰めに満 ちた出会いは 「あ らゆる有限者 の中に無限者 を予

感する こと」550と いうとき、これはシュライアーマ ッハーの 『宗教論』初版における 「す

べての個体を全体の一部 として受取 り、すべての有 限者 を無限者の表現 として受取る、 こ

543 [Ebd.: 98]
544 [KGA V/2: 254]
545 [KGA I/2:128]
546 [KGA V/2:15, 195, 239]
547 [Ebd.: 15]
548 [RGG 3: 239]
549 [Hirsch 1952:218f.]
550 [Ebd.:218]
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れが宗教である」551と いう言葉 と全 く同 じ響きであると言ってよいだろう。さらにこのよ

うな 「無限者の予感」に対 して、概念は二次的な ものに過ぎない とヘル ダーは言 うが552、

これもシュライアーマッハーが 『宗教論』初版で主張するところで ある553。さらに啓示概

念 における両者の一致が指摘できる。ヘル ダーによれば、世界は神の力に満ちた神性の写

しであ り、世界に存在す るものすべてが神の啓示であると言われ554、 シュライ アーマ ッハ

ーは 「私に とってはことごとくが奇蹟である。[…]啓 示 とは何か、万有の根源的な新 しい

直観は、 どれ もみな一つの啓示である」 という555。

以上のようにシュライアーマッハー とヘルダーの類似は明らかである。シュライアーマ

ッハーの 「感情」は、ヘルダーのみな らずその同時代人のヤコービ (『宗教論』初版執筆前

後のヤコー ビとの深いかかわ りは既述 した とお りである。またシュライアーマ ッハーは 『宗

教論』第三版序文 においてヤコー ビへの依存を告白している556) 、さらにはハーマン、そ し

て 「私たちにとって、存在す ることは感 じることだ」557と言 ったルソーにまで遡 る 「感情」

概念の系譜に属すると考え られる。

第2章 対 カ ン ト・フィ ヒテ

第1節 『従来の倫理学説批判綱要』

次 に検討す るのがカン ト及び フィヒテ との批判的関わ りである。 シュライアーマ ッハー

は、 『綱要』において従来の歴史上の様々な倫理学を吟味 し、それ らと批判的な対決を試み

るが、彼 はそれ らを快楽または幸福 の体系―それは意識の特定の事象 (快楽や痛み) を目

指す ―と 、徳または完全性の体系 ―それ らは特定の行為や存在 を目的 に持つ ―に区分する

558。前者 に属す るのがエ ピクロス、シャフツベ リー、ファーガスン、ガルヴェ等であ り、

後者 には、ス トア、アリス トテ レス、カ ント、フィヒテが属するとされる。両者の関係は、

551 [R1: 56]
552 [Hirsch 1952:222]
553 [R1:115f.]
554 [Hirsch 1952:223]
555 [R1:118]
556 [KGA I/12:9]
557 ル ソー 『エ ミー ル 』 (中) 岩 波 文 庫1991年 (第41刷) 171頁 。

558[KS:39f.]
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後に弁証法 において表明されることになる対立、すなわち、統一性 なき多様性 と多様性な

き統一性 の対立 を表 している。なぜな ら、幸福 とい う目標 に向け られた倫理学は、様々な

主観性の移ろい易い感情 に関わ るので、確実な原理、普遍妥 当的な最高善を立てることが

できない し、他方 、完全性の倫理学は、その諸原理の基礎 を最高原理 に持つが、 この原理

は通常、応用や具体的倫理生活か ら隔て られている。 したが って、シュライ アーマ ッハー

の 目指す ところ、将来の倫理学は、 これ ら両極端 を媒介するものでなければな らないとさ

れる。そ して、そのような可能性をシュライ アーマ ッハーは、ス ピノザ とプラ トン (とりわ

け後者) に見出す559。その際にシュライアーマッハーの批判は とりわけカ ン トとフィヒテに

向け られる。以下そ の内容 を検討 し、そ こか ら展開されるシュライアーマ ッハーの倫理学

体系と、その固有性 を明らか にしてみたい。

第2節 カ ン ト批判

(1) 知識学の欠如

シュライアーマ ッハーの批判は先ず古代から現在 にいたる哲学 において、諸学 に共通の

基礎を提示 し、それ らの有機的統合 を可能にする学問の欠如 を指摘す る。すなわち、古代

の哲学 は論理学、 自然学、倫理学 に区分 されるのが常であったが、 これ ら三部門 に共通の

根源が示されることはなかった し、よ り高次の諸規則が立て られ ることもなかった。 これ

ら三学問は互いに独立 し、それぞれが 自分 自身の根拠 に基づいて いる ことで人は満足 して

いた560。

同一の事情は理論哲学 と実践哲学 というシュライアーマ ッハーの同時代の哲学区分 にも

当てはまる。それは古代哲学の区分 と論理学の分離 に至 るまで完全に一致するという。む

しろ近代においてはさ らにはっき りと諸学における共通項の欠如が明 らか になってきてお

り、それ らを結びつける普遍的な哲学は見 出されない。したがって倫理学 (狭義の実践哲学)

は、そのイデーの起源と、その諸原則 の導 出に関 して、魂の理論 (心理学)か らも、存在論か

559 [Ebd.: 32ff.56f] さ ら にプ ラ トンに つ い て は 第4章 で 考 察 す る 。

560 [Ebd.:21-22]
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らも等 しく切 り離 され、人間的認識の体系的な結合は見出されない561。

確か にカ ン トは 「理性の建築術」を力強 く語 りはしたが、理性が過剰で、例えて言えば、

ある建造物 の根本 を問われた人が、その内部の部屋 の間仕切 りを明示して満足 しているよ

うなもので、特 に 「純粋な倫理学 を、自由のための理性 の立法 として、純粋な自然教説[…]

か ら区別する ことに誰が絶え られるか」とシュライアーマ ッハーは批判する562。

さらにカ ン トの実践理性の優位 による理論哲学 と実践哲学の架橋 の試み、すなわち、実

践的、理性的を問わず、すべての理性使用 (認識) は、理性 の関心を主観的根拠 としてお

り、しかも関心 はすべて根本的に実践的なものであるゆえ、すべての認識は理論的認識 を

も含 めて実践的であるという一種の形而上学的含意 を根拠 に実践理性の優位 を説き、それ

によって理論理性 と実践理性を架橋、結合 しようとす ることに対 しても、シュライアーマ

ッハーの厳 しい批判が向け られる。すなわち、そのような 「実践的なものか ら出発するす

べての理性認識の統一 のため には、当然のことなが ら、これ まで分離されていた二つの体

系間の移行、橋が求められね ばな らない」。そ して、カン トによれば、それは 「自由や不死、

神」 というイデーであるが、しか し、カ ン トによればそれ らは理論哲学 において 「世界を

説明する作業にお ける全 く自然な誤解か ら生じた」 とされるか ら、ここにあるのは 「誤解

と恣意に由来す る単なる空虚な仮象」 に過ぎない563。 したがって、このような 「最高存在

〔神〕のイデーは、確かに哲学の二つの部分 に共通ではあるが、一方 〔理論哲学〕 にある

のは、不可避な欠陥 によって成立 した所産、つ まり外へ投 げ出されるべき所産 に過 ぎない

し、もう一方 〔実践哲学〕 にあるのは、何を動かす ことも、何によって動かされる ことも

ない余計な駆動装置 に過ぎない」564。 このようなもので両者 を結合す ることは不可能であ

る。

以上のよ うなカ ン ト批判を介 してシュライアーマ ッハーは、理論哲学や実践哲学 という

個別の学 を統合する包括的な学の構想へ と向か う565。すなわち 「学問 としての倫理学は、

561 [Ebd.: 22]
562 [Ebd.: 22-23]
563 [Ebd.: 23]
564 [Ebd.: 24]
565こ のような包括的な最高の学問の構想を準備した草案は、1800年 か ら1803年 にかけて書き留められ

たGedanken Vの 随 所 に認 め る こ とがで き る。 「哲 学 。 シ ェ リ ング の超 越 論 哲 学 と 自然 学
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一つの特殊 な学問であるので、それは 〔よ り包括的な〕学の概念か ら獲得されねばな らな

い」566というのである。諸学の統合 とい う 「努 力が安息を見出すのは、ただ根拠 について

の学問、すべての学問の連関 についての学問の形成において以外 にはな い。 このような学

問は、個 々の学問のように、再び最高原則 に基づ くことは許されず、そ こにお いてすべて

が開始で あり得 るような、また、すべて個々のものが互いに規定 し合いなが ら全体 にのみ

由来するような、そ ういう全体 として考 え られるべきである。 したがって、 この学問は受

け入れるか拒否 されるかであ り、根拠付 けた り証明された りできるものではない。そのよ

うな最高の、最 も普遍的な認識は、知識学 (Wissenschaftslehre) と呼ばれるのが正 しく、そ

の名称は哲学 という名称よ りも議論の余地な くはるかに優先されるべき名称である」567と

シュライアーマ ッハーは言 う。 この 「知識学」が、後 にシュライアーマ ッハーの弁証法へ

と展開 していくことは後述される (第III部)。

(2) 義務論偏重の倫理学

カ ントの倫理学が、義務論 を中心に構成されていることも、シュライアーマ ッハーの批

判の対象である。例えばカン トの 「最高善」は当為 (Sollen) に従属させ られて いる。すなわ

ち、それは 「道徳律を通して、その活動にお いて思考 され ることが可能な全体 と表象され」、

したがって人間の活動によっては到達 され得ない願望の形式の下 に立て られ る568。また、

カン トにおいては義務 と徳 との混 同が見 られ ると言う。「この 〔義務 と徳 との〕相互侵入は

カン トにおいて、より一般的に、また高度 に見 出される。[…]彼 は義務 を持つが、それは

徳の義務で ある。[…]人 は徳へと義務付 けられているのである」569。さ らに、カ ン トが 『人

倫 の形而上学』 において適法性 と道徳性 とを区別 し、法論 と徳論の二支柱 によって これ を

(Naturwissenschaft) は互いに全 く対立 し合っているものではない。もし対立 し合っているならば、前者に

よって彼は精神的領域に、後者によって身体 〔物質〕的世界に到ったに違いない。私もまた知 りたく思う

ことは、観察されたもの及び観察による発見 と自然学の関係を、彼がどのように考えているのかというこ

とである。また、そこにおいて二つの学科が統一されるより高次のものを、それが知である限 り、彼はど

のように呼ぼうと欲するのか。彼の閃き一それはヘーゲルにおいても再び現れたが一は、フィヒテのひと

突き (Ansto β) よりも、はるかによいというわけではない」[KGAI/3:296f.]。 「道徳自体の建築術的連関に関

する章の後に、さらに全哲学及び人間的認識全般に対する道徳の体系的連関に関する章が続かねばならな

い」[KGAI/3:306]。 「自然学 (Physfk) と倫理学は、根本哲学から生じる二つの学問である。歴史は、そ こに

おいてそれ ら二つの学が終わる帰結である」[KGA I/3:310]。
566 [Beintker 1985:322]
567 [KS:20]
568 [Ebd.:96-97]
569 [Ebd.:1291
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構成 した ことも批判の対象にされ る。ここか ら明 らかなことは、「この道徳の教師 〔カン ト〕

が、彼自身によって倫理的 として輪郭 を定 められた領域、すなわち純粋 に実践的な領域で

主張 していることをいかに自覚 していな いか」 ということであ り、彼はほとんどただ、あ

る時は単なる機械的な法の領域に、 またある時は、彼の感覚 においてただ実践的な幸福 と

賢さの領域にいるだけだ」 とい うことである570。倫理的原則が常にただ法の姿で現れ、そ

れが多 くの共同的なものの一つに基礎付 けられるだけであるな らば、 「それは社会的な原則、

厳密な意味で見れ ば、法規則以外 にはな り得ない」という。シュライアーマ ッハーによれば、

フィヒテの倫理学も同 じような特徴を持つが、カ ントにおいてはそれが もっと強い。すで

に最初期の倫理的言説が全 く法的であ り、最高善 もまた政治的なものに過ぎない。友情も

個人の停戦状態の密かな享受 とされ、「目的の国」も 「市民的王国」である571。

(3) 個的人間性の無考慮

カン トの目指 していたのは「すべての倫理的なものの均質性」572であ り、そ こでは個人の

具体的な 「人間性」が考慮されていないということも批判される573。 したがって、カン トに

つ いて、例えば 「想像力」に対する無理解 に対する批判の文脈で次のように言われる。カン

トによれば 「理性 はもちろん万 人において同一であ り、全 く共同的で画一的である」。 しか

し、想像力は、「各人の本来個人的で特殊な もの」 とされる。そ こで、カン トは、 自分の倫

理学は 「ただ理性的で ある ことを望む人にだけ有効である」 と認め るのだが、もし倫理学

を理性だけでな く想像 力をも持つ ことを欲する人のために要求す るとした ら、カントはそ

のような ことを全 く認めないだろう574。あるいは結婚 についてのカ ン トの理解 は、「カント

は結婚を、ただ法学において合法的性衝動 として許可 し、総 じて性欲が満たされる場合に

は、この結婚 という契約を提示 したが、 この当為 自体 を倫理学において示す ことは決 して

しなかった」575と批判される。また愛について、カントは自分が 「実践 的愛」と呼んだもの

以外道徳的な愛を認めなかったが、それは法則に従った処遇とも言われ るべきものであ り、

570 [Ebd.: 142-143]
571 [Ebd.: 64-67]
572 [Ebd.: 47]
573 [Ebd.: 149]
574 [Ebd.: 271-272]
575 [Ebd.: 200]
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扱われ る主観以上に法則 に関わ り、 したがって愛 の名 に決 して値 しないものであると批判

す る。シュライアーマ ッハーによれば、カ ン トは愛 に特別な もの、よ り高次な ものを認め

る気は全 くなかったので、夫婦や両親 の関係 も全 くそのような愛の痕跡な しに取 り扱 うの

である576。

以上のよ うな ところか らカン トは人間の 自然本性の 自己実現の可能性 を十分考慮せず 、

当為に従属する形で人間性 を主題化す ると批判 され る577。

第3節 フィヒテ批判

(1) 倫理学 と知識学の結合の仕方

フィヒテは多 くの人 によって 「カ ン ト体系の完成者」 と見なされ、また 「知識学の発見

者」 として、シュライアーマ ッハーが要求するよ うな倫理学 を、よ り包括的な学問体系の

中に位置付けると期待 され るが、それは全 く裏切 られ るといわれる。なぜな ら彼の倫理学

は、 「知識学の基礎 にそ のような場所を援用する ことをなお ざりにし」、他のすべての倫理

学と同様 に、フィヒテの倫理学も一般的に現存する倫理的必要を示す ことで始 まっている

ように思われるか らで ある。 しか し、シュライ アーマ ッハーによれ ば、そ のよ うな ことか

らは、「それが超越論的根拠を持たねばな らない」 ということは明らか にならない。なぜな

ら一般的 に見 出された ものは経験的根拠 しか持たな い錯覚かもしれないか らである578。こ

のようなあ り方では、その倫理学は人間の認識すべてを包括する体 系において、その必然

的構成要素 として現れる ことはないし579、倫理学が人間的認識の根源 と結合 して いる とい

う根拠の提示 もないという580

(2) 特殊 ・個 人の解消、軽視

フィヒテの主張する 「人間の使命」 においては、特殊、個がそれ 自体 として基礎付け ら

れないということも批判の対象である。すなわち、一見 フィヒテの 「使命」という言葉は、

各 自異なった固有な ものを表 しているよ うに見 え、独 自な点か ら各人の特殊な系列 を支援

576 [Ebd.: 280]

577 [山 脇1990: 226]

578 [KS: 27]

579 [Ebd.: 28]

580 [Ebd.: 34]
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す るように思われ る。 しか し、この特殊は、人間の内面的固有性 に基づ くのではな く、各

人が自分の自由を最初に見出した地点 にのみ基づき、 また、各人の環境や外的状態 に基づ

く。 したがって、特殊は時間的空間的なもので あ り得 るに過ぎない とシュライ アーマ ッハ

ーは言う。 このことは、フィヒテが自我性 の条件の中で引き合いに出す個性が、 自分 自身

の身体への関係や、人間の事例全般の多数以上 に及ぶ ものではないということか らも確証

され るが、さらに決定的なのは、 シュライアーマ ッハーによれば次のような箇所で ある。

すなわ ち 「他の人々に対す る各人の 自由な行為の運命性 (Vorherbestimmtheit) を自由と統

一するとい う課題が登場す る箇所 、そ して、精神的な意味における各人の特殊な規定性が

まった く破棄 され、全精神的集団が、完全に一様 に想定 されている箇所である。全体的理

性 のために、 自由と知覚の無限に多様な ものが存在 し、そ こに個 人はすべて参与する。そ

して、各個 人のため に存在するのは、複数の規定 された 自我ではな く、ただ 自我の総体 の

みである」。 さらにフィヒテ によれば道徳的完成は、 「各人が、 この総体 の一様な部分であ

る以外のあ り方 を止める」 ということの中にあるとされる。なぜな ら、「すべての人を規定

すべ き理性は、個人か ら共同性 の中へ と移され、万人 に共通な理性以外 にはあり得ないか

らである」。 しかるにシュライアーマッハーによれば、その結果、万人において、正義はす

べて、 この共 同にのみ関係する同一 の根拠か ら生じ、各人は、他の人の場所では同一の こ

とを果たさねばな らず、唯一の規範か らの逸脱はすべて、法 を犯す と見なされることにな

って しまう。なぜな ら、「差異はすべて道徳的人間のもとでは、ただその人が立っている場

所にのみ基づ くものだか らである」581。

この関連で、フィヒテにおいては自己意識の条件 として世界にお ける自我 の共同体が想

定 されていることも、シュライアーマ ッハーとの差異 として指摘 しておきたい。すなわち、

フィヒテによれば、自己意識が生 じるためには、絶対的 自我は自己 自身を、有限な 自我の

形式 に限定 しなければな らない。 ところで 「いかな る自由な存在者 といえ ども、同時に他

の、自分 と同 じ類の存在者 を意識す ることな しには 自己 自身を意識することはない」582。

私が 自分 自身を自由な個人 として意識す る ことができるのは、フィヒテによれ ば、もっぱ

581 [Ebd.:63-64]
582 [DarsteUung:143]
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ら理性的かつ 自由な存在者 としての私が承認す る他の存在者か ら私 自身を区別す ることに

よってである。すなわち共同主観性が自己意識の条件なのである。 自己意識が生じるため

には、こうして、 自我の共同体が要求 され る。

第4節 倫理学の形成

以上のカン トとフィヒテに対す る批判 によって明 らか になるシュライ アーマ ッハーの倫

理学への要求 と、そこか ら形成 される彼の倫理学について考察する。

シュライアーマッハーによれば、カ ン トとフィヒテにとって倫理的な ものは、単 に共同

的な ものに過ぎず、最高の普遍性 において規定可能でないよ うな行為や行為様式は、倫理

学か ら排除され、単なる恣意 の問題 になって しまう。 こうして彼 らにお いては倫理的原理

と現実性は媒介 される ことな く並行 して しまう。人間は悟性 と身体 とに引き裂 かれ、倫理

的なものは、非生産的な、単 に自然を限界付けるだけの原理 とな る。 このよ うな普遍的制

限的な倫理法則 と、特殊 自然的意志 との分裂を止揚するため に、 シュライアーマッハーは

想像力の倫理的意義の重要さを指摘 したのであった。想像力は、彼 によれ ば、あたかも個

人的な理性 として、また生産 的能力 として、何 よりも行動の可能性の輪郭 を描 き、具体化

する。 このようにして シュライアーマッハーは、カン トにお いては単 に許可 された ものと

して倫理学の領域外 に置かれていた社交的精神的生の領域 (友情 と愛、学問 と文化) を、倫理

学の対象領域 と為すのである583。

以上のような批判か ら生 じる倫理学への要求は次のような ものである。すなわち、倫理

学は、様 々な倫理的行動様式の全体性 を、包括的な体系の姿で叙述 し、その際万人に共通

で あると共 に、その都度独 自な行動をも考慮するのでなけれ ばな らない。 しか も、その体

系は最高の倫理的イデーか ら出発 しなければな らないが、そ のイデー は、再び最高 の思弁

的学問によって基礎づけられ、正当化されなければな らない。この最高の倫理的イデーは、

『綱要』 においては次の三つの姿 を持つ とされている584。

1) 現実化された倫理性の総体-最 高善

583 [KS: 269ff.]
584 [Ebd.: 68ff.]
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2) 倫理的なものを生 じさせる力、心意-賢 者

3) 諸々の倫理的行動の均一性 ・同種性-法

ここか らシュライ アーマッハー倫理学の三教説、善論 (Guterlehre)、 徳論 (Tugendlehre)、

義務論 (Pflichtlehre) が生 じる。その際、 これ ら三つの不可分な体系的連関は、同時に倫理

学の歴史 を統合すると考 え られて いる。すなわち、善論 と徳論は古代哲学の作業領域であ

り、徳論 と義務論は近代 のそれである585。これによってシュライアーマ ッハー倫理学は、

カン トや フィヒテのそれに対 して原則的に異なった性格 を獲得す ることになる。個人の倫

理性 について扱 う徳論や義務論が、シュライアーマ ッハーにおいて は善論の背後に退くの

である。そ の模範 はシュライアーマッハーにとって善 を個人においてではな く、よ り大き

な 「身体」 において認識 しよ うとしたプラ トンであるが、この 「身体」はシュライアーマ

ッハーにとって、 「国家」ではな く、「人間性 (=人 類)」(Menschheit) である586。

シュライアーマ ッハーの徳論は、倫理的な ものを力と見なす。その力は個々の生にその

座を持つ。そ こか ら個人の倫理的行為は必然的 に生じ、それによって刻印される587。徳は

認識や行為 に支配的に関わ り、感覚的なものに対する精神的な ものの上位は、徳において

様々に表現 され るので、「知恵」(Weisheit)、 「愛」(Liebe)、 「落 ち着き」(Besonnenheit)、

「根気」(Beharrlichkeit) とい う四つの形で生じるとされる588。特 に 「知恵」と 「愛」は神

の最も重要な属性 であるゆえに、人間の完全性を表示するという589。

シュライアーマ ッハーの義務論の対象は、行為の根拠や 目標ではなく、倫理的な業その

ものである。それが具体的に示すのは、倫理的な力 (徳) に由来 し、最高善 を実現す る行

為の仕方の体系で ある590。出発点 としての一般的義務の定式は次のような ものである。「各

人は、 自らの倫理的力を尽 くして、すべての人 と共 同して、倫理的な全ての課題の解決の

為 に、できる最大の ことをそのつど生 じさせよ」591。 このような一般的定式か ら出発 して

シュライアーマ ッハーは、個 人の要求 と共同体のそれ とを和解 させ、義務 と傾向性の対立、

585 [WAII: 84]

586 [SW3/II: 470f.]
587 [SW3/I: 358]
588 [Ebd.: 366-378]
589 [Ebd.: 376f.]
590 [SW3/II: 379ff.]

591 [Ebd.: 391]
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外的必要 と内的衝動 との対立、一般意志 と特殊意志の対立の調停を 目指す一連の定式を展

開す る。主導するのは相補的な二つの要求である592。すなわち

1) 「君と他者 との同一性にふさわ しく、同時 に君が自分にふ さわ しい固有な仕方で行

為するように、その都度行為せよ」

2) 「同一の行為における君と他者 との一致が共 に立て られることな く、他者 と異なる

もの として行為す るなかれ」

カ ン トにお ける倫 理性 の基 準 として の行 為 の格 率 の 一致 の場 所 に 、 シュ ライ アー マ ッハ ー

に お い て は 、 個 人 的 あ る い は 社 交 的 存 在 と して の 人 間 の 自 己 実 現 に と っ て 構 成 的

(konstitutiv) な、様 々な諸領 域 の一致 の基 準が 現れ る。す な わ ち、シ ュライ アー マ ッハー は、

正 義 (Recht)、 職 業 (Benlf)、 愛 (Liebe)、 良心 (Gewissen) を 内容 とす る対 立す る こ との無 い四

つ の義務 の定 式 を立 て る593。

しか しなが ら、シュライアーマッハー倫理学 においては、徳論 と義務論は、自立 した学

科ではな く、善論 と結びつ く限 りで妥当性 を持つ。善論 に割 り当て られた課題は、最高膳

を構成することである。最高善は諸々の善の総体であり有機体である。それ ら全ての善は、

人間性 (人類) の倫理的力と行為か ら生 じ、それ ら諸善において倫理性 は現実化 し、 さら

に展開す る594。諸善を構成す るための概念装置や定式は、自然に対す る理性 の行為の仕方

か ら生じる。理性 は自然を支配 し、理性の道具や器官 に作 り変える。これをシュライ アー

マッハーは 「有機化」(organisierende)「 形成する」(bidende) 活動 と呼ぶ。また、理性は

自然を理性の しるしとし、 自然において自らを認識可能なもの となす。 これが 「象徴化」

(symbohsierende)「 表示化」(bezeichnende) の活動 と呼ばれる。両者は互 いに他を前提 と

し、一方 は他方の性格を自らの中に持 っているとされる595。理性は、共 同体へ と結び付 け

られた個 においてのみ行為するゆえに、 どの行為 も、あるときは個の 目標 によ り多 く、あ

るときは共 同体 の目標 によ り多く仕 えることになる。それゆえ、最初の対立 (有機化-象

徴化) は、もう一つの対立 (個人的-同 一的 あるいは特殊-普 遍) と組み合わ される。 こ

592 [Ebd.: 393]
593 [Ebd.: 393ff.]
594 [Ebd.: 455ff.]
595 [WA II: 423ff., 561ff.]
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うして多様な行為 は、以下の四つの分野に区分される ことになる。すなわち、

1) 同一 的有 機化: 自然 を支配す る為の共同の努 力で、正義によって規制され る個 々

の仕事、商業、経済活動など。

2) 個 人的有機化: 私的領域の構築、個人的必要や形式によって規定される個々人の

交流 、私 有財産 、 社交 、友 情 、 家 宅 不 可 侵 権 (Hausrecht)、 接 客 (Gastlichkeit)な ど 。

3) 同一的象徴化: これは言語で表現 され、普遍妥 当性への要求へ高まる思考、すな

わち学問である。

4) 個人的象徴化: 個人の心情や感情の興奮の伝達や表現。芸術と宗教。

これ ら四つの実践領域は、相対的に分離 している四つの倫理的共同形式、制度へと導か

れる。それ らは人間の自己実現の場所で もある。す なわ ち 、1) 国 家 、2) 社 交 (家 庭)、

3) 学 問的 団体 (大学 、学 会)、4) 教 会で あ る596。

以上のように思弁的に演繹された四つの倫理的行為領域、その実現化の領域が、善 (Guter)

の有機体で ある、それ はまた人間の歴史 の実質的内容で あるとされ る。歴史において これ

らの善 は互 いに独立的であ りなが ら、仮定的な目標点である最高善において同一化すると

され る。理性の 自然化あるいは自然の倫理化 という倫理的過程で ある歴史は、次のような

場合 に至 って完成す る。

1) 内的外的 自然の全てが、理性 にとって器官でもあり象徴 でもあるようにな り、そ

れ によって理性 と自然の対立が止揚 され る。

2) 学 問、 芸術 、宗教 による普遍的な伝達 の過程 を通 して、個と普遍の対立が均質化

され る。

黄金時代や、永久平和、知の完全性 、天国な どの諸概念は、以上のような最終目標を描い

て いる のだ とシ ュライ アー マ ッハ ー は考 え る597。

以上 の よ うな 、 シュ ライ アー マ ッハー 倫 理学 をカ ン ト、 フィヒテのそれ と対比す る時、

596 [Ebd.: 99f., 263ff., 430ff., 570ff.]
597 [SW3/II, 466, 494]
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ショルツは次の四点が特徴 として指摘できるという598。

1) 倫理的な ものは、単 に当為 としてでも、また現実 としてで もな く、現実の行為や

活動の総体 として規定 され、それ によって、人は自分の特殊な人間的世界を作 り出す と

される。

2) 倫理的なものは、制限 し阻止する規則ではなく、生産的な力と考え られている。

3) 個人の主観性 と共同体形式の特殊性とは、倫理的規則 の普遍妥 当性にとって、単

に危機 としてではな く、倫理性の実質的な内容 として受け入れ られ る。

4) 倫理学は単に個人の行動 のための規則 を与えるのみな らず、理性的に組織化 され

る人類の像を描き出す。

すなわち 「客観的に哲学 した」599と シュライアーマ ッハー 自らが言 うス ピノザやプ ラ トン

に結びつ くことで、倫理学は もはや当為の倫理学ではな く、存在 の学、すなわち、諸 々の

現実の倫理的行為の学 となるのである。そ の行為の主体は、単に個 々人のみな らず、個人

にお いて、個人の独 自性において作用する力であ り、それは直観期、 と りわけ 『宗教論』

にお いて叙述された、行動 し自らを個別化する万有の力でもあるといってよいであろう。

以上、カン トとフィヒテに対する批判を媒介にして生 じる知識学 (後の弁証法) への要

求 とともに、シュライアーマッハーの倫理体系の形成が明 らかにされた。

第3章 ヘー ゲ ル

シェリングの 『学問論』に対す る書評や 『宗教論』の改訂、さらに最初の学問的著作 『綱

要』 によって、 シュライアーマッハーのカン ト、 フィヒテ、シェ リングら同時代の哲学者

たちに対す る批判的な関わ りを考察 してきた。最後 に、同時期同 じように彼 らと批判的 に

相対 しなが ら、独 自な思想を形成 しつつあったヘーゲルに触れておきたい。批判期のシュ

ライアーマ ッハーはヘーゲル を直接の対決者として、 自己の思想 を展開す るということは

な く、むしろ、両者は共 に先行のカ ン ト、 フィヒテ、 シェ リングの体 系 とほぼ時 を同 じく

598 [Scholtz 1984: 119]
599 [KS: 36]
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して対決 し、 しか も、プラトンに学びなが ら弁証法 という思考様式を自己の思考方法 とし

ていった という共通項を持つ。弁証法を軸にシュライアーマ ッハーの思想体系の形成を記

述す るとい うこの論文の課題 に、ヘーゲル との比較 は避けて通 ることができない所以であ

る。

考 察 の 対 象 とな る ヘ ーゲ ル の テ キ ス トは、 『フ ィ ヒテ と シ ェ リ ング の哲 学体 系 の差 異 』

(1801年 、以下 『差 異論 文』)、『信 仰 と知』(1802年)、 「哲学史 講義 」(1805/06年)『 エ ン

チ ュ ク ロペ デ ィー』(1830年) な どで ある。 これ らに見 られ るヘ ーゲル の プ ラ トン受容 と思

弁 的弁 証 法 の形 成 、そ れ に基 づ く、 カ ン ト、 フ ィ ヒテ、 シェ リング 、 さ らには シュ ライ ア

ーマ ッハ ー に対 す る批 判 を検 討 し、そ こか ら明 らか にな るシ ュ ライ アー マ ッハー との差 異

(シ ュライ アー マ ッハ ー の独 自性) を呈 示す る。

第1節 ヘーゲルの 「思弁的弁証法」の形成

周知のように、 フィ ヒテや シェ リングが、カ ン トの 「仮象の論理学」 としての弁証論に

対 して、よ り積極的な弁証法、す なわ ち、正 (These) と反 (Antithese) を統一する合

(Synthese) の存在 に着 目し、正 ・反 ・合 という トリアーデを哲学的思考の基礎に据えた

のに対 し、ヘーゲルは、 この トリアーデ を、命を欠いた表面的図式 と批判 し、弁証法の新

しい概念を構築 した。すなわち、彼は矛盾を 「あ らゆる運動 と生動性の源泉」 と捉え、矛

盾が悟性の制限を否定 し越え出る ことを弁証法 と規定 し、これ を現実世界にお ける運動、

生命、活動の本性、「存在の原理」であるとしたのである。さらにヘーゲルは、『エンチュ

クロペディ』において、「論理的なものは形式的 に三つの面を有する。すなわち (α) 抽象的

ないし悟性的側面、(β) 弁証法的ない し否定的理性的側面、(γ) 思弁的ないし肯定的理性

的側面である」600と言い、弁証法を 「思考及び認識の原理」としても表明した。このように

ヘーゲル において弁証法は、存在 と思考 の内在的原理 とされ、さらに思考 と存在の同一性

で ある 「概念」の自己展開に弁証法の本質が求め られた。このような弁証法 をヘーゲルは、

何 よ りもプラ トン研究を通 して獲得 した と言われる601。以下まず 「哲学史講義」の内容か ら

600 [Enzy.: §79] ([集 大 成] p.180)

601 [山 口 1998: 7]
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ヘーゲルのプラ トン受容 を考察す ることによ り、プラ トンを介 して彼が いかに思弁的弁証

法 という思考様式を獲得したか を明 らかにし、さらに 『差異論文』 にお いて、その思考法

がカン ト、フィヒテ、シェ リング批判に適用 されていることを確認 してみたい。

(1) 「哲学史講義」におけるプラ トン解釈

ヘーゲルは、1802年 の 「スケプシス主議論文」において、古代スケプシス主義の 「すべ

ての言表 にはそれ と対等の言表が対立する」602という主張を、あ らゆる言説 に潜んでいる二

律背反 を露呈 させ、いかなる主張 にも全面的な信頼 を寄せない信条で ある と言い、哲学の

目指すべき絶対者認識の 「否定的側面」603をそ こに見る。その限 りでは 「すべての真の哲学

とスケプシス主義は最 も密接に一つなのである」604。むろんヘーゲルは、スケプシス主義の

限界をも見ていた。すなわち、『精神現象学』においても指摘 されているように605、この主

義は、結局は二律背反か ら帰結する空虚な無のうちにアタラクシア (エ ピクロス的心 の平

静) を求めるのみであ り、 したがって悟性の抽象性を脱 して いない。 しか し、他方ヘーゲ

ルは 「哲学史講義」において古代スケプシス主義 を 「高度に洗練 された弁証法的意識」606と

称賛 し、さらにプラ トンの対話篇 『パルメニデス』が、 このスケプシス主義を最 も完全で

独立 した記録、組織 として保存 していると言い、それを 「古代弁証法最大 の作品」607、「完

成された本来的弁証法」608と評価する。さらに 『ソピステス』、『ピレボス』も同じ精神に貫

かれたものと見な し、これ らプラ トンの中後期の対話篇のスケプシス主義 を発展させて 自

らの哲学的思考様式を獲得 してゆくのである。そ こで、先ず 『パル メニデス』、『ソ ピステ

ス』、『ピレボス』 をヘーゲルが どのように受けとめているかを見てみたい。

ヘーゲルの言及が最 も多いのは 『パルメニデス』だが、「哲学史講義」 において最初に検

討されるのは 『ソ ピステス』 と 『ピレボス』で ある。それは 『パルメニデス』 におけるよ

りもよ り強 く思弁的側面が現れているか らだ と言われるが609、ここで もヘーゲルの順番にし

602 [Sk.: 208]
603 [Sk.: 207]
604 [Sk.: 206]
605 [Pha: 119ff.]
606 [GdPh: II/395]
607 [Pha: 48]
608 [Gdph: II/79]
609 [山 口 1998: 8]
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たがって概括 してみたい。

ヘーゲルによれば 『ソピステス』の主題は、存在 と非存在である。プラ トンは 「あるも

のはある。あ らぬ ものはあ らぬ」としたパルメニデスに対 して、あ らぬもの 〔非存在〕が

あることを論証 しよ うとする。 「すべてのものは在 り、実体 を持つ。またそれらには非存在

も帰属す る。諸事物は異なってお り、一つの ものは他のものの他のもので あるか ら、否定

的なものの規定 もそのうちにある。 したが って、プラ トンは、在るものは存在 に与 ってい

るが、また非存在 にも与っていると言 う。与っているものは両者 を同時に有す る。だが、

それはまた存在 とも非存在 とも異なっている」610。ヘーゲル によれば、抽象的普遍性 として

のイデアが抽象的普遍性 にのみとどまるわけにいかな いことをプラ トンは明らかにするの

で あり、それ によってイデ アの自己同一性 を反駁 し、この観点か らプラ トンは、ソフィス

トとエレア派の弁証法に反論 を加えている。

先ず、ソフィス トたちの主張 とは 「何 ものも絶対にある ことはない。辛いということは

何 ら客観的な事柄ではない。 ある人々にとって辛 いものは、他の人々にとっては甘 い。大

きい小さい、多 い少な いな どについて も同様に言うことがで きる。 したがって、どの規定

も確かではない」。この主張 に見 られるのは反対のものの結合である。だがそれは、一つの

規定がその反対で あるとい うわ けではない。一つのものに相反する述語が帰せ られるのは

異なった観点にお いてに過ぎない。ある ものについて、それが一である と言 うことができ

る。また、その うちに多 を、すなわち多 くの部分や性質を示す こともできる。とはいえ、

それが一であるのは、多であるのとは全 く異なった観点においての ことである。 ソフィス

トや通常の意識は様々な観点の間 を行 き来 し、異なった、さらには相反する述定 を行 って

いるに過ぎない。彼 らは諸規定相互の関係を問い、それ らを総合することはできないと主

張する。

だが、ヘーゲルの解す るプラ トンによれば、適宜観点を変える ことによって、一切を互

いに区別する ことは真の洞察 とは言えない。それは無教養で非哲学的な意識の用いる不適

切な方法である。 「困難であるが真実な ことは、他であるものが同じものであ り、同じもの

610 [GdPh: II/70]

175



が他のものである こと、 しかも同一の観点 においてそ うであることを示す ことである」(傍

点筆者) 611とプラ トンは言 うことによって 「差異の内なる無差別」(die Indifferenz in der

Differenz) を、すなわち存在 にも非存在 にも与っているあるものという事態を主張 してい

る とヘーゲルは解釈する。

さらに、この主張は直ちにエ レア派への批判 となる。「あるもののみがある。 あらぬもの

はあらぬ」とするパル メニデスの主張は、ソフィス トによって 「否定的なものは全 くな く、

あるもののみがあるのだか ら、偽 りなる ものはない。すべてあるものは真で ある」 と逆手

に取 られることになった。プラ トンはそ こで、非存在 を、存在 の本質規定 として示す必要

を認めたのである。すなわち 「すべての もの、普遍的なもの も個別的な ものも様々な仕方

であると共に、様 々な仕方であらぬ」という612。彼にとって最高の形式は、存在 と非存在の

同一性であ り、真なるものはあるもので あるが、あるものは否定な しにはあ り得ないと言

うのである。そのようにして 「あ らぬものがある」 とい うことをプラ トンは示 した とヘー

ゲルは言 う613。

『ピレボス』 においてヘーゲルは快楽 の本性 をめ ぐる議論 に注 目する。感覚的快楽 は無

限な ものである。だが無限なもの とは無限定なものに他な らない。快楽 とは直接個別 的な

もの、感覚的な ものであるが、それは 自己 自身を規定す るものではない という点で無規定

である。プラ トンはそれに対 して限界付けるものを対立 させる。それゆえ 『ピレボス』に

おいては、無限な ものと有限なもの、無限な ものと限界付けるものの対立が問題となる。

古来、限界 は無限な ものに劣ると考 え られてきた。だが、 ここでは限界 こそが真で ある。

無限定な ものは抽象的であ り、限定されたもの、自己規定的なもの、限定す るものの方が

611 [Ebd.: II/72]『 ソピステス』259c-dの この翻訳は、ヘーゲルのプラトン解釈を典型的に示 してお り、

適否が問われる点であると言われる。例えば 『ソピステス』プラトン全集3岩 波書店 (藤沢令夫訳) では、
この箇所は次のようになっている。「次のことにしてはじめて困難であると同時に立派な ことなのだから。

[…] すなわち、そういったことにかかず らうのをやめて、語 られた事柄に、そのひとつひとつの点を吟

味しながらついて行く能力を持つことだ。異なるものがある意味で同じものであると主張されるときにも、

どのような意味で、どのような観点で、そのどちらかであると主張されるのかということを、よく調べな

がらね」。このような訳によれば、この箇所はヘーゲルの言うような 「差異の内なる無差別」などを主張し

てはおらず、単に同一のものが異なったものとなるのは観点を変えるか らに過ぎないというソフィス トに

対する批判が主張されているに過ぎない。このようなヘーゲルによるプラトン解釈の妥当性については[山

口 1998] を参照のこと。
612 [GdPh: II/73]

613 [Ebd.: II/74]
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よ り高 い意味を持つ。快楽とは自己 自身を規定する ことのない無限定なものに他な らない。

規定する働 きをなすのは理性のみである。そ して知恵 こそは分量 (節度) と目標 を与える

ものであって、そ こか ら優れたものが生 まれ る。それは真の原因の名にふさわ しい。 この

よ うに、無限なものが無規定であるのに対 し、有限な ものは限界、比例 、分量 を意味 し、

内在的で 自由な規定、 自由の在処で ある。 自由はそれ によって自己 に存在 を与える。すべ

て美 しいもの、完全な ものは、このような対立の統一によって生まれ る。対立の結合 を古

人は混合 、分有な どと呼んだが、プ ラトンは、生み出されるものは第三のものを生 じる原

因を前提す ると述べている。したがって、次 の四つの規定があることになる。1) 無限定、

無規定なもの、2) 限定された もの、分量、規定、限界、3) 両者の混合物、4) 原因、であ

る。そ して最後の原因 こそは、まさしく区別 された ものの統一であ り、対立 を超え、対立

に耐え得 る主観性、力である。それは世界に先立つヌースであり、大気、火、水な ど、総

じて生きたものの内なる美はそれによって生み出される。 このようにしてプラ トンは、一

つ の統 一 にお いて有 限で あ り無限 で あ る絶 対者 (das Absolute, das in einer Einheit

endlich und unendlich ist) の思想を手にしているとヘーゲルは解釈す る614。

最後に 『パル メニデス』であるが、ヘーゲルは、パル メニデスがソクラテスに考察 の仕

方 を教授する箇所 に注 目する。「そのよ うな規定か ら始めるとき、そのような前提か ら何が

生 じるかを考察す るだけでなく、その反対 を前提 したとき何が結果するか をも付け加えね

ばな らない。[…] つまり両者の各々に対 し、また互いの間で何が結果するかを考察 しなけ

ればな らない。 まさしくそのような考察が、同一性 と非同一性、静 と動、生成 と消滅、存

在 と非存在 に関しても行われねばな らない。各々はそれだけでは何であるか、一方ないし

他方 を仮定 した場合、どのような関係が生 じるか、そ うした ことを完全 にし終えれ ば、本

質的な真理を認識する ことになる」615。このよ うな思考は外面的な考察ではな く、熟慮 によ

って得 られた純粋思考の即 自的かつ対 自的考察であ り、それによって これ らの純粋思考は

「それ 自身の他者 (das Andere ihrer selbst)」616で あることが明 らか にな り、この他者 と

614 [Ebd.: II/79]

615 [Ebd.: II/80]

616 [Ebd.: II/81]
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の統一 あるいは 「その他者 との同一性 (die Identitat mit ihren Anderen)」 のみが、真に

正しいものであることが示 される。

ヘーゲルは以上のよ うなプラ トンの対話篇の解釈 によって、諸 々のイデアが、それ 自身

の反対であ り、相対立す るものの統一ないし同一性であるという洞察が、『ソピステス』、『ピ

レボス』、『パルメニデス』 に一貫 している内容であると言 う。各 々のイデアをそれ 自身の

反対 として捉 える ことに弁証法の核心があ り、それを越えて この事態 を対立の統一 として

捉えることに思弁の役割が あるとい うのである。 これは先に言及 した 『エ ンチュクロペデ

ィ』の論理的な ものの三側面 において、限定 された規定の もとにとどまる悟性的側面に対

して、その限定 を超 えて反対規定 に移行することが弁証法的側面 と言われ、さらに両規定

の統一 を把握す るのが思弁的側面 と言われたが617、ヘーゲルがプラ トンのうちに、あるいは

プラ トンを通 して獲得 した弁証法 は、 これ ら後二者の側面の統合 としての 「思弁的弁証法」

に他ならないのである618。

(2)『 差異論文』 にお けるカ ント・フィヒテ・シェリング批判

ヘーゲルの 『差異論文』は、ヘーゲルが自らの手で公刊 した数少ない著作の一つで あり、

彼の哲学的な出発点 と言われる業績である。書名にカ ン トの紹介者 として当時名 をな して

いた ライ ンホル トの著書である 『十九世紀初頭における哲学の状況 を概観するための寄稿』

との関係が示唆されているように、「ヘーゲルが本書を執筆 した動機 は、 ライ ンボル トを始

め とする当時の思潮 において、フィヒテ哲学 とシェ リング哲学の相違が明晰 にされてお ら

ず、両者をまった く同一のものとみなす混乱」であった。ライ ンボル トによれば、 フィヒ

テ もシェ リングも等 しく観念論哲学者であ り、思考 を単に主観的な もの と見なす近代哲学

の根本誤謬 に属するものであった。 しか し、ヘーゲル によれ ば、それは フィヒテ哲学の中

にある超越論的原理の意義 を見落 とし、それを絶対 的な主観性の体系、独断的観念論 と見

なす誤解で あり、さ らにフィヒテ を超 える内実を持つシェリング哲学の著 しい歪曲であっ

た。 ドイツ観念論哲学の主流をなすカン トーフィヒテーシェ リングの系譜を認めることが

617 [Enzy.: §79-82]

618 この よ うな ヘ ー ゲ ル の 思 弁 的 弁 証 法 にお け る 「対立 す る諸 規 定 の統 一 を把 握 す る 」思 弁 の 働 き 、そ の 同

一 性 の内 部 構 造 に つ い て 、ヘ ー ゲル の 『大 論 理 学 』のテ キ ス トの に即 した詳 細 な 最 近 の研 究 は、[山 口 2001]

を参 照 。
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できなかった このような ライ ンホル トに代表 され る時代の反哲学的、反思弁的傾向に対 し

ていわば宣戦布告 し、思弁の原理 を保持継承する こと、さらには 自らの哲学体系の方向を

その線上に定めよ うとす るのが この 『差異論文』であり、 これは結果 としてヘーゲルの大

学教師への道 を切 り拓 くことにもなる。

以上のような意味で、ヘーゲルの 『差異論文』は、シュライアーマ ッハーの 『綱要』と

等 しく、 自らの思想体 系の形成の出発点 に位置す る業績であ り、二人の思想家の体系の差

異 を究明す るにあたっても有 力な比較資料な り得る。そ してその比較のポイ ントは、カン

ト、 フィヒテ、 シェリングという一時代を画す る哲学者達 に対す る批判のあり方である。

以下 『差異論文』 において彼 らをどのように批判 し、 自らの思弁的体系を構築 していった

かを概括 してみたい。

ヘーゲルによれば、文字か ら解放されたカ ント哲学の精神は、純粋 に思弁的な原理であ

り、具体的には純粋悟性概念 (カテゴ リー) の演繹 という原理である。この悟性概念の演繹に

おいて、思弁の原理、主観 と客観 の同一性 は最 もはっきりと語 られている。しか し、カン ト

は この思弁的原理を最後まで貫徹できなかった。すなわち、純粋理性批判の第二部門第二部

「超越論的弁証論」に至 り、カ ン トが理性 としての同一性その ものを哲学的反省の対象 とす

る場合には、同一性は自ず と消滅 してしまう。 「ここにおいて、どれ ほど低い段階で主観 と

客観 の同一性が捉 え られて いたかが明 らか となる。それは十二個 の純粋 な思考活動に限 ら

れて」しまうという619。

以上のようなカ ン トの限界を克服すべ く、カン ト哲学の精神たる思弁的原理を純粋で厳

密な形式 において取 り出そ うとしたのがフィヒテである。ヘーゲル によれば 「フィヒテの体

系の基礎は知的直観であり、思考 自身の純粋な 自己思考、純粋な 自己意識 自我=自 我、「わ

れあ り」である。絶対者 は主観 客観であるが、自我 こそは主観 と客観 のこのような同一性で

ある」620。しか し、このフィヒテの原理は、 「思弁が 自己 自身か ら概念を立て、その概念の外

に出て、自らを体系へと形成するや否や、思弁は自己 自身 とその原理を放棄 し、 この原理

619 [Diff.: 6]
620 [Ebd.: 34]
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に戻る ことはない」621。「同一性の原理が体系の原理となることはな く、体 系が形成 され始

めるや 同一性は放棄 される。体 系その ものは諸々の有限性 の悟性的に首尾一貫 した集合で

あ り、根源的同一性 はこの集合を全体性の焦点 のうちへ と取 り纏め、絶対的な 自己直観 と

な し得ない。したがって、主観・客観 は自己を主観的な主観-客観 となすのであって、この主

観性 を止揚 して自己を客観化す ることに成功 しないのである」622。換言すれば、カ ン ト及びフ

ィヒテの 「同一性」は純粋な悟性の 「同一」で あ り、非同一 に対立 して現れるので、相対的 同

一に過ぎないということである。

ヘーゲルがシェリングの同一哲学において見るのは、フィヒテの主観的な主観-客観 (超

越論的哲学) を補 うものとしての客観的な主観-客観 (自然哲学) である。シェリングの全体

系においては、同一性の原理が、絶対的であり、哲学 と体 系とは合致 して いる。そ こでは、

同一性が、部分において も、ま してや結果 においても失われることはない とヘーゲル は述

べ、その消息 を次 のように記す。 「絶対的同一性が体 系全体の原理であるため には、主観 と

客観の両方が、主観-客観 として措定される必要がある。フィヒテの体系では、同一性は主観

的な主観.客観 にまで構成 されたに過ぎない。これはその補完 として、客観的な主観-客 観を

必要 とする。その暁には、絶対者 は両者の各々の うちで自己を示 し、両者の結合の内にのみ

自己を完全 に見 出す ことになる」623。この事態はまた次のようにも表現される。 「絶対者は、

一方の知性の学 (フィヒテ哲学) では認識 とい う形式 をとった主観的なものであ り、他方

の自然の学 (シ ェリング哲学) では存在 という形式をとった客観的な ものである。存在 と

認識 とは、相対立することによって、観念的要因、 もしくは形式 となる。両方 の学 には存

在 と認識 の両者が含 まれているが、一方で は認識が質料で、存在が形式で あ り、他方では

存在が質料で、認識が形式である」624。このように両者は対立するものではあるが、絶対者

は両方の学 にお いて同一であるか ら、両者 は同時 に 「一つの連続性 において、関連する一

つの学 と見な されな らない」625。対立する限 り、両者はそれぞれ内的に自己完結 しているの

ではあるが、それは相対的な完結に過ぎず、両者 の無差別点に向か って努 力す るものであ

62[Ebd.: 6]
62IEbd.: 63]
62[Ebd.: 63]
62[Ebd.: 74]
62[Ebd.]
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ると言われるのである。

以上のよ うにして、ヘーゲルは、フィヒテ とシェ リングの差異を契機にして、主観 と客

観 とをよ り高い次元で再結合する ことによ り、自らの体系 を「同一 と非 同一の同一」と表現

す る。そ うして、彼は、主観的な同一に「超越論哲学」を、客観的な同一 に「自然哲学」を振 り

分けて、哲学全体 を体系として構築 しよ うとする。そ して、両者の絶対の無差別が芸術、宗

教、思弁 として展開す ると言 う。そ して、 この三者が さらに弁証法的な関係 にあるとす る。

すなわち、 「絶対的な ものの直観 は、先ずは、芸術において客観的なもの、外的な ものとし

て表われて、次 に、宗教にお いて主観的な もの、内的な ものへ と移 され ることになる。そ

して思弁 においては、それは、両者 を否定 して、よ り高い ところで両者 を統合する理性に

よって獲得されるのである」626。

以上のような展開において、ヘーゲルがカ ント、フィヒテ、シェリングを、 さらには芸

術、宗教、思弁 を 「それ自身の反対」「相対立するものの総合」という「思弁的弁証法」によ

って位置付けつつ、自らの思弁的な体系を展開 していることは明 らかで あろう。

第2節 ヘーゲル 『信仰 と知』におけるシュライアーマッハー批判

ヘーゲルは 『信仰 と知』のヤコー ビ哲学の章の末部で シュライアーマ ッハーの 『宗教論』

初版に言及 している。ヘーゲルによれば、先ず 「プロテスタンティズムの主観的な美」は、

神 との交わ りや 、神的な ものの意識 を、礼拝のような客観性 の中で味わって しまうのでは

な く、あくまで内的な もの として、「彼岸 と将来への憧憬」として持つ点 にある。それは 「憧

憬の永遠の対象 と一体 となる ことはできないとしても、しかし、憧憬の対象が真実であり、

そ して何か利己的の ものを 自分のために底意において抱 くことはな いという点 において永

遠であり、そ こに美 と無限の喜びを持つような憧憬である」627。そ してヤコービの 「信じる」

ということの彼岸性 (das Jenseits des Glaubens) は、確かにこれ に近い一面を持つ という。

直接的な存在確信 は、媒介されていないゆえに、それ以上の説明は不可能であ り、その意

626[寄 川2000: 141]

627[GuW: 389]
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味で決 して 「知」とはな り得ない。これ をヘーゲル は彼岸性 と呼ぶ のである628。しか し、ヘ

ーゲル によればこの美 はヤ コービの場合、以下のことによって曇 らされている。第一に、「信

じる」 ことが、時間的経験的なものにまで拡張 され、「そ の結果、感覚の証言が真理の啓示

にとって有効な もの とされ、そ して感情や本能が道徳律 を含む もの となって」 しまってい

ること、第二に、人間 こそが このような美 しい感覚や愛の主体で あるという反省によって、

主体が絶対的な もの とな り、憧憬は、「人間の主観性や人間の美 しい思想 と感覚で温ま り熱

情とな る」 という、いわば自己満足 に陥っていることである629。しか し、「現実性 と時間性

の形式の うちにある自然の中にある真理 も、個人の絶対的人格性 についての意識も、宗教

的憧憬の持つ苦痛 を和 らげる ことはできず、またこの苦痛 を彼岸か ら呼び戻す こともでき

ない」 とヘーゲルは言 う。なぜな ら 「万有の直観が此岸的な直観である限 りで、 この万有

を直観する ことの内に こそ、憧憬 はその満足 を見 出す ことができるので あろうが、時間的

なものとしての 自然 も、その個別性 にお いて絶対的なものとしての個人 も、万有 としての

自然ではないか らである」630。

以上か ら分かるように、ヘーゲルは彼岸への憧れが持つ美 を (少な くとも一つの段階 と

して) 認めているが、それに伴 う痛みが本当に鎮め られ るのは、それが彼岸か ら此岸 に取

り戻される時であると考えている。 しか も、その方法 は伝統的な教会 の礼拝へ もどること

であってはな らな いし、ヤコー ビのように時間的、主観的、経験的なものを 「真実や確か

さ」と宣言 し、憧憬 を宥めるような方法であってもな らないというのである。

さらにヘーゲル によれば、このようなヤコー ビの原理 はシュライアーマ ッハーの 『宗教

論』初版において 「最高の高 まり」631に達する。この 「高 まり」には二重の意味一積極的評

価 と否定的評価 一が含 まれて いる。積極的に評価 されて いるのは、シュライアーマッハー

においてはヤ コー ビと異な り、「自然は有限的現実性の総和 としては根絶 され、万有として

承認されている」点である。これ によって憧憬は彼岸か ら取 り戻され、「主観や認識 と、到

628[瀧 井1992: 20]

629[GuW: 389]ヤ コー ビの 「実 在 意 識 」 論 と 「個 性 」 の理 論 を、 ヘ ー ゲ ル が どの よ う に解 釈 した か の 一 端

を、 こ こか ら窺 い知 る こ とが で き る。 ヤ コー ビや 、 さ らに は シ ュ ライ ア ー マ ッハ ー の 「感 情 」 は、 第I部

で考 察 した よ う に 、 「感 性 」 と は 、は っき り区別 さ れ る べ き 内容 を持 っ て い る が 、そ の よ うな 区別 は こ こで

は 全 く考 慮 され て いな いか らで あ る。

630[GuW: 389-390]

631[Ebd.: 391]
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達不能の絶対的客観 との間の障壁は取 り払われ」、融和 は個別のものとの問ではなく、万有

との同一性 として生 じていると言われる。 しか し他方、 この 「万有の直観の主観-客 観性」

が、シュライアーマ ッハーにおいて再び一つの特殊なもの、主観的なものに留まって いる

点 にヘーゲルの批判 は向けられる632。

すなわちヘーゲルにとって重要な ことは、万有の直観の 「表明」 を、一主体 の表 明とし

てではな く、民族全体、人類全体の表明 として 「その客観性 と実在性 とを獲得する」 こと

であった。彼が具体的 に挙 げているのは古典古代の叙事詩や悲劇のような 「偉大な諸形姿

とその相互 の運動、つま り諸形姿が与る万有の運動の客観的な叙述」というよ うなもので

ある633。これに対 しシュライアーマ ッハーの場合 は、万有の直観 を固有な ものとして表現す

る点 に力点が置かれているが、 このような表現は単 に内的なもの、個別的で独自の霊感の

直接的な吐露に過ぎない と言われる634。

しか し、 このようなヘーゲルのシュライアーマッハー批判 は、シュライアーマッハーの

独 自性 を逆 に照 らし出 していると解釈す ることも可能で ある。すなわち、 シュライアーマ

ッハーが万有の直観、すなわち私たちの意識の内容 となった無限者の現れを、客観的普遍

的な ものとして固定化す ることを嫌 うのは、この内容が、無限者 の間接的な、私たちを介

した現れで あり、私たちの中にある感性原理によって個別化 され、それぞれ独 自なものと

なっていると考 えるか らである。「感性によって個別化された意識 として存在する」 という

ことは、シュライアーマ ッハーにとって有限者の本質であり、私たちが個 としてこの世界

に存在す る限 り、決 して解 消され ることのないものである。 したがって意識内容は、無限

者そのものは もとよ り、同 じ有限者の レベルでも、他 の個を完全 に把握 しきるということ

さえもあ り得な い。後 に、無限に続 く解釈 とい う作業を主題 とす る解釈学を、シュライア

ーマ ッハーが展開する形而上学的前提が、すでにここに用意 されているとも言える。換言

すれ ば、シュライアーマ ッハーの形而上学は、実存の次元で は、実存その ものである無限

者 と、そ の現れで ある意識 としての有限者が、同一のもので あると考 える点で、同一性の

632[Ebd.: 391]
633[Ebd.: 391]
634[Ebd.: 393]
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哲学 と言えるが、 しか し、認識の次元では、両者の区別 を、有限者 の限界でもあ り本質で

もある 「個性」を堅持す るという二元性 を残 した上で展開される哲学なのである。それは、

ヘーゲル の立場か ら見れば、「部分的なもの」に囚われ、真の 「全体性」へ至る ことがなか

った証拠 として批判 される。 しか し、ヘーゲルに対するシュライアーマ ッハーの相違は、

最終的にすべてを 「精神」 という一者に (「精神」か ら見れば自己 自身に) 取 り込 もうとす

る哲学 に対 して、一つには有限者の次元で 「個」としての他者 を、 もう一つ には無限者 と

しての他者 を、あくまで保持 しようとする試みにある。そ して正に この点にシュライアー

マ ッハーの独 自性 を認めることができる し、このような有限者 と無限者の関わ り方 を、「世

界」 と 「神」、「絶対者」の関わ りとして論理化す る試みが シュライ アーマッハー弁証法 に

他な らないのである。以下、章を改めて、シュライアーマ ッハー弁証法を、彼のプラ トン

解釈 を手がか りに考察する。

第4章 プ ラ トン

第1節 プラ トン 『ソピステス』解釈

ソクラテスとプラ トンは、シュライ アーマ ッハー にとって古代哲学 の最高点である635。

1804年 以降彼 によるプラ トンの翻訳636が刊行 され るが、それはシュライ アーマ ッハーの解

635古 代ギ リシャの哲学に対するシュライアーマッハーの関心は広範に及び、ソクラテス前の哲学者につい

てもいくつかの注 目すべき業績が残されている。例えば 「思弁的自然学の父」としてのアナクシマンドロ

スについてのアカデミー論文 (1811年) は、アナクシマンドロスの 「アルケー」概念に、すべての対立の

無差別、無関心を表すシェリングの絶対者を認めている[SW3/II: 188ff.]。また、1807年 のヘラクレイ トス

研究は、ヘラクレイ トスの断片から、無限の自然力という構想を強調し、それは、自らを分かつと共に、

逆 らう諸力によって個物を産み出すと言 う [KGAI/6: 140, 165, 168f. 238]。 さらに、シュライアーマッハーに

よれば、ヘラクレイ トスとアナクサゴラスの哲学の結合から最終的にプラトンのイデア論が 「高次の結合」

として生じたと言う。ヘラクレイ トスは、イデアの実在的側面 (自然力) を、アナクサゴラスはイデア的

側面 (存在の不変の形式) を提供したと言うのである [GPh: 44, 46, 104]。シュライアーマッハーのプラトン

解釈と彼の哲学体系とは、以下に論じられるように、相互に密接に関連 し合っている。しかしながら、プ

ラトンとの関わ りを主題とした詳細な研究は少ない。その最大の理由は資料の不足であろう。シュライア
ーマッハーのプラトン理解に関する資料は、プラトンの翻訳の序文 と注、哲学史講義中のプラトンについ

ての短い叙述 [GPh: 97-111]、 その他シュライアーマッハーの著述や書簡に散見されるプラトンについての

見解などである。ディルタイの断片的な覚書 [LSI/2: 37-75] 及び新版の全集にはじめて採録されたプラトン

の翻訳に関するシュライアーマッハー 自身の覚書 [KGAI/3: 343-375] も、単に翻訳の成立事情や訳業に際し

ての形式的な手順を明らかにするに過ぎない。 ここでは、ヘーゲルのプラトン解釈との対照が鮮明な 『ソ

ピステス』解釈に限定して考察する。
636シ ュライアーマッハーはこの翻訳作業において、プラトンの対話篇を次の3つ に区分 している。

[PW1/I: 45f.]
1)「基本的な」最初期の対話篇で、技術としての弁証法や哲学の対象としてのイデーの予感を与えよ

うとするもの (「パイ ドロス」「プロタゴラス」「パルメニデス」)
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釈学に とって重要な経験領域、適 用領域であると共に、彼独 自の哲学的思考、と りわけ弁証

法の最 も重要な準備 前提 とな る。 とりわけ 『ソピステス』は、ヘーゲル において と同様シ

ュライアーマ ッハーのプラ トン解釈及び弁証法にとって も決定的 に重要である。この対話

編の翻訳の序文 においてほ ど、シュライ アーマッハーが力を込めてプラ トンへの帰属を公

言 した ことはない し、これほど明確 にプラ トンへの関心 を表明 したこともない。すなわち、

『ソピステス』の序文には次のように記されている。「『ソピステス』はプラ トンの最初の

完全な姿 を提供する」。この対話編 の中心 において「プラ トンの諸作 品の中で初めて哲学の

最内奥の聖所が、純粋に哲学的 に明か され る」。神話的な覆いなしで、「およそ存在 というも

のが、非存在よ りも、よ り善 くすば らしいものであることが示され る。というのは、非存在

についての探求の過程にお いて [...] すべての現実的思考や学問の生が依拠する諸概念の共

同性 についての問いが成立 し、また存在者の生についての直観、及び存在 と認識が必然的に

一つの相互に浸透 し合 う存在であることの直観が最も確実 に開示 され る。哲学の領域 にお

いて これ以上に大いなる ことは何 もない」637。このように述べて、シュライアーマ ッハーは

『ソピステス』 を三つの視点か ら (すなわち 〔1〕諸概念の共同性、 〔2〕存在 と関係、 〔3〕

力と概念) 評価するが、ここでは、前章で考察 したヘーゲルの 『ソ ピステス』解釈 との対照

が著 しく認め られ る存在 (das Seiende selbst) と関係(Bezug auf anderes) に注 目してみ

たい。

ここで特に問題 となる 『ソ ピステス』の箇所は、主語 と述語、名詞 と動詞の組み合わせか

らなる判断 を論ずる以下のくだ りである。

「音声 (言葉) による物事のあ り方の表示 には、二種類の ものが ある […] 一つは名詞

(名指 し言葉)、一つは動詞 (述べ言葉) と呼ばれている […] 一方は、様々の行為に対応 し

てそれを表示するものであ り、これ をわれわれは動詞 (述べ言葉) と呼んでいる […] こ

れ に対 して、行為 しているそ の当の者たちに対応 してつけ られた音声 による表示記号

2) 中期 の 対 話 篇 で 、 起 草 さ れ た 諸 原 理 を実 在 的 諸 学 問で あ る 自然 学 や 倫 理 学 へ 応 用 す る こ とが 開始

され る。(「テ ア イ テ トス 」 「ソ ピ ス テ ス 」 「ポ リテ ィ コ ス」 「パ イ ドン」 「ピ レボ ス 」)

3) 成 熟 期 プ ラ トンの 「建 築 術 的 な 」 対 話 篇 で 、客 観 的学 問的 叙 述 を含 む 。(「 国 家 」 「テ ィマ イ オ ス 」

「ク リテ ィア ス 」)

637[PWII/2: 136]
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は、名詞 (名指 し言葉) と呼ばれる。[…] 名詞だけが連続 して語 られても (例 「ライオ ン、

鹿、馬」)、名詞な しに動詞だけを続 ける場合 (例 「歩く、走る、眠る」) も、そのことか ら決

して言表 は成立 しない […]「人が、学ぶ」と言 うとき、これが最 も短 い最初 の言表である

[…]こ の 〔名詞 と動詞の〕組合せ に対 して、これを言表 という名称で呼ぶ […] 言表とい

うものは、それが成立 している場合には、必ず、何 ものかに関わる言表でなければな ら

ない […] そ してまた、言表は、一定の性格を持ったものでなければな らない […]。〔例1〕

「テアイテ トスは坐って いる」。[…]〔 例2〕 「テアイテ トスは飛んで いる」。[…]〔 両例

共に、テアイテ トス〕に関わる言表である […] しか るに […] 一方 〔例2〕 は偽 りで

あり、他方 〔例1〕 は真である。そ して、そのうちの真な る言表のほうは、 〔テアイテ ト

ス〕について、じっさいにあること (もの) をあるがままに語 っている。[…] 他方 しか し、

虚偽 の言表は、じっさいにあるのとは異なったものを語 っている。[…] したがってそれ

は、あらぬものをあるものとして語っているのだ」(プラ トン 『ソピステス』261e-263b)。

この箇所は前章で考察 したよ うにヘーゲル によれば 「あらぬものをあるものとして語る」

可能性を呈示するプラ トンの弁証法の真髄 であ り、各々のイデ アをそれ 自身の反対 として

捉える弁証法の核心、さ らにはそれを越えて この事態 を対立 の統一 として捉える 「思弁的

弁証法」を示す ものに他な らないが、シュライアーマ ッハー は、全 く異なった解釈を呈示す

る。すなわち彼 によれば、プラ トンはここで思考や発話 を、名詞 と動詞の結合 として規定 し、

それによって行為者 とその活動が表現 され るのだが (例 「人が学ぶ」)、争点 となっている

問い、すなわち 「テアイテ トスは坐 っている」、「テアイテ トスは飛ぶ」という言表の真偽が、

知覚や経験への示唆によって決定 される点が重要であるとい う。プ ラ トンが用例 としてい

る単純な主語述語文 は、理性 によってアプリオ リに形成された り、吟味 された りすることは

なく、経験 の土台の上に実現す るアポステ リオ リな総合判断であるという点に注 目す るの

で ある。すなわ ちシュライアーマッハーによれば、プラ トンが 引いている単純な主語述語

文は、単に名詞 と動詞の結合ではな く、理性 と感覚的経験的知覚の結合 を示 してお り、そ こ

から次の2つ の主張が展開 される。

1.『 ソピステス』にはカン トにも共通す る次のような傾向が認め られ る。すなわち現実

的な弁証法的認識は、まず何 よりも経験 の領域に存在する。そ こで理性 と感覚性 とは結
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合 し、またそれは存在概念と関係概念の結合によって表わされる。

2.プ ラ トンの弁証法の本来的功績 は、彼の判断論にあり、それは次のような洞察である。

存在 の統一性 と現実的諸関係 の多様性、持続的な存在 と事物の能動的あるいは受動的

行為は、同時に思考 され、判断 において表現 され る。

このよ うなプ ラ トン解釈は、シュ ライアーマ ッハーの弁証法講義 における判断論に直接反

映 して いる。すなわち、弁証法にお いて も、判断の基本形式 は、名詞と動詞の結合であ り 「本

来の判断」 は、アポステ リオ リに経験を拡張する総合判断であると言われ るのである638。

さらにシュライ アーマ ッハーは、rソ ピステス』における思考 と言表 (発話) の同一性を

論 じる箇所、すなわち

「思考 と言表 とは同じものではないかね。違 う点 はただ、一方は魂 の内において音声を

伴わず に、魂 自身を相手に行われる対話で あって、これがわれわれ によって、正 にこの

思考 という名で呼ばれるにいたったとい うことだけではないか?」(プ ラ トン 『ソ ピス

テス』263e)

に注 目し、ここか ら次のような主張 を展開する。 「言語 は表面的に思考 に付け加わるのでは

な く、思考は言語においては じめて自らの確実さを完成す るのである。なぜな ら思索は言葉

において構成 され るか らである。思索 と概念は、その確かさを、発話された形式 によって初

めて見出す。思考は語 りな しには不可能であるし、語 りは思考の完成の条件である。語 りと

思考 は固 く結びついてお り、そもそ も両者は同一である」639。

このようにシュライアーマ ッハーは、ヘーゲル と異な り、意識の運動 としての語 りという

概念にお いて、初めか ら発話する個体 をイメー ジしている。「発話す る思考」 としての思考

は、その根源 において、常に個体的である。 シュライアーマ ッハーは、ヘーゲル のように弁

証法を、運動する純粋思考の自己意識 と解す るのではな く、む しろ互 いに語 り合 う個 々人の

共同性の構造組織 と理解するのである640。弁証法がシュライアーマッハー において、ヘーゲ

ルの 「止揚 としての弁証法」 とは異なる 「相互性の弁証法」 として、対話遂行 の技法論 とし

638例 え ば 弁 証 法 講 義 (1814/15年)§155f.[KGAII/10, 1: 106f.]

639[Potepa1985: 486/487]

640[Ebd.: 486]
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て展開する根拠が ここにある641。

以上か らプラ トンの弁証法が、シュライ アーマ ッハーに確信させた ことは、存在 と認識

の両者は常 に同時に生 と動、無時間性 と時間性、生成の状態 と存在の状態 にあるというこ

とである。第III部で見るように、シュライ アーマ ッハーの弁証法 は、 これ を受け入れ、こ

こか ら理論 と歴史の区別 を認識の基礎 にしっか りと根付かせ る。すなわ ち、 シュライアー

マ ッハーの弁証法は、概念の統一性 を知覚 内容の数多性 と結合す るのである。両者の関係

は、あるときは優先的 に同一的普遍 的概念 (思弁) を 目指 し、あるときは多様に移 り変わ

る経験 内容 (経験) を目指す。二つの認識の形式は、互 いに補完 しあって全体を形作るの

で ある。それ らはあ らゆる個別の認識、あらゆる判断において常に部分的に結びつ いてい

ると言われる642。

このようなシュライ アーマ ッハー における思考 と発話 の必然的結合か ら結果す るのは、

思考は決 して歴史の外 にある絶対的真理 とい う地位 に達する ことはで きない とい うことで

ある。対話において遂行 され、知へ と導 く思考展開の理論 としての弁証法 は、思考の発話性

に媒介されることによ り、歴史的世界の一部である。弁証法的に到達 され た一致 を、一つの

言語圏の文法 において表現 した り伝達 した りしないよ うな共同性は存在 しないか らで ある。

この思考の相対性 に基づいて弁証法 は、解釈技法 としての解釈学を常 に参照するように指

示される。ここに弁証法 と解釈学の接点が生じる。シュライアーマ ッハーの解釈学は、すべ

ての発話表現 を、そ こにお いて どの程度個体性が有効 に働いているかとい う観点に基づ い

て観察す る。個々の発話表現の理解は、特殊 (個) における普遍の現実化を示すか らである。

これに対 して弁証法が強調す る局面 は、各個別の発話表現が、あ らゆる思考 に共通する知の

イデーの先導によって行われるとい うことである。言語の歴史性か ら解釈学 と弁証法の必

然的な結合が結果するのである。1819年 の解釈学草稿の序論において、シュライ アーマ ッハ

ーは解釈学を、内的発話の思考 につ いての教説 (弁証法) と関係 させて次 のよ うに述べてい

る。「思考するものが 自分の思索 を固定化することが必要 と考える ところには、語 りの技法

641ヘ ー ゲ ル とシ ュ ライ ア ー マ ッハ ー の 弁 証 法 を 、そ れ ぞ れ 「止 揚 の 弁 証 法 」 と 「相 互 性 の弁 証 法 」 と特 徴

づ ける の は キ ンマ ー レで あ るが [Kimmerle 1985]、 これ に つ いて は第 皿部 で 詳 論 す る 。

642た とえ ば弁 証 法 講 義 (1814/15年)§196f.[KGAII/10, 1: 131f.]
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〔弁証法〕も成立す る。そ して、その後 に解釈も必要となる。[…] あらゆる理解の行為 〔解

釈学〕 は、語 りの行為 〔弁証法〕の裏返しである」643。

第2節 『綱要』 にお けるプラトン受容

第2章 において 『綱要』におけるカン ト、フィヒテ批判 を通 し、シュライアーマ ッハー

が 自らの固有な倫理学体 系を形成 して いった ことを明 らか にしたが、そ の際に彼は何 より

もプラ トンを模範 としていたので あった。 ここで改めて 『綱要』 において、どのよ うにプ

ラ トンが受容されて いるかを明 らかにしておきたい。

(1) 包括的学への志向

シュライ アーマッハーによれ ば 「倫理学の導出を試みた ということで称賛に値する二人

の人物」がいる。 「古代のプラ トンと、最近の人ではス ピノザである」。両者は、互 いに非

常に対立 しているようであるが、次 の点で両者は完全 に一致 している。すなわち、彼 らに

とって無限かつ最高の存在の認識は、他 の認識 を前提 としてはじめて産み出されるような

もので はなく、ま して他の第一根拠 のための急場 しのぎの補助ではさ らにな く、第一の根

源的認識であ り、すべての認識 はそ こから生 じなければな らないという点である。「こうし

た方法 によれば、すべて個々の特殊な諸学問が、それ らを超越 した一つの学のもとに従属

することが困難な くつ遂行 される」644と言 う。そ してプラ トンは、当初か ら、自然学と倫理

学のために共通 の根拠 を見 出そうという予感か ら出発 した。そ して、 「それ らの根源に時と

共にいよいよ接近 し、 この根拠 を絶えず探 し出そ うとした」。 「もしそ こにこのような努力

が、そ こか ら光が全体 に及ぶ ような場所でないとするな ら、彼の叙述の中に重要なものは

何 もない」 と言われる。 「彼 にとって無限なる存在 は単に存在 し、産 出するものではな く、

詩作するもので ある。そ して世界は、生成す る芸術作品、様 々な芸術作 品か ら無限者へ と

共に立て られた神の芸術作品である。 したがって、すべて個 々のもの、現実的なものは、

生成するものに過ぎず、無限な る形成者 (das unendliche Bildende) だけが存在するもので

ある」。 このような意味での 「客観性 をもって哲学した人だけが、すなわち唯一の必然的対

643[Potepa1985: 491]

644[KS: 35]
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象 としての無限者か ら出発 した人だけが」倫理学を、よ り高次の学問によって基礎付 ける

ことに成功 したと言 う645。諸学 を基礎付 け関連付 ける最高の学問 (『綱要』執筆時の 「知識

学」、後の弁証法) を求める先鞭をつけた人としてプラ トンが高 く評価されてお り、シュラ

イアーマ ッハーがプラ トンか ら学んだ第一の点 もこれである。(た だ し、全面的に受容 され

ているわ けではな く、シュライアーマッハーはい くつかの留保 をプラ トンに対 して付けて

いるが、詳細 は第III部第1章 第1節 で改めて考察す る。)

(2) 最高善の復権

シュライアーマ ッハーは、倫理学の形式概念を吟味する時、「他 のすべてに先立って三つ

の概念が現れ、そ のどれ もが 自らの下 に他 の諸概念の系列 を有 し、他の概念 に従属する こ

とはない」と述べ、それは 「義務、徳、 善」であると言 う646。そのそれぞれ に 「法則」、「賢

者」、 「最高善」のイデーが理想として対応す るのであるが、シュライ アーマ ッハー は、先

にも述べたように、 自らの倫理学 を、カ ン トの義務偏 重の倫理学に対 して、最高善 を中心

に構築す る。そ して、『綱要』にお いて最高善の概念のいわば復権 を唱える。すなわち、「あ

らゆる倫理的概念の中で、研究上最も困難なのが善悪の概念で ある。なぜな ら最近 の倫理

学が これを全 く軽視 し、 この概念がとにか く存在する というだ けで、それ以上の言及は ど

こにも見 られない […] それにもかかわ らず、次の ことはそれ 自体 と して明 らかで ある。

すなわち、この概念が、先の概念 〔義務 と徳〕 のもとで まとめ られた ものに対 して、空虚

な名称であるべ きではな く、また倫理学 の外に置かれた もの、つま り、道徳的なものをそ

の目的 としてもた らした り維持 した りす るための手段 に過 ぎないものを意味す るのでもな

く、 この概念 〔善 と悪〕が、昔か らそ うであったように、学問 自体の中に自分 の場所 を主

張すべきであるとす るな ら、この概念は、すで に私たちの問で この名称が暗示 しているよ

うに、さらに残 って いる第三の倫理的イデーの姿、すなわち最高善に関係 しなければな ら

ない」。しか もこの最高善は 「倫理的イデーによって産出され得るものの総体」を示す と言

う647。そ して、その模範となるのがプラ トンである。「プラ トンは、人間が神に似ているこ

645 [Ebd.: 37-381]
646 [Ebd.: 128]
647 [Ebd.: 167-168]
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とを最高善 と考え、存在者すべてが模像であ り、神の本質の表現であるとし、人間も先ず

内的 に、しか しそれか ら外的にも神の力 に世界か ら任せ られ、イデーにふさわ しく形作 ら

れるべきであ り、そうして至 る所で道徳的なものを表現すべきであると考えたか らである」

648。このように先にカ ント・フィヒテ批判の箇所で示唆された最高善 を中心とす る存在の学

としての倫理学の基本的構成はプ ラ トンか ら来るものと考えられるのである。

(3) 倫理学 の様式 としての発見的対話的方法

最後に倫理学の叙述様式 におけるプラ トンの評価がある。 シュライ アーマ ッハーは、従

来 の倫理学 にはその叙述の仕方 において三つの様式が区別されると言 う。第一は、非体系

的断片的な様式で ある。それは 「学問の領域 に属す るものすべてを、言わば掘 り起 こす こ

とに満足 し、個 々のものを比較 した り秩序付ける健全な弁証法 を伴わない。体系的な方法

な しに章節を選んだ り、あるいはむ しろ、行き当た りばった りに従来の吟味されないまま

の通俗的な生のあ り方によって把握 しようとす る」。古代ではア リス トテ レスが、近代では、

ガルヴェ、さ らにイギ リス道徳哲学 とフランス啓蒙思想もここに入れ られる649。このような

あ り方は、相対的な決定に達するに過ぎず、諸概念の対立を急き立てることもな く、それ

らをただ比較するのみである650。第二の様式は、独断的と呼ばれる。なぜな ら 「それはある

確固たる点か ら出発 し、学問のみを求めるか らである。そこから第一のあ り方 とは反対 に、

確かな歩みが生 じる。すなわち、特定の規則 に従 い、その出発点 にふ さわしい固有な諸概

念の区分 と結合である」。古代ではス トア、近代ではス ピノザの倫理学が ここに入れ られる

651。第三の様式 は 「発見的 (heuristisch)」 、対話的 と特徴付けられる。そ してプラ トンが唯

一の模範である と言 う。この方法 の本質は、 「一つの確固たる点か ら始まってある方 向に進

む というのではなく、懐疑的な主張によって個々の各規定から始め、媒介的な点を通って、

その都度諸原理や個々の原理を同時に叙述 し、そ して、電撃的に統一 に至る」と言われる。

この方法によって、「学問は、そのあらゆる部分 において、生の最高の度合いが保証される。

なぜな ら、学問の内的な力は、 この方法 において遍 く感 じられ、その叙述 のすべての部分

648 [Ebd.: 178]
649 [Ebd.: 334/335]
650 [Ebd.: 336]
651 [Ebd.: 336-337]

191



において常に若々しく新た に現れるか らである」。 このような方法は全体的見通 しが困難で

あるという批判は、 この方法の長所、すなわち 「運動の迅速 さと緩慢さを支配する芸術家

の完全な力」の前 に、物 の数ではないと言われ る。そのような能力を備えた人は、「どの瞬

間にも立ち止 まり、あらゆる面を見回す ことができる」か らである。このような様式が 「重

要なのはただ次のような人に とってだけである。すなわち、単に個々の学問を、そ こにお

いてすべての部分が同時 に釣 り合いをとって形成されている有機的な全体 として産出しよ

うとす るだけでな く、それ ら 〔すべて個 々の学問〕 をただ全体 の部分 と見なす人にとって

である。[…] 非常に広い意味での対話的な講義のみが、必然的 と見なされる」652。先にも

述べた とお り、 この方法の実践者はシュライアーマッハー によれば、唯一プラ トンのみで

ある。近代の人 としては、 フィヒテが当初は対話的な講演 をな したが、後 に独断的様式 を

取るようになった と言われる653。

この 「発見的方法」が 「対話的講義」と して特徴付 けられている点は、後述 されるシュ

ライアーマ ッハーの弁証法講義 との関連で大変興味深 い。すなわち、この方法が、 シュラ

イアーマ ッハーの体系の中で明確な位置を得るのは、1814/15年 に行われた第二回目の弁証

法講義か らである654。しかし、シュライアーマッハーが1803年 の 『綱要』においてすでに、

この 「発見的」 という術語 をプラ トンとの関わ りで 「非常に広 い意味での対話的講義」で

あると語っている事実は、1811年 の第一回講義以降、回 を重ねる ごとに、当初の知識学的

性格か ら次第 に対話論的性格 を深めてゆ くシュライアーマ ッハーの弁証法の展開を、『綱

要』のプラ トン解釈が示唆 していると言えるであろう。

第5章 ま とめ

以上、批判期の シュライ アーマッハーをシェリングやカ ン ト、 フィヒテ との批判的な取

り組みにお いて、 またヘーゲルか らの批判 によって明 らかに し、 さらにはプラ トンか ら示

唆 された と思われる包括的学問への思考や倫理学の構想 について考察 してきた。冒頭 にも

652 [Ebd.: 338-339]
653 [Ebd.: 340]
654 [KGAII/10, 1: 195f.]
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述べたように、 この批判期 は、直観期に開花 したシュライアーマ ッハーの思想世界が、独

自性 を孕 みつつ も、未だ十分学問的批判 に耐 え得る一貫 した表現を取 り得ていなかった状

態を脱皮 し、1811年 の弁証法講義 を皮切 りに、哲学、倫理学、解釈学、神学等の各部門で

体系的な諸学を構築 してい くための直接的な準備期間であった。

この批判期において何よ りも重要な点は、諸学を基礎付け、関連付ける包括的な学とし

ての 「知識学」の構想が明確 にされた ことであろ う。それはカン トにおける理論哲学 と実

践哲学の分離、及び両者の架橋方法 の不十分さに対する批判 に起因 し、プラ トンによる自

然学 と倫理学に共通 の根拠 を見 い出そ うという 「予感」に刺激されたものであった。そ し

て、この学の持つ諸学基礎付 けの根拠は、シェリングの 「学問論」 における同一性原理 と

しての 「根源知」 とほぼ同質の ものであることが示 された。ただ相違は、シュライアーマ

ッハーの場合、 「根源知」の直観認識が言語認識 と表裏の関係にあるべ きもの と考 えられて

お り、 これが 『大学論』においては 「生産的」(直 観認識) と 「通俗的」(言 語 による相互

対話) という講義の二要素 として展開された。そ してこれ は、直観期 の 「万有の直観」が、

個体化理論 と社交理論を介 して言語世界と親和性を持つということの必然的な展開として

解釈されたのである。カン トや フィヒテの倫理学に対す る批判として共通する個の基礎付

けの不十分さや軽視 というシュ ライアーマ ッハーの指摘 もこの点 と密接 に関わると思われ

る。(さ らにヘーゲルか らの批判 によって際立たせ られた シュライアーマッハーの独 自性 も

個 の重視、有限者の本質としての個性の非解消性であった。) シュライアーマッハーの構想

する知識学 のもう一つの側面、すなわち諸学の関連付けもここに関わ る。個体 としての諸

学は、その個性 を解消 される ことな く、全体へ と統合 され るのでなければな らないか らで

ある。後述 され るように、批判期 においては明 らかにフィヒテの影響で知識学 という名称

を用 いているが、やがて シュライアーマッハー 自身によってこの学が展開され るときには

弁証法 と言われるようになる。 この包括的学問は、当初 の知識学 (学問の学問) 的性格か

ら、後 に、対話論 (対話遂行 の技法論) へ と性格 を変えてゆ くが、その構成は終始一貫 し

て 「超越論部門」 と 「形式論部門」の二部構成である。すなわち対象が個別的な諸学であ

れ、対話 の構成員 としての個人で あれ、その個体 の基礎付けを扱 う部分 (「超越論部門」)

と、個体相互の連関 を扱 う部分 (「形式論部門」) か ら成っている。そのようなシュライア
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ーマ ッハーの知識学 (弁証法) の基本構想が、 この批判期に確立 したのである。

さらに個別の諸学としては、後に神学の基礎概念 とな る 「絶対依存感情」 も、この時期

主にシェ リングの 「知的直観」 との差別化 のためになされた 『宗教論』初版の改定作業の

プロセスにおいて、少な くともその内実が創出された。すなわち、初版にお ける 「直観」

に従属す る主観的反応 としての「感情」ではな く、 「神」との関係 という対象的契機 を内包す

る「感情」概念が、『宗教論』第二版 において前面 に出るが、 これは 「絶対依存」 という形容

詞 こそ付 されてはいないが、内容的には後期 の「感情」と同一である。 この 「感情」概念 を

軸に、倫理学か らの補助命題 を援用 しつつシュライ アーマ ッハーは、自らの神学体系 を叙

述する 『キ リス ト教信仰論』 を著す ことになる。さ らにカン トやフィヒテ批判及びプラ ト

ンか らの影 響で、善論 ・徳論 ・義務論を三本の柱 とす る倫理学の基本構想が確立 したの も

この批判期であった。かくして直観期の思想は練 り上 げられて、諸学の体 系が形成される

後期ベル リン時代 (体系期) を迎 える ことになる。
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第III部 体 系 期 (1807-1834)

は じめ に

1807年12月 、 シュライアーマッハーが再びベル リンに戻ると共 に、彼の大 いなる活動

の時代が始 まる655。さしあた り彼には職がなかった。彼は他のハ レ大学の教授たちと共に、

ベル リンに新た に創設される大学の教授職 に予定 されていたが、すべて はまだ計画段階で

あった。 シュライアーマ ッハーは在野の学者 として公開講義 を行 った。他の職のない教授

たち と同様で、た とえばフィヒテも1807/08年 の冬 にあの有名な講義 『ドイツ国民に告 ぐ』

を行っている。1808年7月 か らは、待機期間の俸給 として年500タ ーラーを受 け取るよう

になる656。

ハ レにおいて と同様ベル リンにお いて も、外的状況 の悪化が、シュライアーマ ッハーの

学問的な活動 を、その本質にお いて損な うことはなかった。ベル リン大学が開学され るま

で公開講義を しなが ら、彼は非常 に多様なプロジェク トに携わった。1807年 夏 に行われた

ギ リシャ哲学史につ いての講義や さらなるプラ トンへの取 り組み との関連で、シュライア

ーマ ッハーは、1807年 晩秋か ら1808年 夏にかけて、「エフェソのヘラク レイ トスについて、

彼の断片的な言葉や古代の証言に基づ く叙述」657とい う大部な研究に携わっている。 この

研究において シュライアーマ ッハー は、ヘラク レイ トスに帰せ られるとされる断章の、文

献学的に厳密な吟味を行 い、それ らか ら不変の運動 という原理 に基 づく思弁的な 自然哲学

を再構成 している658。

さ らに彼は1808年 、二番 目の説教集 と共に、ハ レで既に手をつけていた文書、それは、

ベル リンの新 しい大学創設の計画 との関連で成ったものだが、『ドイツ的意味での大学 につ

いての随想、新設大学についての附論 と共に』(い わゆる 『大学論』) を公 にする。そ こに

おいてシュライアーマッハーは、大学改革に対する基礎的な諸原理 を展開 していることは、

第II部 で見たとお りである。

655 以 下 こ の 時 期 の 伝 記 的 記 述 は 主 に [Fischer2001: 37f.] に よ る 。

656 1821年 当 時 、 プ ロ イ セ ン の 行 政 区 長 官 の 年 俸 が 、1,200タ ー ラ ー で あ っ た 。[ヘ ー ゲ ル 事 典: 697]

657 [KGA I/6:101-241]

658 [KGA I/6:136f., 168-170]
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この内容をヴィルヘルム ・フォン ・フンボル トが取 り入れて、1810年 の建 白書 「ベル リ

ンにおける高度な学問施設の内外組織 について」で代弁 している。単 にこのよ うな改革の

ための計画書によってのみな らず、シュライアーマ ッハーは個人的な接触 によって も、ベ

ル リン大学の新設 に影響を与えた。初期ベル リン時代か らの友人であるア レクサ ンダー ・

ドーナ伯爵は、1808年 か ら1810年 の間内務省 を主管 したが、彼 は大学、とりわけ神学部

の組織的形態 についてシュライアーマッハーに意見聴取 して いる。1809年7月 には、シュ

ライアーマ ッハーは、当時計画中で1810/11年 開設予定のベル リン大学教授 に指名され、

初代神学部長 に就任 した。

同じく1809年 に、改革派 とルター派の合同教会で ある三位一体教会の改革派説教者への

招聴が実現 した。同年、彼は (この間40歳 になっていたが) ミュ レンフェルス生まれのヘ

ンリエッテ ・フォン ・ヴィリッヒ (Henriette von Willich) と結婚 した。彼女は以前の彼の

友人また牧師で早世 したエー レンフリー ト ・フォン ・ヴィリッヒ (Ehrenfhed von Willich)

の妻であった。20歳 だったヘ ンリエッテは、初婚 によって生まれた二人の子 と共にシュラ

イアーマ ッハー との結婚生活 に入ったが、さらに四人の子を産んだ。エ リザベツ (Elisabeth)、

ゲル トルー ド (Gertnid)、 ヒルデガル ト (mdegard)、 そ して一人息子ナタナエル (Nathanael)

である。彼は9歳 で夭折する。シュライアーマッハーは この息子 のために、感動的な追悼

説教を残 している659。

1809年 の三位一体教会の説教者、及びベル リン大学教授への就任 と共に、1810年 には、

王室学術 アカデ ミーの哲学部門の一員 に選 ばれることによ り、第三 の職務が彼に与え られ

た。彼はこの新たな課題に、彼の活動の相 当な部分 を割いた。彼が アカデ ミーの本会議や、

哲学部門及び歴史文献学部門にお いて、また特別な機会にな した約60の 講演の うち、生前

に出版されたのはほんの一部分 (15講 演) に過ぎず、大部分 (32講 演) は、死後初めて遺

稿集から出版された。いくつかはいまだに出版されていない し、失われて しまったものも

ある。

シュライアーマ ッハーに対する高い評価は、彼が1814年 王室学術アカデ ミー哲学部門の

659 [SW II/4, 1844: 880-884]
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書記に選出された ことでもわかる。1826年 、彼は この任を辞 し、歴史 ・文献学の部門に移る。

同年彼はそ こで も書記に選任 され る。アカデミーの一員 として、彼 は大学の哲学部で も講

義 をする資格を持 っていた。 これ を彼は最大限活用 し、当初はフィヒテ、後にはヘーゲル

と競いつつ、幅広 い聴講者 を自らの周 りに集めた。1830年 夏学期の 「魂 につ いての教説」

にお いては、229人 もの聴講者 を得ている。弁証法、哲学的倫理学、解釈学、国家論、古代

及び近代のキ リス ト教哲学の歴史、教育学、心理学、そ して美学についての講義において、

これ ら諸学科の基本線 を展開 し、それによって、 自らの諸学問体系を起草 した。

したが って、1807年 か ら1810年 という期間は、転居と、三位一体教会、大学、アカデ

ミーでの新たな活動、そ して結婚 によって、シュライアーマ ッハーの人生の重大な変化 を

意 味する。 しか し他方、説教者、また大学教授 として、従来の路線で活動 して もいた。 こ

のように1807年 か ら1834年 までの後期ベル リン時代に、彼は自分の三つの職務において、

幅広 い活動を展開 したのである。

シュライアーマッハーは、1811年 、ベル リン大学 における彼の神学的仕事を、『神学通論』

という小著の出版 によって公にした660。1821/22年 には、プロテスタン ト神学の次の百年 を

規定する ことになる、かの歴史的な著作、すなわち 『福音主義教会 の諸原則に従って、連

関を尽 くして叙述 されたキ リス ト教信仰』661が 世に出る。 いわゆる 『信仰論』 と呼ばれて

いるこの書は、信条の観点か ら叙述された最初の第一級の教義学である。1817年 にプロイ

セ ンに導入 された二つのプ ロテスタン ト教派教会の合同は、その書 の中に体 系的神学的に

考察 された合同の根拠 と正当性を見出 した。この書 は、ただちに学会の注 目を集め、様々

に議論された。書評や批判に答えてシュライアーマッハーは1829年 、友人の神学者フリー

ドリヒ ・リュッケ (Friedrich Lucke) に宛てた二通の公開書簡を著す662。1830/31年 にはこ

の書の第二版が出るが、特に序論に大 きな改訂が加え られた。『信仰論』は、この第二版が

その後、世代を越 えて神学者たちによって研究 され、今 日に至るまで、神学的原理問題 を

め ぐる議論に影響を与えている。

660 [KGA I/6:243-315]
661 [KGAI/7.1-3]
662 [KGA I/10:307-394]
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学問や教会の多様な活動に加えて、 シュライアーマ ッハーはベル リンにおいて、彼の国

家を急迫 していた政治問題 にも関わる。1806年 のプロイセ ンの降伏、(それを彼はフランス

軍によるハ レの占領 によって直接経験す るのだが、) それは彼の愛国的な気質を目覚めさせ

た。彼はプロイセ ン改革 の先駆者たち (彼 らは同時にまたナポ レオン支配 に対す る主要な

抵抗者 として活動 して いた) と関係を結び、また、時には危険を冒 しなが らも、この革命

計画に参与 した。デ ィルタイは、『シュライアーマッハーの政治感覚 と活動』(1862) とい

う著書 において、彼の活動 のこの方面 を印象的 に記述 しているが、その際デ ィルタイは特

に、シュライアーマ ッハーの政治的な説教に注意を喚起 している。すで に彼の生前に広 ま

っていた誤解、すなわち、「シュライアーマ ッハーのキ リス ト教的世界観 においては、ただ

受動的な宗教感情だけが」見 出されるという誤解 に反対 して、ディルタイは、この男の 「鋼

のように強靭な性格」を強調する。それはただ彼の政治的活動において のみ示 されるもの

であるという663。1808年 にシュライアーマッハーは、プロイセ ンにとどまり続けるフラン

ス軍に対する民衆蜂起の準備に手を貸 し、1808年 の夏 と秋 には、プロイセ ンの宮廷 と政府

が一時避難 して いたケーニ ヒスベル クに、密命を帯びて何回かの旅行を企てている。そ こ

において彼は、反乱や蜂起 にかかわる人々、シュタイ ン (Kari vom Stein) や シャル ンホルス

ト (Scharnhorst)、 グナイゼナウ (Gneisenau) らと、民衆蜂起の計画 を練 ったのだった664。

この政治的軍事的陰謀 は、教会的および教育政治的な領域における改革の努力によって、

補完され、支え られていた。た とえば、おそ らくはシュタイ ンの指示 によるプロイセ ン教

会憲法構想 「プロイセ ン国家内プロテスタン ト教会の新憲法についての提案」665で ある。

あるいは1808/09年 の冬、大学開設前に行われた講義 「国家論、倫理学 による原理 に基づ

く国家 の本質的な要素 と業務」は、 こうしたコンテキス トで理解 され るべきで ある。さら

にシュライアーマ ッハーの改革活動は教育政策に向けられる。1810年 フンボル トは、内務

省の下部部門である文化 と授業部 の指導者 として、シュライアーマ ッハー を公 開授業の学

問的代表団の長 に呼ぶ。その年の終わ り頃に彼 は、参事官、及びその部 門の正規の メンバ

663 [Dilthey, 1960: 14; 2]
664 [Birkner1996, 143f.]
665 [KGA I/9: 1-18]

198



ーにな り、そ こで1815年4月 まで共 に働 く。この期間シュライアーマ ッハーは、その代表

団 と部門に対 して、プロイセ ンの学校制度の再組織 について多 くの所見 を著す。 さらにシ

ュライアーマッハーは、プロイセンの社会的政治的革新 という意味で、説教壇上か ら働 き

かけようと試みる。彼がな したいくつもの説教の表題が これを記録 して いる666。

プロイセ ンの社会的政治的軍事的革新の為のシュライアーマ ッハーの大胆な取 り組みは、

数年後 には、保守的な国王やその側近たちの不信感を引き起 こした。既 に1813年 に、シュ

ライアーマッハーの出版人で友 人でもあるゲオルク ・ライマー (Georg Reimer) が出して い

る 「プロイセ ン通信」の共 同者及び非常勤編集者 として、 シュライアーマ ッハーは検閲に

引っかかっている。とりわけ、彼が、プロイセンの政策 に毅然さが欠如 していると非難 し、

ナポ レオンとの講和の計画を誘惑 と見なす と書いた記事は、為政者の怒 りを引き起こした。

このような ことが繰 り返 されれば教授職の解雇を言 い渡す と脅される。ましてや1815年 以

降の政治的復古の盛 り上が りにおいては、状況 は彼 にとっていよいよ厳 しいものとなって

いく。1817年10月18日 の ドイツ学生によるヴァル トブルク祭667は、疑わ しい人物 に対す

る警察の監視 を強化す ることになったが、シュライアーマ ッハー もその対象に入っていた。

1817年 の夏学期、彼は政治 について講 義を行ったが、それを彼は1817/18年 の冬学期にも

繰 り返 した。 これはヴ ァル トブル ク祭 によって 引き起 こされた政治的結果 に対する彼な り

の反応である。

1819年 、神学部の学生たち及びブル シェンシャフ ト急進派のカール ・ルー ドヴィヒ ・ザ

ン ト (Karl Ludwig Sand) による作家アウグス ト ・フォン ・コッツェブー (Augustvon

Kotzebue)の 殺 害 は、 政治状 況 を再 び厳 しいものに導 いた が、それ は、メ ッテルニ ヒ

666例えばフランス軍によってハレが占領された直後の1806年11月23日 、彼は 「公然とした災難の効用

について」 という説教している。1807年 新年の説教のテーマは、「われわれは何を恐れ、何を恐れるべき

でないか」である。1808年1月24日 にかれは 「昔から自国に伝わる大いなることに対する正 しい尊敬に

ついて」という説教をし、過去を振り返ることが未来への展望に役立つと語りかける。[Fischer2001: 44]
667保守反動政策の中心人物であり、19世 紀前半のヨーロッパ外交をリー ドしたメッテルニヒは、神聖同盟

や四国同盟 (五国同盟) を自由主義運動の抑圧に利用した。しか し、自由を求める運動は、1810年 代から

20年 代にかけてヨーロッパ各地で次々とおこった。 ドイツでは、1817年10月18日 、ブルシェンシャフ

ト (ドイッ学生同盟、1815年 に成立した ドイツの大学生の団体) が、ルター宗教改革300年 祭とライプチ

ヒ戦勝記念式典をワル トプルクの森で行った。自由とドイツの統一を求めて ドイツ各地から700～800人

の学生が集まり気勢を上げた。メッテルニヒが学生の自由主義運動の弾圧に乗り出した。彼は、1819年 に

カールスバー ドで ドイツ連邦議会を開き、ブルシェンシャフトの解散 ・言論出版の自由の制限 ・進歩的な

教授の追放などを決議 した (カールスバー ド決議、1819.9)。これによってブルシェンシャフトは壊滅した。
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(Clemens Wenzel Furst von Metternich) に主導 されたカールスバー ドの決議 (1819)、

及びデマゴーグ迫害 において表面化 した。警察 による監視措置は、特に、大学に対 して向

けられた 。ベ ル リン大学 開学 以来の シュライアー マ ッハー の同僚で あるデ ・ヴ ェ ッテ

(Martin Leberecht de Wette) は、一年後に処刑 される神学生の母親 に、見舞いの手紙 を

書いた ところ、それが警察の手に渡 り、その結果、解雇 されることになる。 シュライアー

マ ッハーの義理の弟エルンス ト・モ リッツ ・アルン ト (Ernst Moritz Arndt) にも1820年 、

同様の運命がボ ンで彼 を襲った。シュライアーマ ッハーの場合は、1820年 、ケーニ ヒスベ

ル クへの異動が促 され、それ を拒む場合には、同 じく解雇が検討 されたのだった。監視の

目は彼の説教活動 にも向けられた。1823年 、彼はたびたび警察の事情聴取にじっと耐 えね

ばな らなかった。彼は、政治的に信頼できず、疑わ しい人物であると見な されていた。よ

うや く1831年 に、赤鷲勲章第三等 (最低の等級ではあるが) の授与によって、王との和解

に至った。フ リー ドリヒ ・ヴィルヘルムIII世に宛てた礼状において シュライアーマ ッハー

は、意味深長に次のように書いている。 「この表彰は 自分を深 く感動 させ ます。寄 る年波 に

輝 く優 しい星の光のように、それは、過去 における幾多の悲 しみや暗闇を柔 らかな輝きで

覆って くれます」668。

シュライ アーマ ッハーがここで仄めか して いる 「悲 しみや暗闇」は、単 に政治的な見解

や活動 にのみ当てはまるのではな く、教会政治上の問題 にも該当する。 シュライアーマ ッ

ハーは早 くか らプロイセ ンにおける教会改革運動に関わっていた。その際に本質的 に重要

で あったのは、三つの大きな相互 に関連 している問題であった。すなわち、二つのプロテ

スタン ト教派の合 同、福音主義教会のための新 しい教憲教規、そ して礼拝改革 (と りわ け

典礼の刷新) である。後二者 においては、衝突、すなわち、国王及びそ の側近 を相手 にし

てのシュライアーマッハーの激 しく勇敢な対決 という事態 になる。

シュライアーマ ッハーは、国王によって強 く推 し進め られたル ター派 と改革派の教会合

同と、1817年 の宗教改革記念祭に合同の聖餐式を行 うという王の願 いを、好意的に受け入

れた。1817年10月 初旬 に、ベル リンの両教派の聖職たちが集 まり、最初のベル リン合同

668 [Br. II: 444]

200



教会会議が成立 し、シュライアーマ ッハーがその議長 に選ばれた。 この会議で、両教派合

同の聖餐式が決議されたが、それは王の意向に全 く添 うものであった。シュライアーマ ッ

ハーは「10月30日 にベル リン合同教会会議によって執 り行われる聖餐式についての公式声

明」を著 し、そ こで彼は この決議について解説 している669。合同聖餐式 というこの思 い切

った一歩 によって、プロテスタン トの間で ほぼ三世紀続 いてきた争いが仲裁 され、新たな

時代が開かれたのである。シュライ アーマッハーは、特 にルター派の側か らの批判者 に対

して、この合同を弁護 した670。さ らに、『信仰論』を著す ことによって、この合同の理論的

神学的基礎付 けに貢献 した。1831年 には、彼は、皇太子、後のフリー ドリヒ・ヴィルヘルム

IV世 の願いによ り、合同に反対 していた シュレージエン地方の教会のルター派教区の分離

問題の解決 に取 り組んだ。勲章の授与 は、この彼の功績に対 してであった。

このように、 シュライアーマ ッハーによる教会改革運動のうちの第一のポイン トである

教会合同は、比較的 目に見 える成果 をもた らす ことができたが、残 りの二つ、とりわけ教

憲教規の改正は、容易な らない衝突 を引き起 こした。本論の主題か らそれるので、詳述は

しないが、シュライアーマ ッハーは、国家における教会の独立性 を強調 し、教会 を 「上か

ら」統治す る監督制の教憲よ りも、民主的に整 えられた教会会議、 あるいは長老派的教憲

に、明確な優先権 を与えている671。 このような自由主義的な考えは、政治的領域への越権

という危険 も伴ってお り、始 まりつつあった王政復古 の時代に日の 目を見ることはなかっ

た。 シュライアーマッハー は、教憲改革 に対する彼の提言によって世間に認め られること

は、全 くなかった。国家による強力な干渉の可能性 を持つ教会会議原理が、力を持ち続け

たのである。

以上のような後期ベル リン時代 (体系期) を通 して、繰 り返 しな された弁証法講義 を中

心 に、以下、シュライアーマ ッハーの弁証法的思考 の内容、構造そ して独 自性 を明 らか に

す る。以下、先ず第1章 において、弁証法講義の前史やその外的経過、現存資料等 を一瞥

669 [KGA 1/9: 173-188]
670 An Herrn Oberhofprediger D . Ammon ueber seine Pruefung der Harmsiscben Saetze, 1818. [KGA
I/10: 17-116]
671 [KGA I19: 120f.] 様 々 な教 憲 教規 の 形式 に つ い て は [KGA I/9: IX-CXIV]
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し、さらに同時代の反響を明 らか にした後に、第2章 では、シュ ライアーマ ッハー弁証法

の独 自性が最も顕著 に現れ る 「絶対者」 「神」「世界」 といった超越論的概念や、宗教 と哲

学の関係等が、六回の弁証法講義 において どのように理解 され、 また変容 していったかを

明 らかにす る。第3章 は結論的考察 として、シュライアーマ ッハーの弁証法的思考構造を

明 らかにすると共 に、その思想史上の位置付けやモデル化、 さらにフィヒテ弁証法 との比

較 においてその独 自性 を明 らか にす る。最後 に補遺 として1811年 の弁証法講義の中核部分

(序論と超越論部門)を 、2002年 に新全集で初めて刊行された筆記 ノー トを用いて再構成

し、難解なこの講義の概要 を提示す る。

第1章 弁 証 法 講 義 につ いて

第1節 前史

(1)「弁証法」の構想

1810年12月29日 、シュライアーマツハーは友人ガース (GaB) に宛てて次のように書い

ている。「私は既に倫理学を頼まれていました。 しか し、フィヒテが唯一人の哲学教授であ

る限 り、哲学の講義を しないと誓 っていました。 しかし、 この状況 は復活祭までには変化

するよ うです。そ うなれ ば私 は、初 めて、私の哲学講義の序論 として、弁証法 を試 みる気

になっています。それは長 らく私の念頭 にあったものです。 しか しまだ確定 したわけでは

あ りませ ん」672。事実、シュライアーマ ッハーの哲学講義 は、 この時まで、倫理学や哲学

史、国家論、解釈学 といった特殊科 目に向け られてお り、弁証法 という意味での一般哲学

を対象 には して こなか った。その理 由が、新設のベル リン大学で、 フィ ヒテ と競合する こ

とになるという事情で ある。実際、フィヒテ とシュライアーマ ッハーの問には早 くか ら相

互 に対抗意識があったようである。すなわち、彼は既 に1801年3月28日 にシュヴァルツ

(F. H. C. Schwarz) 宛てに次のよ うに書 いている。「観念論の内部で […] 私と彼 (フィヒテ) ほ

ど、強 く対立 して いる者はいませ ん。私たちは双方 ともそれを意識 して います」673。ただ

外部的 には、共通性のほ うが遥か に目立って いたようで、 シュライアー マッハーは 「フィ

672 [KGAII/10.1: VIII]
673 [KGA V/5: 75] (Brief1033)
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ヒテの弟子たちも、私のものを彼のものだ と見なしている」674と苦言を呈 してもいる。

フィヒテ哲学の一面性 の釣 り合いを取 るために、シュライアーマッハーは1810年 初頭、

彼の友人で、かつてハ レ大学の同僚であったヘンリッヒ ・シュテフェンスを、哲学教授 と

して招聰 しようと試みる。彼 とシュライアーマ ッハーは既 にハ レで、学術上親 しい関係を

結んでいた。 シュ ライアーマ ッハーは、シュテフェ ンスのための この努力の理由を 「倫理

学の講義」を持って もらうためであると述べている。 「一般哲学」 としての弁証法によるシ

ュ ライアーマ ッハー の登場は、友人シュテフェンス招聰の見通 しが挫折 した結果である。

シュライアーマ ッハーは、哲学の教授活動を断念 して いなか ったのである。 このようなわ

けで、弁証法 は、 とりわけフィヒテの知識学 との批判的対決 と見なされねばならない。

しか し、弁証法 は、単 にベル リン大学の創設期の特殊事情か らだけ説明することはでき

ない。む しろ、弁証法は、シュライアーマッハー 自身が述べているように、「既に久 しく念

頭にあった」のである。

シュライアーマ ッハーが久 しく念頭においてきたもの、目指 していた ものは、既 に1803

年の 『綱要』か ら読み取ることができる。すなわち、彼 にとって重要だったのは、「あ らゆ

る学問の連関 と根拠 についての学問」であ り、これは 「個 々の諸学問のように、再び最上

位 の原則 に基礎付 けられ る」必要 のないものである675。ここでは明らか にフィヒテの知識

学への対抗が問題 となっている。それは後述 (第3章 第3節) す るように 「絶対で、端的

に無制約な原則」676を頂点に据えるものであったが、 これに対 してシュライアーマ ッハー

は、 自分の要求す る学問を 「一つの全体 として」考 え、その構想 を次のように述べる。「そ

こで は、 どの部分 も端緒 にな り得る。個 々すべてが、互いに規定 し合 いなが ら全体に依拠

している。[…] そ して、そ ういう学問は、受け入れ られるか捨て られるかであって、基礎付

けられた り証明された りする ことはできない。そのような最高の普遍的な認識は、知識学

と呼 ばれ るのが正当である。その名称は、哲学 とい う名称 よ りも、争う余地な く遥かに優

先されるべ きであ り、その発見は、おそ らく、この名称の下 に最初に立て られる体系よ り

674 [Ebd.: 76]
675 [KS: 11, 2f.]
676 [Grundlage: 255]
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も大 きな功績 と見なされるべきだ ろう」677。

倫理学の学問的な基礎付けを何よ りも成 し遂げることができるよ うな、最上位 の学問の

輪郭 については、『綱要』はこれ以上詳 しい情報 を提供 していない。それは、従来の倫理学

体 系に対する批判に限定され、学問 としての倫理学の積極的な叙述 自体 を提供 しないか ら

である。しかしなが ら批判 自体の根本的立場や方法は 『綱要』 において、後の弁証法 に結

び付け られている。すなわち 『綱要』の前書きの中で次のように言われて いる。「おそ らく、

現在の諸学問の状況、及び今なお続 く第一原理 をめぐる論争 においては、この種の批判は、

認識の他の領域のためにも、有用である ことが示 されるだろう。それは、争点 となってい

る領域の外部にある点か ら、それを評価す るためである。少な くとも、個別 をめ ぐる論争

では容易に忘れ られがちな こと、す なわち、認識 と技法が相互浸透 し合 う学問的形式 に、

哲学の名に値す るものすべてが導かれねばな らないということが、不十分なが らも思 い起

こされるだろう」678。 ここで言われている 「認識 と技法が相互浸透 し合 う学問的形式」 こ

そ、弁証法の構想に他な らない。

また 『綱要』の結びにある次の一文 も、 この ときのシュライアーマ ッハーが抱いていた

「最上位 の学問」の構想を明 らかにする。すなわち 「今 まで示 されてきたような無敵の動

的な観念論は、最高の認識のイデー に由来す るという、その素性を証明すること一それ は栄

誉を受けるため には必要なのだが 一は困難だ ということである。同 じものにつ いての二つ

の叙述、それ らは同様に一つの重要で考慮 を要する争 いに巻き込 まれて いるのだが、そ うし

た二つの叙述 の一方 〔フィヒテ哲学〕は、倫理学を樹立するのだが、自然学の可能性は、ある

場合 には強情から、ある場合 には意気消沈か ら否定す る。また、もう一方の叙述 〔シェ リン

グ哲学〕 は、それ に対 して、自然学を立てはするが、倫理学には、学問の全領域 において余地

を認めない」679。したがって、要求 された 「最高の学」は、自然学 と倫理学 の両方の基礎付

けを成し遂げることが何よ りもできねばな らない。

このように、 この時点 (1803年) で、すでにシュライアーマッハーの念頭に後の弁証法

677 [KS: 20f.]
678 [Ebd.: V]
679 [Ebd.: 487]
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の構想があった ことは確かである。 しか し彼が、 これに関 して、根本哲学 (あ るいは弁証

法)、 自然学、倫理学 という哲学の三区分を考えていたか どうかは必ず しも定かではない。

なぜな ら、それに対応する 「古代の人」-ギ リシャの哲学者 、とりわ けプラ トン-に よる

区分 (この区分に彼は後に 自分 自身の区分のための拠 り所 を求 めていた) への示唆が、同

時 に次のよ うな批判 を含んでいるか らである。 「これ ら三つの学問は互 いに独立 してお り、

それぞれが自分 自身の根拠 に基づいている。その際 それ らの為 に共通の推論が見出される

ことはない」680。「古代人の中で、完結した連関においていわゆる哲学を講 じた人々は、それ

を論理学、自然学、倫理学に区分するのが常であったが、これ ら三部 門がそ こか ら生い立つ

所の共通 の根源を示す ことはなか った し、さ らによ り高次 の諸原則 を立てる こともなかっ

た」681。 自立 した学科 として、この 「最高の学」が現れるという形で、 この弁証法が実現

され るべきか、それ とも、それはただ自然学や倫理学といった実学 との関係 においてのみ、

それ らの内部で叙述可能なのか といった ことについては、この時点では まだ定まっていな

か ったのである。

シュライ アーマ ッハーのプラ トンの翻訳の第一巻 (1804年) の彼による序文の記述 も哲

学内部の区分に関心を寄せている。すなわち次のように言われている。「哲学の区分は、彼

〔プラ トン〕 にとって少なか らぬ関心で あったので、人は彼 をむ しろある程度、その創始

者 と見なす ことができるほどである。 しか しなが ら、彼の書の どれ も、そのような関心に

特 に限定 されてはいない。彼は哲学の本質的な統一 とその共通の法則を、よ り大きな もの

と見な してお り、それ を特 に追求 した。 したがって、様々な課題がいたる ところで、互 い

に多様に絡み合っているのである」682。

すなわち、第II部 第4章 で考察 したように、シュライアーマッハーは一方で、プラ トン

の対話の性格や形式 を賞賛 し、 この 「哲学的芸術家」による対話の構成や様式化を高 く評

価 しなが ら、 しか し他方ではプラ トンの弁証法構想に関 して、以下の三つの点を留保点 と

して指摘 している683。

680 [Ebd.: 23]

681 [Ebd.: 22]

682 [PWI/1: 9]

683 [UPP: 39] さ ら に [DF: 31f] を 参 照 。
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1) プラ トンは 「教育的弁証法」 を 「教 え」や 「授業」 という目的 に限定 してい

る。

2) プラ トンの対話 は、口頭 による話 し合 いとい う根源 的な相互伝達の模倣に過

ぎず、それ 自体は書かれたテキス トに他な らない。

3) プ ラ トンの対話形式は、「彼の方法の全体 を決 して汲みつ くしていない」。プ

ラ トンは戦略的手段 (問いを投げか け、謎 を生 じさせ、そ こにとどまること

が不可能な明白な矛盾を引き出す等) を用 いる。それは、読者を最初か ら 「意

図された理念」に、読者自身の 「自己活動」によって接近 させ るためである。

見知 らぬ先行知 によって引き起 こされ る自己活動は、本 当に自立的な もので

はない。前 もって知っている ものは、相 当独断的 に、自己の立場 に固執 して

お り、その妥 当性 を前提 としている。プラ トンにおいて対話形式は教育手段

に過ぎない。

さらに明確なプラ トン批判 を、シュライアーマ ッハーは哲学史講義の中で展開している。

すなわち、プラ トンはゴール を定めず に真理に接近す る哲学ではなく、「体系的哲学の創始

者」である という。すなわ ち、プラトンは、妥 当性 を格納する確固 とした基準を持 ってい

たと言われ る684。

それゆえ、 シュライ アーマッハーによれば、プラ トンの対話は、すべての人の中にその

原理が存在 し、生き生きとなされることがで きね ばな らないという前提 に基づいている。

プラ トンは、 ソクラテスの産婆術的な方法を完成す ることができたが、産婆術 は、すで に

自分の中に胚胎 して存在 しているもののみを引き出す。それは対話 によ って引き出 され る

のではあるが、 しか し、対話そのものが理念 の真理 を根拠付 けるわ けではな い。それゆえ

シュライアーマ ッハーによれば、プラトンの弁証法 は、厳密には対話論ではなく、 「結合に

関する技法」で あり、考 え得る全ての発言 を、結合が合法的であるか どうか、あるいは分

割が正当になされたか どうか という観点で吟味す るもので ある。 しか し、それはシュライ

アーマ ッハーが自らの弁証法で 目指す ところの、一致 に基礎付けられた真理の合意論 とは

684 [DF: 32f.]
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異なるというのである。

また1805/06年 にハ レで行われた二度 目の倫理学講義 との関連で成立 した 『倫理学草案

(Brouinon zur Ethik)』 にもそのような学への示唆はない。 「倫理学の頂点に何 を置 くべ

きか」という問いに対 して、シュライアーマ ッハー は、むしろ「諸原則と諸命題 における取

り扱い」をはっき りと排除 している。そ して、「根源的直観」 を示唆するが、それは、 「一つ

の命題にまとめ られない」ものであり、それゆえに人は 「直接その直観に とどまら」ねばな ら

ないとされる685。

ハ レ大学 における最初の倫理学講義 (1804/05年) も、 この点では、『倫理学草案』に代

表 される立場 と根本的に異なってはいない。最初の講義に基づいて成立 し、シュライアー

マ ッハーの友人たちの問で回覧され、筆写 された草稿は、残念なが ら一部分 しか残ってい

ない。シュライアーマ ッハーに宛てたガースの書簡 (1805年7月13日 付) によれば、こ

の草稿は、「超越論的要請」 という詳細な記述 を含んでお り、そ こではとりわけ、シェリン

グに対するシュライアーマッハーの立場の独 自性が、はっき り現れていた という。す なわ

ち 「超越論的要請 を、短縮する ことは困難でしょう。む しろ私は拡張す ることを考えます。

これは どんな場合 にも、分か りやす くすべきです。すなわち口頭での講義のために。バル

トルディは、特 に好意 を持 って、あなたのシェリングか らの逸脱に気付 きました。私たち

はその時、 シェ リングの 『学問論』を手元に持って いたのです。そ して、あなたが、それ

に決 して接近 しないことを願っています」686。シュライ アーマ ッハー 自身が、この連関で、

はっき りと 「要請」 ということを語 ったのか どうかは、定かではない。 しか し、友人たち

が この概念 をシュライアーマッハーの論述 に関係させたことは、偶然ではなかっただろう。

カン トは純粋実践理性 の要請 とい うことで、「理論的で はあるが、それ自体 としては論証で

きない命題 を考 えていた。[…] その限 り、彼は、アプ リオ リに無条件で有効な実践法則を、

常 に支持 していた」687。要請 とは、この理解に拠れば、実践的に基礎付け られ る諸命題で、

証明 され ることなしに受け入れられるもので ある。そのような機能は、 自然学 (理論哲学)

685 [Ebd.: 82]
686 [KGA II/10, 1: XIV]

687 [Ebd.]
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や倫理学 (実践哲学) の一節 にある 「根源直観」を も満たしているもので ある。そ して、

最上位の学問は全体 として、基礎付 けられた り証明された りは しない という、先 に引用 し

た 『綱要』の言説 も、要請の教説 と結びつける ことが可能である。

1807/08年 にベルリンでなされた三回 目の倫理学講義において、シュライアーマ ッハーは、

最上位 の学問に対する倫理学の関係 についてはっきりと語 るようになってきている。

「もう一つは、第一哲学、認識 に対する倫理学 の関係である。そ こに他 のすべては

依存 しているのだが、それは次のよ うな形式 においてである。すなわち、すべての学

問的形式が、それ らの最終的根拠 としてのその哲学 に基づいている純粋哲学で ある。

それが 自然あるいは行為への近づき方 しだいで、幾通 りもの運命がある。それが今、

自然哲学 として支配するな らば、 これは、先の空虚な観念論 に対 して、実在 の側での

釣 り合 いを取るものとなる。そ して、 このつ りあいは全歴史 を通 して進行す る。 しか

し、純粋哲学は、自然学 と倫理学の間にあって、完全 に均衡状態にな ければな らない。

その使命は、存在 と認識の同一性 を示す ことである。 この使命 を、純粋哲学は、自然

的形式か倫理的形式で行わねばな らない。今 は特に自然的形式で、おそ らく後 には倫

理的形式でというよ うに。私たちが純粋哲学の諸原則 を前提 とす るのは、全 く正 当だ

が、そ こではまたすべてが一つであ り、すべての論争は、諸形式 の有能さや、理解の

為 にのみ有効である」688。

ここでのシュライアーマ ッハーの考えによれ ば 「第一の」 もしくは 「純粋な」哲学は、

自然学 と倫理学が 「完全な均衡状態 にある」場合 に、自然学 と倫理学における実在的知の

実行 において生 じる。 自然学 と倫理学 とがそのような均衡状態にあるのは、ただ観念的な

ものと実在的な ものの、 あるいは存在 と認識 との統一が、それ らの制約 にお いて正 しく把

握 される場合である。 このような前提 において彼は、彼の時代の 「自然哲学」を純粋哲学

と同一視できた。このよ うな発言は、 「自然哲学」か ら区別できない ことは当然である。既

に1800年 、シュライアーマ ッハー は、フィヒテの 『人間の使命』につ いての書評 において、

自らを 「自然哲学者」 と自称 して さえいるが、そ う言 うことによって、 フィヒテの 「観念

688 [KGAII/10, 1: XIVf.]
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論」に対する反対 を表 していたのである。その立場は、フ リー ドリヒ ・シュレーゲルやシ

ェ リング、 シュテ フェンスと共に観念的なもの と実在的なもの との合一を目指 してお り、

それは、 自然哲学 と倫理学 との均衡において実現されねばな らなか った。

『大学論』(1808) においても、シュライアーマ ッハーは思弁 と経験の密接な結びつきを

支持 し、純粋で思弁的な超越哲学の独立には反対 している。「最高原理 としての学問的精神・

あ らゆる認識の直接的統一は、何かそれ自体単独で、単なる超越論哲学において立て られ

た り、示された りす るものではない。残念な ことに、そのような奇妙な試みをす る人もい

るのだが。そのように純粋に引き抜かれた哲学以上に空虚なものは考 えられない。[…] そ う

ではな く, ただすべての知に対するその生き生きとした影響 においてのみ、哲学は叙述され、

理解 される し、その身体や実在的な知を伴ってのみ、その精神は叙述され、理解される」689。

「学問の自然的組織全体」をシュライアーマッハーは、ここで も 「純粋 に超越的な哲学と、

全 く自然科学的、歴史的側面」 とに分 けて いる。 しか しなが ら、それ は 「思弁の空虚な形

式」であるべきではないと言われ る。

以上より次の ことが確認できる。 シュライアーマッハーは、遅 くとも1803年 の 『綱要』

以来、その名称は様々に変化するが、すなわち 「すべての学問の根拠及び連関の学問」 「最

上位の学問」「純粋哲学」 「純粋な超越論哲学」「一般哲学」等 々、哲学的な原理の教説 を考

えていた。それ を哲学的実学である自然学や倫理学 との密接な結びつきにおいて叙述 しよ

うとしてお り、その際、彼 の言葉 のい くつかが許す帰結は、独 自な学科 におけるこのよう

な原理学の叙述 は、彼によって最初 は考 えられていなかった とい うことである。 しか し、

シュライアーマ ッハーは、1811年 には、そのような独 自な学科である弁証法を持って登場

す る。このことは、「純粋哲学」についての彼の考 えの帰結 とは考 えにくい。む しろ、ベル

リン大学開学後 、彼の哲学の教授活動に関連 して、彼が陥った状況 に強制 された と考える

べきである。 ここで彼は、フィヒテとの直接的な競合を避けることができなかった。 フィ

ヒテの知識学は、彼 にとって、一人歩 きした 「空虚な」超越論哲学 を代表す るのみならず、

それ を越えて、彼の理解によれば、歴史的なものや倫理学 と均衡す る自然学を認めず、そ

689 [KGA I/6: 37f.]
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の限 りで、観念的な ものと実在的な もの、思弁的な ものと経験 的な ものの合一 という課題

を実現できなかった。こういうフィヒテを意識 して、 シュライアーマ ッハー は、哲学 と生

の分離を批判 し、 フリー ドリヒ ・シュレーゲル と共 に、観念論 と実在論の統合 を目指 した

ので ある。すなわち、次のように言われている。「観念論 と実在論とを一つにすること、こ

れが私の努力が 目指す ところです。私はそれ を 『宗教論』で も 『独 白録』で もできる限 り

示唆 しま した。 しか し、 もちろんその根拠 は非常に深 く、両方 の側 に、 この ことに対す る

意義を開示するのは容易な ことではあ りません。それを 目指 して多 くのことを語った シュ

レーゲルは、理解 されていません」690。

この状況 において、シュテ フェンスの招聘が頓挫 した後 にシュライアーマ ッハーに残さ

れていたのは次 の二つの可能性だけであった。すなわち、ベル リン大学 における彼の教授

活動の最初の学期 のように、これか らもフィヒテに哲学の領域を任せ るか、それ とも、 自

らの当初の意図に反 して、哲学的原理学の領域 にお いて、フィヒテ との直接的競合に乗 り

出すかである。

しか しなが ら、その際、シュライアーマ ッハーは、彼のこれまでの確信に基づいて、実

在的な知に対 して独立 してお り、単独で立て られた超越論哲学は避 けね ばな らなかった。

そ して、またフィヒテの知識学 に対 して、単純 に代替的な知識学を対抗 させる こともでき

なかった。む しろ、実在的な知の実現と関わ る諸原理 ―シュライアーマ ッハー の理解 に拠

れば、実在的な知 においてのみ、それ ら諸原理は、認め られるのであった―が、求め られ、

規定されね ばな らなかった。 したがって、原理 についての教説は、原理 についての実在知

としてではなく、技法論 (Kunstlehre)、 あるいは実在知の器官 (Organon) として構築される。

そのような企ての為 に、 シュライアーマ ッハーは、プラ トンにさかのぼる弁証法理論の中

に結合点 を見 出したのである。

(2)「弁証法」 という名称について

独立 した学として哲学的原理論を扱うことが、1810年 以前のシュライアーマッハーの考

えの直接的な帰結 として生 じたのでないの と同じく、 この学科の名称 もそ うではない。原

690 [KAG V/5: 73] (Brief 1033)
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理論 との関連で、シュライ アーマ ッハーが1810年 以前□にしていた名称は 「弁証法」では

な く、む しろ 「知識学」、「超越論哲学」などであった。 この関連で啓発的なのは、シェ リ

ングの 『学問論』(1803) に対す るシュライアーマッハーの関係である。第II部 第1章 第1

節で も触れたように、 シェリングの 『学問論』において、弁証法が、カ ン ト以後初めて、

単 に修辞的論争の達人ぶ りという意味、 あるいは、不確かなものを考慮 に入れた必然的な

仮象というカ ン トにお ける意味のみでな く、哲学の 「技法的側面」として理解 された。そ

れは、カ ン トの 『純粋理性批判』における超越論的弁証法 と同様、思弁 の対象 としての無

制約者に対す る (有限な) 反省の関係 を対象 に持つ。シェ リングの 『学問論』についての

書評において、シュライアーマ ッハーは次のように書 く。「哲学によって、本来教えられる

ものではないが、しか し授業 を通 して訓練され ることが可能なものが、この学問の技法的

側面であ り、人が一般 に弁証法 と呼んでいるものである。弁証法的技法がなければ、学問

的哲学はない! すべて を一 として叙述 し、元来反省に属す る諸形式 にお いて、根源知 を表

現するとい う意図が、その証拠である。あ らゆる弁証法が依拠 しているのは、 この反省に

対する思弁の関係である」。「絶対者 と単なる有限的諸形式 との二律背反」が、証明 してい

るのは 「弁証法 もまた、教え られることのできない側面を持っているということであ り、

それは、人が言葉の根源的な意味で、哲学における詩 (Poesie) と呼ぶ ことのできるものの

ように、少なか らず産 出的能力に基づ くとい うことである」691。さらにシュライアーマ ッ

ハーは、「特 に哲学そのものに関す る第六講 において言われているのは、哲学における技術

と詩 に対す る示唆である。この両者を承認することが真 に哲学することの試金石であると

主張 されて いる。なぜな ら、自分の哲学的努力の為 に、技術を軽んじる者が、常に未成熟

であ り続 けるということは、当然だか らで ある。同様に次のことも確かである。すなわち、

思弁にお ける詩的要素を認めない者は、 どんな弁証法 によっても、空虚な空回 りをす るの

が常であるということである」692。 シェ リングが詩的なものを、弁証法 自体の教授不可能

な側面 と見な して いた とす るな ら、シュライアーマッハーは ここで、技法 としての弁証法

を、哲学の詩的要素 に対抗させている。弁証法は、 ここで は、決 して哲 学的な原理論 とし

691 [MAS: 122f.]
692 [Br. IV: 580]
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てではな く、む しろ技術的な達人振 りとして、現れている。

すで に第II部 第4章 で も触 れたよ うに 『綱要』において シュライアーマ ッハーは、ス ピ

ノザ とプラ トンを、彼の好む 「客観的に」哲学 をした代表 として、すなわち、無限者か ら

出発 して哲学をした代表 として、次のように対照的に言及する。すなわ ち、シュライアー

マッハーは、ス ピノザ を、プラ トンが持 っていた詩的感覚 を欠 いている として批判す るの

で ある。 「この最高の学問が、ス ピノザがそれを構築 したのと同 じくらい論理的であるか、

あるいはプラ トンが、それを、ただ最高存在の詩的な前提 にしたがって指 し示 しているよ

うに、確かな根拠 を持っているかどうか、それを判断す ることは目下の課題ではない」693。

哲学の詩的要素は、「神秘主義」と同一視 されることが可能で、既 に1801年 に、シュライ

アーマ ッハーは神秘主義 を、フィヒテの 「狭量な達人ぶ り」 に対置 させ 、また ライマー に

宛てた1803年6月 のある手紙では、予告された新たな知識学の叙述に関連 して、次のよう

に語っている。「フィヒテの知識学を読みなが ら、私はむなしさを感 じている。彼は、 自ら

の体系によって、不明確 さに陥って いる というのが、私がそ こか ら推測 することである。

そ して、私が非常に好奇心を持って知 りた く思 うのは、そ こか らの出発点 となるのは何か

ということである。しかし、愛する友よ、フィヒテの観念論 の場合 のよ うに、 どんな神秘

主義 も伴 うことな く、ただ弁証法的根拠 に依拠する哲学は、無に等 しい」694。

以上よ りシュライ アーマ ッハーによる 「弁証法」 という術語の用法か ら、次のような結

論が引き出せる。すなわち、彼は、この用語で、近代の哲学の伝統 と一致 して、とりわけ、

哲学の論理的修辞的側面を考えている。それを彼 は、必然的ではあるが単なる技術 と見な

し、それ 自体で、知の根拠や連関を把握する能力のあるもの とは見 な していない。 したが

って、フィヒテはシュライ アーマ ッハー にとって、一方では正真正銘 の驚嘆に値する 「私

の知る限 り最 も偉大な弁証家である」695が、他方では、単 に 「非人間的な、大 いなる一面

的達人」に過ぎない。 「すなわち、私が常 に疑わしく思 うのは、人がたった一つの点から自

分の体系 に至って しまう場合である。従 って、 フィヒテにあるのは、単 に弁証法的必要か

693 [KS: 45]
694 [Br. III: 350]
695 [KGA V/3: 314]
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ら知を成立させる ことであ り、知のための知以外のものを彼は持っていない。このことを

認めて以来、私は、彼への対処の仕方 を知った」 と言われ る696。

このよ うな理解に沿って、シュライアーマ ッハーは 『倫理学草案』(1805/06年) におい

て、「心情 (Gesinnung) と学問的衝動との」釣 り合いを要求する。「前者 (心情) が優勢にな

る と宗教が与え られるが、それは、学問的な開始においては誤った神秘主義に堕 して しま

う。後者 (学問的衝動) が優勢 になると、弁証法的練達が与え られるが、それが学問的作

業 を満たす と正 しさは見出せな くなってしまう」697。 明らか に哲学の 「神秘的」あるいは

「詩的」要素を表す 「心情」との結びつきで、弁証法は、シュライアーマッハーにとって、

念頭にあった真の哲学以外の傾向を持 っていない。 「心情」を通 して結びついたそのような

弁証法の特徴付けのために、彼は、『倫理学草案』 において プラ トンの模範 を引き合いに出

す。「思考、語 り、命題、思念 (Gedanke) はほとんど至 る所で同一のものを意味 している。

最盛期の古代ギリシャでは、ディアレゲスサイ (διαλεγεσθαι) すなわち対話の遂

行 と哲学をする ことは、弁証法であ り、哲学の器官で あった。同一的な知が現れ出るまで

に認識の個 々の行為を語 りを通 して比較 し続 けるのである」698。他の場所で、シュライア

ーマ ッハーは、認識の仲介 を目指す、他 に類 を見ない活動的な愛 との関連で、弁証法 をそ

の愛 (すなわち、知への愛、哲学) と同一視 している。 「これは、直観における器官の最初

の練習か ら、学派の領域で後 の弁証法的な叙述 に至 るまで及んでいる。弁証法は他の傾向

を持 っていない。それゆえ弁証法は正 当にも愛 と見なされるのである」699。

シュライアーマ ッハーは、彼 のプラ トンの翻訳への一般的な 「序文」 において も、弁証

法を技術 と見なしている。彼 に理解 によれば、初期の対話篇 『ディア ロゴン』『パイ ドロス』

『プロタゴラス』『パルメニデス』において 「展開されているのは、続 くすべての作品の根

底 にあるものの最初の予感、すなわち哲学の技術 としての弁証法、哲学の本来の対象とし

てのイデー、知の可能性 と条件についてである」。それ ら初期対話篇は、「プラ トンの作品

の、最初の根本的な部分 を提供 している。他は、 これ ら初期対話篇 と建設的な作品との間

696 [Br . IV: 94f.]
697 [WA II: 81]
698 [Ebd.: 164]
699 [Ebd.: 217]

213



隙を埋 めるものである。すなわち、それ ら他の作品が、先の原理の適用可能性 について語

り、また倫理学 と自然学 という二つの実学への応用にお ける哲学的認識 と一般 の認識 との

相違 について語 ることによって (間隙を埋めるものである)」700。 このようにプラ トンの対

話篇を主題重点的 に解釈す ることか らは、哲学の明確 な三学科への区分 を一義的に引き出

す ことはできない し、弁証法 を諸原理と同一視す ることもできな い。しか し、 さらにシュ

ライアーマ ッハー は、『パル メニデス』への序文 において、次のように書 くとき、 ここに密

接な連関を見ている。すなわち、エ レアの哲学者 は、「弁証法か らよ り高次の哲学の領域へ

侵入するという試み をした最初の哲学者である。歴史的にも 『パル メニデス』 を、ソクラ

テス と結び付 け、弁証法 を、この技法の一般的な父祖 (ソクラテス) よ りも早 い父祖 (エ

レア派) の弁証法か ら導き出す というプラトンの努力は、十分明らかである」701。また、『ク

ラテユロス』の序文では、次のように言われる。 この対話篇では弁証法 は、「その対象が認

識 と表現の同一性において端的に真理であるよ うな技法 として表現されている」702。

しか しなが ら、アル ン トによれば、このよ うな言葉が一般化 され、シュライアーマ ッハ

ー 自身の哲学理解 に関係させ られ得るか どうか ということには、確 たる証拠はない。む し

ろ 『大学論』(1808) においても、 「弁証法的な もの」は、全 くシュライアーマ ッハーの以

前の理解 の意味において、 「生産的な もの」による補 いを必要としているように見えるとい

う703。すなわち、第II部 第1章 第1節 でも引用 したが、講義の二つの要素が、次のように

して区別される場合である。「一方を私は通俗的なものと呼びたい。すなわち、聴衆がおか

れて いる状態 を推測 しての叙述であ り、彼 らにその状態にお ける必要を示す技法、知でな

いものにおけるすべての無の最終的根拠 を示す技法で ある。これは正に弁証法的技法であ

り、弁証法的になればなるほ ど、通俗的になる。他を私は生産的なもの と呼びたい。教師

は、 自分の語るすべて を、聴衆の前で生成 させね ばな らない。彼は自分の知 っていること

を説明 してはな らない。そ うではな く、自分 自身の認識、行為 自体 を産 出せねばならな い。

それによって、彼 ら聴衆は、単 に知識 を集 めるのではな く、認識が もた らされ る際の理性

700 [Upp: 67]
701 [Ebd.: 140]
702 [Ebd.: 241]
703 [KGA II/10, 1: XXI]
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の活動を、直接眺め、眺めなが ら模倣するのである」704。

以上のように、シュライアーマ ッハーが、先に引用された1810年12月29日 付ガース宛

書簡 以来、 自分の原理論を 「弁証法」 と呼んでいる ことは、その前史か ら直接導き出す こ

とはできない。明 らかな ことは、彼のプラ トン研究の影響下で、弁証法の積極的な理解へ

の傾斜が際立 ってきた ことで ある。弁証法は、もはや空虚な論理的修辞的練達 と関連 させ

られる ことはない。 しか しなが ら、そ こか らはまだ、この 「弁証法」という術語 を、哲学

の技術的側面 に対 してのみな らず 、根本的な原理論 として要求する という傾向を読み取る

ことはできない。

しか し、シュライアーマッハーが、1810年 のベル リン大学の特殊事情によって、これま

では独立 した学 としては眼中になか った原理論 を、単独で講義するきっかけを得た時、シ

ュライアーマ ッハーが 「弁証法」という名称に立ち戻ったということは、十分考 えられる。

これがと りわけ、実在的な知 の技法論、器官であ り、したがって、 この観点では全 く 「技

術的な」学科で ある限 り、それが哲学する技術 としての弁証法 とい う古代の理解 と結びつ

くことは、明 らかである。同時 に、この弁証法は、それをシュライアーマ ッハーが1811年

以来講義 しているように、哲学的技術の内容、 とりわけ、概念 と判断の論理的形式の内容

への反省 において、あらゆる知の最終根拠や連関をも主題 とし、その関連で認識の限界を

主題 とす るようになる。弁証法は、 これによって、シュライアーマ ッハーが 「心情」 とし

ての弁証法的技術について語る初期 の言葉の中で、「神秘的」あるいは 「詩的」要素 として、

脇へ置 いたものをも包括す るのである。

シュライ アーマ ッハーが、ヘーゲルの 『精神現象学』(1807年)で 始めて定式化 された、

否定的運動 としての弁証法的なもの という理解 に影響されて いた ということはあり得ない

だろう。なぜな ら、この作品の受容は今 までのところ、証明 されないか らで ある705。 これ

に対 して、 シュライアーマ ッハーが、彼の以前の同伴者であるフリー ドリヒ ・シュ レーゲ

704[KGAI/6:48f.]
705ヘ ー ゲ ル の 『精 神 現 象 学 』 を シ ュ ライ ア ー マ ッハ ー が入 手 した の は よ うや く1816年 で あ る 。そ して 、

今 ま で の と ころ 、こ の書 を もっ と前 に 受 容 して い た と い う証拠 は存 在 しな い。ヘ ー ゲ ル の 『差 異 論文 』(1801

年)の 方 は、 シュ ライ アー マ ッハ ー は知 っ て い た が 、そ こ には 「弁 証 法 」 「弁 証 法 的 」 と い う術 語 は 用 い ら

れ て い な い 。他 方 、1812年 以 降 『論 理 学 』 が 現 れ るが 、 シュ ライ アー マ ッハ ー が そ れ を購 入 す る のは 、 よ

うや く1816年 にな って か らで あ る 。 【KGA II/10,1:XXIV,anm.61]
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ルの構想を思い出 したということはありえるだろう。シュレーゲルは既に1796年 に、カ ン

トの超越論的弁証法の問題 を、古代、とりわけプ ラトンと結びついた弁証法理解 によって、

扱お うと考えていた。すなわち 「非常に重要なのは、ギ リシャ語の弁証法 とい う名称であ

る。それは(カ ン トにおけるような仮象ではな く)真 理 を伝達 し、語 り、共同で真理 を探

求するための真の技法である(プ ラ トンの 『ゴルギアス』 におけるような)。 それは、哲学

あるいは論理学の一部であ り、哲学の必然的な器官である」706。

第2節　 実際

1811年 以降の弁証法の展開は、講義の進展 と共 になされるが、既に1814/15年 以降、そ

の仕事は出版を目指 していた と言われる707。1832年 には講義 とは別に出版のための取 り組

みがなされたが、「序論」の最初のパラグラフを越えるまでには至 らなかった。この展開の

経過 においては、弁証法の叙述や構想上にも様 々な変化が見 られ るが、内容的な詳細 は次

章以下 に譲 るとして、 ここでは、その外的歴史的事実のみを素描す る。

シュライアーマ ッハーは、1811年 の夏学期を皮切 りに、合計六回、例外 なく哲学学部の

枠の中で弁証法 について講義 をしている。ベルリン大学の講義 目録には、これ らの講義は、

その都度、「弁証法」あるいは弁証法の 「根本諸命題」「根本特徴」と記 されている。ただ、

最初の講義の通知 には、内容 を説明する補足があ り、そ こには 「哲学す る技法の諸原理の

範囲」 とある。以下の一覧は、 ラテ ン語 とドイツ語で書かれた講義通知である708。()

内は講義期間と聴講者の数。

(1)1811年 夏学期:弁 証法、すなわち哲学する技法 の諸原理の範囲を、学術 アカ

デ ミーの会員シュライアーマ ッハー氏が教授。(聴講者63人;1811年4月22

日～8月20日)

(2)1814/15年 冬 学期:弁 証法 王室 学術 ア カデ ミー会 員 シ ュ ライ アーマ ッハ ー氏 、

週 五 回午後5時 ～6時 。(聴 講者49人 、1814年10月24日 ～1815年3月18

706[KGAII/10,1:XXIV]
707[Ebd.]
708[KGAII/10,1:XXV-XXVI]
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日)

(3)1818/19年 冬 学期:弁 証法 学 術 アカデ ミー 会員 教授 シュライ アーマ ッハ ー 氏、

週 四 回午後5時 ～6時 。(聴 講 者96人 、1818年10月22日 ～1819年3月27

日)

(4)1822年 夏学 期:弁 証法の根 本特 徴 教 授 シュ ライ アーマ ッハ ー氏 、五 回 朝

6時(聴 講者118人 、1822年4月15日 ～8月16日)

(5)1828年 夏学 期:弁 証法 の根 本命 題 、学術 アカデ ミー会 員、博 士 シュ ライ アー

マ ッハ ー氏 週5時 間 、朝6時 ～7時 。(聴 講者129人 、1828年4月28日 ～

8月22日)

(6)1831年 夏 学 期:弁 証法 の根 本命 題 、王室 学術 アカデ ミー会員 、博士 シュ ライ

ア ーマ ッハ ー氏 、週 五 回、7時 か ら8時 。(聴 講者148人 、1831年4月25日

～9月3日)

(7)1832/33年(出 版のために準備された序論執筆)

以下 この リス トの順に概略を述べる。

(1)1811年 夏 学 期709

シュライ アーマッハーは1811年 夏学期最初の弁証法 につ いて講義をした。

シュライアー マッハーは、既述 したように哲学の領域をフィ ヒテ一人に任せないとい う

決意をすると、1811年 夏学期、フィヒテと意識的 に競合す る形で講義 を行った。1811年3

月25日 付のアウグス ト ・トゥヴェステンの 日記には次のようにある。「シュライアーマッ

ハーが、 フィ ヒテの知識学 と同じ時間に、彼の弁証法の講義時間を変更 した。彼はそれを

意図的に行 ったようだ。少な くとも彼は、その時間 を動かす ことは全 く考えていない」710。

実際には、それ はフィヒテの知識学 と完全にバ ッティングしたわけではなかった。フィ ヒ

テは、知識学を1811年 夏学期に、「意識の事実」 に引き続 いて、4時 か ら5時 の間に講義

したが、シュライアーマ ッハーは弁証法を5時 ～6時 に講義 しているか らである。それに対

709こ の 部 分 の 大 筋 は[KGA II/10,1:XXVIf.]に よ る。

710[Heinrici:158]
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してシュライアーマッハーの講義が時間的に衝突 したのは、フィ ヒテの法学である。それ

はフィヒテその他が伝 えるところに拠れば、衝突ゆえに中止のやむなきに至 ったという。

講義の準備のため に、シュライ アーマ ッハ ーは草稿 を用意 したが、そ こで、彼が初めて

講義をす るときには常 にそうしたよ うに、 自らの覚書のために、主題領域の探 りを入れ、

考えをまとめたのだった。 これ らは、初回、及び7時 間 目の講義へのはっき りとした示唆

が確証 しているように、学期中の個 々の講義時間の準備 に役立った。 この草稿 をシュライ

アーマ ッハーは後に、二つに折 りたたんだ冊子 に収めたが、それ は表紙 として役立った り、

あるいは1814/15年 そ して1818年 の講義のため に書き溜めた ものをも含んだ りしている。

さらにシュライアーマッハーは、36の 小紙片に12か ら49時 間 目までの講義 内容 を書き留

めているが、それが、その都度 の講義時間の準備段階で書かれた もので あるのか、それ と

も講義後 に書かれたものなのか、確かなことは分か らない。注 目すべきは、最初か ら11時

間目まで(メ モ書きで残された1時 間目と7時 間 目は除 く)の 、シュライ アーマ ッハー自

身の手による草稿が残 っていない ことである。この部分は、主題 としては一般的な序論 と、

超越論部門の始めの部分である。 シュライアーマ ッハーが、弁証法 についての最初の講義

において、そ こに遂行 された基礎的概念の説明に対 しては、思考の自由な展開に信頼 して、

何 ら原稿 を用意 しなかったということは、可能性 としてはあり得て も、ほとんどありそ う

もないことである。む しろその草稿は失われてしまったと考えるべきだ ろう。

シュライアーマッハーの草稿は、新版全集の出版(2002年)に よって初めて全体が刊行

された トゥヴェステン(August Detlev Christian Twesten)711の 筆記 ノー トによって補われ

る ことで、その全容が明 らかになる(補 遺参照)。 ヨナスが用い、そ こか ら自分の全集版に

短い抜粋 と要約を提供 している匿名の筆記 ノー トは失われて しまった。

弁証法 についての彼の最初の講義の結果について、シュライアーマ ッハーは、1811年5

月11日 に友人のガースに宛てた手紙にお いて次のように報告している。 「(講義の準備は)

ひどく時間を消費 します。その決定は長 く私の中で苦 しみ となっていました。しか し私は、

それが打 開へ至ったことを喜んでいます。私はそれを始めた時、主要部分がよ うや く明 ら

711ア ウ グス ト ・デ トレヴ ・ク リス チ ャ ン ・ト ゥヴ ェス テ ン(1789-1876)は、1814年 か らキ ー ル 大 学 の

神 学 と哲 学 の教 授 で あ り、1835年 以 降 は シ ュ ライ ア ー マ ッハ ー の後 継 者 と して ベ ル リ ンへ 招 聘 され た 。
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かにな りました。今は、一層個 々の部分 に手を加えています。そ して、全体が上手 く行 く

よう願 って います。私はおよそ60人 の聴講者の前で講義 をし、医学部生を除いて、今回最

も大きな講義室を使っています」712。1812年7月 には、ふ り返 って研究仲間のブリンクマ

ン(Carl Gustav von Brinckmann)宛 てに次のように書き送っている。「私は思弁哲学の方法

について、弁証法 という題 目で講義 をしま した。そ して、 この一回目で、少なくとも基礎

がかな り明確な叙述でなされたと考 えています」713。

「明確な叙述」 ということで シュライアーマッハーは、既にこの時点で、単 に弁証法 に

ついての今後の講義のみな らず、 自分の哲学体系の概要の叙述の出版 を仄めか していたと

思われる。なぜな ら、既 に1812/13年 の彼の哲学的倫理学をまとめる作業において、彼は、

「弁証法か らの倫理学の演繹」 を試 みたが、それは倫理学の内部 で 「超越論的要請」ある

いは 「根源的直観」の場所に入るものだったからである。弁証法か らの十二の借用命題は、

テーゼを述べる形式で、弁証法の超越論部門の核心を内容 とし、その限 りで、その核心は、

この領域での実在的知の基礎付 けのために、援用されね ばな らなかったのである。それは

1811年 の講義を基礎 として成立 し、弁証法の名の下に講義されたシュライアーマッハーの

哲学的原理論の、最初に刊行 のために確定 されたテキス トとして評価 されるべきであり、

補遺 で、 この部分 を中心 に講義 を再構成 し、 この論文の主題であるシュライアーマッハー

の弁証法的思考形成の基礎資料 とする理由もここにある。

(2)1814/15年 冬学期714

1814/15年 の冬学期、シュライアーマ ッハーは1811年 のように週三回ではな く、週五回

弁証法 について講義をした。 このときの聴講生は49人 と、1811年 の時よ りも少ないが、

しか し、多くの学生が解放戦争715に参加 して、まだ大学に戻っていなかった ことを考慮 し

な ければな らない。 この講義 との関連で、部分的に注釈 の付いたパ ラグラフか らなる便覧

形式の叙述が成立 した。 ここにおいてシュライアーマ ッハーは既にはっき りと教科書 とし

ての出版を考えていたのである。1814年10月29日 彼 はガース(GaB)に 宛てて次のように

712[KGA II/10,1:XXVIII]

713[Br.IV:180f.]

714こ の 部 分 の 大 筋 は[KGA II/10,1:XXIXf.]に よ る。

7151813-15年 の 対 ナ ポ レオ ン 戦 争 の こ と 。
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記 している。「弁証法について私は今、暫定的なパ ラグラフを書いています。それは、将来

の便覧の最初の準備です」。また同年12月27日 ブランク (Blanc) 宛ての書簡では、「私は倫

理学 に取 り組 んで いますが、当然の ことなが ら進度は非常 にゆっくりです。なぜな ら同時

進行で、読書の折 に、パウロ書の私 の版に対す る最初のラテ ン語の準備 を行い、また特 に

私の弁証法 を、もう一度 これ を講義 した ときには、出版可能なように文章化 しているか ら

です」。1815年6月26日 の トゥヴェステ ンの次 のような問い合わせ、すなわち、弁証法講

義の折 に、倫理学 についての弁証法的序論 も拡大す るのか という問い合わせ716に対 し、シ

ュライアーマッハーは翌月の5日 に次のように答 えている。 「私の弁証法講義は、倫理学へ

の序論に対 しては、まだ影響を与えていませ ん。私 は、あなたが倫理学を知って以来、そ

れが拡張 を受 けた とは考 えていません。しか し、私 は弁証法 自体については、本質的なも

のを書き表 しました。そ して、それを非常 に気 に入って います。それが 日の目を見 るな ら

ば、倫理学の場合以上 に、それ 自身のためによい ことでしょう」717。

ヨナスは、1814115年 講義の聴講者による筆記 ノー トがない ことを嘆いている。この講義

を自ら筆記 したハイ ンリヒ・リッター (Heinrich Ritter) が、ヨナスにそのノー トをなぜ使わ

せなかったかは、アル ントによれ ば謎のままである。以来、 この講義の筆記ノー トは見つ

か っていない。

弁証法の草稿 と、おそ らくは1814/15年 講義の便覧的な叙述あるいはその一部を、シュ

ライアーマ ッハーはブレス ラウにいる友人のガースに送った。 シュライアーマ ッハーの添

え状は残っていないが、このノー トと共に戻って きたガースの手紙1816年3月31日 付が

残っている。「H氏 を通 じて、感謝 を持 って弁証法の ノー トをお返 しします。友 よ。私は多

忙な中にも時間を見つけ、注意深 くそれを読み、その内容の梗概を作ることまで しました。

そ して、 このような勉強の機会を与え られた ことに心か ら君 に感謝 します。第2部 に、私

には不明瞭なところがあ りま したが、私の飲み込みの悪 さを責めないで欲 しい。問題 とな

っているところは理解 したつ もりです。 これ以上返却が遅れてはいけないので」718。

716 [Heinrici: 261]
717 [Edd.: 264]
718 [KGA II/10, 1: XXXI]
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この講義 によって到達された原理的な 自己理解 に基づ いて、シュライアーマ ッハーは、

1818年3月30日 付のヤコー ビ宛ての有名な書簡において、ヤコー ビと自分の違いをはっ

き りさせ ることができたと述べ、彼の弁証法の理解 に基づいて、ヤコー ビによってなされ

た神の人格的な表象についての対決を時代遅れ と説明する。「私たちは、観念的な ものと実

在的な もの、あるいは、あなたがその対立 をどう呼ぼ うと私 にはどうで もよいのですが、

そ の対立か ら一度 も出ることができません。 あなたは、神を能産的 自然 として直観す るよ

りも、人格 としての方がよ り良く直観できるのでしょうか?」 そ うして彼は 「哲学の領域

にお いて」次のように主張す る。「一方の表現は、他方の表現よ りも同じくらいよくもあり、

また不完全でもあ ります。私 たちは最高存在の実在的概念 というものを立てる ことはでき

ません。 しか し、最高存在の この言葉に表せない真理 は、私たちの思考や感情すべての根

底 にあるとい う洞察だけを本来の哲学は持 っています。 この洞察の発展は、私の確信する

ところに拠れ ば、プラ トンが弁証法の下で考えていたところのものです。それ以上 に私た

ちも進む ことはできないと私は考えています」719。

(3) 1818/19年 冬学期720

この講義においてシュライアーマ ッハーは、広範囲にわたって1814/15年 のノー トを再

使用 している。しか し、明らか に1818/19年 講義に関係 している二つの覚書が、1811年 に

構想 されたノー トの中にある。その他 にも、講義の初めの部分 についての覚書 を記 した15

の紙片が残 っている。そ こに記された2か ら14ま での数字は、明 らかにその都度の講義時

間の始めあるいは終わ りを表 している。それ以上の講義の流れを再構成することはできな

い。残っている筆記 ノー トは、時間を記 して いないし、その他のものか らも、個 々の講義

の確かな境は明 らかでない。

現在、三つの筆記 ノー トが知 られている。一つはフェーダー ・フォン ・ゴッ トフリー ト ・

ベル ンハルデ ィ (Feder von Gottfried Bernhardy) 721によるもの、もう一つは、既にヨナス

719 [Ebd.: XXXIf]

720 こ の部 分 の大 筋 は [KGA II/10, 1: XXXIIf.] に よ る 。

721 ベ ル ンハ ル デ ィ は、1800年3月20日 、 ヴ ァル テ の ラ ンズ ベル クで ユ ダヤ 人 商 人 の息 子 と して 生 まれ

た 。1817年 か らベ ル リ ン大 学 で文 献 学 を学 び 、1822年 に は 博士 号 を取 得 、1年 後 に は教 授 資 格 試 験 に 合

格 す る 。 彼 は 、 ベ ル リンで ヘ ー ゲ ル の 聴 講 生 で も あ り、 後 には 、 ヘー ゲル が 創 刊 した 「学 問的 批 判 の た め

の年 報Jahrbuecher fuer wissenschaftliche Kritik」 の 共 同 者 に もな った 。1825年 に は員 外 教 授 とな り、
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の手元 にあった もので、エ ドゥアル ト ・テオ ドール ・アウグス ト ・ツ ァンダー (Eduard

Theodor August Zander) 722によるものである。そ して、さらに最近 (1999年) 発見され ア

ル ン トの編集 によ り新版の全集 (2002年) に収録された匿名の筆記 ノー ト723がある。

オーデブレヒ トは、さ らにもう一つフリー ドリヒ・ブルー メ (Friedrich Bluhme) の筆記ノ

ー トがボ ンの大学図書館 にあることを示唆 しているが、同図書館 によれ ば第二次世界大戦

中に失われた ということで ある。オーデ プレヒトは、彼が編集 出版 した弁証法講義の序文

で、「後の講義 の核心を構成す るために、1818年 の筆記 ノー ト (すなわち、ツ ァンダー とブ

ルーメの筆記 ノー トのことだが)に 手 を加 えて全貌を明 らかにす る」 と書 いているが724、

オーデブ レヒ トによるこの編集本は現在 に至るまで発見 されていない。

シュライアーマッハーは、弁証法を、三回講義 した ら出版 しようと考 えていたが、その

意 図は実現 されなかった。1818/19年 の講義中に、彼はこの企てが実現にはまだ遠いことに

気付き、ガース に宛てて次のように書いている。 「エフェソ書の真正性は、一層疑わ しくな

りました。そ して私の弁証法 の真正性もです。それ はさ らに長 い時間がかか ります。五十

にもなれば、人は無益な ことにはもはや関わってはな らず、ただ必要な ことのみ しなけれ

ばな りません」725。

(4) 1822年 夏学期

シュライアーマッハーが1818年 か ら書き始め、1821/22年 に二巻本 として出版 される『キ

リス ト教信仰論』への最後の取 り組みの中で、彼は、1822年 夏学期 にこの弁証法講義 を行

った。

1829年 には 、ハ レ大 学 の古 典 文 献 学 教 授 及 び 文 献 学 研 究 室 の 長 に招聘 され た 。幾 つ もの ア カ デ ミー の会 員

で あ り、 ベル リン の アカ デ ミー 会 員 で もあ っ た 。1875年5月13日 ハ レで 没 す る。

722 ツ ァ ンダ ー (1799-1877) は 、 ベ ル リン で ギ ム ナ ジ ウ ム 、 グ ラ ウエ ン ・ク ロ ス タ ー に通 い、1827年 に

は ベル リン ・ビス ドル フの 説 教 者 とな った 。1864年4月1日 に退 職 す る まで 、そ の 職 に と ど ま った 。

723 こ の筆 記 ノー トは ハ ンブル ク の監 督 教 区長 ウ タ ・グ ロー ス夫 人 の所 有 に な る もの で あ る。所 有 者 に よれ

ば 、こ の筆 記 ノー トの 以前 の所 有 者 は 、フ ォ ン ・ヴ ォル フ ラム少 佐 (詳細 は不 明) ま で遡 る こ とが で き る。

彼 は筆 記 ノー トを、19世 紀 の80年 代 に 、 軍 隊 時代 の 同 僚 で あ り、 後 に は海 軍 の呉 服 商 と して キ ー ル に 定

住 した ヴ ィル ヘ ル ム ・ヴ ィ ッテ (ca. 1860-1939/40) に遺 産 と して残 した 。 記憶 に よ る ヴ ィ ッテ の 生没 年 が 正

しい とす るな ら、 ヴ ォル フ ラム が 筆 記 ノー トの 最 初 の 所 有 者 で あ っ た か は疑 わ しい 。 な ぜ な ら、 講 義 の 聴

講 者 で あ るた め に は、1800年 に は生 まれ て いな けれ ばな らな い が 、そ うだ とす る と ヴ ィ ッテ と会 った 時 す

で に80代 にな っ て い た こと に な る か らで あ る。片 面 だ け に書 か れ た ノー トで 表 題 は 「シ ュ ライ アー マ ッハ
ー の弁 証 法 講 義 に折 に触 れ て 現 れ る 言 語 論 に 関 係 す る 覚 書 」 は 、 この筆 記 ノ ー トの 製 作 者 あ る いは 最 初 の

所 有者 が 、駆 け 出 しの 言 語 学 者 で あ る こ とを 暗 示 して い る 。

724 [DO: XXIX]

725 [KGA II [10
, 1: XXXIV]
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シュ ライ アー マ ッハ ー は 『キ リス ト教 信仰 論』 との 内的 関連 を意識 しなが ら、弁 証 法 の

序 論 と超 越論 部 門 の改 訂 準備 に取 り掛 か っ たの で ある 。そ れ を彼 は新 しい草 稿 として書 き

下 ろ した が、 そ の際 に、 しか し、な お1814/15年 草稿 のパ ラグ ラフに戻 って これ を参照 し

た。 この草 稿 は しか しなが ら、便 覧形式 を とって は いな い。 書 き下 ろ しの形式 は む しろハ

レ大で な され た 『倫 理 学草 案 』 に対応 して いる。 弁証 法 の 形式論 部 門で は、 シュ ライ アー

マ ッハ ー は、1814/15年 の草 稿 に とどま った。そ れ を彼 は60時 間 目か ら、彼 の講義 の底本

に してい るが 、1822年 に書 かれ た新 しい草 稿 は59時 間 目で 終わ って いる ので ある。

この講 義 につ いて は、 目下 、 六つ の筆記 ノー トが知 られて い る726。 それ らは、ボ ンネル

(Eduard Bonnell) 727,ハーゲ ンバ ッハ (Karl Rudolf Hagenbach) 728, クラム ロー ト (Heinrich

Klamroth) 729, クロパ チ ェ ク (Johann Kropatscheck) 730, ザ ウニー ル (Heinrich Saunier) 731,

ザ ル ビノウス キー (Eduard Szarbinowski) 732に よ るもの で ある。

『キ リス ト教信 仰 論』 の 出版 後 、数年 間 にわた って 、 シ ュ ライ アー マ ッハー は多 くの誤

解 に され され るが 、そ れ は彼 の哲 学的 な根 本姿 勢 に対 す る もので あった 。彼 が教義 学 を哲

学 に基 礎 付 け る とい う点 が 問題 に された ので ある。 そ の基 礎付 けや体 系 は 、 と りわ け、 弁

証法講 義 にお いて 展 開 され 、 出版 され た 『信仰 論』 にお いて は、示 唆 に とどまった 。 した

が って、『宗教 論 』初版 (1799年) 以来 シ ュ ライ アー マ ッハ ー に付 きま とった ス ピノザ 主義

の疑 い が 改 め て取 り ざた され た。 す な わ ち 神学 の 側 か らは 、デ ル ブ リ ュ ック (Ferdinand

Delbrueck) に よって 、1826年 に出版 され た論 争文 書 によ って、ス ピノザ 主義 とい う非難 が

持ち 上が った ので あ る。コ プ レンツの牧 師 グ ロー ス (Karl August Groos) に宛 てた1826年8

726 Klamrothは す で に ヨ ナ ス が 用 い て い る 。Kropatscheck, Saunier, Szarbinowskiは 、 オ ー デ ブ レ ヒ ト

に よ っ て 、 補 足 的 に 用 い られ た 。BonnellとHagenbachは 、KGAの 準 備 の 過 程 で 確 認 さ れ た 。

727 Karl Wilhelm Eduard Bonnell (1802-1877)、 古 代 言 語 学 者 、 ベ ル リ ン のFriedrich-Werderschen

Gymnasiumの 教 授 ・校 長 。

728 Klarl Rudolf Hagenbach (1801-1874)、 バ ー ゼ ル 出 身 、1819～1823年 バ ー ゼ ル 、ポ ン、ベ ル リ ンで神 学

を学 ぶ 。 バ ー ゼ ル に て1823年 私 講 師 、1824年 員 外 教 授 、1829年 正教 授 (教会 史 及 び 教 義 史)

729 Carl Hehlrich Ludwig Kamroth、 ポ メル ン の ス ター ガ ー ド、 バ リー ン出 身。 説 教 者 の 息 子 。1820年4

月8日 か ら1822年8月17日 まで ベ ル リ ン大 学 在 籍 。
730 Johann Gustav Wilhelm Kropatscheck、 ポ ツ ダ ム のNowawes出 身。 説 教 者 の 息 子 。1820年4月5

日か ら1825年9月7日 まで ベ ル リ ン大 学在 籍 。

731 Johann Carl Heinrich Saunier、 ベ ル リン 出身 。 説 教 者 の 息 子 。1821年8月17日 か ら1822年10月

8日 まで ベル リ ン大 学 在 籍 。

732 Franz Ludwig Eduard Szarbinowski、 ポ ー ゼ ン のプ ロム ベ ル ク出 身 。 市会 議 員 の息 子 。1821年8月

18日 か ら1823年4月10日 ま で ベ ル リン大 学 法 学 部 在 籍。
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月4日 付の手紙 において、シュライアーマ ッハーは、自分の哲学体系を公にするために、

先ず は、完全な連関を尽 くした倫理学ではな く、弁証法の根本特徴の刊行 を検討 している

と述べている。 「デルブリュ ックの書 について私 はすで に聞いていますが、まだ入手は して

いません。[…] 私はただ公の業務においてのみ喜んで闘士 として登場 しましょう。私の倫理

学 に関 して言えば、それはまだ未決定です。その大部分 (しか し最高善 についての教説は

まだだが)は 、長年 に渡 って仕上げられてきています。他 の二つの部分 に関 して言えば、

そ の根本特徴は、徳概念 についてと義務概念 についての二つの論文 に含 まれています。そ

れ らはアカデミーの思想文書の中にあ り、私 はあなた にそれ を一緒 に送 ります。 これ らに

加えて、次の巻では、許可の概念 について と自然法 と道徳法の相違 につ いてが来ます。 さ

らに同様な二、三の巻 を最初の部分か ら提供できるな らば、全体の構成 は不具合な く示す

ことができるで しょう。それか ら私は弁証法 の根本特徴を、もっと早 く提供 したい。 これ

によって、多 くの仰 々しい騒 ぎは収 まるで しょう。そ してそ のような解答が常 に最善 なの

です」733。1826年9月22日 付のグロース に宛てた書簡 もこの関連で ある。それをシュ

ライアーマ ッハーは、1827年 にザ ック、ニ ッチ (Nitzsch)、 リュ ッケ (Lucke) によって公刊

されたデルブ リュックに対す る返答の 「書簡 による補遺」 として、部分的 に印刷 させたの

だった。その中で彼は、ス ピノザ主義や汎神論 とい う非難に対 して抗弁す るが、その際彼

は、自分の立場 を明 らかにするために弁証法の可能な限 り短い概略 を示 している。 「デルブ

リュックが124頁 で私を確かにス ピノザの弟子 として 引き合いに出すな らば、少な くとも、

私の書いた ものの どこかに、ス ピノザの体系を存在させるような命題のあることを示すの

は、彼の義務で しょう。そのような命題や、それ に結びついているものが私の ものである

ことを、誰かが示す までは、誰が私 をス ピノザ主義者であると言お うと、私は気 にかけま

せん。 しか し、私が自己弁明すべきであると望んでいる私の友人た ちは、おそ らく次のよ

うに言 うで しょう。たとえス ピノザ主義者 とは見なさな いとしても、私 を汎神論者 と見な

す ことは、そのような命題な しにもあ り得 る。そのよ うな誤解は除かれ るべきである と。

それは確かにそ うかもしれない。 しか し、デルブリュ ックに対す る敬意 か らも、そのよう

733 [Br. IV: 356f]
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な ことはしたくあ りません。 同じよ うな ことをいくら言われて も、誰 もそれを証明しては

いません。今の状況下では、私は、すでに トゥヴェステンが次のように語 ったこと以外 に

言 うべ き言葉を知 りません。すなわ ち、も し私が私の弁証法 の短い要約でも伝えることに

成功するな らば、よ り積極的な ことは、ただその関連で伝え られる ことだろうということ

です」734。 シュライアーマッハー に対するス ピノザ主義との疑いがいかに広 まっていたか

は、1828年 に出版 された哲学百科事典735の第三巻の項 目も証明 している。そ こにはシュラ

イアーマ ッハーについて次のように書かれている。 「彼 自身の哲学的体 系を彼は […] これ ま

での ところ灰色状態に したままである。そ こか らは、再び事物につ いての汎神論的見方が

顔を覗かしているようにも見える」736。

(5) 1828年 夏学期

おそ らくは上述された疑いに、せめて自分の弁証法の概要 を刊行する ことによって対抗

するという意図に基づいて、シュライアーマ ッハー は、六年間の中断の後に、1828年 の夏

学期、弁証法への取 り組み を、新たな講義をす ることによって再開する。

1時 間 目か ら59時 間 目まで、シュライ アーマッハーは1822年 の講義草稿の欄外 に書き込

みを している。68時 間 目か ら74時 間目、及び76時 間 目は1814/15年 の便覧形式の記述の

欄外注 として残っている。それ以外 にも、確実に1828年 講義のものであるもう一つの欄外

注が ある。77時 間目の草稿が欠落 しているが、それは失われたのか、シュライアーマッハ

ーの草稿への書き込みが不正確であったのかは確定できない。

1828年 講義の筆記 ノー トは残っていないが、ヨナスは、シュプ リング (Schubring) 737のも

のを使い、そ こか ら二、三の引用を伝えている738。

(6) 1831年 夏学期739

1831年 夏学期、シュライアーマ ッハーは弁証法についての最後の講義を行う。

734 [Br. IV: 358f.]

735 Encyclopadisch-philosophische Lexikon von Wilhelm Traugott Krug

736 [KGA II/10, 1: XXXIX]

737 Julius Schubring (1806-1889) シ ュ ラ イ ア ー マ ッハ ー の と こ ろで家 庭 教 師 で あ り、 後 に デ ッサ ウ の牧 師

とな る。Fehx Mendelssohn-Bartholdyと 親 交 が あ り、 彼 の た め に 、 また 彼 と共 に台 本 作 者 と して 活 動 。

1829年5月25日 付 の シ ュ ライ ア ー マ ッハ ー の書 簡 の 受 取 人 と して も知 られ る。 国 家 論 講 義 の筆 記 ノー ト

も彼 によ って 残 さ れ た (vgl. KGA II/8, S. LVIII)。

738 [DJ: 446f.]

739 この 箇所 の大 筋 は [KGA II/10, 1: XLf.] に よ る。
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この講義のためにシュライアーマ ッハーは弁証法の新たな叙述 に再び取 り掛か る。31の

紙片に、7か ら61時 間 目の講義のための書き込みが ある。62時 間目か ら82時 間目のため

のさらなる書き込みを、1822年 の講義草稿が含 んでいる。それ らの書き込みは、1822年 講

義の59時 間目に結びつく形で、「1831年 、61時 間目まで済 んだ」という注釈の後 に記 され

ている。 ここか ら次の ことが分かる。シュライ アーマッハーは、形式論部門において、講

義時間数の書入れ と共に、章立てを施されて数 を付 けられたパラグラフによる新 しい取 り

組みにもかかわ らず、なお1822年 の草稿に依拠 していた ことで ある。同様に、1814/15年

の草稿のパ ラグラフへの参照指示 もある。

1831年 講義の筆記 ノー トはもはや残っていない。 ヨナスは、自分の版のために、エルプ

カム (Erbkam) 740の筆記 ノー トを利用 し、そ こか ら比較的長い抜粋 を伝えている741。

(7) 1832/33年 の 「序 論」につ いて742

新たになされた1831年 講義 に基づいて、 シュライアーマ ッハーは1832年 の終わ り頃、

出版の為の弁証法の仕上げに取 り組み始める。 この取 り組み にとって決定的な動機が、そ

の間に達成 された 自己理解 によるのか、それ とも、年齢的な限界か ら来 る学問的作業能力

の喪失を前に、なお 自分の哲学的原理論 について決着 を付 けるという願 いなのかは、定か

でないとアルン トは言 う。明 らかなことは、 シュライアーマ ッハーが、『信仰論』第二版-

それは初版に比べて大幅に改訂 されていたが-の 完成の後に、初めて弁証法 の仕上げとい

う考えを検討 したことである。この計画についての最初の示唆は、1831年12月18日 付の

ヨナス宛ての書簡 に見 られる。そ こでは彼の次 の仕事 のことが語 られてお り、彼は 「キ リ

ス ト教倫理学への取 り組みを始めたい。また、それ と共に、弁証法 を、それが熟す るよう

に、いうなれ ば温室 に持ち込みたい。 これが私 の計画だが、それはただ神の祝福と良い天

候 とを待っている」と書 く743。この企てはしか しなが ら1832年 にもまだ軌道 に乗 らなかっ

た。1832年11月18日 のヨナス宛書簡 には次のようにある。「友 よ、ここに君は、三番 目

740 Wihelm Heinrich Erbkam (1810-1884)、Karl Heinrich Sackの 甥 。 ボ ン大 学 でSack, Nitzsch, Bleek

の 下 で 、ベ ル リ ン大 学 で 、Schleiermacher, Neander, Marheinekeの 下 で 、ヴ ィ ッテ ん ベ ル ク大 学 でRothe

の 下 で 学 ぶ 。1838年 、 ベ ル リ ン大 学 で 教会 史 の私 講 師 、1847年 か らケ ー ニ ヒス ベ ル ク大 学 で 教 会 史 の 員

外 教 授 、1855年 よ り正 教 授 とな る 。

741 [DJ: 483f.]

742 この 部分 の大 筋 は [KGA II/10, 1: XLIIf.] に よ る。

743 [KGA II/10, 1: XLII]
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のDuで 語 りかける説教 を受 け取る。三は縁起の良い数だ。私は弁証法に時間を作るために、

これで終わ りにしたか ったのだが、クノブロッホ (Knobloch) によって、説き伏せ られて しま

った。 しか し、弁証法では、私たちが会った とき以来、全 く前進 していない。いずれにせ

よ、年が明ける前に少な くとも序論は完成させたい」744。 しかし、この企て も実現できな

か った。 シュライアーマ ッハーのカ レンダーへの書き込みは、労苦 し、 しばしば中断する

弁証法の執筆 の様子が伺える。そ こか ら明 らかな ことは、彼が、休暇の時にだけ、そのた

めの時間を見出せたということである745。

その時まで に、直接仕上げを目指した多 くの準備作業に基づいて、「序論」の五つのパ ラ

グラフが仕上げ られていた。その際シュライアーマ ッハーは、『信仰論』の叙述の形に従っ

た。すなわち、彼は主題 となる命題 を掲げ、それ にその都度詳細な注釈を付 けたので ある。

これは、彼が、弁証法 に、彼の教義学 と同じくらい意義を認め、それを哲学的な主著 とし

て、形式的にも内容的 にも神学的主著 と同じ価値、同 じ重さを置 こうとした ことを示 して

いる。しか し、すで に1833年 の秋 には、シュライアーマッハーは、この計画はもはや実現

不可能で あるという結論 に達 した。シュライアーマ ッハーの学術的な講演や論文 に対する

ヨナスの未刊行の前書きによれば、シュライアーマッハーは1834年2月4日 にヨナスに対

して次のように語っている。彼は病 ゆえに自分の講義 を中断 しなければならなかった後で、

「私が、 自分自身についてよ く考えるためにも、安静な時間を用 いたことは、いかに正当

な ことで しょう。私 は、全 く新 しい人生の道を とることに心 を決めました。すなわち、君

も知っているように、私 は、 自分の弁証法 とキ リス ト教道徳 とを、教義学に与えたのと同

じ形式で仕上げよ うとして きました。 しか し、 これを断念 しました。私は これをエ ンチュ

クロペディーが持っているよ うな形式 に急 いでまとめたい と思います。それな らばおそ ら

744 [Ebd.]

745 最 初 の書 き込 み は1832年12月 暮 れ で 、 正 確 な 日付 は な い。 「弁 証 法 、休 み の 間 、 非 常 にわず か しか 進

まず 」。1833年2月 末 頃 、 シ ュ ラ イ アー マ ッハ ー は 、 こ の仕 事 を再 開す る 。2月23日 の 書 き込 み は 「説 教

と弁 証 法 の 準 備 」 とあ る。 さ ら に5月 末 まで の 書 き込 み は次 の通 り。3月2日 「弁 証 法 と説 教 」、3月9日

「説 教 、 弁 証 法 (しか し新 し い事 は 何 もな し)」、3月23日 「説 教 と弁 証 法 」、4月1日 「弁 証 法 の 清書 を

開 始 」、4月4日 「弁 証 法 の最 初 の§を 終 了」、4月13日 「弁 証 法 、 説 教 」、4月16日 「弁 証 法 と説教 」、4

月22日 「弁 証 法 」、4月24日 「弁 証 法 」、5月11日 「弁 証 法 」、5月25日 「弁 証 法 」。5月 以 降 、次 の 、そ

して 最 後 の 書 き込 み は 、よ うや く10月3日 で あ る 。そ の 間 、彼 は ス カ ンジ ナ ビア旅 行 に 出 て いた か らで あ

る。 そ の 書 き込 み は 「弁 証 法 を少 し、 散 歩 を た く さん した 」。[Ebd.: XLIIf.]
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くは完成できるでしょう。それ以外は困難です」746。 しか しこの企て ももはや遂行で きな

かった。1834年2月12日 天 に召されたのである。彼は死 の直前に自分の学間的な草稿の

管理をヨナスに任せたのだった。その際に、彼は次のよ うに言 ったといわれる。「君に私の

書いたものを委ね ます。特 に弁証法、キ リス ト教倫理学、そ して使徒言行録 についての私

の見解 をまとめて、刊行するように、心にかけて欲 しい」747。

第3節 反響748

シュライアーマ ッハーの弁証法講義 について、同時代人 による直接の反響は、今 までの

ところ、親 しい友人が 日記 に残 した感想や、第三者を介 しての伝聞しか見出されていない。

このことの原因は、シュライ アーマ ッハー 自身がそれを出版にまで仕 上げることができな

かったため と、そのような証言の うち、偶然 に残 され、研究の対象 になったのはほんのわ

ずかで あった ことによる。 しかしアル ン トは、 この講義の影響を帰納的推測 によって ここ

か ら引き出す ことはできないと言 う。聴講者 の数を基準 にするな ら、ヘーゲル と比較 して

も749、シュライアーマ ッハーの弁証法講義 の直接的影響は、少な くなか った と考え られる

という。しかしなが ら、彼の時代の哲学的議論 において、シュライアーマッハーは、弁証

法の講義 によっては、ほとん ど知 られていなかった。

1811年 講義 に対す る反響を示す主要な資料は、 トゥヴェステ ンによるものである。既述

したように、この講義 につ いての これまで知 られている唯一の筆記 ノー トは彼 によるもの

である。彼は最初 フィヒテに心酔 していたが、やがて シュライアーマ ッハー に引かれるよ

うになった。彼は、 日記や書簡、彼 によるシュライアーマ ッハーの倫理学の版 (1841年)

に、弁証法についての数多 くの意見や考えを書きとめている。1811年4月22日 の 日記に

は次のように記されている。「今 日、長 らく待ち望んだシュライアーマ ッハーの弁証法講義

が始まった。すば らしい講義だった。彼が示 したのは、哲学を実学か ら分離 した り、ある

746 [Ebd.: XLIII]

747 [Ebd.]

748 この 箇 所 は主 に [KGA II/10, 1: XLVf.] に よ る 。

749 1822年 夏 学 期 、ヘ ー ゲ ル は 論 理 学 と形 而 上 学 を講 義す る が 、聴 講 者 は74名 。シ ュ ライ ア ー マ ッハ ー の

弁証 法 講 義 に は118名 。1828年 の 同 じ講 義 の と き に は 、ヘ ー ゲ ル は128名 、 シ ュ ラ イ ア ー マ ッハ ー は129

名 だ っ た 。
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いは、他の時代に起 こったよ うに、それに対立させた りす ると、哲学か らいかに不健康で

いびつなものが生 じて くるか ということであった。知 の諸原理を知 らな けれ ば、学問は不

可能だが、しか し、それ ら諸原理 をあれ これ思案 して考案 し、叙述するだけで、それ らに

関わ り合 うことは、精神 を殺 して しまうと語 られた。それは、私に とって、魂 を揺 さぶる

ような言葉だった。私は今、 日々一層次の ことを確信 している。個々のものについての多

面的な知識がなければ、全体 についての正 しい見方 も不可能である。精神 を伴わないただ

の知識が哀れであるよ うに、最も偉大な精神 も、そ の精神 によって家 を建てるためには、

素材を必要 としている (ということを確信 している)。[…] 真に偉大な人々、カ ント、シュ

ライアーマ ッハー、エアハル ト、ニープールたち、さらに加えるにゲーテやシラー に近づ

けば近づ くほど、一層私 は、彼 らの精神の力に驚 くのみではな く、彼 らの博識な ことにも

驚か され る。シュライ アーマッハー とライ ンホル トとの、最 も本質的な教説の一つにおけ

る一致は私 を驚かす。すなわち、知の最高原理 と、学問の構築の原理が一つであり、論理

学が、従来のように、形而上学か ら分離 されるな ら、あるいは逆 に形而上学が論理学か ら

分離 されるな らば、両者は空虚で、何の役 にも立たない。 この釣 り合いが、さらにどのよ

うに展開するのか、私は知 りたい。シュライアーマッハーが ライ ンホル トの最新の研究成

果を知 らなかった と私は確信 しているだけに、一層知 りたい」750。

1811年9月25日 には、 トゥヴェステ ンは講義を回想 して次のように記 している。「シュ

ライアーマッハーの教義学 と弁証法 とは、私にとって非常に有益で した。[…] 弁証法は、学

問の構造 について本質的な示唆を与えて くれました。そ して、それは同時 にシュライアー

マ ッハーの哲学的な基本命題を含 んでいるので、私 は最大級の関心 を持 ちました。私はベ

ル リンで、すで に教義学の大部分 を練 り上げました。 これか らは弁証法 の練 り上げという

次のステップに進みます」751。

トゥヴェステ ン編集のシュライアーマ ッハーの倫理学の前書 きで、彼はさらに次のよう

な思い出を記 している。「すでに用いてきた」純粋に学問的な構築の 「規則 と方法を証明す

るために、また、それ によって、倫理学の基礎 を全体 としてよ り大 きな明証性や明瞭性へ

750 [Heinrici: 177]
751 [Ebd.: 205]
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と高める、同時 に、認識行為の諸規則に倫理的観点か ら注釈 をす る部分 に、よ り確 かな基

礎と、専門的な議論 とを与えるために、シュライアーマ ッハーは1811年 以来弁証法 につい

ても講義 している」752。これに加えて、ある注釈では次のように言われている。「シュライ

アーマ ッハー 自身が、彼の思弁的な立場について持 っていた意識の表現 として、 ここで言

及 したいことは、彼は、この講義で、シュテフェンスの哲学的自然学の根本特徴への序論

を、彼が大方 同意 していた最高知の叙述 と呼んだ」 とい うことである753。

トゥヴェステ ンとは全 く異なる判断に至ったのが、デ ィルタイの報告によれ ば、ブラニ

ス (Christlieb Juhus Braniss) である。すなわち彼 によれば 「私 はシュライアーマ ッハーと

フィヒテとを同時に聞いた。1811年 のシュライアーマ ッハーの最初の弁証法講義は、非常

に不確実である という印象を与えた。特 に、それをフィヒテと比較 した時に」754。

ヨナ ス によ って1839年 に出版 され た弁 証法 につ いて の書評 にお いて、 リ ッター

(Heinrich Ritter) は、自分が聞いた1814/15年 冬学期の講義 につ いて語ることか ら始め

ている。すなわち、「評者は、この書評に先立 って少 し個人的なことを述べる ことをせず に

はい られない。 ここに出版 になった ものの大半をな しているのはシュライアーマッハーに

よって推敲された草稿であるが、それ と同 じ講義が1814年 になされ、評者はそれ を非常な

熱意を持って聞いた。それは評者がシュライアーマ ッハー のもとで聞 くことができた唯一

の講義 であったが、 当時すでに数年来哲学的探求に満たされていた評者 の心の中に実 り多

い種 を蒔 いてくれた。後に評者が論理学 を、それは ここで弁証法 と呼ばれているもの と本

質的 に同 じ学問だが、講 じ始めた とき、もし評者が、本書をその時 に利用できた ら、いか

に多 くのものを得 られた ことだろう! 評者は、重要な点で、シュライアーマ ッハー の教説

との一致を自覚 していたし、また少なか らぬ重要な点でシュライアーマ ッハーの教説 との

争点を自覚 していた。評者は、シュライ アーマ ッハーの教説 に対する自分の関係 を、聴衆

に喜んで説明しただ ろう。 しか し、講義か らの言葉を書き とめたに過ぎないものを、評者

は信頼す ることができなか った。今や、当時あれ ほど待ち焦がれた書が、不完全な姿 とは

752 [KGA II/10, 1:XLVII]
753 [Ebd.:XLVIIf.]
754 [LS,Bd.2, 1:148]
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いえ、出版 された。 しか しなが ら、評者の当時の熱望は、今では冷めて しまっているのは

当然である。評者 は、 自分 自身の道 を切 り開かねばな らなかった。二十五年前 には、評者

に重要な助けとなったが、今 も同じである とい うわけではない。 しかしなが ら、評者 をシ

ュライアーマ ッハーの弟子であると呼ぶ理由が どの程度あるかを人が今判断できるという

ことは、評者にとって も、非常 に望ま しいことである」755。

講義の筆記 ノー トを除けば、講義 についてのこれ以上の証言は、今のところ知 られてい

な い。 これに対 して、 シュライアーマッハーの弁証法が、ヘーゲルの哲学に対抗する立場

と見 られた ということへのいくつかの示唆が存在する。このことはついにはヘーゲルが、

彼の 『法の哲学綱要』において、シュライアーマ ッハーの弁証法理解に対 して あか らさま

にではないが論争を展開するきっかけとなったのか もしれない。 しか し、こうした主張が

講義の聴講に基づいていたということはあま りあ り得ない。む しろ、シュライアーマ ッハ

ー とヘーゲルの間での他の対決が、とりわけ、シュライアーマ ッハーの 『信仰論』に対す

るヘーゲルの論争が きっかけ となったと思われる。ヘーゲル も自分のために弁証法を必要

としたので、対立はすでに予想 されたので ある。

シュライアーマ ッハーが、弁証法 によって、そ もそ もフィヒテの知識学の持つ絶対的な

妥当性の要求を防 こうと望 んでいたのな らば、1818/19年 冬学期にヘーゲルがベル リンへ招

聰 されたことによ り、新たな事態が生 じた。すなわち、シュライ アーマ ッハーが これまで

根本的 に取 り組んだ ことのなかったヘーゲル哲学 との直接的な競合が始 まったということ

で ある。 シュライ アーマッハーの弁証法の中にヘーゲルの 『論理学』 に対するよき対抗策

を認め、それゆえに繰 り返 しシュライアーマ ッハー に対 して、それを出版す るように迫っ

たのも、 トゥヴェステ ンであった。1815年6月26日 付の書簡 において彼は、シュライア

ーマ ッハーによって計画された哲学的倫理学の出版に関連 して次のように書いている。「弁

証法講義 は、おそ らくあなたが、弁証法の序論を幾分拡大するきっかけとなったで しょう

か?そ のような拡大にもかかわ らず、次の ことは今なお常 に真実であり続けています。す

なわち、倫理学は、目下前提 とされている思弁的な見解をよりどころとしなければな らな

755 [KGA II/10, 1:XLVIII]
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いということです。 したが って、 もしあなたが、その思弁的見解の主要点 を簡潔 に叙述す

る ことによって、 これ まで以上 に明確に し、それをはっき り理解 したいと望む人々に資す

るな らば、大変 あ りがたいと私は考えて います。それを自らの課題 としていたように見え

るヘーゲルの客観的論理学は、その見事な序論によれば、すば らしい内容 を含んでいます。

[…] あなたはこの書に一度 は目を通 され ましたか? 私はあなたがそれについていかに判断

されるか知 りたい」756。 これに対 して シュライアーマ ッハーは、短 く次 のように答えてい

る。「ヘーゲルに私はまだ目を通 していません。 しか し、書評か ら大体 の見当を付 けていま

す」757。1819年7月20日 付 のシュライアーマッハー宛の書簡において、 トゥヴェステン

は、再びヘーゲルの 『論理学』 に触れ、その際彼はシュライアーマ ッハーの弁証法 との違

いを強調 して次のよ うに書 く。 「ヘーゲル に関 しては、彼 には論理的な形式がよ り多 くの意

味を持たね ばな らないか、さもな くば、そ うした形式が彼 に意味 しているものを、それは

意味す ることがで きません。 あなたの弁証法には、ヘーゲルの論理学とは何 と違 った精神

が存在 している ことで しょう」758。

事実ヘーゲルは、すでに1820年 に公 にされた 『法の哲学綱要』(出 版は1821年) パラグ

ラフ31の 注 において、ある論争を織 り込んでいるが、それは全 くシュライアーマ ッハーに

向けられたものであるとアル ン トは言 う759。すなわち 「概念の運動の原理、普遍の特殊化

として、単に解消ではな く、産出的で もあるようなものを、私は弁証法 と呼ぶ。 したがっ

て、それは感情や直接的意識 といった ものに与 えられる対象や命題 を、解消 した り、混乱

させた り、あち こちに導いた りして、そ の対象の演繹に関わる といった意味で、否定的な

方法なのではない。それは しばしばプラ トンにおいて もそのように現れるが。したがって、

弁証法は、表象の反対を、あるいは、古代の懐疑主義のように決然 と、表象の矛盾 を、あ

るいは、真理への接近を、最近の中途半端 を、その最終的な結果 と見なす ことができる」760。

「プラ トン」、 「感情」、 「直接的意識」 といった言葉 によって、シュライアーマ ッハーの弁

証法が示唆 されている ことは間違いない。

756 [Heinrici:261]
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第4節 構成

シュライアーマ ッハー によれば弁証法は、最初の講義 (1811年) においてすでに、明確

な叙述の枠組 みが決定されていた。その構成 は、1811年 以来大筋で確定 してお り、変わる

ことがなかったといわれる761。すなわち、弁証法の概念及び課題を規定 し、探求の方向を

定める 「序論」に始ま り、「超越論部門」 「技術部門」(あ るいは 「形式論部門」) という二

部構成の本論が来るという形である。本論で ある両部門の内部構成も比較的一定 している。

すなわち、超越論部門では、先ず、知の基準が問われ、 この基準 との関連で、知の境界

線が、概念 と判断 という論理的存在論的形式の下で規定 される。 これに続いて、知 (また

行為) を基礎付け、 しか し自らは知 られることのない超越論的根拠と、それ を 「感情」、あ

るいは 「直接的 自己意識」において持つ主観的方法が問われる。同様 に、「神」と 「世界」

イデーが問われる。このように超越論部門では、存在論 (存在における概念と判断の一致)、

合理的心理学 (主観性)、 宇宙論 (世界イデー)、 合理的神学 (神イデー) といった伝統的

な形而上学のテーマが扱われる。

形式論部門は、構築 と結合 という二つの主要部分に分かれ る。前者 は、概念形成 と判断

形成の諸理論であ り、後者は、発見的方法、建築術的方法を内容 とする。

このよ うな大筋で確定 している内容区分は、しかしなが ら、個々の草稿 にお いて、部分

的 には、非常 に異なった仕方で叙述がなされている。序論に関 して言えば、初期の講義で

は、あ らゆる知の原理 と連関に対する問いが中心だが、1822年 講義では、対話遂行の問題

が発端に論 じられ る。これ に対 して、1828年 と1831年 の講義では、確かさと不確かさの

対立において哲学を始めることへの問いが、前面に出ている。出版のためにまとめ られた

完成稿の 「序論」(1833年) では、シュライアーマッハーは再び1822年 の対話遂行か ら始

める仕方 に戻って いる。 このよ うに彼 は、晩年 に至るまで弁証法の改訂 に取 り組んで止む

ことがなかった。

特に重要な変化は、超越論部門におけるもので ある。そ こでは、知の定義はすべての草

761 [KGA II/10, 1:XLIV]
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稿で不変であるのに対 して、超越論的根拠 の確認 につ いての章節、特 に、「絶対者」「神」「世

界」 といった概念は、構想上の深刻な変更 を被っている。そ の変遷、展開について次章で

詳細 に検討す る。

最後に補遺 に再構成 された1811年 講義の序論と超越論部門を今後の議論の土台 とす る理

由について述べておきたい。

従来、 シュライアーマ ッハーの弁証法研究の土台 とされてきたのは、1814/15年 講義 と

1822年 講義で あった。シュライアーマ ッハーの弟子であり、遺稿の管理人であったヨナス

は、1839年 に弁証法講義の草稿をシュライアーマッハー全集の一巻 として二分冊で出版 し

たが、その中心に置かれたのは1814/15年 講義であった。その際ヨナスは、 この講義 を底

本に選んだ理 由について、 「他の草稿すべてを比較 した人な らば、誰で も正 当と考えるだろ

う」762と述べ るが、それはこの草稿が、先 に述べた弁証法講義の三区分 (序論 ・超越論部

門 ・形式論部門) 全体を完全に網羅する唯一の草稿であることによる。特 に形式論部 門に

ついては、シュライアーマ ッハーは以後、 これ以上手を加えることをしなかった。

研究史 において重用されたもう一つの講義は1822年 講義である。これが重要視 された理

由は、シュライアーマッハーの草稿 自体 にで はな く、 この講義 を聴講 した人によって残 さ

れた包括的で正確な複数の筆記 ノー トの存在 と、それ らに基づいて この講義を再構成 した

オーデブレヒ トの業績による。 シュライアーマッハー は、講義の完成原稿 を用意せず、要

点のみを記 した草稿に基づいて、かな り自由に口頭で講義 した ことはよ く知 られて いる。

例えば聴講者の一人グーツコウ (Karl Gutzkow) は次のよ うな述懐 を残 している。

「私は告白す るが、[…] 彼の講義 を、音楽を聴 くようにしか聞けなか った。それは時

に私 たちを捉えるが、時には、どこか他へ飛躍す る自分の夢 の土台 としてのみ役立つ

のだった。シュライアーマ ッハーは語 り手 として有名だった。彼は、たいてい80人 か

ら90人 の聴衆のいる教室にすばや く入って くると、講壇 に上が り、左手で 自分の頭 を

支えなが ら、書物 も原稿もなしに、自由によどみな く語るのだった。[…] 最初の講義で

は、私は何枚 もノー トをとった。二回 目は1枚 少な くなり、三回 目にはさらに1枚 少

762 [DJ:VIIIf.]
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な くなった。五回か ら六回 目の講義 には、私はノー トをとる ことを全 くやめて、ただ

聴 き入った。私 には、シュライアーマ ッハーの講義 を完全 に書き写 し、編纂す ること

がで きるような誠実 な精神が存在 していた ということが、全 くの奇跡である。泉か ら

流れ出る水流を受 け止める ことはできるか もしれない。 しか し、無数の水滴 となって

落ちて くる、噴出する噴水の水を受 け止めようとして、誰が絶望を感 じないだろう! シ

ュライアーマ ッハーの方法 は弁証法的であった。彼は、 自己 自身 とプラトン的な対話

をしていた。[…] 一回の講義全体が、それ自体天才的な名人芸 として驚嘆に値 した」763。

実際、シュライアーマ ッハー 自身の講義草稿 と、聴講者 による筆記 ノー トを比較 してみ

る と、わずかな草稿か らこれだけ大部の筆記 ノー トが生まれ ることに驚か される。しかも、

草稿の内容は極めて難解であるのに対 し、筆記ノー トは比較的容易に理解できるのである。

オーデブレヒ トは1822年 講義 について、脚注にシュライアーマ ッハー の草稿を指示 しつつ、

本文 には複数の聴講者筆記 ノー トを駆使 して、この講義全体 の再構成を試みたので ある。

すなわち、 四つの筆記ノー トを注意深 く編集し、その至る所で独 自に言葉の読みに手を加

えている (元の形は補遺 に示唆されて いる)。 か くして、今 日に至 るまで最も読みやすい弁

証法 のテキス トとして、オーデブレヒ ト版が繰 り返 し版を重ね、用い られてきたのである。

以上のような現存テキス トの制約か ら、従来の弁証法研究 の常道は、ヨナス版の1814/15

年講義草稿とオーデブレヒ ト版の1822年 講義を土台する ことであった。しか し、これに対

して、この論文において1811年 講義 を基点とす る理由は、主 に二つある。一つは、この論

文 の主題が弁証法その ものではな く、シュライアーマッハーの生涯全体 に渡 って一貫する

思考構造として弁証法的思考があることを示す ことであ り、そのためには、最初の弁証法

講義に注 目することは必然で あること、第二に、昨年 (2002年) 末、新版の全集に1811

年講義草稿 (これは従来も単行本 として 出版されていた) と共に、アウグス ト・トゥヴェ

ステ ンによるこの講義 の包括的な筆記 ノー トが、初めて刊行 された ことである。 これによ

り、断片的で難解な草稿を補 うことで、1811年 講義の再構成が可能 となったのである。

したがって、この論文 の新 しさは、ヨナス版旧全集では付録扱いで しかなかった1811年
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講義をベース とした弁証法論であるということで、以下の論述 もすべて この基本的性格 を

持つ。すなわち、1811年 に行われた最初の弁証法講義を出発点 としたその後の展開として

シュライアーマッハーの弁証法的思考 を、そのダイナミズムにおいて捉えるということで

ある。その際 に、1999年 に発見 され、 同じく昨年末刊行の新版全集に初めて収録 された

1818/19年 講義の匿名の筆記 ノー トも、弁証法の展開に関する従来の研究 になかった新たな

観点を補足す るもので あることもこの論文の独 自な内容であることを指摘 しておきたい。

第2章 弁 証法講義 における 「絶対者」 「神」 「世界」

本章では、六回の弁証法講義において、「知」の超越論的根拠である 「絶対者」、「神」、「世

界」 という概念が、どのように定義され、用い られているかを明 らか にし、 シュライアー

マ ッハーの弁証法の独 自性、固有性を明 らかにす る次章の結論的考察の準備 を行 うが、そ

れに先立って、シュライアーマ ッハーの弁証法講義が含む多様な内容か ら、特に この三つ

の表象を取 り上げる理 由を述べる。

直観期において明 らかにされた シュライアーマ ッハー の弁証法的思考の萌芽は、宗教理

解の領域では、「万有の直観」や社交理論、個体化理論に見 られた。そ こにおいては、道徳

などの実践 を通 して有限者の精神 による自然への働 きかけがなされる次元、あるいは有限

者相互 の働 きかけがなされる次元 、すなわち個 々の存在が個 として認識 され知覚 され る次

元 と、そのような有限者 に万有が働 きかけ、一つの全体が感受 (直観) される次元 という

二つの次元が前提 とされていた。前者は能動的な行為の次元であ り、人間の 自由が発揮 さ

れる領域であるのに対 し、後者 は 「万有」や 「無限者」の働 きかけを、全 く受動的 に受 け

取る次元であった。 この二つの次元 が共に自己意識にお いて起 こる と理解 され、その際、

両者 の関係は 『宗教論』初版では、宗教が 「人間のあ らゆる行為 に伴 う」 と表現されてい

た764。また倫理の領域で、特 にフリー ドリヒ ・シュ レーゲル との対比によ り明 らかにされた

シュライアーマッハー の固有性 は、 ロマ ンテ ィークの同一性を志向 しつつ、なお啓蒙の批

764 [R1:68]
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判 的理性の立場 を放棄 しない 「批判的同志」 というあ り方であった。以上のようなあ り方

において暗示 されているのは、個 としての独 自性 を喪失することな く、 しか も他者 との共

同性 を可能 にす るような思考構造であった。

批判期 において、特に同時代のカ ン ト、シェリング、フィヒテ、ヘーゲル らとの対論 に

よって確認 されたシュライアーマ ッハーの独 自性 も、直観期 に明 らか にされた特徴を、よ

り明確化 した ものであった。すなわち、シェリングの 『学問論』 における 「生産の神秘」

を批判的 に継承 したシュライアーマ ッハーの 『大学論』における講議論では、普遍的理性

の働きを直接直観す る 「生産的」要素 と、個 としての教師、学生相互の 「対話」を内実 と

す る 「通俗的」要素が並存 していた。同様 に、シェ リングの 「知的直観」 に対す る差別化

を積極的動機 として改訂 された 『宗教論』第二版では、学問、宗教、芸術等、人間の文化

的営みの 「最も内奥の神殿」 にお ける一致 と、それ らを意識化、対象化する過程で分離個

別化する という理論があった。その 「一致」の場、能力 としての 「感情」は、必ず しもシ

ュライアーマ ッハーの独創ではな く、ルソーや ヘルダー等 に先駆があることも確認された

が、同一性の契機 と個別化 の契機が、不即不離、和而不 同の関係で共存 して いることは、

シュライ アーマ ッハーの特徴であった。 さらに、カン トの倫理的均質性 に対 して、個人の

具体的人間性 を回復するとい う意図での 「想像力」の評価 、フィヒテに対する特殊や個が

それ 自体 として基礎付 けられていないという批判、 これ らの批判 を媒介 にして、シュライ

アーマ ッハーにおいては倫理学が、当為の学ではな く、存在の学 に、すなわち、諸々の個々

の現実の倫理的行為の学になっている とい うこと、か くして、普遍的理性の働 きが、個 々

人の独 自性 において作用する力として構想 され る思考構造が示された。さらにヘーゲルの

シュライアーマ ッハー批判、「万有の直観」 を固有なものとして表現す ることに力点が置か

れ、個別的で独 自な霊感の直接的吐露に過ぎないもの となっているという批判 も、シュラ

イ アーマ ッハーにお ける普遍 と個別の独特な並存、共存のあり方を指 している ことが指摘

された。

以上、直観期 (第I部)、 批判期 (第II部) の考察 によ り示されたシュライアーマ ッハー

固有の普遍 と特殊 、超越 と内在のいわば同伴関係を根源的 に支え、根拠付けて いるのが弁

証法、とりわけ、六回にわたるその講義 において展開され る 「絶対者」、 「神」、 「世界」の
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関係 に関わる議論なのである。それが、特に これ らの表象を以下で主題化す る理由である。

第1節 1811年 講義

(1)「 最高存在」「神」 「絶対者」

この講義では 「最高存在」 という概念で、絶対者の存在論的根源性が次のよ うに述べ ら

れる。「最高存在 (das hochste Sein) とは、その存在が同時にその概念で もあるような存在

であ り、その存在の下 に、すべての他の存在が把握 されるよ うな存在で ある。低次 の概念

が、より高次 の概念の下 にあるよ うに」(§14)。 この部分 は トゥヴェステ ンの筆記ノー ト

に拠れば以下のように補われ、「最高存在」が 「神」であり、存在論のみな らず、認識論 に

おいて も根源的であることが示される。「最高のものは最高存在であ り、それは概念との同

一性 を作る限 り絶対的である。 これは根源的存在で、すべて他の存在がそれ に従属する神

である。個々の事物は最後 のもので、イデー、諸力は中間にある。最高の ものを実在的側

面か ら見れば、すべての存在 の源泉であ り、観念的側面か ら見れ ば、すべての知の源泉で

ある。この最高のものにその源泉 を持たないような ものは、それが知であって も存在であ

っても実在的ではない」765。このような 「最高存在」 「神」 の認識論的存在論的根源性は、

カン トの 「要請 としての神」 にたいする批判 として展開される。すなわち 「神 は、実在知

を真 に成立す るために与え られね ばな らな い要請ではない」(§15, 2)。 この部分はさ らに

トゥヴェステ ンの筆記 ノー トか ら次のように補足され る。 「神のイデーは、要請で もなけれ

ば、神 を叙述す る仕方、実証でもない。要請 とは、何か他 の目的のために与え られねばな

らないものである。私たちは知を成立させるために神のイデー を必要 とす るのではない。

神 のイデーは知のイデーの条件である。 もし君が 自分の中に最高の存在 と知の同一性 〔す

なわち神のイデー〕を持って いなければ、君は自分に知の課題を定立す ることは全 くでき

ないだろう」766。

(2) 神認識

このような存在 と認識の根拠 としての 「神」 を、私たちはどのように所有 し、認識する

765 [KGA II/10, 2:23]
766 [KGA II/10, 2:24]
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のか。 これに関 しては次のように言われる。 「私たちが、私たちの存在 と、私たちの概念の

同一性において、十分ではな いが 、神の像である限 り、私 たちは絶対者 の概念を持つこと

ができる。孤立 した神ついての直観な ど存在 しない。そ うではな く、私たちは神を、直観

の全体系において、またその体系 とともに直観する」(§17)。「神につ いての私たちの知は、

世界直観 と共 に初めて完成 される。世界直観 についての痕跡が現れ るや否や、神 について

の知 に関 しても、その根本的特徴が明 らかになる。[…] 神 のイデーが、世界直観か ら切 り

離 され、思考の厳格な形式の もとにもた らされると、それは根拠のないものとなる」(§18)。

神だけを単独で認識する ことはできないという主張で あるが、 この部分 は、 トゥヴェステ

ンの筆記ノー トにおいて、さ らに詳 しく次のように述べ られている。「私たちは絶対的存在

について、一つの対象につ いてのように概念 を持つ ことはで きない。なぜな らその場合概

念がわたしたちの中にある ことになるが、私たちは絶対的存在そのものではないか らであ

る。一般的事物は、常にそれ に従属す る事物 と共に同時に思考 される」。同様 に 「神の思考

は、私たちが神 を、特別 にそれ 自体で、個々の特殊な もの として、他の事物の外部に考え

るような場合には、何 もので もあり得ない。それは全てのものに、他の全てのもの と共 に、

共通の基礎 として与 えられ る。 したがって絶対的存在 は、世界の外 に定立 されるべきか ど

うかという問いは空虚な問いで ある。私たちは他 のすべての存在を条件付けるもの として

以外 に神の直観 を持つ ことはできないが、 しか し、そ の直観 は他のすべての存在によって

条件付 けられてもいる」767。このように、 シュライアーマ ッハーによれば、神は直接でも、

孤立 してでもなく、「透視画 を通 して」のように 「世界直観」 と共に認識 される。それはた

とえて言 うな らば、眼前に広がる地平線が、それ を縁取る大地の風景か ら切 り離す ことが

できないように、あるいは、数直線上の数学的な点が、私 たちに認識され るのは、それが

感覚的な覆いをまとった時だけであるのと同じである768。

(3) 哲学 と宗教の関係

以上のような神認識 と宗教 との関わ りは、草稿にお いては一言次のように言及されるに

過ぎない。「神は、確かに概念的には捉えがたいが、その認識はあ らゆる認識の基礎である。

767 [KGA II/10, 2:27-28]
768 [Wehrung1920:65]

239



それ は感情 の側において も同様である」(§17)。 しか し、口頭ではもっと踏み込んだ内容

が語 られていた ことが、 トゥヴェステ ンの筆記 ノー トを読む と分かる。すなわちその並行

箇所 には次のよ うに記 されている 「概念 には対象が対応 しているが、神は全ての概念の源

泉であ り、全て倫理的なもの、そ して 自然的な ものは神において基礎付 けられる。 これは

最高本質についての宗教的見解 とも並行 している。宗教的感覚の中にあるのは、神 自身の

純粋な感情だけではなく、同時 に自己意識が伴って いる」。この箇所は、 シュライアーマ ッ

ハーの思想的発展 を明 らかにするという点では、非常 に大 きな意味を持つ。すなわち、弁

証法講義 の超越論部門で 自己意識論が取 り上げられ るのは、草稿においては1814/15年 講

義か らだが、すでに1811年 の時点で 口頭にて語 られて いたことを示すか らである。 これ は

自己意識論の文脈で 「由来 (Woher)」 としての神を説 く 『キリス ト教信仰論』 との連続性 を

示すものでもある。 トゥヴェステンはまた、 日記において1811年 に同時進行でなされた教

義学の講義 にお いてシュライアーマ ッハーが、宗教を 「自らを意識 にお いて直接告知す る

世界統一感情」 として規定 していることを述べ769、さ らに同年4月17日 の日記ではその教

義学の内容 を次のように要約 している。 「人間の意識の中に、直接、神 と関係 しているとい

う感情が与え られるが、 この感情が宗教 を形作 っている。[…] 限定 され た人間の意識 〔自

己意識〕の中に、神が全体 として受け入れ られ るということはあ り得ない。そ うではな く、

神は人間の意識 に同化 されねばな らない。意識 の様々な形式に従 って、様 々な形式 の中に

入っていかねばならないのである。そ して、そ こか ら様々な宗教が生 じる。 したが って、

諸宗教 とは、神との関係の感情が、意識の中に入って いく様々な仕方に他な らない」770。宗

教の内実は、自己意識内で神 と直接関係 しているという感情であ り、その意識の形式の種々

が諸宗教の種 々に対応 しているというこの主張は、先に見た (第II部) 『宗教論』第二版 に

萌芽が認め られ、後期の 『キ リス ト教信仰論』 にお いて完成するのである。

以上の箇所以外では宗教については、補足的かつ否定的に語 られて いるに過ぎない。す

なわち 「神は超越的存在 として、全存在の原理であ り、超越的イデーとして、全ての知の

形式原理であるということ以外は、知の領域 において神について何 も語 るべきではない。

769 [Heinrici: 178]
770 [Ebd.: 173f.]
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それ以外の ことは全て誇張、あるいは宗教的なものの混入 に過ぎず、それは ここに属 さな

いもの として、破壊的作用 をす るにちが いない」(§23, 3)。 この部分 の トゥヴェステンの

筆記 ノー トには 「最高本質についての完全な見解に達する為には、実在的諸学問に専念す

る以外に道は存在 しない。 これができない人のために感情における代用品 〔すなわち宗教〕

が存在す る」 と言われ、宗教が哲学に劣 る位置付けが示唆されている ことは、今後の講義

における変化 のポイ ントの一つとして、ここで注 目しておきたい。

(4)「 神」 と 「世界」の関係。

シュライ アーマ ッハーは、 「絶対者 を、全ての思考 の基礎 として定立」 し、「すべてにお

いて神のイデーが存在する」 とする自分の立場から、「世界は神な しに永遠 として定立 され

る」 とい う唯物論の立場と、 「世界は時間的なもの として、 〔後か ら〕神 によって定立 され

た」 とす る唯心論の立場、 さらに、 「神 も物質 もそれぞれ永遠だったが、両者の交 じり合っ

た存在が時間的である」とする二元論 の立場 を斥ける (§24)。 このようにして、「神」と

「世界」を、 どちらか一方への従属関係にお くことも、さらには両者を分離する ことも拒

否 され るが、それぞれのイデーの内実の規定や 、両者の関係についてのさ らに立ち入 った

考察は、1811年 講義ではな されない。さらに、「神」と 「絶対者」もほぼ同義で用い られて

いる (§28及 び トゥヴェステンの筆記 ノー トの並行箇所771を参照)。

第2節 1814/15年 講義

この二回目の講義において、初回の講義では補足的かつ否定的に しか触れ られなかった

宗教 について積極的に語 られる。また、宗教と哲学の関係や十分な内容規定が展開されな

かった 「神」 と 「世界」についても、よ り積極的に言及されるようになる。

(1)「 自己意識」 と 「意欲」

先ず考察の出発点としての 「自己意識」の内実が明示 され る。 「自己意識 にお いて私たち

に与え られていることは、私 たちは思考 と思考されたもの両者であ り、両者の 一致におい

て私たちは、私たちの生を持つ ということである」(§101)。 私たち自身が思考者で あると

771 [KGAII/10, 2: 48]
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同時に存在者であることによって、私たちの 自己意識 にお いて、思考 と存在の根源的一致

が与えられている とい うのである。さ らに 「自己意識 にお いては、両者 〔思考 と存在〕の

相互生成が、反省 と意欲 とにおいて相互に私たちに与え られている。そ して、両者が無関

係 に並んで進んでいくとは誰 も考え られない」(§103) と言われ、1811年 講義では全 く触

れ られる ことのなか った 「意欲」 というモメン トが現れる ことも、後 に宗教 の内実である

「感情」の導入の伏線になる。

「思考」と 「存在」の同一性が成立す る場は 「存在 の絶対的統一 というイデー」である

とされる (§149)。 そ して このイデーは 「全ての知の形式」である (§154)。 すなわち、

シュライアーマッハー によれ ば、全ての知は概念 と判 断の段梯子 (ある概念の下には判断

があ り、その判断は複数の概念か らな り、その各概念の下 には判断があ り…と いうよ

うに両者は無限に連鎖 していると考 える) の中にある。その段梯子の上方への極みが 「存

在の絶対的統一 というイデー」であるのに対 し、下方の極み として定立 されるのが 「現象

の絶対的多様性」のイデーである。そ して、両者が、あ らゆる思考及び知の 「超越的根拠」

であるとされる (§165)。

さらに 「存在の絶対的統一 というイデー」 について、 これはすべての人に共通す る普遍

的な概念の産出を可能 にす る 「理性の同一性」で あるともいわれ、あ らゆる知が、 この同

一的理性において、無時間的 に基礎付けられてお り、それは丁度、後に空間に枝葉 を伸ば

す植物全体が、種子の中に非空間的な仕方で与えられているようだ と説明 され る (§176, 1)。

そ して、続 けて 「神があらゆる生き生きとした諸 力の場であるように、理性はあらゆる真

の諸概念の場である。あらゆる諸概念の産出方法は、理性 におけるある特定の点において、

生き生きとした力として定立される」(§176, 3) と説明され ることによ り、「力」を媒介 と

して神と理性 の同一化が説かれる。そ して後 に、 「意欲は思考す る存在の力」 と言われるよ

うに772、「力」は精神の能力としては 「意欲」に関係するのである。この 「意欲」が、勝手

気 ままな欲や単なる自然的欲求 のような意欲でないことも明 らかである。ヴェール ングは

これを 「同一的な意欲、理性的な意欲であ り、そ こには良心が統治 し働 いている」という773。

772 [KGA II/10, 1: 770]
773 [Wehrung 1920: 153f.]
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(2)「意欲」の超越論的根拠=「 感情」

ここか らさ らに、1811年 講義のおいては全 く触れ られなか った 「意欲」の超越論的根拠

が主題化 され る。すなわち 「私たちは知 における確か さのためと同様、意欲における私た

ちの確かさのために超越論的根拠 を必要とす るが、両者は異なるものではあ り得ない」(§

214) といわれ る。その理由は、意欲の根拠 もまた、それによって人々が同一のものを求め

る ことができるわけであるか ら、各人の中に個別に立て られるわけではな く、人類 という

ジャンル (Gattung) の生き生きとした力の中に立て られるはずで ある。しか し、さ らに、意

欲が存在 と調和す る根拠、すなわち私たちの行為が現実 に私たちの外に出て行 くというこ

と、そ して、外的存在が理性 に対 して感受性 を持つ ようにな り、私たちの意欲の観念的刻

印をも受け入れ るようになる こと、そのための根拠 は、ジャンルの中にではな く、観念的

なものと実在的 なもの との純粋な超越論的同一性の 中にのみ求め られるか らで ある (§

214,1)。 それゆえ 「意欲 と知の根拠は、異なるものではあ り得ない」(§214,2) とされる。

このよ うに 「意欲」 を主題化 し、その超越論的根拠 を 「知」のそれ と同一のもの とする

ことによって、当然のことなが ら、 この両者の相対的次元 における同一性 とい う問題 を主

題化せざるを得な くなる。そ して、ここにおいて、1811年 講義では全 く補足的にしか触れ

られていなかった 「感情」概念が積極的に導入される。すなわち次のように言われる。「こ

れ にしたがって、私たちは超越的根拠 をも、ただ思考 と意欲の相対的同一性 においてのみ、

すなわち感情において持つ」(§215)。 この 「感情」は、 「思考の終点であり、 また意欲の

開始点」、あるいはその逆である とされるが、これは当然のことなが ら、主観的情緒や対象

を志向しない感受性ではない。明言されてはいないが、すでに1811年 講義で も触れたよう

に、それは神の感情、神 との関係 を内実 とす る感情であることは間違いないだ ろう。シュ

ライアーマ ッハーは、 この命題 の注釈において次のように言 うからである。「私たちの意識

と共 に神の意識 もまた私たちの自己意識及び私たちの外的意識の構成要素 として与え られ

ている」 と (§215, 1)。

(3) 哲学 と宗教の関係

ここか ら、1811年 講義では、宗教は哲学的能力のない人のための 「代用品」 といった消

極的位置付けしかなされていなかったのに対 し、積極的位置付け、少な くとも哲学 と対等
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な位置に置かれる根拠が生 じる。思考 と意欲の同一性が 「感情」 にあるとされ ることによ

って、むしろ、宗教の方が哲学の上にあるのではないか と思 うかもしれない とさえ言われ

る (§215, 2)。 しかし、シュライアーマ ッハーはそのような主張 を即座 に否定 し、両者 に

「完全性 と不完全性は等 しく分配 されている」 と言 う。すなわち、哲学 において 「神」の

認識は、「本当には実行される ことのない、常に間接的な図式論にとどまる」が、しか し 「あ

らゆる異物か ら完全に純粋で ある」。対 して宗教においては 「完全 に実現 された感情だが、

それは決 して純粋ではな く」「神意識は常に他の意識 と接している」(§215, 2) と言われる。

(4)「神」 と 「世界」の関係

「神」と 「世界」の関係についても、1811年 講義に比 して遥かに詳 しく規定され る。先ず、

「神 と世界 という両イデーは、相関的で ある」(§219) と宣言された後 に、その相関性の

内実 として 「両者は同一ではない」(§219, 1)、 しか し 「一方な しに他方 を考えることはで

きない。神がなければ世界 もない。[…] 世界 を考 える ことな しに神 もない」(§219,2) と

言われる。両イデーの差異については、続 くセクションにおいて、「世界イデー は、神イデ

ーと同一の意味で超越論的で あるわけで はない」(§220) と言われる。すなわ ち、私たち

は 「私たちの地上を所有するのと同じように、全ての天体 を、そ の倫理的 ・自然的体 系と

共に所有する可能性 を考えることができる」(§220)。 少な くとも可能性 としては 「世界」

を所有できる。 これに対 して、 「神イデー」 には、「無限のプロセスや上昇す る有機的組織

によっては決 して達す ることはできない」(§220)。 「神」 は 「世界」 と異な り、数多性が

存在 しないので、「神」を所有す るためには 「唯一つの行為 によって (uno actu)」 一度に所

有 しなければな らないが、そのような ことは不可能だか らである。 したがって、「神イデー

は、実際には、私たちが言 うなれば有機的思考 に先立って表象する衝動の中にあるに過ぎ

ない」(§220) と言われる。すなわち、 「神」の超越性は、知そのものを成立 させる根拠 と

しての超越性、「人問意識一般の特徴的要素」(§221, 1) で あって、決 して知の進歩や拡張

の根拠となる超越性ではない。「神イデーは、多 くの行為 においては一つ の行為においてよ

りも多 くあるというわけではない」(§221, 1)。 したがって、もし 「神イデー以外に他の超

越的原理が存在 しないな らば、私たちは常 に思考 し、知ることがあって も、知 において進

歩す るように努力せず 、知は偶然に委ね られたままになって しまう。 これは、神イデーの
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中に休息 して しまう人が、学問を軽蔑する仕方 によって も明 らかである。」(§221, 1)。そ

こで知は 「世界」 というもう一つの超越的原理を必要 とするのである。

か くして、「神」と 「世界」の超越性の規定 として、以後、一貫 して提示される定式 (そ

の内実はさらに変容を被ることは後述されるが) が提示 され る。すなわち、「神イデーは超

越的な開始点 (terminus a quo) で あって、知 自体の可能性 の原理で あるのに対 し、世界イ

デー は、超越的終点 (terminus ad quem) であり、知の生成における知の現実性の原理で

ある」(§222)。 「神イデー に人は接近す ることはできない。 このイデーは個々の知全ての

根底 に等 しい仕方で存在 し、個々の知の連関とは無関係である」(§222, 1)。 「これ に対 し

て世界イデーは、私たちの知 の全歴史が、それへの接近であると言うことができる。なぜ

な ら、人は経験的なもの と思弁的な ものとが相互浸透すればす るほ ど、知の広が りにおけ

る、 また密度 にお ける完成を通 して世界イデー に実際に接近す るか らである」(§222, 2)。

この よ うに両 イデ ー の 内実 を規 定 した後 に、両 者 の関 係 につ いて シュ ライ アーマ ッハ ー

は、 「共存 (Zusammensein) とい う関係 以外 に、他 の関係 を両 者 の間 に定立 す る ことはで きな

い」(§224) とい う。 両者 は、そ れ 自体 と して互 い に分離 して考 え る こ とはで きな いの で

「対立 」(Gegensatz) 関係 を想定す る ことはで きない し、 ま してや 「同一 性」(Identitaet)

を構築 す る こと もで き な い。 両イ デー の差 異 は明 らか だか らで ある 。そ れ は 「共存 」 とい

う以外 にな く、私 た ち はそ の 両者 の間 を 「揺 れ動 い て い る」(schweben) と言 われ る。 この

「揺 れ動 く」 とい うあ り方 に、 シ ュ ライ アー マ ッハ ー の弁 証 法の 固有 性 が現 れて い るのだ

が 、そ の点 につ いて は後 に改 めて 論 じる ことになる。

第3節 1818/19年 講 義

この三回 目の講義については、 シュライ アーマ ッハー自身の断片 的な草稿がヨナス版 旧

全集付録Bと して残されているのみであった774。この草稿を見 る限 りでは、1814/15年 講義

に比 して内容的に新 しいものはな く、これまで特に、 この講義 は注 目されてこなかった。

然 るに、第1章 で触れたように、1999年 に新たに匿名の聴講者 による包括的筆記ノー トが

774 [DJ: 362-369]
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発見 され775、この講義の全貌が明 らかになるに至った。ここでは、その筆記ノー トに基づい

て、特に、超越論部門において、1814/15年 講義から内容的に新たな展開が見 られる箇所 を

中心 に考察する。

(1)「 宗 教的感 情」

1814/15年 講義のおいても、思考 と意欲の相対的同一性が感情であ り、その感情が宗教と

関わるものであることは、明言はされていないが、注釈 (§215, 1) にお いて示唆されてい

ることは先述 した。1818/19年 講義 においては、この点がはっき りと明言 される。すなわち

「私たちは、次の ことは必然的な前提であると語 った。すなわち、私たちが思考か ら知 を

産出 しようと欲する場合、私たちは絶対者の中に、思考 と存在の統一 を定立するとい うこ

とである。 しか し、これは単なる前提である。 これ に感情 はどう関わるのか?感 情 にお

いて、 しか も宗教的感情 において、 この前提 は実現す るのであって、思考や行為 にお いて

ではない。したがって、感情 において、理念的なものと現実的なものとの最高の同一性が、

実際に生起する。そ して、私たちが思考 と意欲 とにお いて、ただ前提 と して持 っているも

のを、感情において完全に所有す る」776。このように感情 にお ける超越論的根拠 の所有が、

他な らぬ宗教的感情におけるものであると明言 され、さ らに、感情 にお ける 「神」の所有

の確かさへ と言及され る。すなわち 「神は感情 にのみ与え られるか らで、宗教者は神の確

かさが哲学することにはないということをよく知って いるか らである」と言われ 「哲学は、

自分が求めていたものを、宗教の中にのみ見出す ことができる」 とさえ言われ る。その確

か さについて 「宗教的な ものは、感情、絶対的 自己意識その もの」で あ り 「そ こには空想

が存在 し得ない。 この感情 についての説明 に誤謬 はあっても、感情にはない」 とされる777。

(2) 哲学 と宗教の関係

以上のように、哲学 に対 して宗教 の意義が強調 されて も、両者の関係は対等で独立 した

ものである。 「思弁 〔哲学〕は宗教に依存 しないし、宗教 も思弁 に依存 しない。両者は対立

しているわけではない。そ うではな く、各々は自分 自身によって 自分 自身なのである」778。

775 こ の 筆 記 ノ ー ト発 見 の 詳 細 に つ い て は [Arndt2002: 5f] を 参 照。

776 [KGA II/10, 2: 239]

777 [Ebd.: 240]

778 [Ebd.: 240]
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神認識に関 しても、「宗教には直接的に」与えられるが 「他のものとくっついた」ものとし

て、 「思弁 には間接的に」 しか し、純粋 に与え られるという主張779は、以前の講義 と同じで

ある。

1818/19年 講義 における新たな展開は、哲学者 と宗教者各々が、各々を必要とす る理 由が

述べ られ ることである。哲学者は 自分 の目的のために 「最高知の前提以外のものは何 も必

要 としない。彼 はこの前提が知にとって必然的であると示す ことができる。彼はそ こか ら

知を演繹す る。そ してそ こにおいて知を根拠付 ける。そ して自己意識における神意識 〔宗

教〕 は、彼を思弁の仕事において髪一筋 ほども先へ進 ませることはない」。しか し、哲学者

は 「人間 として」宗教を必要 とする。 「宗教の中には、哲学者が欲求 として述べ るところの

ものの充足が」与え られているか らである。同様に 「宗教者 も、自分で あるために哲学 を

必要 としない」。 しか し、「彼は決 して単独で純粋に 自分を観察できるわけではない。彼 は

自分 を共同体 においてみるのであれば、 この状態の伝達において 自分 を観る。そ して、 こ

の伝達 はただ思考によってのみ可能である。したが って […] 宗教者は、哲学それ 自体 を必

要 とす るのではなく、ただ伝達の際 に必要とす る」780。

この宗教者 による自己意識の 「伝達」の関連で、「神学的諸概念」の規定が述べ られ る。

これは、1814/15年 講義においては 「宗教的感情を表現する不十分な絵画的表象」(§217)

に対応す る箇所である。すなわち 「感情 における神意識、宗教的意識は、感情についての

反省、すなわち神学的諸概念 をもた らした。 これ らは、宗教 と哲学の相違を見誤る ことに

よって、常に思弁 によって攻撃され る。そ して、その攻撃は正 しい。それ ら神学的諸概念

が不十分であることを、人は常 に明 らかにできる。私 たちがそれ らを孤立させる限 り、そ

れ らは常 に不十分である。全て他の ものを、そ こに受け入れる場合 にのみ、神学的諸概念

は十分な ものとなる。神学的諸概念 とは、神意識が私たちの自己意識において いかにある

か というあ り方の叙述以外の何 もので もない。そ して、その時に人は、神学的諸概念 を承

認することができる。なぜな ら、その時神学的諸概念は、直接的叙述である ことを望 まず、

779 [Ebd.: 241f.]
780 [Ebd.: 242]
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間接的なものにとどまるからである」と言われ る781。これは後の 『キ リス ト教信仰論』への

展開を予感させる内容 となっている。 というのは、シュライアーマッハーは 『キ リス ト教

信仰論』(1821/22) の課題 を 「キ リス ト教的の敬虔な心情の興奮 を、教説において叙述する

こと」と 「教説 として表現された ものを厳密 に関連付 けること」 と述べ782。『信仰論』の課

題を 「敬虔な心情」(=神 意識) の 「叙述」 と、 「教説 として表現されたもの」(=神 学的諸

概念) を 「厳密 に関連付けること」(=孤 立させないこと) と規定することで、この弁証法

講義における神学概念の規定が応用されている ことは明 らかだか らで ある。特に 「神学的

諸概念」を 「孤立させず」、他者を受け入れる場合 にのみ十分なもの とする という主張は、

シュライアーマッハー に端 を発す る近代神学、すなわち聖書論やキ リス ト論、 さらには啓

示な どの独断的な ものによっていわば 「上か ら」根拠付 ける従来の方法 に対 して、哲学に

よって 「下か ら」基礎付けるという人間学的地平に開かれた近代神学の萌芽 と考えること

ができる。

(3)「 絶対者 」 「神」 「世界 」

従来の講義では明瞭な区別が規定 されていなかった 「絶対者」 と 「神」 とい う二つの概

念が、同一のものを異なる方向性 で表す表現 として区別されていることが、 この講義にお

ける新しさである。すなわち、シュライアーマッハーは次のように語る。 「時には端的に最

高者 と呼ばれ、時には神 と呼ばれてきたものを表す言葉の様 々なあ り方 について、今一度

注意したい。[…] 私たちは二つの異なった方向を区別できる。純粋 に思弁的理論的方向 と、

宗教的方向である。宗教的方向では、そ こへ と私たちが最終的 に至 る思考 と意欲 の同一性

が、よ り多 く表現されている。そ して、そこか ら初めて私たちは神 という名称 を用 いたの

である。思弁においては、理念 と実在 の同一性が支配的である。そ こでは、最近は絶対者

という言葉が用い られてきて いる。以前は、端的な存在者 (das schlechthin Seiende) で、

それは、全ての存在者 は、存在が、い くば くかのものを排除す ることで存在 を減少させた

もの、とい う理解 に基づ く。最近 の絶対者 という言葉 も、 この理解 に基づいて いる。[…]

しか しなが ら、思弁的 と宗教的 という二つの名称は、それぞれが異なる対象を持 って いる

781 [Ebd.: 246]
782 [KGA I/7, 1: 16]
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というわけではない。対象は一つなのだが、異なる関係の中にある。なぜな ら、私たちが

絶対者 と呼ぶ ものは、 もしそれが、宗教によって神 と呼ばれるものでないな ら、絶対者で

もな くなる。その逆 も真である」783。

この講義か ら見 られるもう一つの新たな展 開として、「世界」概念の変化 を指摘できる。

すなわち、1814/15年 講義 において 「世界」は 「統一のない数多性」(§219, 1) と規定され

ていた。 しか し今や 「世界イデーは存在 の総体であ り、統一性 における数多性、また、数

多性 における統一性である」 とされる。この変化は何を示 しているのか。このような 「世

界」概念の変化は、 これまでは1822年 講義か ら始 まる とされてきた。すなわち、そ こでは

「神」 と 「世界」が次のように規定 されているか らである。 「神=あ らゆる対立が排除され

た一者; 世界=あ らゆる対立 を含む統一性」784。そ して、例えばロイターはこの変化に1822

年の弁証法の決定的な前進 を見 ると言 う。すなわち 「神 と世界の関係 を、もはや弁証法に

おいて一 と多 として 〔量的な対立 として〕把握するのではな く、[…] 一者 と他者 という質

的な対立に還元す るという関係規定である」 という785。

この変化の理由については、1822年 に 『キ リス ト教信仰論』が刊行 されてお り、同じ年

の弁証法講義 にもその影響が指摘 されることか ら、「世界」概念の変容 にも 「神学的な関心

の浸透」 によ り 「最高度 に純粋な哲学的問題設定の鈍磨 と、絶対者の通俗的思考形式の領

域への問題の移行」が起 こったとい うヴェール ングの解釈や、同じく 「宗教的誇張」を見

るハルペル ンの解釈がなされてきた786。

このような解釈 をロイターは批判 して 「事実はその反対である。1822年 の弁証法は、通

俗的な意味で 『最も敬虔』なのではな く、神 と世界 との対立を、誤解する ことな く、一者

と他者 とい う質的な対立として展開 している限 り、最 も厳密な弁証法なのである」と主張

す る。1818/19年 の講義の全貌が、新たな筆記 ノー トの発見で明 らかになることにより、す

でに1818年 の時点で 「世界」概念の変化が見 られることが判明 した。したがって、 この変

化 を神学への傾斜 と見るヴェール ングやハルペル ンの主張 はいよいよ根拠 のないものとな

783 [KGA II/10, 2: 247]
784 [KGA II/10, 1: 269]
785 [Reuter 1979: 252]
786 [Wehrung 1920: 198, 206],[Halpern 1901: 243]
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り、弁証法 の徹底 と見るロイターの主張の正当性が裏付けされた。「神」 と 「世界」の関係

は、以前の弁証法講義においてと同じように、1818/19年 講義 において も相互補完的関係 に

あ り、「一方を他方な しに考えることはできない」 と言われる787。また両者共に私たちの知

を超えた超越的概念である。 しか し超越 の内実は異なっている。私たちを取 り巻く大地、

天体、太陽系 と 「世界」 とは 「完全な類比」の関係である。「そのような系 と世界イデー と

の相違は、量的な もの に過ぎない。それに対 して、神イデーは、質的 に私たちの知の外部

にある。私たちは、そのような 〔神イデーとの〕類比を全 く持 っていない」788。このよ うな

両者の差異規定は これまでの弁証法 において も言われてきた ことで あった。 しかし、今や

「世界」は、単なる数多性 としての存在の総体 ではな く、「統一性における数多性、数多性

における統一性」 とされ、その意味はロイ ターに拠れば 「世界が、それ 自身の中で対立す

る時空間全体 という意味で統一性であり […] 世界の構造は同一性 、異なった ものの一致、

観念 と実在の最 も厳格な二元論の調和、認識根拠 と存在根拠 の同一性、時間の統一性にお

ける超越論哲学 と存在論の同一性」である789。これに対 して 「神は、同一性ではない。そ う

ではなく、対立なき純粋な一者、あらゆる対立 を排 した一者」790である。このように、この

講義において、「神」と 「世界」の質的差異が、以前 にもま して鮮明に叙述 されるようにな

るのである。

第4節1822年 講義

(1) 思考 と意欲

私たちが超越的根拠 を持つ能力として、1814/15年 講義以降、 「思考 と意欲の相対的同一

性」=「 感情」が注目されてきたことは、すで に見た。 しか し、例 えば1814/15年 講義に

おいて 「思考」 と 「意欲」 との関係 について、 「上昇あるいは下降す る存在 の二重の系列が

考え られ る。思考に先行す る存在の系列、すなわち自然的形式 と、意欲 によって思考 に後

続す る存在の系列、すなわ ち倫理的形式である」(§212, 4) と言われ、 この二つの能力が

787 [KGA II/10, 2: 251]
788 [Ebd.: 249]
789 [Reuter1979: 252f]
790 [Ebd.: 253]
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私たちの 自然的生 と倫理的生とを交互 に織 り成す ものである ことは示されているが、両者

の関わ り方についての、具体的な記述 はなされていなかった。(あ るいは口頭で話されて い

たのか もしれないが、1814/15年 講義の聴講者筆記 ノー トが存在 しない以上確かめようがな

い。) このあた りの消息 を1822年 講義は(そ の包括的な複数の聴講者筆記 ノー トの存在ゆ

えに)明 らか にして くれる。 この点が、従来の講義 にはない新 しさである。すなわち、次

のように言われている。「私たちが継続す る状態 としての思考 に従事する場合、それは特定

の瞬間と行為 とに分離される。そ こでは一つの瞬間が終わ ると新 しい瞬間が始 まるという

ように、結合が必然的で ある。 したがって、全ての新 しい瞬間の意識的な開始は意欲であ

り、思考における結合は全て、意欲の特別な事例 に過ぎない」791。「思考のあらゆる瞬間は、

他の瞬間 と意欲の瞬間によって結合 している。[…] 同様に逆 も言える。意欲の全ての瞬間

は、全て他の瞬間と思考を通 して結合 している」792。このように 「思考 と意欲の入れ替わ り

の中に、私たちの時間的生は存在す る」793。

しか し、さ らにシュライアーマ ッハーによれば、そ もそ も入れ替わ りなどはな く、一方

か ら他方への連続的で切れ 目のない移行があるに過ぎない。 というのは互 いに関連 し合っ

て いる二つの意識活動の問 にはゼ ロ点 を定立することはできないか らである。両者 の同一

性は、他な らぬこの移行 の中にある。一方 の開始 と他方の終わ りとの間に両者の同一性が

ある場合にのみ移行が可能だか らである794。よって次に、 この同一性 について検討す る。

(2)「思考」 と 「意欲」の同一性 としての 「直接的 自己意識」=「 感情」

「思考」と 「意欲」の同一性が 「感情」であるという定式は、すでに1814/15年 講義に

おいて現れていた (§215)。 しか し、なぜ 「感情」かということについては、立ち入った考察

は、少なくともその草稿 には記されていなかった。1822年 講義の聴講者筆記 ノー トにおい

て、その感情の内実が明 らかになる。

シュライ アーマッハーは 「感情」という言葉 の持つ主観性 ・受動性 を避けるために、 これ

を「感受性」(Empfindung) と区別 して 「直接的 自己意識」と呼ぶ。例えば「痛み」は「直接的自己

791 [KGA II/10, 2: 558]
792 [Ebd.: 559]
793 [Ebd.: 565]
794 [Ebd.: 565f]
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意識ではない。それは 「感受性」の一般的カテゴ リーに属する。 「痛みは一部分を刺激す るだ

けで、自己意識を構成せず、む しろそれに対立する。それで私たちは、同 じ瞬間 に痛みと、

心地 よさの感覚を同時 に持つ ことができるのである」795。これ に対 して 「(思考 と意欲 との)

相互移行 は、共に立て られた他者存在 を含んで いるのでなければな らない。すなわち、そ

れは純粋な直接的 自己意識 として定立 されなけれ ばな らない」796。この 「直接的 自己意識」

を内容 とするのがシュライアーマ ッハーの 「感情」である。「感情 とは、普通に考え られて

いるような主観的な ものでは全 くない。そうではな く、それは、個人的 自己意識へ と向か

うの と同じように普遍的 自己意識 を目指す。それは 自己 自身 を所有す る普遍 的形式 (die

allgemeine Form des Sich-selbst-habens) なのである」797。

以上のような、 「感情」=「 直接的 自己意識論」 と、同 じ年 に刊行 された 『キ リス ト教信

仰論』(1821/22年) との関わ りについて考察しておきたい。 シュライアーマ ッハーの神学

を、その内容に即 して理解するために、弁証法 を参 照する ことが極 めて有益である証左 と

なるか らである。

シュライアーマ ッハーの最初 の教義学である 『キ リス ト教信仰論』が、主観的情緒や感

覚を強調す る敬虔主義的色彩を帯びていることは否めない。すなわち、教義学のような学

問が求められている理由について 「敬皮の心情状態についての思考 の混乱 を終結す るため」

と言われ798、その基礎的努力は第一に 「キ リス ト教的 に敬虔な心情の興奮 を教説において叙

述すること」799とされる。さ らに 「全ての教義学が、それ にしたが って構想されなければな

らない規則」について、それは 「敬虔な興奮全体の中になかった ものは、教説 として表現

す ることを一切せず、しか し、そ こにあるものは全てをそのまま包含す る仕方で信仰論の

体系に入れること」800と語 られるとき、その敬虔主義的影響は明らかである。同時代 人のヘ

ーゲルが、これ を 「直接知や感情 を振 り回す没哲学的な敬虔主義神学」 として批判 し、 こ

れ に対抗する形で急遽宗教哲学講義を構想した ことは、よ く知 られて いる。『キ リス ト教信

795 [Ebd.: 567f]
796 [Ebd.: 565]
797 [Ebd.: 567]
798 [KGAI/7, 1: 14]
799 [Ebd.: 16]
800 [Ebd.: 17]
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仰論』出版の二年後、1824年 の宗教哲学講義においてヘーゲルは言 う。「獣 は痛みを感 じる。

追い詰め られると恐怖 を抱 く。[…] もし宗教が このような依存感情 に基づ くな ら、獣 もま

た宗教 を持つにちがいない。獣 はこの依存を感 じているのだか ら」801。以後シュライアーマ

ッハーについて回 ることになる 「主観主義」 という批判的 レッテルは、ある程度彼 自身の

用語法 に責任があることは確かである。

しかしなが ら、シュライアーマ ッハーが、『キ リス ト教信仰論』の続 く箇所において、キ

リス ト教的敬虔の本質が どこにあるかを突き止め、それを正 しく記述す るために 「私たち

はキ リス ト教を越え出て、私たちの立場をキ リス ト教を超 えたところに取 らねばな らない」

と主張し802、さ らに 「それはキ リス ト教 を他 の信仰のあり方 と比較す るためである」803と述

べて、少な くとも原理的には 「共 に立て られた他者」 として の他宗教 との比較宗教的視座

を持った教義学を構想するとき、そ して、そのような諸宗教の比較の前提として、「あらゆ

る信仰のあ り方 には、それによって私たちがそれ ら諸信仰を類似 した ものとして共に立て

る何か共通 のものが存在 している」804と主張す る時、そのような彼の教義学がよって立つ根

拠 もまた、敬虔主義的感情の興奮と考 えるな らば (ヘーゲルはそのよ うに理解 したのだが)

それはたいへんな誤解である。続 く命題及びその注釈において シュライ アーマ ッハーは、

この 「共通な もの」 を 「知でも行為で もな く特定の感情」すなわち 「直接的自己意識」 と

語 っているか らである805。これは、先に検討 した1822年 の弁証法講義で展開された 「共 に

立て られた他者存在を含む」 「自己 自身を所有する不変的形式」であるところの 「感情」す

なわち 「直接的自己意識」に他な らない。 このよ うに理解す る時に、同 じく 『キ リス ト教

信仰論』の序論 の中で、知的認識や行為 に伴 う敬虔の内実 としての感情 についてなされる

次のような説明も理解 可能 となる。すなわち 「この感情は、全ての認識の最高の統一に対

するあらゆる個々の認識の関係 を特 に表現 している」806。また 「すべて特定の行為は、感情

によって、すなわち行為の総体及びその最高の統一に対す るその行為の特定の領域の関係

801 [PhR: 184]
802 [KGAI/7, 1: 30]
803 [Ebd.:]
804 [Ebd.: 23]
805 [Ebd.: 26]
806 [Ebd.: 29]
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によって伴われることが可能」807というような、主観的感受性には、決 してその内実 とな り

得ないような関係性が、ここで感情に付与 されていることも了解 しえるのである。

(3)「神」と 「世界」

1814/15年 講義 においては、 「神と世界 という両イデーは相関的である」(§219) という

テーゼが掲 げられ、その内実が注釈の形で説明 された。しか し、すでに見たように、1818/19

年講義においては、両者の対立が、それ までの量的な一 と多か ら、質的な一者 と他者へ と

変化 し、両者 の質的差異が強調された。その結果、両者の相関性 も消極的に言及され るよ

うになる。すなわち 「私たちは両イデー を実現する ことができないので、それ らの関係を

も規定できないか らである。私たちの思考 にお いては、私たちは両イデーをただ相 関的 と

して定立す ることができるだけである」808という表現である。 この傾向は1822年 講義 にい

たって、さらに顕著 になる。すなわち 「これ ら二つのイデーの関係を積極 的に表現す るこ

とは、いか に困難で あるか」、 「私たちは、この関係の否定的な表現に制限 され続ける こと

を強 いられているように見える」と述べて809、積極的に 「相関概念」として定立することを

しなくなるのである。その理由は、「神」も 「世界」も確かに等 しく超越的概念ではあるが、

すなわち 「神」は思考の開始点 あるいは根拠 (terminus a quo) として、「世界」は終点あ

るいは目標 (terminus ad quem) として超越的であるが、「世界イデーは、概念 と判断の側か

ら捉 えられ る。 したがって存在 に対応 している。しか し超越的根拠 〔神〕は、概念 と判断

の両形式 を拒絶する」810からである。別言すれば、「世界」は従属的な意味で超越的である

に過ぎず、あ らゆる個々の経験 を包括する という意味での統一性である。 これ に対 して、

「神」は、さらにその後 ろに控えて いる前提であ り、絶対的主観、絶対的力、そ して 「世

界」において、あらゆる力の統一 として立て られ る活動性の源泉である8"。 ここで明言はさ

れていないが (それがされるのは1831年 講義である)、超越的根拠は 「神」のみであって、

「世界」は超越的ではあっても、超越的根拠ではないことが仄めかされて いる。これによ

って、1818/19年 講義か らさらに一歩進めて両イデーの質的差異が規定されていると言える

807 [Ebd.: 29]
808 [KGA II/10, 2: 250]

809 [Ebd.: 580]
810 [Ebd.: 580]
811 [DJ: 431f.][Kimmerle 1985: 49]
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だ ろ う。

第5節1828年 講義

この講義は、独立 した草稿ではなく、1822年 講義の草稿の欄外に書き込む形でなされた812。

また断片的な聴講者筆記 ノー トも一つ残っている813。いずれ も分量的には多 くないが、「神」

と 「世界」それぞれ についての概念規定及び両者の関係については、1822年 講義よりもさ

らに踏み込んだ説明がな されている。

(1)「神」の由来

いまだ命題化 されてはいないが、超越論的根拠 としての 「神」の排他性は明 らかで、か

つて1814/15年 講義の ときのように、先ず 「神」と 「世界」の相関性が命題 として掲 げら

れ、その中で、両者の差異が論 じられるという仕方ではな く、 「神」の由来についての考察

が先行す る。

先ず、 シュライアーマ ッハー 自身の講義草稿の内容か ら検討す る。出発は自己意識であ

る。「思考す る意欲」であ り 「意欲する思考」である自己意識は、その確かさの根拠を自己

の外部に、すなわち超越 的な ものに持つが、同時 にそれは 自己意識の中に定立されるとい

われ、それは 「思考する意欲の無 (Nichtigkeit) に定立 された超越的根拠への依存であ り、

これは宗教的要素である」814。ここで明言はされていないが、この 「宗教的要素」が 「神」

のイデーであることは、続 くセクションにおいて 「神 とい う根源的 に宗教的な言葉」 の由

来が説明されることか らも明 らかで ある。すなわち、ここでは 「宗教的感情 において超越

的なものを持つ あり方」か ら説き起 こされる。それは 「生の真理性 を直接制約す る」 もの

であ り、その内実は 「思考す る意欲 と意欲する思考 である ところの私た ちの自己意識」で

あると説明 され、 さらにそれは 「直接、自ずか ら、思弁的あ り方 〔思考 の契機〕や倫理的

あり方 〔意欲の契機〕 と同一化する」。 しかも 「この ことを直接性に重点 を置 くことによっ

て行 う」。この直接性 に付与 された名称が 「神」であると説明される815。このような内容は、

812こ の 欄 外 書 き 込 み は[DJ: 442-479]

813[KGAI110, 2: 305-307]

814[KGAII/10,1: 305]

815[Ebd.: 305f.]
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すでに 『キ リス ト教信仰論』序論における 「由来 (Woher) 」 としての 「神」 を知るものにと

っては、何 ら目新 しいものではないが、弁証法講義にお ける従来の 「神」と 「世界」の関

係を論 じる仕方の枠組みとして見 る時、そ こには著 しい変化があると言 うべきだろう。「神」

と 「世界」 を相関概念 として認めた うえで、両者の差別化 を論 じる という枠組みが、 ここ

に至って完全に崩 され、む しろ両者の質的差異を前提 とす る論の立て方 になっているか ら

である。

こうして、「神」イデーの内容規定がされた後 に、「世界」イデーが、「存在の確固たる諸

形式の複合」として短描 され、「思考の境界が、現実でない思考 に部分的 に預かっているよ

うに、世界 も超越的存在に預かっている」と、その超越性が指示される816。その後 に、割一行

「神な しに世界はないし、世界なしに神はない」と記され817、口頭ではこの一行が、敷衍 さ

れて語 られた ことが、後述するように同じ講義の筆記 ノー トか ら分かる。 しかし、 もはや

「世界」が 「神」 と対等な超越的根拠でないことは明 らかである。

(2)「神」 と 「世界」

残存す る聴講者 シュプリング (Schubring) の筆記 ノー トの内容は、「神」 と 「世界」の関

係を講 じた部分 に集 中して いる。 このノー トによれば、 シュライアーマ ッハーは上述 した

「神な しに世界はないし、世界なしに神 はない」という一行か ら、次の二つの 「基準 (Kanon)」

を提示 した。すなわち、(1)「還元のいかなる試みも、超越的なもの 自体 〔神 と世界〕 を、

一緒 に止揚 して しまうことはない。神な しに世界はないし、世界なしに神はない」818(2)「神

と世界は同一ではない」819。

先ず(1)であるが、「世界」は これまでの講義において 「統一性における数多性、 また、数

多性 における統一性」(1818/19年)、 「あらゆる対立を含む統一性」(1822年)と 規定 されて

きた。 この 「統一性」と「数多性」、 「対立」と「統一性」とい う相反する要素が 「世界」の中で、

どのようにして同居 しているのかについて、 ここで は次のように説明されている点 が、従

来 にない新 しい点である。 「世界は、すべての存在を 自分の中に含んでいるが、同時 に、決

816[Ebd.: 306]
817[Ebd.: 306]
818[KGAII/10, 2: 722]

819[Ebd.: 723]
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して含んでいない。すなわち、世界は常に生成 している。前者 〔世界が全存在 を内包〕は

概念形成 とその限界に対応 し、後者 〔生成する世界〕は判断形成 とその限界に対応 してい

る。統一性 としては、世界は存在 を自らのうちに含んでいる。共 同性 としては、それは生

成中に過 ぎない」820。このように 「世界」が、概念 と判断 という人間知を構成する二つの形式

と類比的構造 を持 っていることによ り、人間の知の前進 の超越的 「終点 (terminus ad quem)」

として機能できるというのである。

(2) については、もし両者 を同一化す るな らば、汎神論に陥 り、能産的 自然という定式 に

行 き着 くという従来いわれてきたことが繰 り返されている821。

第6節1831年 講義

シュライアーマ ッハーが生前な した最後の弁証法講義である。 この講義のために新たに書

き下ろされた草稿 (7～79時 間目まで) と822、新版の全集で69頁 ほどのエルプカム (Erbkam)

による筆記ノー ト823が残されている。草稿の欠如 しているところは、1822年 及び1814/15

年 の草稿 に基づいて講義された。超越論部 門の特 に超越的根拠 と「神」「世界」イデーを論 じ

るところで、従来の講義 と比較 して新たな展開が見 られるのは次の二点 である。

(1)「模写的思考(das abbildliche Denken)」 と 「模範的思考(dasvorbildliche Denken)」

1814/15年 講義以降一貫 して、超越的根拠 (神) が現出する場は「直接的自己意識」あるいは

「感情」であ り、それは「思考」と「意欲」の相対的同一性 と言われてきた。 しか し、 この最

後の講 義に至 って、 「思考」は「模写的思考」、 「意欲」は「模範的思考」と言 い換え られる。ま

た両者の同一性 として 「自己意識」と共 に「自我」が用い られる824。それ と共 に 「感情」は用 い

られな くなる。 このような言い換えの理由については明言されていないが、「思考」はそも

そも事物が 自我に作用 して 自我に刻印 を刻む契機であ り、それは 自我か ら見れば、「模写的」

と考え られ、 「意欲」は、自我が事物に作用 して自我の刻印を事物 に刻む契機であり、自我

820[Ebd.: 722]

821[Ebd.: 723]

822[KGAII/10, 1: 319-354]

823[KGAII/10, 2: 727-795]

824[KGAII/10, 1: 334]、[KGAII/10, 2: 768]
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が 自我の外 にあるものに対 して 「模範的」 となると考 え られ る。 また 「思考」 と 「意欲」

とい う一般的な言葉 よ りも、 「模写的思考」 と 「模範的思考」 というよ うに、両者に(「 思

考」 という)共 通項 を持たせたほうが、両者の途切れることのない連続的な交替 によって

織 り成 される生の実質 に近 いものと考え られる と共に、 シュライアーマ ッハー 自身が一番

明示 したい両者の同一性を示すためにも有効 と判断 したのではないだ ろうか。 このように

用語の改変 こそ見 られるが、その実質内容は不変である。すなわち、草稿には次のように

記されている。 「〔模写的思考 と模範的思考の〕系列 は分かれているが[…]両 者 の止揚は 自

己意識において起 こる。すなわち、時間を満たす現実の意識は、私たちにとって、一方の

系列か らもう一方 の系列への移行 として生成す る。 どんな模写的思考 も、何 らかの模範的

思考についての意識でもある。 したがって、この移行 自体は、客観的に見ればゼ ロについ

ての意識であり、同時に、以前の思考 と後か らくる思考 における主観の同一性=自 我であ

る。[…]こ の同一性は 自己意識 にお いて神 として捉 えられ る。そ して、あらゆる移行 にお

いて神が共に定立 されることは、一つの系列か ら他の系列へ 自我 を移送する ことであると

共 に、超越的根拠 を移送する ことで もある」825。

(2)「 神 」 と 「世 界」

等 しく超越的な概念で ありなが ら、1818/19年 講義以降 「神」と 「世界」の質的な差異が、

講義 を重ね るたびに鮮明化されていくのを見てきた。 この最後の講義に至 って、ついにシ

ュライアーマ ッハー 自身の草稿において、その差別が決定的なもの として叙述 される。す

なわち 「神 と世界 との関係 について言えば、それは私たちにとって同一性ではない。なぜ

な ら、世界は概念 の限界であ り、超越的根拠で はな く、超越的な ものである。超越的根拠

は常 に私たちが神 として定立するものである」826。ここで初めて、シュライアーマ ッハー 自

身の筆によって、「世界」が超越的根拠でないことが明言され る。 「神」 も 「世界」 も超越

的概念である。 しか し、超越的根拠 は 「神」のみである。ただ問題 はここか らである。根

拠は 「神」のみなのだが、 これ までの講義 と同様な主張が、 ここで もす ぐに続けてなされ

る。すなわち、だか らといって これは 「私たちが神 を世界な しで思考 できる という様な区

825[KGAII/10, 1: 334f]
826[Ebd.: 335]
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別ではない」 と。 このあた りの消息 は、筆記 ノー トには次のように説明されている。「神 と

世界は等 しくあ らゆる現実の思考 一それが知になることを望 む限 り一の前提である 〔そ う

いう意味で両者 は超越的である〕。神は遡及における前提であ り、世界は前進における前提

である。前者がなければ、瞬間 における統一性はな く、後者 がなければ、思考 における前

進がなくなる。 したがって、思弁的方向は、両者 を互いに対立 させて一方が他方な しに存

在 し得るように区別す るようには至 らない」827。このよ うなシュライアーマ ッハー弁証法に

おける 「神」 と 「世界」の関係 をロイターは 「それは単 に二つの対向 としてのみな らず、

二つの連続 として解釈 されるべきだ」と言う828。つまり純粋な一者である 「神」は、超越的

根拠 として知の 「究極的な始点 (terminus a quo)」 であ り、存在 の総体 としての 「世界」

は知 の 「究極的な終点(terminus ad quem)」 である。知は この 「始点」か ら 「終点」への

連続的プロセスにおいて存在 している。その消息を表現 しているのが この 「神」 と 「世界」

の関係だ という。そのような解釈は自然な理解であろう。 しかし、シュライアーマ ッハー

が、 このような唯一の根拠であ りなが ら、他者 (世界) な しには思考 し得ないという矛盾

に満 ちた仕方で 「神」を表現す ることには、もっと別の理由がありそ うである。そ して、

そ こにこそ、 シュライアーマ ッハー弁証法の独 自性があるよ うに思われる。項 を改めて、

その点を示唆 し、次章への繋ぎとしたい。

(3) 生の弁証法

以上のような、唯一の根拠 であ りなが ら、それを認識や思考 の対象 となす場合には、他

者 を 「世界」 を必要 とす るという 「神」は、最初期の シュライ アーマ ッハーが、有限者 と

無限者 をめ ぐる考察 に関 して、ス ピノザとの取 り組みか ら得た次の結論を想起 させ る (序

論第2章 第2節)。 すなわち、そ こでは、個々の有限者 (その総体が 「世界」)は 、唯 一の

無限者(「 神」)が 、私たちの表象 という形で現れたもので、実存の次元で無限者に内属 し

て いるとされた。 これは、弁証法の文脈では、「神」が唯一の超越的根拠であるということ

につながる。さ らに、最初期のス ピノザ研究は、無限者について、 これ も表象という次元

で は、有限者な しに考え られないと言い、その無限者の考察に当たっては次の二つの方向

827[KGAII/10,2: 772]
828[Reuter1979: 260]
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を区別 した。

(i) 無限者 はそれ 自体 として考察 される場合、実存そのものであるという以上の

ことは何 も言えない。それは全 く規定 されず、条件付 けられていないもので

あ り、したが って、表象されえないものである。

(ii) しか し、個々の有限者 との結びつ きにお いて、個 々の有限者が開示する限 り

において、無限者の現われ を語 ることができる。

これは正に、先に弁証法で確認 した 「世界」な しに思考 し得ない 「神」 という思想 と通底

している。このように、シュライアーマ ッハーの思弁的思考 は、直観期以前の最初期から、

晩年に至 るまで、有限者 と無限者、「神」 と 「世界」 をめぐる弁証法的思考 という点で一貫

していることが、 ここに確認され るのである。

以上のような シュライアーマ ッハーの弁証法的思考 を、よ り明確に特徴付けるために、

1831年 講義において用いられる 「生」 という言葉(た だ しこれは草稿にはな く、筆記ノー

トにのみ現れるフレーズであるが)に 注 目してみたい。す なわち、シュライアーマ ッハー

は、「なぜ自己意識の関心は、超越的根拠 を 〔神 という〕 自由な個 的存在 として定立するこ

とに向か うのだろうか、そのような存在 は、対立の一要素を表すだけなので、常に不純物

を含 んでいるのに」と問い、その理 由を、それは 「自己意識が生の意識 (das Bewusstsein des

Lebens) だか らである」 としている。そ して、 自己意識の同一性の確か さは生の確か さに他

な らず、 したが って、「この確か さの由来である超越的根拠 も、生の形式 (Formdes Lebens)

の下 に定立されねばな らない」という829。さ らに 「神」と 「世界」の関係が示 しているのは、

「超越的根拠が生き生きとしたもの (ein Lebendiges) として定立 されて いる ということ」

であ り、それによって、「直接的自己意識に由来するものの内容 と決して矛盾 しない という

ことである」 と述べる830。すなわち、自己意識そのものが 「思考」 と 「意欲」あるいは 「模

写的思考」と 「模範的思考」の連続的な交替 という二元性を保持 した構造 を持 っていたが、

そ ういう自己意識を根拠付ける超越的根拠(神)も また、「世界」 との問で二元性 を保持す

る形で対応 しているというのである。 ここにシュライアーマ ッハーの弁証法 に独 自な次元

829 [kGA II/10, 2: 771]

830 [Ebd.: 772]
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が開示されて いる。通常の弁証法では、テーゼ とアンチテーゼが止揚 されてジ ンテーゼが

導出される というプロセスを辿る。 しか し、 シュライアーマ ッハーの弁 証法においては、

テーゼ はテーゼで、アンチテーゼはアンチテーゼであ り続 けなが ら (実際にはシュライア

ーマ ッハーの弁証法においてテーゼ、アンチテーゼ という表現 自体が不適切ではあるのだ

が) 両者の共存 において新たな次元が開示 され る。そのイ メージは、音楽の混声合唱であ

る。すなわち、ソプラノ、アル ト、テ ノール、バス、各パー トは、どこまで も各パー トの

音を出し続 ける。 しか し、各 自が 自己に忠実であることによって、全体 として見事な一つ

の、 しか も生き生きとした新たな世界を現出せ しめることができる。今は、予告的に、こ

のよ うなイメージを提 出し、次章において、 この点 をさ らに弁証法の内容 に即 して考察 し

たい。

第3章 結論的考察

第1節 弁証法の体系?

シュライアーマッハー弁証法の解釈をめ ぐる議論のテーマの一つに、彼の弁証法 自体 に

一元的な体系があるのか どうかという問題が ある。六回にわた り行われた弁証法講義は、前

章で見たように回を重ねるごとに改訂され、より完成度の高いものになっていくが、ついに

未完 に終わる。その理 由をシュライアーマ ッハーの予期せぬ早い死に帰 し、それが弁証法を

最終的 に完成 した形で出版す ることを不可能に したと考 える立場が一方にある。この立場

に立てば、残 された講義草稿や聴講者の筆記 ノー トか ら統一的で一元 的な体系性 を持った

弁証法を再構成す ることが原理的に可能 とい うことになる。古 くはハル ペル ンが この立場

で弁証法 を再構成 している831。この一見正当とも思える立場は、しかし必ず しも生産的な弁

証法解釈 を呈示 していないよ うに思われる。その理 由は、シュライアーマ ッハーの弁証法 に

特徴的な二極構造 を十分に捉 えられないことにある。すなわち、補遺 に再構成 した1811年

講義 では 「思弁 と実在」(§1)、 「普遍 と個」 (§§1,4)、 「形式 と質料」(§9)、 「概念

と対象」(§10)、 「思考 と存在」(§10)、 「倫理的と自然的」(§17)、 「神 と世界」(§18)、

831 [Halpern 1903]
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「形式的 と有機的」(§19)、 「概念 と判断」 (§22注 解 (2)) 等々様々に表現される二つの

極が、相互 に不可分な関係で 「共存」 「共振」 (Oszillation) し合いなが ら(§§1, 17, 21, 22)、

決 して止揚 される ことな く存在 しつつ、 しか も絶対者 (神) にお いて統 一 されて いる

(§§5, 10, 14注解(2),15, 19, 19注解 (3), 21, 22) という、言うなれば二元論と一元論の間 を揺れ

動いている構造を、そ してその揺れ、振動にこそ シュライアーマ ッハーの思想の真髄がある

にもかかわ らず、それを捨象 し一元論的に統一 して しまうことにある。例えば ハルペル ン

によれ ば、 ヨナスが シュ ライ アーマ ッハ ーの死 後編集 して 出版 し最初 の全集 に収 めた

1814/15年 の弁証法講義は、最 も不完全な講義であ り、そ こには二元論的 ・批判主義的傾向が

顕著 に現れ、シュライアー マッハーの弁証法 にとって本質 的に重要な同一性の論理 と矛盾

する。1818年 の講義 においてようやく初回の1811年 講義に現れていた根源的一元論への回

帰がなされ、最後の1831年 講義が最も完成に近い。 このような理解 の下 に彼によって再構

成された弁証法を 「最 も成熟 した発展 にお ける完全な完結 した姿」であると自賛する832。し

かし、ハルペル ンの編集作業は、1814/15年 講義の概念と判断を論 じた130の パ ラグラフを

全て削除するというかな り恣意的なものであ り、「一元論的な統一性 に固執するあまり、シ

ュライアーマ ッハー弁証法の持つ、二極振動的思想構造 を正 当に評価す ることが出来なか

った」 と批判 されている833。

さらに視点 の異な った弁証法解釈 としてはウール リヒ ・バル ト (Urlich Barth) の業績が

あげられる834。彼はシュ ライアーマッハーの弁証法の中に 「形式論理学の指導原理 によって

導かれた超越論哲学」 を、すなわち 「認識を最終的 に基礎付ける意識の精神的活動性の構

造についての可能性理論」 を再発見 しよ うとする。 しか し、 このようなバル トの試みは、キ

ンマー レが正当に批判 しているように835、シュライアーマ ッハーの弁証法を、それが本来持

っている内容 を超えて再構成 している、極論すればシュライアーマ ッハ ーが意図 した以上

の哲学的体系を構想 しているように思われる。シュライアーマ ッハーの哲学に触発 されて、

新たな哲学体系を構想する というので あれば話は別だが、あ くまで シュライ アーマ ッハー

832 [Ebd.:xxx III]
833 [DO: XX]
834 [U.Barth 1983:21]
835 [Kimmerle 1985:41f.]
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弁証法の解 明を試みる場合には、このよ うな解釈 に与することもできない。

このよ うにシュライ アーマ ッハーの弁 証法 に首尾一貫 した体 系を認めることは、単純に

はできな い。む しろ一つの体系にまとめあげ られない所に、弁証法の弁証法たる所以がある

とさえ言えるのではないだろうか。 とい うのは、すでに第 皿部第1章 第1節 で見たように、

弁証法は、倫理学や 自然学 のよ うな実学 (reale Wissenschaft) ではな く、ま してや神学 ・医

学 ・法学のよ うな事実的学問 (positive Wissenschaft) で もな く、そうした諸学の基礎 とし

て、原理 を提供する技法論 (§2) 、他者 と共 に哲学的構築をなす技法、すなわち対話の技

法 (§3) 、あるいは諸学の 「器官」 (§4) だか らである。すなわち、シュライアーマッハ

ー においては、弁証法が倫理学に属する ことはあ りえない。なぜな ら、もしそ うなれば倫理

学は 自然学 に対 して優位 とな り、観念 と実在の釣 り合 いは、理性の一元論 に有利 になるよう

に観念論的に解消 して しまうか らである。もちろんその逆、すなわち、行為の自然的基礎 自

然的側面 を優位な ものとして哲学 を叙述することも許されない。このように倫理学 と自然

学 とい う哲学 のいずれの側 も他 に対 して優位にな ることが許されず、しかも両者が相互 に

関わ りあう為には、両者が等 しく関係す ることの可能な第三ものが要請される。 これを両者

の技法論 として主題化す るのが弁証法の課題なので ある。したがって、弁証法は倫理学 と自

然学に並ぶ第三の体系 を対立的に展開する ことはで きない。むしろ、自然 と理性の間を揺れ

動 きつつ、両者の根拠 としての絶対者 を示 しつつ、しか もそ こか ら離れるというあ り方 をす

るのである。

したが って、一般 に一回 目の1811年 講義及び四回目の1822年1講 義のおいて一元論的傾

向が顕著 とい う場合には、倫理学 と自然学の根拠 を指 し示すという方向 によ り傾斜 して い

るのであ り、また二回 目の1814/15年 講義のおいて二元論的傾向が顕著であるという場合に

は、む しろ両者の差異、自然 と理性の相互性 の方 によ り傾斜 しているので ある。どち らも技

法論 としての弁証法の真正な姿なので ある。

以上のよ うな、弁証法の性格 を踏 まえる とき、そのような弁証法の二面性ゆえに、その解

釈 は自ず と二つの方向性 を取る ことになる。すなわちその二元性 の重要性 を認めた上でな

お一元性 のほうによ り大きな意味 を認 めるか。逆に、二元性のほうに意義 を認めるかである。

前者 の方向での解釈 としてアルン トによる 「ロマ ン派的世界観」の表出としての弁証法と
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いう解釈を836、後者の方 向での解釈として、「相互性 の弁証法」とい うキ ンマー レの解釈837を

弁証法解釈の糸 口として検討 してみたい。

(1)一 元論的解釈 ―「 ロマ ン派的世界観」の表出としての弁証法

シュライアーマ ッハーによれ ば、 「自然は至るところで理性の為 に用い られ、理性 自体の

中にあるものは全て、自然を通 して有限的理性 において意識化 され る。この可能性 は自然哲

学 によって示 される人間的自然 と普遍 との調和の中にある」。 自然は したが って、常 に 「理

性の完全な器官 (Organ) 」である838。自然 と理性の この予定調和 は、自然学 と倫理学 との相互

に基礎付けあう関係において体系的 に表現される。自然学 と倫理学 とは哲学の理論的側面

と実践的側面という二面を包括 している。しかし、そのような両者の統一 は、自然 と理性 実

在的な ものと観念的なもの とが、一つの共通の根拠 に還元 される ということを前提 として

いる。どち らかが一方の根拠 になるというのではない。そ うではな くシュライ アーマッハ

ーは観念論 と唯物論のかなた に一元論を求めているのである。 しか しなが らこのよ うな前

提が説得力をもつのは、両者が直接的 に同一であるよ うな根拠が存在する場合に限 られ る。

アル ン トによれば、シュライアーマ ッハーの思想的営みは初期の 『宗教論』か ら倫理学、弁

証法 に至るまで この根拠を求める営みである。

この統一的根拠 は、対立する有限者 自体に属する ことは許されず、したが って有限的認識

手段 によって把握されることはできない。認識的反省 には閉ざされていなが ら、その反省の

根拠 としてそれ は、すで に直接的に所与でなければな らない。つ まり、 この根拠は、有限者

における反省 の手段か らは離れている ことによって、有限者 自体 の中に根拠 として存在 し

ているわけではな く、 しか も有限的現実の外部に置かれ るべ きでもない。 したがってそれ

は、有限的現実 において、絶対者 に対す る有限者の関係 として存在す るのでな ければな らな

い。つま り、無限者への関係が、個体の中に直接的に存在するのでなければな らないのであ

る。その際 この関係は、個体 の中に外的な仕方で能力として定立 される ことはな く、個体 は

それ に直接気付 く (innesein) ことが可能でなけれ ばな らない。 このような有限者にお ける

836 [Arndt 1985]
837 [Kimmerle 1985]
838 [Brouillon: 20]
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絶対者の直接的所 与存在のためにあるのが 「直観」あるいは 「感情」 という概念で ある。

それは弁証法の いずれ の講義 においても トーンの違い こそあれ、呈示 されているもので あ

る (1811年 講 義 で は 、 §§1, 6, 15-2, 15-3, 15注 解 (3), 17注 解 (3), 23圧 解 (2) 等)。

アルン トによれ ば、このよ うな シュライアーマ ッハーの弁証法の前提 にあるのは、ロマ ン

派的な世界観であ り、それを彼は 「個体的な普遍」(das individuelle Allgemeine) と定式

化す る839。シュライアーマッハーの弁証法は、ロマ ン派的世界観に体系的形式 を与える試み

として理解で きるのであ り、弁証法に体系を認めることの困難の原因 もここにあるという。

このようなアル ン トの弁証法解釈は、 「ロマン派的」 という表象が、どの程度有効である

かは検討の余地が あるとして も、「有限者における絶対者の直接的所与存在」を媒介に して、

『宗教論』(「万有 の直観」)や 『キ リス ト教信仰論』(「由来<Woher>と しての神」)の よう

な神学的著作 との有機的な連関を明 らかにす るもの として評価 されるだろう840。

(2) 二元論的解釈-「 相互性の弁証法」

シュライ アーマ ッハーの弁証法の持つ統一性 の契機を認めつつも、哲学史的 に見る時に

む しろその二元的側面、二極問の揺れ ・相互性 という構造 に意義を認めるのがキ ンマー レで

ある。彼 はフランク (Manfred Frank) の先行研究841に依拠 しつつ次のよ うに言 う。

「シュライアーマ ッハーの統一性概念は 『能動 と受動 との間の…揺れ』を示 している。

超越 的根拠 は、可 能性 と して は、能動 と受動 、有 機的 な もの と知的 な もの、模 写 的

(Abbildlich) な もの と模範的 (Vorbildlich) な ものの 『諸契機の差異』を含んでいる。

[…] シュライアーマッハーは確かに他者を考 えることができる。なぜな ら、自然は理

性 に解消 されない し、思考 の有機的機能は知的機能に解消されず、知の模写的思考は

意欲の模範的思考 に解消されないか らである。両者は、同一的な仕方で、対立する側面

か ら、世界の出来事の進行 を表す。すなわち、それ らの乖離性 において、それ らの相互

性に基づいて両者は一つであるということを意味す る。[…] そ こか ら生 じるのは、シ

839 [Arndt 1985: 471]

840 後 述す る よ うに 、 シ ュ ライ ア ー マ ッハ ー の個 体 性 概 念 にエ キ ュ メニ ズ ム (諸教 派 合 同運 動) の 可 能 性

を認 め る水 谷 の シ ュ ライ アー マ ッハ ー 解 釈 も、この 一 元 論 にポ イ ン トを 置 く解釈 の延 長 上 に あ る と言 え る 。

cf. [水谷 2002]

841 [Frank 1977]
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ユ ライア ーマ ッハ ーが 、数多 性 として の世 界 とい う思 想 によ って 、最大 限差 異

(differance) に接近 しているということである」842。

このように言ってか らキンマー レは、先ずはヘーゲルの 「止揚の弁証法」を、次のように評

価する。

「止揚の弁証法は、常 に対立か ら出発する。なぜな らそ こでは一方の側がよ り強い側で

あ り、これがより高次の段階では一般的枠組 を規定 し、そ こにおいて、よ り弱い側 は、

特殊な契機 として保持 され続ける。よ り強 い側 は、否定の側面であ り、それは、硬直し、

いわば変化のなくなった立場に対 して闘うために、 自らの中に力を集める。この弁証法

は、 ヨーロッパ西欧史の社会史的過程-そ れが階級社会 の歴史 と見 られる限 り-に 、

当てはまる。このような現実性 との関連で、 この弁証法は、理解の適切な方法である」

843。

これに対 してキ ンマー レによれば、 シュライアーマ ッハーの 「相互性の弁証法」は、両

方の側での厳密な対応 という考 えの助 けによ り、統一 として解釈 されねばな らないよ うな

対立を前提 とすることは必然的ではない。 「なぜな らこの相互性は、対立や正確な対応か ら

出発する ことな しに考えることもできるか らで ある。」 と言 う844。

以上のようなキンマー レの シュライ アーマ ッハー解釈 を理解す る前提 として、私たちが

確認 しておかねばな らない ことは、思考の外 に存在する他者 との関わ りとい うシュライア

ーマ ッハー弁証法の特徴である。すでに1811年 講義の草稿か らも明 らかだが (特 に判断が

主語 と、主語の外 にある存在 との関わ りで あることを強調す る以下の箇所 を参 照せ よ。

§§11, 18注 解 (2)(3)(4), 19, 19注解 (1), 21)。特 に1833年 の弁証 法 の序論 にお いて これが 強調 さ

れている。すなわち,そ こにおいてシュライアーマッハーは明 らかにヘーゲルの思弁的弁証

法を念頭 に置きつつ次のように語るか らである。

「この止揚 は、しか し、 もし私たちが思考 自体を超 え出て、全く異なった もの 〔存在〕

を目指さなければ起 こり得ない。なぜな ら、私がAを 考 え、他者がBを 考 えたか らと

842 [Kimmerle 1985: 54]
843 [Ebd.: 57]
844 [Ebd.: 57]
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いって、止揚された ということはない。同様に、私がAを 考え、他者がAを 考えてい

ないという場合 も、止揚 は起 こらない。すなわち、その場合他者は、全 く考えていな

いか、Bを 考えているかのいずれかだか らである。その他者は非Aを 考 えていること

が重要だ と言う人がいるかもしれないが、 これもまたBを 考えていると言うの と同じ

で あって、両者の思考を対立的 とす る根拠 は存在 しない。[…] 思考の内部にだけ留

まっていては、私たちは、主要な考えや発話の区別以上に到る ことはできないのであ

る。 したがって、このような条件下では論争も存在 しない し、私たちの全課題 も内容

を有 しない。 しか し、私たちは皆、すでに以前か ら私たちに現れて いる一つの事実 と

して次の ことを知っている。すなわち、思考 と共 にあ り思考を超え出てゆくもの、私

たちが存在 と呼ぶ 他者 に関係 して いることである。[…] もし私たちが、存在者 に対

する思考の関係を除き去 るな らば、論争は存在せず、思考がただ純粋 に自己思考 に留

まる限 り、単に相違性があるに過ぎないか らである。[…] しか し、私たちが思考 を、

もはや再び思考ではない他者 に対 してのように、存在 に関係させるや否や、論争のあ

らゆる条件が与え られるので ある。 というのは、論争は、論争 し合 う両者に対 して、

同一の もの 〔存在〕 を要求するか らで あ り、そのよ うなもの 〔存在〕 に対する関係 に

おいてのみ、次 のよ うに語 ることができるか らである。すなわち、違った思考は両者

において相容れるものではなく、止揚 され るものであると。[…] 二人の人が論争状

態 にあるのは、彼 らが 自分の思考を、両者によって共 同的 に同一のもの として定立さ

れた存在に関係 される限 りにおいてだか らである。そ して、そ の限 りにおいて、一方

の思考は、他方の思考 を止揚するのである」(傍 点筆者) 845。

ヘーゲルは、厳密な弁証法の形式 を、単なる対話的な弁証法か ら鋭 く区別する。しか し、

ヘーゲル と異な りシュライアーマ ッハーにとって弁証法的なもの とは、理性が自己 自身 と

なす独 り言ではな く、本来的な他者存在 との対話なのである。彼によればヘーゲル弁証法

におけるよ うな純粋に思考 に内在する矛盾は、単に仮想的なものであって、現実の矛盾で

はない。現実に定立 された 「諸々の主張」 の間でのみ、真の 「論争」は生じ得る。ヘーゲ

845 [DA 1833: 134-135]
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ルの論理学の思考可能性 (あ るいは概念)、 「存在」や 「非存在」のような純粋なポテン

ツ間では 「現実 の対立や、現実の不調和はない。全ては全 く平和的に歩み寄 り、互 いに何

も起 こらない」のである846。要するに、ヘーゲルとは異な り、シュライアーマッハーにおい

ては、弁証法は本来の対話 に基礎付 けられる。 したがって、一つの主観 の思考の内的な葛

藤 を行 うのみな らず、現実の相互作用の地平を取 り入れるのである。本来の対話は、実際

に他者 と会話がなされねばな らない。そ こにおいては、単 に概念の独 り言ではない現実の

知が要求 される。 シュライ アーマ ッハーによれば、弁証法的な矛盾 は、絶 えず遂行される

対話の流れにおける実際の反論 と、それ に対する反論 としてのみ現れ る。そ うでなければ、

自分の主観的な諸表象の領域 を実際に超えた ということ、実際 に他者の世界解釈 との交換

に参入 した ということにはな らないのである。

以上、アル ン トとキンマー レの両極 とも言 うべき弁証法解釈、すなわち一元論的解釈 と

二元論的解釈 を一瞥 したが、 この解釈の相違 は、シュライ アーマ ッハー弁証法の持つ現代

性 を評価する時に大きな意味を持つことになる。アル ン トのように一元論 にポイ ン トを置

き、多様性の統一にシュライアーマ ッハー弁証法の意義を認めるな らば、例えば、水谷が

『宗教論』 における諸宗教論 を分析 して、そ こにエキ ュメニズム (諸教派合同運動) の先

駆を見るというような方向が展開して くる。水谷 によれば、シュライアーマッハーの 「神

学的構想は、キ リス ト教の自己理解 として、すで に個別宗教の存在 の価 値を原理的 に承認

して」お り、そ のよ うな意味でシュライアーマ ッハーは 「相互宗教観対話を先取 り的 に展

望することのできた思想家であった」847。水谷は弁証法には全 く触れていないが、 「相互宗

教間対話」を可能 とする思弁的原理が、弁証法の一元論的な超越的根拠 (神) であること

は明 らかである。

これに対 して、キ ンマー レのように二元的な相互性にポイ ン トを置 くな らば、開かれて

くるのは、言語 を用 いる人間相互の歴史 的社会的文化的関係 を規定 し基礎付ける原理 とし

ての弁証法である。このような弁証法 は、キ ンマー レも言 うように 「教会的教説の連 関と

846 [DF: 29]

847 [水 谷 2002: 107]
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しての神学的知の展開 に対 しては、十分な基礎 を与え られな い」。なぜな ら、言語の超越

を、神 の超越 と同等 に扱 うことは不可能だか らである。 「言語及び歴史的社会的規定性か

らは、普遍的あるいは絶対的依存の関係は展開 し得な い」。言語が基礎付けるのは 「一貫

した相互性」である848。

このような意味でのシュライ アーマ ッハー弁証法は、キンマー レによれば 「言語理論や

文芸学の基礎領域 における今 日の哲学的問題設定に対 し、重要な解 明を提供する主観理論

的立場」である849。すなわち、シュライアーマッハー弁証法では、主観がそれ自身において

絶えず 自己自身か らもた らす ことのできない他者 と出会ってお り、 これが主観的思考の破

棄 され得ない言語性 によって基礎付けられているか らである。その言語性が、シュライア

ーマ ッハーによれば、主観的思考を構成す る他 に還元 し得ない有機的機能である。思考 の

場は常 に主観であるが、この思考には言語 を媒介に して、主観 に由来 しない他者が共に立

て られるのである。 このような意味で特 に1822年 の弁証法講義及び1834年 の出版の為に

用意された完成原稿 としての弁証法講義序論では、明確に 「対話の技法」が叙述の出発点

として選ばれることになる850。ここでは、言語が二重の局面で理解 されている。すなわち、

言語は一方で、記号とそれが持つ定め られた意味の体系であるが、他方、この体系は特定

の言語で発話 される ことによってのみ構築 され るということである。したがって、シュラ

イ アーマッハー弁証法 を、その相互生にポイ ン トを置 いて解釈す る場合には、 「修辞学や

文法、解釈学と共に」考察する こと、 「倫理学や美学、心理学や教育学 における言語 につ

いての研究が同時に考慮 され るべ きである」 とキンマー レは言 う851。

以上のように、相互性にポイン トを置 く立場か ら見 えて くるシュライアーマッハー弁証

法 によって示される知の統一性は、常 に暫定的統一で あり 「特殊 を背負い込んでいる普遍」

である。そのような暫定性 の中で無限に営まれる知を 目指す対話、その技法論が弁 証法で

ある。 このような解釈 によってキンマー レは、例えばハーバーマス (Jurgen Habermas) が

しているような 「普遍的語用論」 を構想する提案 をしているわけではない。ただ、 シュラ

848 [Kimmerle 1985: 51f.]
849 [Ebd.: 40]
850 [DO: 5ff.][KGA II/10, 1: 393ff.]
851 [Kimmerle 1985: 44]、 な お シュ ライ アー マ ッハ ー の 弁 証 法 と美 学 との か か わ りに つ いて は [岡林 1998]
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イアーマ ッハー による知の弁証法的基礎付 けでは、言語が、そ の時代 、その生活圏の特定

の合理的構造を代表すると理解 されてお り、そ の際、特定の社会的作業 の組織形式が根本

的役割を演ずるという指摘である。

以上のようなシュライアーマッハー弁証法 を解釈す る二つの可能性、 これは二者択一の

問題ではな く、双方を包括 している ことこそ シュライアーマッハーの弁 証法の固有なあ り

方であるということを最後 に確認 しておきたい。 したが って、両者 はそれぞれ シュライア

ーマ ッハーの弁証法の一面 を捉 えている。彼の弁証法は、 この二つの解釈の間で解釈 され

ね ばな らないのである。キンマー レは、 シュライアーマッハーの弁証法の相互性を強調す

る ことにより、他者 を決 して主観性 に解消 しない点で正当である。シュライアーマ ッハー

に とって、判断 における述語 は常 に経験的 に与 えられ る他者に依拠するのであって、主語

(主 観) か ら構 成 され る もの で はなか った (1811年 講義 §§11、18注 解 (2)(3)(4), 19, 19注解 (1), 21

等)。 しか しなが ら、 この相互性 、自己 と他者 、自然と理性、有機的なもの と形式的なも

の等 々の対立は、シュライアーマ ッハーにとって決 して絶対的な ものではな く、最終的に

は絶 対者 にお いて 統一 され る もので ある (1811年 講 義§§5, 10, 14, 15, 19, 19注 解 (3), 21, 22等)

ことを忘れてはな らない。アルン トは、 この絶対者が決 して事物 ではな く、対象 としての

事物のその都度の認識 に先立つ直接的な所与であるとする点で正 当で ある。 この絶対者は、

シ ュ ライ アー マ ッハ ー によれ ば、 そ こ ごこ に存 在す るので は な く、私 た ち の只 中 に 「神 へ

の関 係」あるい は 「神 の 由来 (Woher)」 と して存在 す る のであ る (1811年 講 義§§1, 6, 15-2, 15

-3, 15注 解 (3), 17注解 (3), 23注解 (2) 等) 852。換 言す れ ば、二元 論 はそ の根 拠 と して一 元論 を

必要 とするが、一元論は二元論 によってのみ認識へ と照 らし出されるのである。

このようなアル ン トとキ ンマー レの対照的な解釈を介 して際立たせ られた シュライアー

マ ッハーの弁証法の思想構造 について、従来様々な評価 と批判そ してモデル化がな されて

きた。項 を改めてそれ らを総括的 に検討する。

852 [GL2:§4-4]
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第2節 弁証法的思考構造

序論でも触れたよ うに、シュライ アーマ ッハーの弁証法的思考 は従来、二極を有する楕

円的思考 と記述 されてきた853。ディルタイは これをシュライアーマ ッハー 自身の言葉で 「よ

り高次の統一 における諸対立の止揚の方法、及び対立の結びつきの方法」 と呼び854、古 く

は レブレが 「混合の弁証法」 という術語 を造語 している855。その特徴 は一方では両極性で

あ り、他方では混合だというのである。ヘーゲルの思弁的弁証法 と異な り、それぞれの概

念 は自己 を保持 し続 け、一方が他方へ移行することはないと言 う856。そ して、 レブレは、

シュライアーマ ッハーの思考方法が、いかに幾何学的楕円の姿によって導かれているかを

詳細 に明 らか にした857。すなわち、個人の存在が、楕円軌道の二つの焦点 との類比で、二

つの焦点 に対す る二重の関係によって形式的に表現可能であるとした858。シュライアーマ

ッハー 自身の言葉 に依拠 しつつ レブレは、二つの交差する楕 円を倫理学 と全学問体系の根

本的姿であると指摘する859。

以上の数学的幾何学的比喩 をさらに補助す るのが、 これも序論で触れたが、 シュライア

ーマッハー 自身も用いている磁場あるいは電極の比喩による自然幾何学的な説明である。

特にヴァイスは、シュライアーマ ッハーの思想 においては全体を構成す る二極が、すべて

の部分で反復 されていると言 う860。楕 円の形象によって二極の等 しい根源性が明 らかにさ

れたとす るな ら、磁場の比喩 によっては、 この二極が決 して質料的なものではな く、現実

にそれ自体 として現象するわけではないことを示 している。「シュライアーマッハーの方法

が 目指 しているのは、具体的な歴史的状態はすべて[…]両極の混合 として[…]存在 している」

861ということの明示である。 このよ うにシュライアーマッハーの弁証法的思考は、二極か

ら出発 して、そ の間を動 くのである862。これがシュライ アーマ ッハー 自身の言葉で 「共振

853例 え ば、[Cohn1924: 48]

854 [LSII/1: 453]
855[Reble: 1936: 259]
856[Ebd.: 18ff.]
857H.シ ョル ツ は 、 この 点 に シ ュ ライ ア ー マ ッハ ー とオ リゲ ネ ス の親 和 性 を見 て い る[H.Scholz1911: 48]。

858 [Reble: 1935: 41f.; 1936: 266]
859 [Ebd.: 93ff., 98, 227; 1936: 269, 271]
860 [Weiβ1879: 80]

861 [Kaulbach1968: 239f.]

862 [Cohn1923: 48]
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(Oscillation)」 と言 われ 、多 くの解 釈者 によって 、 シュ ライ アー マ ッハー の弁 証法 的思考 構

造 の独 自性 と して着 目され て きた ので ある。

さらにレブ レによれば、この二極の混合、共振は、化学的結合 と理解 されねばな らない863。

なぜな ら、問題 となっているのは 「総体的な機械的混合の表象ではな く、生き生きとした

諸力の独 自な結合 と緊張 の関係が、あらゆる個 において作用 しているということの把握だ

か らである」864。そ して、 ここか ら結果するのは、一般的な諸力がその都度異なった割合

で現れる ことによって個体が区別 されるという考え方である。一方 の極が他方の極に対 し

て 「優越すること」によって、諸々の対立が、どの存在 においても、その都度異なった 「量

的関係」 において現れる。直観期の個体化理論(特 に 『宗教論』)に おいてと同様、補遺 に

再構成 した1811年 の弁証法講義 においてもこの個体観が繰 り返 し現れている (§§17-4、17

注解(2)、19注 解 (2)、23-1、23注 解 (1) 等)。ジュースキ ン トによれば、 これはシェリングの

「動的化学」の影響である865。 しか し、シ ョルツによれば、もっ と古い自然科学的比喩す

なわち 「重力の教説」を指摘する ことが可能である866。それが シェ リングとシュライアー

マ ッハー によって改変されて説かれていると言 う。すなわ ち牽引力と反発力、引き寄せる

力と突 き戻す力の区別である。それに範 を取 りつつ シュライアーマ ッハーの方法は、すべ

ての存在に対立 し反発 しあう力を帰 し、個 と存在の領域 をただ量的な差異によって互 いに

区別す るに至るのである。すべての存在の中に、同じ諸力があるのだが、ただ量と混合 の

比率が違っているというので ある。 しか し、このような解釈 に対 しては、 シュライアーマ

ッハーの特 に倫理学において展開されて いる個性 の豊かさを十分 に説明できるか という課

題が残る。後述す るよ うに、 このような量的理論はシュ ライ アーマ ッハー にとって本質的

ではない借 り物 という批判が生 じるゆえんで ある。

さらに研究史は次 の点で一致 している。すなわち、 シュライアーマ ッハー にとって重要

なことは、彼の方法によって対象領域 の諸々の部分の総体、実質上の世界を視野に収め、

正確に測定する ということである。 したがって、磁石の一つの極 に、もう一つの極が後か

863 [Reble: 1935: 39]
864 [Ebd.: 1935: 93, 1936: 267]
865 [Suskind1909: 118f.]
866 [Scholtz1984: 56]
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ら付け加え られるのではな く、二つの極 によって磁場全体が始めか ら同時に定立されてい

るよ うに、 シュライアーマ ッハーもまた要素同士を足 し算的 に付加するのではな く、最初

の対 になった概念によってすでに与え られている圏内のみを測量す るのである。

レブ レ、デ ィルタイ らは、このような シュライアーマッハーの思想構造の比喩 として有

機体モデルが有効であると言 う867。すなわち シュライアーマ ッハーは世界を有機体 として

理解 してお り、 「常に全体が部分 に対 して上位 にある」 と言 う。

このよ うに、対立す るものか らの出発、現実的領域における諸対立の形式と浸透、一方

の極 の他方の極に対する量的優越、有機体モデル、 これ ら諸表象にシュライアーマ ッハー

の弁証法的思考構造の主要な特徴 を従来の研究者たちは見てきた。それ はある特定の存在

論を包含 している。すなわち、すべての存在者は、緊張 を孕 んだ対立を結合する統一とし

て現れる。そ こにおいては、際立 った対立が個体を分離する ことがない連続 としての実在

性、 この結合 と連続的移行を目指す こと (それは上に見たよ うに数学 と有機体モデルによ

って表現 されるのだが)、 このような 目標において、シュライアーマッハーはライプニッツ

との親和性 を示 しているとも言われ る868。ライ プニッツは、同じように数学的有機的思考

によって、宇宙における不可視で微妙な移行 と段階分けを洞察 していたか らである869。

以上のようなシュライアーマ ッハーの弁証法解釈に基づいて、序論の研究史で も一瞥 し

たように、すでに19世 紀 に多 くの批判がなされている。それは 「主観的弁証法」、死せる

形式 と空虚な図式の構築、二元論に留ま りつづける ことな どと言われた。特にシャラーは、

この方法に 「知の没落」を見ると言 う870。すなわち、存在者 はもはや 自 らの内に統一性を

持たず、他者 に対する特定の差異 を失 って しまう。そ こには諸対立の 「化学的な浸透」で

はな く、単に表面的な 「機械的合成」があるに過ぎない871。なぜな ら、諸対立を内に含み、

結合す るような統一は、主観的認識の業 に過 ぎないか、両極 を臨み見 る関係 を持たない静

的に前提 された概念の統一である872。諸 々の対立は、 ここで は統一か ら展開するのではな

867 [Reble1936: 257, 262][LSII/1: 20]
868 [Scholtz1984: 57]

869 [LSII/1: 369]

870 [Schaller1844: 176]
871 [Ebd.: 174]
872 [Ebd.:: 230]
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いので、この弁証法に特有なのは 「怠惰な無過程性」であるとい う873。シュライアーマッ

ハーが存在者 を区別す る根拠が、質 にお いては同一な ものを、その都度ただ量的に異なる

混合 をなす ことで、ただ量的 に異な った関係を定めることな らば、事物 の間にもただ量的

な違 いしか存在 しなくなる。質的差異の消滅に伴って認識が直面するのは 「認識の確実な

没落」である874。ただ表面的な形式主義 と抽象的なカテゴリーは、思考 の特殊な内容 を破

壊 して しまう875。相対的な諸対立 の理論 は、シェリングか ら受け継がれた諸対立の 「無差

別」 としての絶対者 という理解 に依拠 しているが、それは現実にお ける差異や相違の認識

を妨 げる876。いわゆる 「すべての牛が黒 くなって しまう夜」 というシェリングの同一哲学

に向け られる批判が、シュライアーマ ッハーにも妥 当す るというので ある。

あるいはヴァイセ ンボーンやジュースキ ン トのように、この量的差異 の理論 は、シュラ

イ アーマッハーの体系に適合 しないシェ リングか らの借 り物であるとす る批判す るもある

877。ジュースキ ン トによれば、シェリングの場合自然哲学において、 この方法 により、事

物に対 し自然体系 における無時間的で理想的場を与えようとしたのだが、シュライアーマ

ッハーは、 この方法を歴史的 に展開す る精神に転用 したので不条理 に陥った と言 う878。

あるいはショルツが正 当にも指摘す るように、対立する二つの力という構想は、ヨーロ

ッパ思想史 にお けるあらゆる時代の共有財産であ り、特定 の出所 を求めることはおそ らく

困難である879。シュライアーマ ッハー 自身、自らの思想が、すで にソクラテス以前の哲学、

873 [Ebd.: 168]
874 [Ebd.: 229f.]
875 [Ebd.: 173, 226]
876 [Ebd.: 232f.]
877 [Weissenborn1847: 285f.]さ ら に[LSI/1: 313f.; LSII/1: 288]も 参 照 。

878 [Suskind1909: 208-210]
879シ ョルツはこれを以下のように説明している。遠心力と求心力というシェリングの理論、自我における

二つの対立する傾向性についてのフィヒテとシェリングの教説、シラーの形式衝動と実質衝動、ゲーテの

心弛緩期と心収縮期の対立、これらはどれも端的に独創ではない。古代からの様々な哲学的自然観が、こ

こで近代の自然学の諸概念や思考様式と結びついている。とりわけ、物質における引力と反発力を仮定す

るニュー トンの引力説は、多大な影響力を有し、現実全体の解釈図式 として利用された。例えばカントは、

ニュー トンの引力と反発力によって物質的万有の構成を試みた (I. Kant, Allgemeine Naturgeschichte und

Theorie des Himmels, 1755, in: Akademische Ausgabe I, S. 234f.; Metaphysische Anfangsgrunde der
Naturwissenschaften, 1786, in: Akademische Ausgabe IV, 498f.)。 ヘ ル ダ ー は 「人 間 精 神 の 認 識 と感 覚 に

つ いて 」(1778) にお い て 、正 反 対 の諸 力 、 引 きつ け と突 き 放 し、 ま とめ 引 き つ け る 力 と押 し広 げ る 力 、 こ

の 「自然 にお ける 磁 気 力」 を 、無 機 的 、有 機 的 、 さ らに は精 神 的 自然 の 普 遍 法 則 で あ る と主 張 す る 。 す で

にヘ ル ダー にお い て 、 これ ら諸 力 の 「混 合 」 が 、そ の都 度 の存 在 の性 格 を規 定 す る と され て い る 。 同 様 に

ヘ ル ダ ー も、二 つ の極 を持 つ 「楕 円 」と して 人 間 を把 握 し 、畏敬 の念 を込 め て ス ピ ノ ザ の 名 を 記 して い る。

ヘ ル ダー は、 自分 の 教 説 を遠 く古 代 ギ リシ ャ の哲 学 に まで 遡 らせ 、エ ンペ ドク レ ス が 、 物質 の 愛 と憎 しみ
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とりわけヘラクレイ トスにおいて表明されていると述べているのである880。

このようにシュライアーマッハーは、多 くの同時代 人たちと、すべての自然現象及び人

間の精神生活にお いて対立す る力を認識するという動的な世界観を分かち合っている。彼

が この認識を最初 に示 したのは、スピノザ研究 においてである (1793/94年 頃)。そ こでは、

デカル トでさえ、「広が りを持つ もの」を、単 に幾何学的にではな く、動的に理解 していた、

すなわち 「部分の相互的な拡張や突き戻 し」 として理解 していたと言われている881。なお

のことス ピノザ は、 シュライアーマ ッハーよれ ば、物質を力の活動 として、絶対的実体の

行為 として把握 して いた ということを、 この ことは示 している。 このことか らス ピノザ に

見 られる対立 を、一つの根源力の現れ、活動 として捉えることはもうわずかの距離で しか

ない。

したがって、 シュライアーマ ッハーは 『宗教論』初版以降は、有限存在の生を、対立す

る諸力の合一の所産 として理解するようになる882。それは晩年 に至 るまで一貫 しているも

ので あって、1812/13年 の倫理学では、有限的存在について、それは諸対立を通して構成さ

れるゆえに、そ の 「形式 は […] 自分 自身の中に取 り入れた り、 自分か ら外へ定立 した り

とい う相互浸透及び相互別離」であると言われ883、1831年 に行われた最後の弁証法講義で

は、絶対的存在 について、それは 「自らの生を常に諸 々の対立 として展開する」884と言わ

れる。 このような力の諸活動が、無機的な物質においては、「引力」 と 「反発力」として現

にっいて語ったとき、彼はニュー トンの理論を先取りしていたのだと言 う。[Scholtz1984: 60]
880 [KGAI/6: 107ff.]
881 [KGAI/1: 554]

882 [R1: 5-7] の以下の叙述を参照。ここにおいては存在論と認識論が、共に対立する力の「融合」として語ら

れている。「君たちも知っているように、神は、不変の法則によって、自らの偉大な業を無限に至るまで二

つに分け、どの特定の存在も、ただ二つの対立する力の融合とせずにはいられなかった。そして、その永

遠の思想すべてを、二つの互いに敵対 し、しかしまた、ただお互いによって存続する不可避な双子の姿で

現実にもたらしたのだった。この物質的な全世界―そ の内部に入り込むことこそ、君たちの研究の最高の

目標であるわけだが―は 、君たちの中の最も教育のあり、思慮深い人には、対立する諸力の、永遠に続く

遊戯としてのみ現れる。どの生も、絶え間ない同化と反発の結果に過ぎない。どの事物も、ただ次のこと

によって自らの特定の存在を持つ。すなわち、それ 〔事物〕が、二つの根源的な力、渇いた自己の中に引

き入れる力と、生き生きと活発な自己を押 し広げる力を、独自なあり方で一つにし、確保することによっ

てである。私にはまた精神も、それがこの世界に植え付けられるや否や、そのような法則に従わなければ

な らないように思われる。どの人間の魂も―そ の一時的な諸々の行為も、またその存在の内的な独自性 も、

私たちをそのような結論に導くのだが、二つの対立 した衝動の所産に過ぎない。一方の衝動は、それを取

り巻くすべてのものを自らに引き寄せ、自分自身の生の中へと巻き込み、可能ならば、自分の最内奥の本

質に吸収しようという衝動である。もう一方の衝動とは、自分自身の内的自己を内部から常に広 く押 し広

げ、それによってすべてを貫き、すべてに伝達し、しかも自分は決して消耗することのない憧れである」。
883 [Ethik1812/13: 19]

884 [DJ: 531]
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れ、有機体 においては素材の受容 と排除として、 また人間個々の生 においては認識 (知) と意

欲 (行為) として、さらに認識の領域 においては今一度、感覚的認識 と悟性的認識 として現れ

ると理解 されるのである。 このように同一の構造が現実世界の諸領域 に通底 しているので、

それ らを対象 とす る諸学問もお互 いに密接 に連関す ると理解 され ることになる。 このよう

にシュライアーマ ッハーにとっては、万有全体が、一つの言わば有機体なのであ り885、弁

証法的な、二極共振 (Oscillation) 的思考運動は、生の、万有の二極共振 (Oscillation) の反映

なのである886。

しか し、以上のような解釈は、単に量的差異 として シュライアーマ ッハー弁証法 を特徴

付 けることではないし、またそのような特徴づけが適切でな いことは、彼の弁証法講義を

全体に渡って検討 してきた私たちには明 らかで ある。すなわち1818/19年 以降の講義では、

特 に超越的概念(「 神」 と 「世界」)が 「一 と多」か ら 「一者 と他者」の対向へ、すなわち

量的差異から質的差異へ変貌をとげている消息 を確認 して きたか らである。

重要なことは、シュライアーマッハーが 自然学を通 して継承 して いるのは、先 に見たよ

うに実体の形式を把握 しようと試みる古代か らの形而上学的伝統だということである887。

したがって、シュライアーマ ッハーの弁証法的思考 は、実在 の二重性を主張 して も、それ

はニュー トン的 自然学的な意味においてで はな く、 「思弁 と実在」「形式 と事物」「概念 と対

象」「概念 と判断」「静 と動」等 々の質的 に異なる概念間の緊張状態 というプラ トン的な意味

においてで ある。 したがって、すでに批判期にお けるシュライアーマッハーのプラ トン解

釈で考察 したように (第II部 第4章 第1節 参照)、彼の思考 にとって特 に特徴的なのは、存在

と関係の区別である。彼は存在を実体的な力、関係を現実的作用 (因果関係、相互作用) と理

解 し、 どの存在者 も一方 においては存在 の統一性であ り、他方において他者 との相互規定

の体 系の要素で ある。 このような存在者 についての二重の理解は、先 に見た弁 証法講義 に

おける 「世界」 のあ り方そのものであるが、すで に 『宗教論』初版 において次のように言

われていた。

885 [George1842: 79][Reble1936: 260][LS II/1: 19f.]
886 [Brouillon: 13]
887 [Lipsius 1869: 25ff.][Reuter1979: 141ff.]
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「人間精神の働きは、いずれも二重の見地か ら見て、認識す ることができる。その

内的本質に従い、中心点か ら見れば、それ は人間の本性の所産であ り、その必然的

な行動様式あるいは衝動に基づ いている。[…] それを境界か ら、それがそ こここでま

とう特定の姿や態度に従って見 るな らば、それは時間と歴史の所産である」888。

これが 自然哲学でないことは明 らかである。シュライアーマ ッハーは、 ここで、カ ン トが

分離 した 自由の領域 と必然性の領域 とを、 プラ トンを拠 り所 として、再び結合 して いるの

で ある。そ して、それ らをすべての存在者が有する二つの側面 となす。すなわち、プラト

ンは 『ソピステス』において、「存在とはつ まるところ力 (δυναμιs) に他な らない」

889とすることによって、存在者 をイデー界 としても物質世界 としても考え られないという

立場 を示 していたのであった。 ここにシュライアーマッハーは自己の思想の拠点を見出し、

デカル ト的な精神 と物質の二元論を回避 し890、世界を実体的で生き生き とした力としての

存在形式の体系 と捉えることによって、唯物論と観念論のいずれにもつ くことな く、両者

の総合 を目指 したのである891。

以上のよ うな弁証法的思考構造 と学問体系はどのように関わっているのであろうか。シ

ュライアーマッハーの学問体系は基本的 に1807年 に新設 されたベル リン大学の構想に規定

されている。すなわち先述されたように (第II部 第1章)、 この新設大学は、旧来のような

医学 ・法学 ・神学 という上位学部が中心 を占め るのではなく、中心 は諸学 を統一する帯 とし

て の哲学科であった。それをシュライアーマ ッハーは、弁証法、 自然学、倫理学 に区分す

る。弁証法 (知識学) によって、後二者を基礎づけるという構想は、おそ らくフィヒテか

888 [R1: 22] こ こに見 られ る 「人 間精 神 の働 き」につ いて の 「二重 の見 地 」が 、 後 には 解 釈 学 を構 成 す る文 法 的

解 釈 と技 術 的 解 釈 とな っ て展 開 した 。
889 プ ラ トン 『ソ ピス テ ス』247e、 邦 訳 で は δυναμιsを 「機 能」 と訳 して い るが 、 シ ュ ライ ア ー マ ッ

ハ ー は、 自 ら の翻 訳 にお い て これ をKraftと 訳 出 して い る 。[PWI12: 206]

890 シュ ライ ア ー マ ッハ ー は 、自 らの 哲 学 史 の 記 述 に お い て 、二元 論 を 回避 した 哲 学 者 に最 大 限 の共 感 を示

して い る。 例 え ば 、 ジ ョル ダ ー ノ ・プ ル ー ノで 、彼 を汎 神 論 者 、無 神 論 者 、唯 物 論 者 と い う非 難 に対 して 弁

護 して い る [GPh: 249ff.]。

891 シ ョル ツ に よれ ば、 この よ うな 総 合 は す で に 『判 断 力 批 判 』 にお け るカ ン トに よ って 準 備 され て いた 。

す な わ ち 、『判 断 力批 判 』 にお いて 示 され る精 神 的 立 場 にお いて は 、理 性 を世 界 の 生 き 生 き と した現 実 性 に

配 置 され た もの と考 え る こ と、 また 、実 体 的 諸 力 の概 念 を受 け入 れ る こと は 、決 して 古 臭 い ことで はな か

った 。 こ う した カ ン トの 有機 的 生 の哲 学 の 中 に 、 プ ラ トンの概 念 が 内 的 形式 と して 生 き て い る と言 う

[Schoitz1984: 63] さ らに [Kr. d. Ur.: §67](Akade-Aug. V/378) 参 照 。
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ら得た ものと思われ るが、 シュライアーマッハー 自身は、 この三区分 をソクラテス とプラ

トンの伝統 に帰している892。

その弁証法が示 しているのは、前章で見たように、哲学的知の統一を最高の統一 として

の絶対者 に基づいて考察す ることであった。 しか も、この最高の統一は同時 に最高の対立

(二極性)を 含む ということであった (1811年 講義§§20注 解 (3)、21注 解 (2)、23)。 その出

発点は自己意識である(§17注 解 (2))。自己意識において、思考 と存在、観念的なものと実在

的なものの統一と対立が見出されるか らである。1811年 講義では、 このような主張は、は

っき りとなされてはいないが、1822年 講義では次のように言われていた。

「すべての存在の超越的根拠へ と上昇す るために、私たちの中にある存在 と思考の

同一性か ら出発 しな ければな らない。[…] すなわち、存在 と思考の同一性を私たち

は自分 自身の中に持 っている。私たち 自身が存在であ り思考である」893。

そ して、両者が どのような量的関係 にお いて結びついているかによって、知の性格が規定

されるというので あった。すなわち、実在的な ものが優勢な らば自然的 とな り、観念的な

ものが優勢な らば精神的 となる。か くして自然と精神 とは学問の二つの対象領域 とされる。

しかしなが ら、観念的な ものと実在的な ものとの対立は、認識対象の側だけにあるので

はなく、認識のあ り方や方法の側にもある。すなわち受動性 (有機的活動) と自発性 (知

的活動)、 経験 と思弁の対立である。シュライアーマ ッハーの学問体系は、1811年 の弁証法

講義において (§23お よびその注解 (1)) 枠組みが呈示され、後の倫理学講義では、以上の両

者を組み合わせる ことによ り、四つの区分 を持つ ことになる。すなわち精神の学 としての

思弁的倫理学と経験的歴史知識、自然の学 としての思弁的 自然学 と経験的 自然誌である。

これらが弁証法 によって基礎づけられる実学である。

さらにシュライアーマ ッハーによれ ば、思弁的学問と経験 的知識 とは互 いに分離 される

べきではな く、関係付け られ媒介され ることが必要である (弁証法講義1811年 §§1, 17, 23)。

それゆえ彼は、特 に思弁的倫理学と経験的歴史知識 を架橋する諸学問として、批判的諸学

科 と技術的諸学科 を置 く。批判的諸学科 とは経験的知識 に現在する理性的内容 を調べる学

892 [GPh: 18ff., 81ff.] さ ら に [Hams1974: 260f.] 参 照 。

893 [DO: 270]
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で あ り 、 宗教哲学と美学がこれに相 当すると され る。技術的諸学科 とは、所与の現実を実

践的意図で倫理学の理性原理 に関係させる学で、政治学 (国家論) や教育学がこれに相当

す る と言 う894。

以上 の よ うに、思弁 と経験、観念と実在等が等 しい権利を持 ち、常に相互に参照 し合い、

思弁は経験によって満 た され 、 経験は思弁に浸透 されつつ、歴史の目標において両者が完

全に融合するまでその営みは継続するという弁証法的思考理念が、学問体系の構想に行き

渡っていることが確認される。

第3節 生の弁証法-シ ュライアーマ ッハー弁証法の独自性

最 後 に 、 シ ュライ アー マ ッハー 弁証法の独自性をフィヒテの弁証法 との対比によって明

らかにしたいと思 う。すでに繰 り返 し見てきたように、シュライアーマ ッハーが自らの弁

証法を展開す るにあた って、最大の対抗者として常 に意識 していたのが ブ イ ヒテで あ り、

また彼の知識学であ った 。 したが って 、 シュ ライ ア ーマ ッハ ー 弁証法の独自性 もまた フィ

ヒテのそれ と対比する時に、最 も鮮明になるのである。

(1) フィヒテの弁証法

フィヒテの弁証法を、『全 知識 学 の基 礎』895 (1794年 初 版 、 1802年 第二 版 、以下 『基礎』)

及び 、『知識 学 の叙 述』896 (1801年 、以下 『叙 述』)  を通 して検討する。シュ ライ アー マ ッハ

一が 最初に弁証法の構想を記 している 『従来の倫理学批判綱要』 (1803年) を著 した時に、

彼の念頭にあったのは疑 い もな く、 これ ら二つのフィヒテの著作において展開されている

知識学とその方法としての弁証法だった からで あ る。

先ず 『基礎』において、フィヒテは自分の知識学の出発点となる第一原理 を導出す る。

それは以下の10の 手続きを踏んでなされ る897。

(i)「AはAで あ る」(A=A) は、 万人が認める命題である。 もし誰かがその証明を要

求 した と して も、人はそのような証明 に全 く関わ りあ う こ とな く、 次のように主張するだ

894 [Ethik1812/13: 12, 116][WA II: 505f.]
895 [Grundlage: 91f.]
896 [Darstellung: 1f].
897 以 下 [Grundlage: 92-98] よ り要 約 。
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ろう。 「その命題 は端的 に、すなわち、それ以上のいかなる根拠な しに、確実である」 と。

これによ り、何かを端的に定立する能力が人に帰せ られる。

(ii) 上記の命題 自体が確実で あると主張することによって、人は、 「Aが 存在す る」 とい

うということを定立するわ けではない。 また、Aの 内容 についても何 も語 られていない。

ここで主張されているのは、AとA自 身との必然的な関係である。つ ま り、もしAが ある

な らば、そのAは 必然的に自己同一であるということで、 フィヒテはこの必然的連関 を、

Xと 呼ぶ。

(iii) この 「A=A」 という判断は、私ないしは自我の内でのみ、またそれ を通 してのみ主

張ないしは定立 される。

(iv) したがって、それは 自我を通 して、Xを 用いて定立 される。すなわち、Aは 判断する

自我に対 しては端的に存在 し、ただ 自我の定立された存在のゆえに、自我の中に存在する。

つまり、自我の中には、何かが存在す る。それは常 に等 しく、一で あり、同 じものである。

そ して、端的に定立されたXは 、次のようにも表現 される。「自我=自 我、私 は私である」

と。

(v) この操作を通 して、私たちはいつの間にか 「私はある」という命題 に到着 した。なぜ

な ら、Xは 端的に定立された。これは経験的意識の事実である。今やXは 「私は私である」

とい う命題 と同 じである。 したが って、後者の命題 も端的に定立され る。

しか し、「私 は私である」 という命題は、「AはAで ある」 という命題 とは全 く異なる意

味を持つ。すなわち、「AはAで ある」 という命題は、 ある条件の もとでのみ内容 を持つ。

もしAが 定立されたな らば、それはもちろんAと して、Aと いう述語 と共 に定立 される。

しかし、その命題 によっては、それがそ もそも定立 されたか どうか、したがって、それが、

何 らかの述語 と共に定立 されたか どうか ということは、全 く確認されていない。 「私 は私で

ある」という命題は、無条件で、端的に有効である。なぜな ら、それは命題Xと 等 しいか

らである。それは単に形式 によってのみな らず、内容によって も有効で ある。その命題に

おいて、自我は、制約のもとにはな く、端的に、 自己 自身との等 しさという述語 と共 に定

立される。したがって、それ は定立 された。そ して、その命題 は 「私 はある」 と表す こと

もできる。
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(vi) ここで 出発点 に戻 る。

a.「A=A」 とい う命題 によ って ひ とつ の判 断が なされて いる。判断は全て、経験的意

識 によれ ば、人間精神の行為である。なぜな ら、判断は、行為 のあらゆる諸条件を、経験

的 自己意識の中に持っているか らで ある。それ ら諸条件は反省のために、既知の確実なも

の として、前提されね ばな らない。

b. この行為の根底になるものが、より高次な何 ものにも基礎付け られない何か、すなわ

ちX=「 私 は あ る」 で あ る。

c. したが って 、端的 に定立 された もの、自分 自身に基礎付けられたものとは、人間精神

の行為の根拠であ り、その純粋な特徴である。 特殊経験的な諸条件は度外視された活動自

体の純粋な特徴である。

したが って、 自己 自身による自我の定立は、 自我の純粋な活動である。自我 は自己 自身

を定立す る。そ して、それが存在す るのはこの自己 自身による単なる定立のゆえである。

また逆 に、自我 が存在す る。そ して、それは 自分の存在 を定立す るが、それは自分の単な

る存在 によってである。それは行為者であ り、同時に行為の所産で もある。したが って 、「私

はある」 とは、行為を行 うとい う表現で あるが、しか し、その表現は、知識学全体か ら生

じなけれ ばならないような唯一の可能なものである。

(vii) 今一度 「私 は私 で ある」 とい う命 題 を考 察す る。

a. 自我 は端的 に定立される。上の命題 (「私は私である」) で、形式上の主語の場所にあ

る自我は端的に定立 された自我であるとするな ら、述語の位置にある自我は存在する自我

を意味する。 したが って、両者は完全 に一つで あるという端的に有効な判断を通して言わ

れていること、 あるいは端的に定立 されている ことは、 自我はある、なぜな らそれは定立

され て い るか ら、 とい う ことで ある。

b. 前者の意味でも、後者の意味でも、自我は端的に等 しいはずで ある。したがって、上

の命題をひっく り返 して、次のように言 うことができる。 自我は 自らを定立す る。端的に

それが存在するが ゆえに。自我は自 らを、 自分の単なる存在 を通 して定立す る。そ して、

自分の単なる定立された存在を通 して存在する。

以上のことは私たちが ここで自我 という言葉をどのよ うな意味で用 いているか を完全に
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明 らかにする。そ して、私たちを、絶対的主観 としての 自我 という特定の説明へ と導 く。

その存在が、自らを存在するもの として定立す るよ うな ところにあるものが、絶対的主観

としての自我で ある。それ は自ら定立す ると同様 に、存在 している。また存在 していると

同様に、自 らを定立す る。 したがって、自我は 自我 にとって、端的で必然的である。自己

自身に対 して存在 していないものは自我ではない。

(viii) 自己を定 立 す る限 り自我 は存在す る ので あれ ば、それ は 、定立するものに対 してのみ

存在する。また存在するものに対 してのみ定立する。自我 は、 自我 に対 して存在す る。 自

我は、それが存在 しているよ うに自分を端的に定立す る。 したがって、それは自己を必然

的に定立す る。また必然的 に自我に対 して存在す る。私は私 に対 してのみ存在す る。 しか

し、私に対 して私は必然的である。

(ix) 自己自身を定立する ことと存在 とは、自我 によって用い られ る時、完全 に等 しい。「私

は私 自身を定立 したがゆえに、私はある」という命題は、したが って 、「私 は ある がゆ え に、

私は端的 にある」 とも言 うことができる。

さ らに、自己 を定立する自我 と存在する自我 とは完全 に等 しい。自我 は、 自我 自身が定

立 したところのものとして存在す る。そ して、 自我は 自己 を、それが存在 しているところ

もののとして定立する。 したがって、「私は端的に、私であるところのもので ある」。

(x) 以上をまとめると、次のような定式 となる。私は端的に存在す る。すなわち、私 はあ

るがゆえに端的に存在する。 また、私は端的に、私があるところのものである。

この事実行為の出来事を知識学の頂点で考えるならば、それは次のように表現されねば

ならないだろう。「自我は根源的、端的に、 自己 自身の存在を定立する」 と。

こうして、 自らの知識学の根源的な出発点 としての 「絶対的主観」「自我」 を定 めたフィ

ヒテは、次 に 『叙述』 にお いて知 を導出す る。そのプロセスで用い られる方法が (フ ィヒ

テ自身はこの表現 を用いてはいないが) 弁証法である。

フィヒテは先ず知を、「自己 自身を貫 き認識 し見通す もの」 として捉 えている。 この意味
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での 反省が 「知 の核 心 (das Innere des Wissens)」 で ある と言 わ れる898。そ れは 「自己 自身

を徹頭徹尾把握 し、見通 しかつ包括す る知」である。それはまた 「絶対的知解作用」その

ものの 直観 と して 「知的 直観 」と も言わ れ る899。そ して、それが目指すものは自己の 「絶対

的根源」である。 しか し、 自己の 「絶対的根源」 とは自己 の 「終局」であ り、自己の 「限

界」、「非存在」を見通す ことな し見通す ことはできないと言われ る。根源 は知において把

握されるべ きだ としても、把握された根源 は知の非存在なので ある。それは、知の うちに

あ りなが らそれ にもかかわ らず知の存在ではないもの としての存在であ り、 これをフィヒ

テ は 「絶 対 的存在 」 と呼ぶ900。そ れ は、知 か ら、知 の否 定 として 導出されてお り、その限 り

「否定 自身が絶対的肯定であ り、私たちの肯定 自身が、ある点か ら見ると否定である」 と

いう逆説的関係が認め られる901。フィヒテは これを知識学 の最高の観念論的見方 とするが、

それは同時に観念論がその限界に達し実在論になろうとす る転換点で ある とも言われ る。

すなわちフィヒテは言 う。

「知識学は存在 を知か ら、知の否定 として 導出す るがゆえに、存在の観念論的な見方、

しか も最高 の観念論的見方である。 ところで、ここでは否定そのものが絶対的な肯定

であ り、私 たちの肯定そのものが ある観点においては否定であること、知識学の内に

はそれに従属してではあるが、最高の実在論的見方が見出される ということもあり得

よ う。後者 によれば、知はやは り絶対的 に自己自身な らびに一切の創造されたもの と

創造 されるべ きものを生み出すが、それ は形式に関 してに過ぎない。質料に関 しては

(正に絶対的存在が形を変えた) 絶対的法則に従 うのである。この法則は若干の知と

従 って存在を最高の肯定 としては否定するのである」902。

フィヒテ によれば知の本質は、自己 自身の根源 を見 ようとすることにあ り、 「根源の対 自

存 在 、 内 面 性 (Fursichsein, Innerlichkeit  des Ursprunges)」 で あ る 。 知 は 根 源 、 す な わ

ち絶対的存在 によって拘束されてお り、「自己 自身に等 しく、不変かつ永遠で根絶しがたい

唯一の端的な存在」 としてある。 このような根源的被拘束性の状態 にある知をフィヒテは

898 [Darstellung: 27]
899 [Ebd.: 33]
900 [Ebd.: 63]
901 [Ebd.: 64]
902 [Ebd]
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「感 情Gefuhl=A」 と 呼 ぶ903。

しか し、知は対 自的でもあるので、自己自身か ら出て 自 己 を 追 産 出 (nacherzeugen) す る 。

この対 自存在 をフィ ヒテは 「光 の状態 (Lichtzustand)」 あ るいは 「見 る働 き (Sehen)」 と も

言 う。そ して、「この絶対的な 自己 自身の内において 自己を見通 し、自己 自身に対する存在」

を 「自 我 性 (Ichheit)」 と い う 語 で 示 す904。

知の対 自性 は知の 「自由」 に通 じている。「自由」 とは、フィヒテによれ ば 「それがある

が ゆ え にある (Es ist, weil es ist.)」 とい う ことで あ り、知が あ らゆ る存 在 の根 拠で あ り、

自己を内在的に産出することを意味する。 しかし、「知が あるがゆえにある」のは対 自的に

のみであ り、自己 をあるがゆえにあるとして定立する限 りにおいてのみである。知は、 こ

のような 自由と絶対的存在の 「相互浸透」、 「融合」 という形式 においてあるものに他な ら

な い。 このよ うな 「二 重性」 の 「相互 浸透 」 「同一性 」 として知 はあ る と言わ れ る905。

ところで、このような対 自、自由の働 きによって地は事故を産出し、自己 についての 「観

念的系列=B」 を生み出す。それは知の根拠 としての 「自由」をも知って いるとされる (F

-B)。 その際、Bは 、Aか ら切 り離され、単 に 「自由」の所産 としての自己自身に対する、

自己 自身についての知 にとどまってはな らない。それは、Bの 内での、Bを 介 してのAの

対 自であるべ きで、 したがって、産出は追産出でなければな らない。 このよ うにして 「A

とBと の連関 (A+B)」 が生 まれ る と され る906。 この 「連 関」 はB (自 由の働 き) が な け

れ ば 存 在 しな いが 、A自 身 の 内 で 意 識 化 され 、 「依 存 と被 制 約 の感 情 (das Gefuhl der

Abhangigkeit und Bedingtheit)」 と し て 知 ら れ る と 言 う907。

Bに ついて言えば、それは単に 「自由」 によって産出された知であるにとどまらず、上

記 の 「連関 (+)」 によって、絶対者 と連 関し、絶対者 を表現す る知、「絶対知(A-F-

B)」 である ことを意味する908。Aは 、全ての知 に前提 された もの、知の実体的基礎、知を

根源的に拘束するものとして現れ るが、「自由な知 (B)」 の中にも現れ、A自 身にとって

903 [Ebd.: 61f.]
904 [Ebd.: 19f.]
905 [Ebd.: 19]
906 [Ebd.: 61]
907 [Ebd.: 62]
908 [Ebd]
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完全に可視的になって光の中に入 り来 るという。AはFを 介 してBの 中に入 り込む。 こう

して、知がそれであるところのもの (=A) で対 自的 (F) にあるということによって、

知の自由と対 自は終局 に達する909。

このように して、知 は自己を否定するという仕方で 自己の根源、「絶対的存在」 に達す る

のであ り、自己の非存在か ら自己 を捉える910。これがフィヒテの弁証法である。

(2) シュライアーマ ッハー弁証法の独 自性

さて、以上の見てきたフィヒテの知識学の方法 と、 シュライアーマ ッハーのそれ とを比

較 して どのような ことが言えるであろうか。すでに第III部第1章 第1節 で述べたよ うに、

両者は相互 に強 く対立 を意識 していた。 しか しまた、両者がお互いの相違を意識 して いる

ほ どには、周囲には両者の違いは明確ではなく、む しろシュライアーマ ッハーはフィヒテ

の亜流であるという見方が、フィヒテの弟子の間にもあることに、シュ ライアーマ ッハー

自身が苦言 を呈 して もいた911。序論で一瞥 したように、研究史において も例えば、イマヌエ

ル ・フィヒテは、フィヒテのエ ピゴーネ ンとして、ヘーゲル に対する戦 いの同志 としての

みシュライ アーマ ッハーの価値を認めるという解釈 もあった。また、コプルス トンは、そ

の包括的な哲学史 において次のように言 っている。「シュライアーマ ッハーにとって、神は

静的な実体 としてではな く、 自己 自身を必然的に世界 において表現す る無限な生命 として

考 え られるべきである。 この点でシュライアーマッハーは […] フィヒテの後期哲学により

近 く立っている」912。周知のようにフィヒテの後期哲学においては、自我 の哲学か ら絶対者

の哲学への転換が認め られる。その傾向はすでに 『人間の使命』(1800年) において現れて

お り、1801年 の 『知識学の叙述』では、知の根源 としての絶対的存在が語 られ、1804年 の

『知識学』では、 この絶対者 は、内的生命によって意味とその対象 を生 じさせると言われ

る。このように1800年 を境に自我の哲学か ら絶対者の哲学へ と転換 していくフィヒテとシ

ュライアーマ ッハーとの間に、何 らかの影響関係 を指摘することは古 くか らなされてきた。

例 えばヒル シュは上述 のフィヒテの 『知識学の叙述』がシュライ アーマッハー に与えた影

909 [Ebd.: 63]

910 [Ebd.: 65]

911 [KGA V/5: 76]

912 [コ プ ル ス トン: 205]
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響を指摘する。 この 『知識学』は1802年2月3日 に、 シュライアーマ ッハーがシュ トルプ

へ発つ少 し前 にベル リンで公開講演 されたが、 「それ はベル リンの全知識人たちにとって、

とりわけ刺激的な出来事であった。 フィヒテが ここで、ス ピノザ主義をめぐってシェリン

グ と対決するであろうことを人々が知った時、好奇心は一層高まった。シュライアーマ ッ

ハーは、反感 を増大 させつつも、フィヒテのあらゆる思想や生き方 に対する几帳面な観察

者であったか ら、この機会 を見逃 したとは考え られない」とヒルシュは言う913。彼 によれば

この講演内容が シュライアーマッハーに及ぼした影響は次の二点である。

(i) フィヒテは、そ こにおいて知識を直観 と思考 との一致 として記述 し、その際、知識

において意識 され る有限な特定の内容の把握 を、鋭 くきっぱ りと直観 に与えている。

(ii) 1801年 の知識学は、感情を知識 と意識 とにおける絶対者の代理 と解釈 し、さ らに 「依

存 と被制約の感情」 として叙述する。 したが って、フィヒテは、あらゆる知および

意識における直接的で、それ以上説明できない純粋 に形式的な神、絶対者の存在、

他な らぬ感情 における神存在を認めて いた。

「直観」への知的機能の付与、感情における神存在 、 この二点は 『宗教論』第二版 にお け

る改訂のポイ ン トでもあった (第II部 第1章 第2節) ことを思い起 こす時、フィヒテの何

らかの影響を認めることは自然であろう914。

以上のような研究史 を踏まえてヴァグナーは、 シュライアーマ ッハーがフィヒテと違 い、

直接的自己意識か ら出発す るといっても、最上位の原則か ら出発するのではな く、直接的

自己意識に戻って ゆくのだ としても、直接的 自己意識がシュ ライアーマ ッハーの弁証法で

果たす機能は、知的直観がフィヒテにおいて果たす機能 と同 じであるという915。なぜな ら、

シュライアーマ ッハーは、フィヒテ同様、直接的自己意識の中に、 「思考 と存在、主観 と客

観、観念と実在の根源的統一を見 出しているか らである」916。ヴァグナーによれば、シュラ

イアーマ ッハーの 「直接的 自己意識」は、そ こにお いて 「主観客観の同一性が実際に示さ

れ得 る唯一の場所」であ り、フィ ヒテにおける 「知的直観 同様、主観客観の絶対的同一性

913 [Hirsch 1952: 563]

914し か し 、 両 者 の 影 響 関 係 を 客 観 的 に 証 明 す る よ う な 資 料 は 残 っ て い な い 。[Ebd.: 562]

915 [Wagner: 273]

916 [Ebd.]
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の主観的叙述に過ぎない」917。ただ両者の違いはフィヒテが 「絶対者の哲学を、その都度異

なった仕方で 自我 を弱めることによって構築 しよ うとす るのに対 し、シュライアーマ ッハ

ーにお いて見出され るのは、直接的自己意識 と超越的根拠の二重化」だ という918。そして、

この 「二重性」は、「哲学的 には無意味」であ り、 シュライアーマッハーにおいて 「直接的

自己意識論 と結びついた主観的観念論か ら、絶対者自身の理論 としての絶対的観念論への

超出は、確かに意図されてはいるが、哲学的に成 し遂げ られていない」。シュライアーマッ

ハーは 「超越的根拠 に基づいて、直接的 自己意識 を決定的な仕方で越 えることに成功 して

いない」 という919。

確か にフィヒテの絶対的観念論 の立場 に立つな らば、シュライアーマッハーの弁証法の

超越論部門に最後 まで残る 「二重性」「二元性」は、哲学的不徹底 ということになろう。し

か し、シュライアーマ ッハーの弁証法講義 を、誠実に検討 してきた者 には、シュライアー

マッハーはあえて この 「二重性」に踏み とどまっているように思えるのである。実際シュ

ライアーマッハーは、1814/15年 講義において繰 り返 し、フィヒテの同一性命題 「A=A」

に触れつつ、その文脈で 「二重性」 にとどまることの意味(す なわち 「有機的なものの保

持」)を 説いている。

「一般的思考 形式 ―その代表 はA=Aと いう命題 ―もまた, それが過程の形式 を保持

するか, その条件を表現 している限 り有機的側面 を持っている。それが有機的活動を含

まない限 り、そ こにおいては何 も思考 されていない」(§112)。

「A=Aは 、思考 の対象 と存在 との同一性、すなわち知 の形式であるか、 または、主

語の同一一性、すなわち知の条件であるかのいずれかである。有機的活動がなければ、

それは思想の単なる反復可能性に他な らず、 したがって空虚である」(§112)

以上は、「有機的側面」を完全 に排除 した純粋思考の同一性命題で あるフィヒテの 「A=A」

に対する批判である。次に 「二重性」については

「理性 の活 動は理念的な ものにおいて基礎付けられ、有機的活動は対象の作用 に依存

917 [Ebd.]
918 [Ebd.: 274]
919 [Ebd.: 275]
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す るものとして実在的なものに基礎付け られる。 したが って存在は、理念的な仕方 に

おいても、実在的な仕方にお いてと同 じように定立 され る。理念的な ものと実在的な

もの とは、存在の様態 として互いに並行 して走 り続けて いる」(§132)。

シュライアーマ ッハーは、 この理念的 (観念的) なものと実在的 (有機的) なものとの並

行 を、最高の対立 と呼び、 さらに次のように展開す る。

「この最高の対立 についての過程 は、私たちにとって、 ここではただ次 のことに基づ

いている。すなわち、思考 における両要素 (理性と有機的組織) は、独立 したものと

して定立されているということである」(§134)。

「知を求めるもの、すなわち確信の感情 を求めるものは、この二重性を求めなければ

な らない。そ うしなければ、知 とそれ以外の思考 との間に差異を証明できないか らで

ある」(§134-1)。

「自分を見出し、固 く保持 しようと欲す る者は、 この二重性 を受 け入れな ければな ら

ない。なぜな ら、もし理性 の活動が有機的な ものに由来す るな ら、私たちは、分割 さ

れた存在の遊戯のための単なる通過点に過ぎない」(§134-2)。

「世界を自我 との対立において保持 しよ うと欲するものは、 この二重性を求めなけれ

ばならない。なぜな ら、 もし有機的活動が理性の活動 に由来するな ら、私たちが有機

的印象を作 り出していることにな り、有機的印象を作 るのを助 ける存在を、私たちの

外に仮定す る根拠 を私たちは持たないことになって しまう」(§134-3)。

このような シュライアーマ ッハー弁証法における 「二重性」 は、その究極 においては第III

部第2章 において、全ての弁証法講義につ いて検討 した超越的概念 としての 「神」 と 「世

界」の関係に至ることはい うまで もない。そ して、そ こにお いて私たちが確認 したことは、

両者は最後 まで質的差異 を保持 しつつ 「共存」す るということであった。 このよ うな消息

をヴ ァグナーのよ うに絶対的観念論への超 出の失敗 と解釈す ることは、 シュライアーマッ

ハーの意図に添 うものではな く、 シュライアーマッハー弁証法の持つ独 自性が評価 されな

いであろう。 ロイターは、ヴ ァグナーのシュライアーマ ッハー解釈 を 「シュライアーマッ

ハーの弁証法の意図に照 らして見る とき、述語や弁証法の遂行の仕方の粗雑な扱 いは、単
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に粗雑 というだけでな く、弁証法の意図に逆 らう無謀な企て と考 えざるを得ない」と述べ920、

シュライアーマ ッハー弁証法の 「超越論的存在論的性格 を無視 している」と批判する921。そ

して自らは、 シュライアーマ ッハー弁証法 におけるこのような 「二重性」を 「エロス的共

振」と表現する。すなわち、シュライアーマッハー において 「自我は この世界に属 しつつ、

この瞬間 に世界か ら解放され、世界 と対向する。 しか し、自我 は (フ ィヒテのように) 世

界を自己 自身を通 して対向させないので、 この対向の質は、自我 と非我の対向のような、

否定的、疎遠、敵対的な対向ではなく、愛 し合い求め合 う対向の質である。自我の定立、

そ の努 力に特有なのはエ ロス的共振で ある。それは、一方では、世界や宇宙の美的魅力に

よって、等 しく根源的に構成 され、他方では、 自己 と世界の最終的同一性を、常に繰 り返

し阻止 し、それによってその定立を定立 として規定する言い表 しがた く理解 しがたい統一

によって構成 される。弁証法の全ての対立関係 を、 この全 くの二分法的秩序構造を、最終

的に基礎付 けるものは、対 立の原理そのものである」922。このようなロイターの評価は修辞

的 には美 しいもので あるが、実質的な内容は、 シュライ アーマッハーの弁証法的思考構造

を 「楕円」や 「磁場」のアナロジーで説明する古 くか らの試みや、「存在 とはつまるところ

力」というプ ラ トンにまで遡及す る思想史の中に位置づけようとする近年のショルツの試

みな ど、すで に前節で検討 した諸説以上のものではない。む しろ、最後 に私 たちに求め ら

れているのは、シュライアーマッハー弁証法の独 自性 を対象化する表象である。

この関連で思い起 こしたいのは、最後の弁証法講義 となった1831年 講義において 口頭で

繰 り返 し語 られた 「生」 という言葉である (第2章 第6節 参照)。 そこにおいてシュライア

ーマ ッハーは、「自己意識」を 「生の意識」と規定 し、「神」 と 「世界」の関係が示 して い

るのは 「超越的根拠が生き生きとしたもの (ein Lebendiges) として定立されていること」

と述べていた。これ以前の講義で これに対応する言葉 としては、1814/15年 講義草稿の中に

「およそ生の直観 を求めるものは、 この二重性 を求めなければならない」(§134-4) を見

出す。シュライアーマッハー弁証法が提示する 「知」は、「世界」 という 「終点」に漸近線

920 [Reuter: 260, anm.]
921 [Ebd.: 259, anm.]
922 [Ebd.: 259]

289



的に (したがって無限に) 接近し生成 し続ける知、未完の知である。「思考 と存在」、 「観念

と実在」、「形式と質料」 「思弁的な ものと有機的なもの」「思考 と意欲」 「神 と世界」 に至 る

まで、シュライアーマ ッハー弁証法全体 に渡 って一貫 して いる二極構造、これ ら二極 問の

絶えざる交替、「揺れ動 き」 「共振」「共存」に知の実現は委ね られていた。そ こにお いて は

観念的な ものも実在的な ものも、決定的な基準 とは見なされない。知の条件 としての思考

と存在の一致 という場合 にも、思考を存在 に一致させるので も、存在 を思考 に適合 させる

ので もな く、またフィ ヒテ弁証法 のよ うに、一方の否定か ら他方 を導 出するのでもな く、

両者の相互的な調和が実現 される こと。 この決定的な、い うなれ ば根拠なき根拠、それは

思考 された規準でも存在する基準で もな く、理念的な基準でも実在的な基準で もない。 シ

ュライアーマ ッハーの言葉に即して言えば、それは 「生」の基準である。 「生」その ものが

そのような姿を持って いるというのが、 シュライアーマッハーの信念であ り、実感であっ

たのではないだろうか。 ここか ら、シュライ アーマ ッハー弁証法を 「生の弁証法」 と呼び

たい と思 う。 このように呼ぶ ことによって、もっともよ くシュライアーマ ッハーの哲学思

想の独 自性 を表現できる。すなわち、従来、通俗的 にはシュライアーマ ッハーの思想 を特

徴付ける概念は「感情」あるいは 「端的な依存感情」(schlechthiniges Abhangigkeitsgefuhl)

で あった。確かに 「感情」 は序論第2章 で考察 した ように、すでに初期のス ピノザ研究

(1793/94年) において、超越的な根拠 を把握する能力 として規定 され、直観期、批判期 を

経て体系期 に至 るまで、彼の思想の中核部分を担 う概念である。 しか し、そのような 「感

情」 という概念で、シュライアーマッハーの独 自性を十分に表象で きない ことは、それが

思想史的にはヘルダーやヤ コービの系譜に連なること、また特に、フィ ヒテ弁証法 におい

て、「根源的被拘束性の状態 にある知」が 「感情」 と呼ばれ、この知とこの知によって産出

された知の関係が 「依存 と被制約の感情」 と呼ばれていることを確認 した私たちには明 ら

かである。また、最後の弁証法講義 (1831年) においては、「感情」がもやは中心的概念 と

して用い られていないことも確認 した。 したがって、む しろ 「思考 と存在」 「観念と実在」

「神 と世界」の 「共存」「二極共振」 を内実 とする 「生の弁証法」 こそ、シュライアーマッ

ハーの独 自性なのである。
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補 遺 弁 証 法 講 義1811年 序 論 及 び 超越 論 部 門 の再構 成

1811年 の弁証法講義の内容 を、特 に弁証法 とは何かを述べる序論的な 「一般論」の部分

と、講義の中核である 「超越論部門」を中心 に、シュライアーマ ッハーの講義草稿及び聴

講者 トゥヴェステ ンによる筆記 ノー トによ り再構成す る。これ はシュライアーマッハーが

行 った最初の弁証法講義で あり、内容的 には最 も簡潔であるが、基本的な枠組みは十分に

現れている。全体が49の セクションか らなっているが、 §§1-11及 び結語についてのシ

ュライアーマ ッハー自身による草稿は欠損 している。本論で も述べたように、 トゥヴェス

テンの詳細な筆記 ノー トは、新版の全集で初めて全体が刊行された923。したが って、欠損部

分について は トゥヴェステ ンのノー トか ら、それ以外 の部分は、 シュライアーマ ッハーの

草稿 によるが、随時 トゥヴェステ ンのノー トか ら注解 という形で本文 中に□で囲って補足

する。なお 〔 〕内の語句は内容把握を容易 にするため筆者が加筆 したものである。

本編に先立ちアウ トライ ンを掲げる。

§§1-6. 一 般 論 弁 証 法 と は何 か 、 知や 思 考 につ いて の形 式規 定

§1. 思弁 と実在、思考 と存在の相互性

§2. 弁証法という名称が選ばれた理由

§3. 弁証法の歴史

§4. 弁証法の定義、特性、関心

§5. 知の根拠 としての根源知 ・最高知とその普遍的性格

§6. 最高知、最高原理に達す る方法

§§7-30 超 越 論 部 門

§§7-8 知 につ いて

§7. 知 の第一 の条件 と して の普遍 妥 当性 、 格率及 び芸術 との違 い

§8. 知 の第二 の条件 、存 在 と一致 す る思考

§§9-11. 思考 につ いて

923 (KGA II/10, 2: 5-97]
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§9. 思考 とは何か

§10. 概念 と判断

§11. 概念 と判断について のまとめ

§§12-17 概念形成の局面における知 と存在の同一性

§12. 主語述語の最高存在は思考 自体の一般的形式である

§13. 懐疑主義者の主張

§14. 続 き

§15. 前講義 の補遺 神について

§16. 生得概念について

§17. 補足

§§18-20 判断形成の局面下における知 と存在の同一性〕

§§20-23. 概念形成 と判断形成における形式的な ものと超越論的なものとの統一〕

§§24-28 神と世界

§24. 神についての私たちの見解 と他のそれ との比較

§25. 唯心論 と唯物論の一面性に対する批判

§26. 私たちの見解の根拠

§27. 付論 と形式論部門へのつなぎ

§28. 続き 世界 と絶対者の相違

以下、再構成 された本編

〔一般論 §§1-6. 弁証法 とは何か、知や思考 についての形式規定〕

§1.〔思弁 と実在、思考 と存在の相互性〕

諸々の学に共通の原理 に基づ く、 「諸学のための建築学」が必要である。これ は言わば第

一原理についての学であ り、思弁的なものだが、実在的なものか ら孤立されてはならない。

思弁的才能 と実在的なもののための才能は対立的排他的な ものではなく、相互関係的でな

ければならない。[KGA II/10, 2: 5]

§2.〔弁証法 という名称が選ばれた理由〕
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フィ ヒテの 「知識学」 との差別化のため、 また 「哲学す る技法の諸原理」という固有の

内容を示すために この名称が選 ばれた。知の原理の直接的研究 も、個々の対象 についての

断片的研究 も共 に 「哲学す る」 ことの内容であ り得 る。したがって、 「ある認識 を規則に適

った仕方で構成す ること」が 「哲学する」 ことである。哲学は認識の完成であり、それは

「技法/芸術 (Kunst)」 のカテゴ リーに入る。その所産は 「芸術作品 (Kunstwerk)」 であり、

それは個ではあるが普遍を直接表 してお り、そ こには永遠なものが含まれている。

学問 と技法 との間には対立はあって も、そ の対象が高次の ものになればなるほど対立は

小 さくなる。 したがって、知の最高のものと、哲学する ことの原理は同一である。超越論

哲学 と形式哲学 とは、それ らが何か実在的な ものを含むものである限 り同一で あり、カン

トのように構成原理 と統制原理を区別する ことはできない924。[KGA II/10, 2: 5f.]

§3.〔弁証法の歴史〕

古代 において哲学 は、倫理学 と自然学、そ して弁証法を含み、弁証法とは前二者の原理

を含むもので あった。プラ トンにおいて弁証法 は学問構築の規則であると共に、存在者 に

ついての、 さらには善についての教説でもあった。

また弁証法は、他の人と共 に哲学的構築をなす技法 と関係 している。ソクラテスの一派

において対話 は、ソフィス トたちの恣意的な詭弁 に代わるものであった。彼 らにとっては、

対話のための原理 と、知の構築の原理は同一であった。

近代において形而上学 と論理学 と呼ばれるようになった ものは、弁証法の二つの部分 〔存

在者 についての教説 と学問構築の規則〕 をそれぞれ孤立化 した ものに他な らない。 この分

離孤立化 によって形而上学は全 く不確かな もの に、論理学は空虚 で無内容になって しまっ

た。その結果は、「哲学の死」である。

924 カントは 「構成的」(konstitutiv) という概念を、数学を現象に適用するのを正当化する際の原則に関し

て使用している [K.d.r.V.: B221]。一般に、数学的な原理を現象に適用して解釈する悟性の場合、その当該

の現象を数学的にアプリオリに規定する原理が、現象に対して 「構成的」といわれる。つまり 「構成原理」

は、経験の可能性、もしくは 「感覚の諸対象の経験的認識の可能性の原理」なのである。 これに対して、
「統制原理」は、理性に関わるもので、規則により媒介された世界の統一的な解釈をあらか じめ枠取る働

きをいう。このように、カントにおいて構成原理は、アプリオリに規定する働きである限り、理性には帰

属せず、悟性にのみ帰属する。したがって超越論的理念は、構成的には使用できない。つまり直観におい

てアプリオリに提示できるものとはならない。理念はカントにおいては直観できないからである。対 して、

超越論的理念を規則に基づいて統制的に使用することは可能である。理性が持つ統制原理は、経験的認識

の多様性を越えて、規則に媒介された統一性を予描するからである。[岩波哲思: 491] 参照
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したがって、弁証法 とは、最高の最 も普遍的な知自体 と学問構築の諸原理の統合である。

[KGA II/10, 2: 7f.]

§4.〔弁証法の定義、特性、関心〕

この意味で弁証法は 「あ らゆる学問の器官」である。それは、知 という世界を球体 に譬

えるな ら、その中心点であ り、また外縁部で ある。「弁証法 によって人は、個 々の命題すべ

て に、それぞれの場所を指示 し、それが有機的全体の どこにあるかを見出す ことができる」。

イデーの伝達や交換を条件付 けるの も弁証法である。およそ理解を容易 にすることは弁

証法に依存 している。知はすべて、この器官 〔弁証法〕 との直接的関係によって明示 され

る。人が 自分の特殊な才能によって発見 した個を普遍的な ものに結合す る こと、個 に対す

る普遍の関係が弁証法の関心である。弁証法がなすのは、再生産 〔再現 、模写〕のみであ

るゆえ、弁証法は特殊 〔個〕か ら離れては空虚である。[KGA II/10, 2: 8f.]

§5.〔知の根拠 としての根源知 ・最高知 とその普遍的性格〕

「知 はすべて一つの根源的な知 に依存 してお り、それ によって同時 に知のあらゆる構築

原理が与え られる。そ こが私たちの出発点である」。この最高知 と、それに基づ く思弁的能

力は、万人の中にある。それが形 よく研ぎ澄 まされているか、粗野なままかの違いはあっ

ても、同じ素材の鉱石 として万人の中にある。[KGA II/10, 2: 9f.]

§6.〔最高知、最高原理 に達する方法〕

知 はすべて同質である。根源知 の根拠 と他 のすべてに知の根拠は同一で あるので、あ ら

ゆる所与の知において、その知の形式が最高知 に他な らない。 したがって私たちは個 々の

知を出発点 として、その内容 を度外視す ることによって絶対的な ものを見出す ことができ

る。

私たちは所与 の個別知か ら出発 し、その中に知の原理を求めようとして いる。それは上

で言われたように形式的な ものを重視する ことではあるが、超越論的なものを軽視するわ

けではない。そ うではなく、超越論的な ものが、同時に形式の原理である。換言すれば、

絶対的な ものが、同時 にあらゆる知の形式 である。 このことを先ず超越 論的な ものを求め

ることによって示してみる。[KGA II/10, 2: 10f.]

〔超越論部門 §§7-30.〕
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§§7-8〔知について〕

§7.〔知の第一の条件 としての普遍妥当性、格率及び芸術 との違 い〕

知は思考一般の特殊形態である。思考 は何によって知 になるのか?そ の第一の条件は 「普

遍妥 当性」である。 したがって格率は知ではない。格率は 自分に とって の確信 に過ぎず、

他の人も同 じ確信 を持つべきだ という要求をなす ことはできないか らで ある。この知の普

遍妥 当性は、私 の中にあるのと同一の知を、他者が 自分の中に作 り出す ことを要求す る。

その時、私 は自分の伝達行為 に満足するのである。他者への伝達 は芸術作品においてもな

されるが、そ こでは作者 と鑑賞者が、芸術作品を介 して純粋 に同一の行為 をなすことは必

ず しも求め られて いない。芸術 にお ける伝達は、各人の主観的性質 に関係する。これ に対

して知の確信 は、純粋 に人間的なものに基づ く。その意味では、「知は伝達されな くても普

遍妥 当的である」。「自分の中に私たちはすべての人の知を見ている」。[KGA II/10, 2: 11f.]

§8.〔知の第二の条件、存在 と一致する思考〕

思考は常 に何 らかの対象 〔存在〕 についての思考である。およそ思考 はすべて、恣意的

思考や想像 、誤謬の場合でさえ、存在の形式のもとでな され る。ただ誤謬の場合は思考が

存在 と一致 していないだ けの ことで ある。 したがって 「知 とは、思考され る対象としての

存在 と思考 との一致である」。 さらに 「知は、個人的な意識ではな く、あ らゆる人間的な も

のの総体であ り、それ と共 に理性その ものである」。したがって 「知は、存在 における理性

の純粋な開花」である。

倫理学の定言命令、道徳律 も知で あり、それ に対応す る存在は理性そ のものであるとい

える。自然法則的な知には 自然が存在 として定立され、数学的な知は、 自然学との関係 に

おいて存在に対応して いる。[KGA II/10, 2: 12-14]

§§9-11.〔思考 につ いて〕

§9.〔思考 とは何か〕

「思考 はすべて二つの要素から、すなわち形式的要素 と物質的要素か ら成 っている」。思

考は有機的機能 に基づき、 この有機的なものが、形式の中へ受 け入れ られ、それによって

一つの特定の知 となる。有機的機能 を伴わない 「形式的な思考は決 して知 になることはで

きない」。それは知になるための 「暫定的装置」に過 ぎない。 これが知になるためには、空
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虚が満たされ、最小限で も有機的機能が存在する ことによってである。

〔直観 について〕

そ こにおいて知が存在可能になる行為は直観 と呼 ばれる。それ は思考 の反対にあるよ う

だが、そ うではない。思考は直観によって有機的な ものを取 り入れ ることによ り知 となる

のである。

〔知の前提 としての理性の同一性〕

意識の最高の能力である理性 は、すべて にお いて同一であるという前提が、私たちの知

の概念にはある。

〔思考や知における形式的なもの と有機的なもの〕

あ らゆる思考 において形式は統一の原理であ り、感覚 的なものは多様性の原理で ある。

「一方 にお いて理性の統一であるところのものは、他方 において あらゆ る有機的機能の総

体である。絶対知は、有機的要素との合一 においてのみ実在的 となる。[…] 理性がすべて

の人におけるその同一性 においてのみ知の主体 とな り得るように、有機的要素の側で は、

誰 もが有機的機能 の体 系に属 し、その構成要素である場合にのみ、その知は知であること

が可能である」。[KGA II/10, 2: 14-16]

§10.「知の有機的要素の全領域は統一を形成」してお り、その中心にあるのは何 らかの形

式的なものである。有機的要素はその周縁をなす。そ の逆 も真で ある。

〔思考及び知の形式 としての概念 と判断〕

すべての思考 は概念か判断かのいずれかである。概念 の形成は、独 自な思考行為である。

それを通 してある存在 の統一が固定化 される。 これ に対 して、判断は結合である。それは

ある主体 〔主語〕 によって何かが述べ られ る 〔述語化 される〕 ことによってなされる。

〔概念 と判断の相互関係〕

両方 の形式は、互いに他を前提 としている。概念 は複 数の判断 を包括 している。それは

例えば、ある概念 を他の人に説明す る場合 を考えれ ばよく分かる。概念 の歴史 を描 いてみ

れば、それが個々の判断か ら徐 々に形成されたことは明 らかである。概念 と判断の このよ

うな相互性 と知の成立 との関係はどのよ うなものであろうか?知 は概念 と判断が相互 に編

み合わ されたようなものとして存在 しているが、その本源的な出発点は どこにあるのだろ
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うか?「 両者の同一性が存在するに違 いない」。それは、あ らゆる実在的知の源泉であ り、

それゆえ絶対的な ものでなければな らない。 これは概念で も判断でもな く、両者の純粋な

同一性でのみあ り得 る。

〔概念の終点〕

「概念は普遍的なものと特殊なものの間の揺れである」。 したがって、 どの概念 にも、そ

れ に包摂 される低次の概念 と、それ を包摂する高次の概念 とが存在する。両者の終点は何

であるのだろ うか?

低次 の概念 には終点はない。例 えば 「甘美さ」 に従属す る概念は、際限な く立て続ける

ことが可能である。

高次 の概念 の終点、すなわち最高の概念は、物一般、存在一般の概念であ り、そ こでは

もはや、より高次の概念の下への包摂 を可能な らしめる区別はない。 しか し、それにもか

かわ らず、私たちは 「この最高概念 においてなお概念 と対象 という対立を持っている」。 こ

れは、判断の形式である。この対立の止揚、すなわち 「存在 と思考の同一性」「概念と事物

の同一性」 にお いては、もはや思考 と思考対象との対立も存在 しない。それは両者 の同一

性で、「最高の超越知」であ り、倫理的なものと自然的なものを越えた ところにあ り、同時

に概念でもあり判断で もある 「最高 に形式的なもの」である。これは個 々の知すべて を規

定する。[KGA II/10, 2: 16f.]

§11.〔概念 と判断についてのまとめ〕

概念 については、内容的に§10の 繰 り返しなので省略する。

判断は 「存在 と非存在 との総合、 あるいは両者間の揺れ」である。判断は主語 と述語か

らな る。両者は概念であ り、判断は両者の結合で ある。主語 自体は、その主語に述語 とし

て付与され るものと同じではな く、 したが って、主語は、およそそ の主語 によって述語 と

して述べ られ得 るようなものと同 じではない。ゆえに、判断はすべて存在 と非存在 との同

一性である。存在が主語、非存在 は述語である。特定 の判断はすべて二つの極点、最高存

在 と絶対的述語化 に基づ く。最高存在 とは、ある主語が定立された とき、それについて何

も述語 を付与できないような最高の存在、同一的判断である。これに対 して絶対的述語化

とは何であろうか。述語は他 の存在者 〔主語〕に付 くものとして定立 され、よ り多 くの存
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在者 に付くものであればあるほど一層多 くの実存 を持つ ことにな るか ら、すべての主語に

述語 として付与できるようなものがある とすれば、それは最高の実存であ り、絶対的述語

化で ある。

以上、思考原理一般 としての概念 と判断の形式が、知か らは切 り離 されて明 らかにされ

た。 これ を知の形式 において もさ らに明確 にしなければならな い。[KGA II/10, 2: 17.19]

(すでに述べたように、以下 の叙述 においては、残存するシュ ライ アーマッハーの草稿

の私訳 を提示 した上で、そ の草稿 の理解 に資する限 りにおいて、 トゥヴェステンの筆記ノ

ー トから注解 という形で付記する ことによ り、 この講義の超越論部門の再構成を試みる。)

§§12-17〔概念形成の局面における知と存在の同一性〕

§12.〔主語述語の最高存在 は思考 自体の一般的形式である〕

前回見出された主語 と述語の最高存在 は、思考 によって見出されたので あり、したがっ

て、それは思考そのものの一般的形式でもある。

注解 (1): 思考が知であるかどうかを区別 しないのは低い段階である。 しか し、そこにおいても、無意識に

もかかわらず、この原理 〔主語と述語の最高存在〕が現れなければならないのである。[KGA II/10, 2: 19]

私たちは、 この見 出された最高存在 を、知の第二の性格、すなわ ち判断の領域にも適用

すべきであるということによって、個 々の事物そのものの定立 を正 当化 しているように思

われる。

〔懐疑主義者 の主張 と、それに対する論駁〕

これ に対 して二つの反論がある。

第一の反論は、懐疑に共通の形式の下でなされる。すなわち次のように言われる。「人は、

個 々の事物 においては、有機的な機能以外 には何 も述語によって規定す ることはできない

し、事物 におけるこの有機的機能の根底に何が あるか知 らない。人は一般 に、知 と存在 と

を同等に扱 うことはできない。なぜな ら、それ らは、実在的領域 において は、離れ離れに

存在 しているか ら」。

第一の答え。「絶対者においては存在と知の同一性が定立される」。しか し、この答えは、

学問が完全 に構築され、絶対者か らの演繹 によって、知 と存在 とが常に平行 してあ り続 け
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ることを前提 としている。

注解 (2): 例えば 「ある人が温和だ」というような場合、それに対して思考においてはすでに最高の概念が

定立されており、これによって私たちはすでに思考と思考の対象とを見出したのである。したがって思考

自体がすでに思考 と存在の同一性を定立している。 したがって懐疑主義者は知のみならず、思考をも破棄

している。[KGA II/10, 2: 20]

第二の答 え。概念 と対象の同一性 もまた概念か ら生じた叙述であ り、この叙述が、この (同

一性の) 表象 を保証する。知 を放棄するが、思考 は救お うと欲する懐疑家は、事物 との交流

を救お うと欲す るが、それはまったくこの叙述に属 している。 したがって彼は、この同一

性 を認めね ばな らない。[KGA II/10, 1: 33]

注解 (3): 知は廃棄するが思考は廃棄したくないという懐疑は、思考に関して、事物との実践的な交流を維

持するという傾向以外の傾向を持つことはない。 しかし、もし懐疑主義者が、思考と存在の同等な扱いを

破棄するならば、彼は事物との実際的な交流を破棄しなければならないのである。[KGA II/10, 2: 20]

§13.〔懐疑主義者の主張、その2〕

第二の反論は、二つの対立す る見解の結合か ら生 じる。

第一の見解 は、観念論的なものである。すなわち、思考 はすべて概念 と対象の同一性に

基づ き、思考の第一の形式は概念であるが、しかし個 々の事物は、概念 において十分現れ

る ことはない。したがって、個々の事物は非存在者であ り、思考 とその対象との同一性 は、

この関係 においては知 の性格ではあり得ず、む しろ、その同一性 についての知は存在 しな

い。知 とは絶対的なものか、概念か ら演繹 されたものである。

第二の見解 は、経験的なものである。すなわち、直接的存在 としての個 々の事物は、概

念において現れ ることはない。 したがって概念 も知の形式 ではない。経験的な知 は、個々

の事物 についての判断である。

前者の見解は経験的知 を、後者 は形式的知 を止揚す るので、両見解 によって、すべての

知が止揚 される。

答え。(1) 次のように言 うこともできる。後者によって経験的知が、前者によって形式的

知が定立 される。 したがって、両者によってすべての知が定立 される と。(2) したがって、

この二つの見解のそれぞれは、一面的なものに過ぎないと言わねばな らない。a. 経験的見
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解 は、テーゼにおいては概念 を拒否す るが、実践にお いてはそれ を想定 している。なぜな

ら、総合判断 (これな しでは、この見解はいかなる判断を成立 させることもできない) が、

概念 として、 この見解に与えられ るか らで ある。b. 観念論的見解は、テーゼにおいては有

機的機能 を拒否す るが、実践 にお いてはそれを想定 している。なぜな ら、多種多様な下位

概念 を、それは概念 として構築す ることはできず、それは、この見解 に対 し個 々のもの と

して、 したがって有機的機能によって現れざるを得ないか らである。

したがって、この反論は、私たちの根本 にある同一性、すなわち、絶対的なものの統一

性 と個の全体性 との間の同一性 を証明するに過ぎない。[KGA II/10, 1: 33f.]

§14.

上の二つの見解のいずれも、一方だけでは不完全であ り、知を生ずる ことはない。

観念論的見解 は、常に認識 と詩作 (Dichten) の間を揺れ動いている。

経験的見解は、認識のよ り低いところで、事物 との交流のための覚え書で満足す る。

したがって必然的に次のことが結果する。概念 に現れることのない存在、個々の事物 の

存在は、全体的存在ではないということ。

同様 に、単なる推論 による最高概念か らの構築は唯一の知ではないとい うことが結果す

る 。

知覚 と構築は、同一の ものとして定立 されて直観 を与えるが、これ に対す る定式 は、思

考 は存在に対応するということに他な らない。

注解 (1): 構築から出発しようとする単なる努力は常に知と詩作の間の揺れに、有機的なものから出発 しよ

うとする単なる努力は覚書の寄せ集めに留まり、両者が学問をもたらすことはなかった。またいずれの見

解も、それ自体として観察すれば懐疑主義的な性質を持っていた。[…] もし絶対的概念、対象と概念の同

一性が根底にないならば、何ものも知と見なすことは不可能である。超越論的なものは、すべての実在の

基礎である。そうでなければ至るところに対立が定立されてしまうからである。さらにこの同一性はあら

ゆる判断形式の本質をなさねばな らない。なぜな らすべての思考に有機的なものが存在 し、主語と概念の

要素、述語、それらの同一性が初めて統一と知とを作るからである。有機的に過ぎないものの純粋に後天

的介入は、結合の要素がなければ知を与えることはできない。[KGA II/10, 2: 22]
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したがって、よ り高次のもの と、低次のものとの対立は、概念において と同様、存在 にお

いて も見出されねばならない。

よ り高次の概念には、よ り高次の存在 と、よ り真なる存在が、(と いうのは、そこには非

存在の定立はよ り少ないか ら) 対応す る。

最高存在 とは、その存在が同時にその概念でもあるような存在であり、その存在の下に、

すべての他 の存在が把握 され るよ うな存在である。低次の概念が、よ り高次の概念の下 に

あるように。[KGA II/10, 1: 34f.]

注解 (2): 知であるべきすべての思考には存在が対応していなければならない。概念は、低次の存在と高次

の存在の間の多様性を越えた統一の固定である。存在自体はこの概念の本質と形式に対応していなければ

ならない。そうでなければ人は実在的な知について語ることはできない。従属概念や、低次の概念、高次

の概念が存在するように、存在にも従属関係がある。 したがって、個物は存在の最も低い段階である。そ

して最高存在に至るまで段階が存在する。最高存在とは、その概念と同一になるような存在である。

個々の概念のみならず、ジャンルにもそのような存在が対応している。ジャンルはそれ に従属している事

物の実在的な源泉であり、個々の事物の概念が、より高次の概念に従属しているのと同じである。 したが

って、私たちは 「概念に存在は対応していない」と語る人々とは異なる。概念には、より高次の存在が、

それによって個々の事物が生じるような存在が対応している。主語の中にはそれによって述語が付与され

ればされるほど、より多くの存在が定立される。そして、個物は無限に述語を付与される可能性を持って

いる。したがって、概念が機能ではなく、存在に対応 しているものである限り、これがイデーの実在性と

呼ばれるものなのである。これな しには知は構成されない。私が概念を抽象として定立するならば、そこ

に確かさはない。抽象 に規則などないからである。 もし一般的諸概念が、存在との一致を持っていないな

らば、それらは規則を持っていない。イデーに対し存在が直接的に対応していれば、真と偽を区別する基

準が与えられる。 したがって、私たちは、より高次の存在を定立するが、それは概念において、概念がそ

こにあるあり方に対応している。ジャンルの概念も存在を持つが、そこには個々の存在が包含される。最

高のものは最高存在であり、それは概念との同一性を作る限り絶対的である。これは根源的存在で、すべ
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て他の存在がそれに従属する神である。個々の事物は最後のものである。イデー、諸力は中間にある。最

高のものを実在的側面から見れば、すべての存在の源泉であり、観念的側面から見れば、すべての知の源

泉である。この最高のものにその源泉を持たないようなものは、それが知であっても存在であっても実在

的ではない。[KGA II/10, 2:23]

§15. 前 講義 の補遺

1.〈 一般的諸概念が知である限 り、それ らには存在が対応す る〉 という命題は、イデ

ーについての教説であると言われた。そ こか ら人は、概念 とイデー とは相違す ると推論す

るか もしれない。

しか し、プラ トンにおいては、ειδσS (姿形) と ιδεα (イデア) とYεvσS (種類) は同義語で

ある。前二者は形態 (Gestalt) であり、三つ 目は類 (Geschlecht=産 む力) で ある。 したがって

前者は、個に共通 のものであ り、後者は生産力の統一性であ り、両者は、類似 の用法 によ

って等 しく定立される。概念は、主観的な成立のあ り方、よ り低 い存在 の知覚 と共に与え

られたもの としてのよ り高次の存在、統合の行為を表わす。そ こにはまだ誤謬 の可能性が

ある。しかし、この概念は知 としてはイデー と全 く同一である。

注解 (1): イデーと概念とは二つの異なったものではない。イデーは古代の哲学に由来する。プラ トンには、

ειδosと ιδεαと γεvosと いう三つの術語が登場するが、それ らは常に混同されている。ειδ

osと ιδεαは 姿形であり、語源は同じである。γεvosは 産出であり、内在する力の只中で自らを

再生産するものの同一性を表わ している。 したがって、この三つはすべて様々な側面を持った同一物を意

味している。なぜなら、産出された事物同士が同一であることが、姿であり形であるに他ならないか らで

ある。そ して、それは個々の事物が同じ起源を持っていることを正に保証 している。先の三つの術語が等

しいとされる事の中に、形式の等 しさは産出力に由来するという考えがある。[…] 概念は知の中に定立さ

れるとき、イデーと同じである。ただイデーの中には存在が直接表現されているのに対し、概念において

は間接的に存在の思考が表れているに過ぎない。イデーにあるのは概念が真の存在の表現だということで

ある。したがって、 ιδεαと いう術語 には、誤謬の可能性は本来排除されているが、概念においてはそ

うではない。なぜなら 「それは何か間違った恣意的な概念である」と言 うことができるからである。その
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概念は、高次の存在の思考を、事物の知覚 において、またその知覚と共に与えられたものとして表現する

か らで あ る 。[KGA II/10, 2:24]

2. 神 は、実在的知 を真に成立するために与え られね ばな らない要請ではない。もしそ う

な ら人は、実在的知 を全 く持つ ことができないか、個 々のものにおいて知 を無知か ら区別

する手段 を全 く持たないで あろう。そ して、神 の確 かさも同じことになって しまう。なぜ

な ら、それは知のイデーの中に横たわ っているか ら。

注解 (2): 要請 とは、何か他の目的のために与えられねばならないものである。私たちは知を成立させるた

めに神のイデーを必要とするのではない。神のイデーは知のイデーの条件である。もし君が自分の中に最

高の存在と知の同一性 〔すなわち神のイデー〕を持っていなければ、君は自分に知の課題を定立すること

は全くできないだろう。

3. こ こで 述べ られて いる こ とは実 証 (Demonstration) で はな い。実 証 は、認識 され た他

の ものを前提 として いる。 しか し神認識 は、他のすべてのものの根底 にある根源的認識だ

か ら 。[KGA II/10, 1:35f.]

注解 (3): 神のイデーとは、神の現存在の実証でもない。なぜな ら神 に現存在がふさわ しくないのは明らか

である。現存在は存在と違い、どこかに何らかの仕方で個別 に存在していることを意味するからである。

およそ実証は、所与の認識を前提としている。しかし、そこから神の現存在が実証されるような認識は与

えられない。神の現存在は、あらゆる認識の源泉に他ならない。もし誰かが知のイデー、知の型を自分の

中に持っているなら、たとえ彼が実在的知を承認しないとしても、彼は神を自分の中に持たねばならない。

これが、すべての人に内在する最も純粋な知であり、それによってすべての知が形作 られねばならない型

である。私たちはすべての事物を神において見る。私たちが概念形式の下で思考する限り、低次の概念は

どれも、より高次の概念の下にあることが可能であり、神において見られるのである。したがって、すべ

て は 神 の 中 に あ る 。[KGA II/10, 2:24f.]

§16.

ジャンルの存在 は、種や、個々の物の存在の外部 にあるのではな く、それ らの中に、そ
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れ らと共に、また、それ らを通 してある。

したがって、ジャンルや種 につ いての思考 もまた以下の場合 に限 り一つの知である。す

なわち、そ こにおいて普遍的なもの と共 に、同時にまた特殊 なものの生産性が定立 される

限 り 。

その思考は最 も下位 の存在 にお いては、単調な生産の不定的繰 り返 しとして、よ り高次

の存在においては、生産の諸変容のはっき りとした多様性の循環 として。

種やジャンルの存在は、よ り高次の種やジャンルの存在を通 して存在する。

したがって、それ らについての思考 も以下の場合にのみ知 となる。すなわち、その存在

の特殊なものが、よ り高次の存在 の詳 しい規定 として (同列のものに対 しては、その関係

が どのような ものであるかによって) 定立される限 りにおいて。

個 々の事物 の存在 は、種の存在 を通 してのみある。そ して、そ のよ うにしてのみ、その

各々は、何かあるものであ り得 る。

したがって、個々の事物の表象 において も、それが一つの知であるべ きな ら、種 の概

念が共 に定立されね ばな らない。それ によってのみ個 々の表象は、概念の形式に関与す る

ので ある。

したがって、私たちは、個 々の事物そのものの表象に先立 って、概念を持たね ばな らな

い。 これは、生得的概念 についての教説の間接的叙述である。[KGA II/10, 1:36f.]

注解 (1): 種やジャンルと、種やジャンルの下に包括されている個々の事物存在とがいかなる関係にあるか。

その関係は、個々の事物同士の関係とは異なっているはずである。なぜならもしそうでなければ、ジャン

ルが個物と対等の位置に置かれることになってしまうからである。種やジャンル概念は個々の事物の外に

あるのではなく、それらの中に、それらと共に同時にあ り、時や場所という観点において両者は同一であ

る。[…] 概念は個々の事物の外で思考されるな らば、空虚な見せかけの思考であり、知ではない。しかし

なが ら、両者は価値の点で異なっている。というのは、個々の事物についての思考が知であるためには、

個々の事物の表象を概念形式の下にもたらさねばな らないが、それは、個々の事物 において種やジャンル

の概念を共に考えるときのみ可能となるか らである。 したがって、個々の事物の表象によって、種やジャ

ンルの表象に到ることは全く不可能であり、一見個々の事物の表象の抽象によって求めたかのように思わ
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れるものも、実はすでに持っていたものに他ならないのである。[…] したがって、私たちは、個々の事物

によって概念を獲得するのではなく、私たちが個々の事物についてすでに持っていなければならない概念

によって、個々の事物を表象するのである。[KGAll/10, 2: 25f.]

§17. 補足

1. 以上言われたことは、倫理的領域にも、自然的領域 にも同じようによく妥当する。

倫理的領域 において も知は、概念の形式の下で、そのような生きた直観であり得る

にす ぎない。

注解 (1): 例えば国家や家族 〔倫理的領域〕は、差異の原理 〔自然的領域〕をも一緒に理解することによっ

てのみ、有機的な力として考えることができる。したがって、知のこの型は、倫理学と自然学の全領域を

包含する。[KGA II/10, 2: 26]

2. このように立て られた知を通 してのみ、すべての倫理的・自然的知の骨組みは建て

られる。なぜな ら、すべて存在する形式は、 この概念形成の体系の中に包含 されね

ばな らないか らである。そ して、そ こには次のことも含まれている。すなわち、形

式が属する全体系な しには、これ らの形式のいずれも完全 に理解することはできな

い。また、自然的知の概念 も、倫理的知の概念なしには理解できないし、その逆 も

真である。

3. 個 々の事物が、最下位 の概念 にお いて も不定的数多性の形式の下でのみ理解 される

べきであるとしても、量 というあ り方 をする生産力は多い少ないということか らは

取 り去 られるべきである。そ して、これ もまた認識の完全性 に属する。

4. ここに立て られた知は、その完全な姿 にお ける知である。しか し、それはただ生成

するもの として与えられる。ジャンルの概念は、それが いか に種 によって使い尽 く

され るかという洞察 として、そ こに先行 して存在する。したがって、この点 までは、

種はただ個々の事物 として表象され、観察が構築 に対立す るもの として現れる。し

か しなが ら、構築 も観察も、それ自体 としてではな く、両者が一緒になってのみ知

を形成する。純粋な知 においては、両者は相互関係にあ り、それ は様 々な観点によ

って、哲学的知であったり、歴史的知であった りす る。
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注解 (2): ある人々は、国家や哺乳類といった一般概念を、たとえその下にある諸概念を導出できず、その

原理を理解していな くても、持っていると主張する。 しかし、そのような場合、より高次の概念にその明

晰さが欠けているということも否定できない。そこで問題となるのは、低いものを高次の概念からまだ理

解していないのに、どうしてそれを所有できるのかということである。個々の事物の中にある有機的機能

なしに知は存在 しないのだから、私たちは従属しているものを持たねばな らないからである。私たちは低

次の諸概念を、個々の事物の表象を持つようにして持つことができる。ここにアプリオリな知と経験的知

との分かれ目がある。後者の中に私たちは座するのみな らず、「これは私たちにとって単に現象として与え

られているだけである」と言うことによって、同時に否定する。また上にある知は、分離されたアプリオ

リな知で、それは経験的な知に必要である。そ してそれ自体としては完全なものでは決 してない。完成 し

た知においては、アプリオリな知と経験的知の分離はないが、しかし、それは二重の性格を持っている。

そこには形式的なものと質料的なものとの完全な同一性が存在 しなければならない。私たちは個々の事物

の中へ、高次なものからの構築の結果を追求可能である限り、それは哲学的である。有機的なものを追求

可能である限り、それは歴史的である。しかし、両者を分離することはできない。[KGA II/10, 2: 27]

絶対者 は、諸判断の無限性 といった ものによって くみ尽 くされるような唯一の物 として

考えることはできない。よ り下位の概念 と、よ り高次 の概念 の同一性にお ける概念 として

考えることもで きない。絶対者の概念は、絶対者 自体 の外にある こともできない。私 たち

が、私たちの存在 と、私たちの概念の同一性において、十分ではないが、神の像である限

り、私たちは絶対者の概念 を持つ ことができる。孤立 した神 についての直観など存在 しな

い。そ うではな く、私たちは神 を、直観の全体系にお いて、またその体系 と共 に直観す る

のである。神は、確かに概念的には捉えがたいが、その認識 はあ らゆる認識の基礎である。

それは感情の側 において も同様である。[KGA II/10, 1: 37]

注解 (3): 最高存在の表象は、対立の止揚ゆえに、概念の本質にとってもはや十分ではない。私たちは絶対

的存在について、一つの対象についてのように概念を持つことはできない。なぜな らその場合概念が私た

ちの中にあることになるが、私たちは絶対的存在そのものではないからである。一般的事物は、常にそれ

に従属する事物と共に同時に思考される。すなわち、神の思考は、私たちが神を、特別にそれ自体で、個々

の特殊なものとして、他の事物の外部に考えるような場合には、何ものでもあり得ない。それは他のすべ

306



てのものに、他のすべてのものと共に、共通の基礎として与え られる。 したがって絶対的存在は世界の外

に定立されるべきかどうかという問いは空虚な問いである。私たちは他のすべての存在を条件付けるもの

として以外に神の直観を持つことはできないが、 しか し、その直観は他のすべての存在によって条件付け

られてもいる。それに対して、神は個々の事物とは何か別のものなのかと問うならば、それは問題ない。

それはジャンルが個々の事物とは異なるように、別のものである。後者 〔個々の事物〕は、変化するもの

であるが、前者 〔ジャンル、神〕は、永遠なものである。すべて他の存在は神なしに思考することはでき

ない。それは他のすべての存在と知の最も内的な原理である。神自身は何か把握できなものであり、私た

ちはその概念を持つことはできない。概念には対象が対応しているが、神は他のすべての概念の源泉であ

り、すべて倫理的なものそして自然的なものは神において基礎付けられる。これは最高本質についての宗

教的見解とも並行している。宗教的感覚の中にあるのは、神自身の純粋な感情だけではなく、同時に自己

意識が伴っている。それは神が把握 し得ないものであるということ以外のことを言おうとしているのでは

ない。概念と対象とは相互的な ものだか らである。理性に基づいて概念と対象の同一性は一つに定立され

る。それによって神の概念も、より完全に定立される。 しか し、この同一性は絶対的ではない。なぜな ら

私たちは自分 自身を完全に理解することはないので、神の概念もまた私たちにおいて完全な概念ではなく、

ただ相対的に完全であるに過ぎないからである。絶対者を一つの対象として表象し、ある種の述語を区別

し、イデーを分析するというこれまでなされてきたすべての試みは、非常にしばしば矛盾に陥ったので、

人はそれを繰 り返 し修正するか、それを何か個として定立することを止めねばならなかった。[KGA II

/10, 2: 27f.]

§18.

したがって神 についての私たちの知は、世界直観 と共 に初めて完成 され る。世界直観 に

ついての痕跡が現れるや、神についての知 に関しても、その根本的特徴が明 らかになる。

世界直観 に欠陥があるその度合いに応 じて、神 のイデー も神話的なものにとどまる。また

は、神のイデーが、世界直観か ら切 り離 され、思考 の厳格な形式の下 にもた らされ ると、

神観念は根拠のないものとなる。(真 の無神論は積極的な懐疑主義 〔知 自体を否定する懐疑

主義〕 との結合 においてのみ存在す る。その他 の無神論は、いずれも根拠のない神話的な

ものに対 して向けられているに過ぎない。)
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注解 (1): このことは歴史においても証明されている。なぜなら、神のイデーは世界のイデーな しには決し

てあり得ないし、またその逆も言えるからである。一方が不完全であれば他方も不完全である。 しかし、

思考はただ徐々に完全なものとなってゆく。多くの領域にはなお幻想が支配しており、第一存在のイデー

も神話的覆いを被っている。[KGA II/10, 2: 28]

〔§§18-20判 断形成の局面下における知 と存在の同一性〕

これ までのところ概念形成に関 して論 じて きた。今度は判断について論 じる。すなわち、

いか にして判断において存在が定立 され るか、判断が知で あるべきな ら、それ はどのよ う

にあらねばな らないか。

判断の形式が実在性 を持つのは、それ 自体概念 と見なされる主語と述語が、 いかなる仕

方 において も同一ではない場合で ある。主語 自体が再び述語 として定立 されるような判断

や、あるいは、述語が、主語 に対 してそ の次に高次 の概念であるか、この高次 の概念の徴

標 (Merkmal) であるような判断は、いかにして存在が判断において定立されるか示す ことは

できない。

注解 (2):「AはAで ある」は、全く空虚な判断である。「この木はこの木である」は、異なった瞬間におけ

る主語の同一性以外の何ものでもなく、概念 自体が定立されたのである。判断とは 「私はこの木を植える」

という場合にのみ意味を持つ。先のような同一的判断は判断ではない。主語が個々の事物、または従属 し

ている概念であり、述語がより高次の概念である場合 〔「あの毛むくじゃらな動物は猫である」「太郎は人

間である」のような〕、この判断も質料によれば判断ではなく、概念の定立に過ぎない。なぜなら、ジャン

ルが共に定立されなければ、個々の事物の真の表象は存在しないからである。そのような判断が表明され

るたびに言われていることは、単なる思考か ら知へ移行したということに過ぎない。どの程度言明があっ

ても、それは意識自体についての言明であり、意識の出来事であって、対象についての言明ではない。そ

のような判断も概念自体の定立に過ぎない。述語が、その下に主語が属するような、よ り高次の概念の徴

標である場合も同様である。それは主語の中にすでに存在しているものの部分に過ぎず、それが取 り出さ

れて特に立てられたに過ぎない。これは分析判断であり、そこでは述語はすでに主語の中に含まれている。

分析判断は、質料によれば判断ではなく、形式によって判断であるに過ぎない。そこには、すでに概念の

中になかったものは、何も存在しない。[KGA II/10, 2: 28-29]

主語 と述語は異なるもの として前提 されるが判断において不可分な ものに結合 され る。
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注解 (3): 私たちが問題としている判断は、述語が主語と異なっている判断のみである。述語は主語と異な

っているが、主語に添えられており、主語と、ある分離不可能な表象によって結合されている。そこに常

にあるのは、述語は主語と異なったものではあるが、主語と必然的に結合 したものとして定立されている

ということである。 したがって、それは存在と非存在との同一性である。[KGA II/10, 2: 29]

しか しなが ら、 この統一は、一つ の主語か ら多数 の判断が可能であることによって分割さ

れた統一であ り、主語の統一 と存在 自体 (Fuersichsein) に従属す るものである。したがって、

判断において定立 された存在 は、主語の概念 において定立された存在よ りも小 さい存在で

ある。それは丁度、移 り変わ るものが、移 り変わ らざるものに対 してあるような、あるい

は偶然的なものが、本質的なものに対 してあるような関係にある。 したがって、判断にお

いて定立 された存在は、その主語 に独 自な ものではな く、そ の主語 と他の主語 に共通の存

在である。述語の本来的表現 は、動詞、すなわち働 きかけた り、働 きかけられた りす る状

態であ り、それに関して、その可能性は主語の概念 に定立されてはいるが、その現実性は

他 との共存に基づ くのである。

注解 (4): どの判断においても主語は固定的で本質的なものであり、述語は偶然的で過ぎ行 くものである。

それは全く同一のことを言っている。どの判断にも主語と述語という二重の存在がある。これは判断にお

いて一つになるが、主語の統一性に従属する。これは存在の共同性であり、判断には存在に共通のものが

定立される。判断の根源的形式は、主語は名詞で、述語は動詞ということである。「この炎は黄色い」とい

うような主語述語も、「この炎は黄色い光線を発 している」と解することができる。動詞は純粋な状態を表

現しているか、あるいは能動や受動という状態か、主語の行動や、受動を表現する。状態は常に過ぎ行く

ものであり、他者に場所を作 り出さねばな らない。行動するものとしての判断は、そこにおいて行動がな

される他の判断を常に前提 している。つまり、他者と共通の存在を形成する努力である。したがって判断

においては、自己自身において基礎付けられた事物存在が前提とされるが、同時にその存在を共同性へと

定立する。 したがって、判断形式の下で知が可能であるべきならば、存在は単に自己自身において基礎付

けられるのみならず、共同的な存在でなければならない。[KGAll/10, 2: 29]

本来 的概念 (一般的事物) にお いては、偶然的で移 り変わるものは定立されず、本質的で、

自ら等 しくあ り続けるもののみが定立 される。 したが って、それ らは本来、判断の主語で'

はない。
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判断の本来的領域 は、個々の特殊な事物であ り、すべて他の領域は、この形式の下で表

象される限 り、単 にそれ に分与するに過ぎない。

注解 (5): 判断の本来の領域は、個々の事物の領域である。一般的諸事物は、ただそれらが個々の事物の形

式に関係する限 りにおいて判断に関心を持つに過ぎない。なぜなら、より高次の概念はただ存在から導出

されたものだけを包含 し、概念から出ることなしにジャンルの全サイクルを共に定立するからである。私

たちは上位概念を、下位概念を産出する力として直観する。したがって下位の諸概念は、常に上位概念の

中にある。一般的概念 自体の中には、決 して偶然的なものは定立されない。なぜなら多様な表現の可能性

は繰 り返 し概念に属するからである。個々の事物には、本質的なものと偶然的なものとの同一性がある。

しかし、高次なものだけが本質的なものである。[KGA II/10, 2: 29-30]

他動詞的な判断や、 自動詞 的判断は、共同性 の様々な度合いを表現 している。[KGA II

/10, 1: 38-39]

§19.

したがって判断は、経験的知の形式 として現れ る。そ して、一般的な事物は、完全な構

築の欠如か らなお経験的に把握されるのである限 り、経験的知 の下に属するに過ぎないよ

うに見える。 このように、判断は概念の補遺 に過 ぎないように見え、それは次第に消滅 し

てゆ くべ きもので ある。

注解 (1): およそ高次なものが判断の形式に関与するのは、それが個々の存在の形式と関わる場合だけであ

る。したがって判断は、通常経験的認識と呼ばれる認識の本来的形式である。概念の構築が上から下へと

完成される以前には、種もジャンルもまだ個と見なされなければならない。すべて個々の獣のジャンルは、

私たちがそれを概念の下に理解しない限りは、偶然的な もの、特殊なものとして現れる。そこからそのよ

うなジャンルがまだ判断形式の下にあることも結果する。なぜなら統一点が欠如しているからである。そ

こから明らかになるのは、判断形式は、概念形式の単なる補足に過ぎないということである。概念は常に

形式的要素を身に付けようと努め、そこにおいてのみ完成される。有機的機能は、しか し、判断の形式を

身に付けようと努め、そこにおいてのみ完成されるのである。[KGA II/10, 2: 30]

しか し、有機的機能 に対 しては、存在は常に活動性 において与え られる。そ して、アプ

リオ リなもの とアポステ リオ リな ものとの対立が止揚 された後 にも、認識 の二重の形式 、
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すなわち、哲学的認識と歴史的認識 は残存す る。 したがって、前者は概念 によって、後者

は判断によって表現されるのである。

注解 (2): 完全な知は、有機的なものと形式的なものとの同一性を定立する。しかし、どちらが優勢かで違

いが生じる。それによって、歴史的知となるか、哲学的知となるかに分かれる。後者においては概念が支

配的であり、前者においては判断が本質的形式である。なぜならその生には存在があり、移 り変わる啓示

を認識する行動性があるからである。したがって判断の形式が概念の形式の中へと解消されることは決し

てあるべきではない。そうではなく、両者共に存在し続ける。一方は歴史的図式として、他方は哲学的図

式として。[KGA II/10, 2: 30-31]

そ こで判断は独立 した妥 当性 を持ち、判断 と概念の両者 においてのみ完全な知が存在す

る。

したがって、一般的な事物の存在は、この (判断 という) 形式 にも継続的に関与す るが、そ

れは、そ の形式 を通 して、それ ら (一般的な事物) が、有機的機能に対 して、下位 の個々の事

物 の存在 と生成において叙述 され ることによってである。

判断にお いて叙述された共同性は、次の二つのいずれかである。一つは、同種の存在 問

の共同であ り、そ の場合には、行為は一方で両者 の係数に基礎付 けられたもの として表象

されることが可能であ り、他方、両者 に共通の本質において (その本質の中に働きか けの

可能性 も、働きか けられる可能性 も存するのだが) 基礎付 けられた もの として表象される

ことが可能である。もう一つは、異種の存在 の間での共同である。その場合 には、先ず一

つの原因が、よ り高次の概念において見出されねばな らない。双方の存在領域は、その概

念 に従属す るので ある。そのようにして、二つの領域間に起 こるすべての事は、一つのよ

り高次の一般的存在の行為 と見なす ことがで きる。 しか し、常に行為 としてであ り、した

がって判断の形式の下で、間接的方法 においてである。そ して起 こることはすべて絶対的

存在の行為 と見 な され、その (絶対的存在) の下では、全てが包括 され ている。[KGA II

/10, 1: 39]

注解 (3): 私たちがある概念を把握するなら、そこには他の存在との共同が可能性として存在する。例えば、

愛と憎しみの原理は人間の概念に共に属する。しかし、個々の人間が愛 したり憎んだ りすることが属する

311



わけではない。 したがって、判断が表現するものは、二重の原理である。すなわちある場合には事物の本

質に、ある場合にはそれを取り囲むものに基礎付けられる。この共同性は、ある場合には同一の概念の下

にある他のものとの共同である。なぜなら、この事実はその根拠を行為する者や行為を受ける者に持ち、

また、それはその根拠を人間の概念自体に持つと言えるからである。またある場合には別のものとの共同

である。例えば、人間の体に対する匂いの作用は、人間の概念からはもはや理解できない。なぜならそれ

については、そこに両者が再び従属しており、そこから両者が再び理解可能な一般的なものにまで進まね

ばならないからである。しかし、すべてが人間の概念から予定されるわけではない。例えばaはbを 愛す

るという場合である。こうした特定の場合は常に個々の予知の領域 に属し、ただ判断の形式のみがこれに

適用できる。この形式は最高存在には適用できない。なぜなら、そこには一時的なものは存在しないから

である。すべて個々の存在は、この最高存在に自らの最終最高の根拠を持つのである限り、そこにおいて

為す行為も受ける行為も把握されるべきである。その限りでは、神がすべてを為すということができる。

[KGA II/10, 2: 31]

§20.

この知は判断の形式の下にあるので、私たちはこの知 と共に、判断の形式に対応す る存

在をも定立 しなければな らない。すなわち

1. それは、個 々の事物の領域 において、それ らに固有な特殊な存在 に従属する共同存

在 (Zusammensein) であ り、それを通 して個 々の事物は、共同 して個 々の行動を生

み出す。この共 同存在は、先ず、同種の諸事物と共 にある存在であ り、それか ら他

の諸事物 とも共にある存在 とな り、そして本質的には全体的存在である。そのよう

にして、全領域が個 々の事物の状態において表現 され、その存在が全領域の表現 に

おいて現れる。

注解 (1): 例えば、服従する者と命令する者とは対立している。 しかし、この対立は国家というイデーにお

いては破棄される。このイデーは双方において異なった仕方で定立されている。すなわち一方では自発的

な力として、他方においては受動的な力として。国家というイデ-は 、この行動を産出する力として、二

つの側面に分割されるのである。[KGA II/10, 2: 32]
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2. 一般的な諸事物 の領域では、対立の中への分解がある。それによって行為における

二つの対立的要素は、一つのよ り高次の存在に基礎付 けられる。

3. したが って絶対的存在 においては、根源的生による対立の、全体性の中への分解が

ある。これを通 してすべての行為は、この根源的生へ帰 り、そ こに基礎付けられる。

また、 これを通 して絶対的存在 と個々の事物すべての全体的共 同存在とは、一つの

同一な ものとなる。

注解 (2): 最高の対立は概念と対象間の対立であり、したがって人は、すべての行動を絶対者の行動と見な

さねばならない。この行為を生産的にこの対立の中へ崩壊するものと見なさねばならない。自らの下にお

ける個々の事物すべての絶対的共存と、すべてにおける絶対者の存在とは純粋に一つであり、同一である。

なぜなら一方において自らの下における事物の交互作用は、他方において、最高かつ絶対的統一における

諸事物の一なる存在だからである。

判断形式における知は、一方では、絶対的共同性 による特殊で個々の現存在の止揚であり、それは個とし

てただこの共存の中にあるということによってである。なぜな ら、それ自体の存在は、より高次の概念に

基礎付けられるのだから。他方において 〔判断形式における知は〕、より高次なものが対立へと分解するこ

とである。なぜなら、すべて個々の行動は、二つの相対的に対立する要素から生じ、その対立は特殊な存

在を形成することはなく、ただ特殊な行動の形式を形成するだけだからである。したがって私たちは、最

高存在が、多くの形式、ジャンルや種に形作られるのを見る。それらは一方で概念の体系において、他方

で判断の体系において表現される行動の多様性の下で、あらゆる対立を前提としている。概念が私たちに

表わしているのは、固定化 した形式、固まった存在であり、判断が表すものは、行動の形式のもとにある

流動的で変化する存在である。[KGA II/10, 2: 32]

〔§§20-23. 概念形成 と判断形成における形式的なもの と超越論的なものとの統一〕

〔概念 と判断 という〕二領域のまとめ

1. 形式的には、二つあわせて知の全体 となる。そ して、 この全体 は常 に包括 と結合 と

によって構築 される。概念の体系は固定 した骨組み を形成 し、判断の体系は生き生

き とした充填材料 (Ausfuellung) を形成す る。
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注解 (3): 両者の生き生きとした結合による以外に学問は不可能である。概念は認識に対して骨組みを与え

る。概念は堅固なものを教えるが、生は伴っていない。判断の形式は、行動を与えるが、行動が関係させ

られるもの、すなわち概念を伴ってはいない。知は両者の中にのみある。概念は低いものからより高次な

ものへとまとめることによって構築される。判断は、一なるものとして定立されたものを二重の要素に分

解することによって構成される。すなわち対立するものの結合である。これが知の形式を形成する。[KGA

II/10, 2: 32-33]

2. 超越的には、ジャンルの存在 と行為の存在は、全存在の全体性である。およそ存在

す るものは、すべて絶対的なものの中に存在す る。[KGA II/10, 1: 40]

§21.

注釈。 自動詞によって表現 される判 断も、共同的存在の表現である。行為 における他の要

因 (他動的要因) は、時間の中に置かれている。 このことは、事物 とそれ以外のものとの共存

を表現 している。

注解 (1): 他動的行為はすべて、どんな場合でも共同性を前提としている。自動的行為の場合はそうでない

ように見える。例えば、『その樹は花盛 りだ』という文章は、単にその樹における何かに言及しているだけ

のように見える。しかしながら、この概念には可能性として他動的行為もまた含まれている。「その樹が花

盛りである」ということが、その概念の中にあるのだが、「その木が、今、花を咲かせている」という時間

的言及は、その木とは別の何かに含まれているものの基礎の何かを含んでいる。これはあらゆる場合 に適

用できる。このようにすべての行為は二重の要因を持っている。[KGA II/10, 2: 33]

〔Jonasによって用いられた筆記ノー トが伝える次の文も参照せよ。[DJ: 325]〕

「『その樹は今花を咲かせている』ということは樹以外の何かとの共存在に基づいている」。

補遺 (1) どの事物 において も、すべての度合いの行為が、最 も普遍的な ものに至るまで現

れる。したがって、両要因の同一性は、絶対的なものの中にのみ存在す る。このように個々

の事物 の存在は、よ り高次の存在すべて を、その概念 において と同様、その行為の全体性

において含んでいる。概念においては内的に、行為の全体性においては外的に。時の流れ

の中での存在は、離れて動いて行 くものである。
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補遺 (2) 個々の事物の全存在は、 したがって、その概念の勢位の下で、すべての行為の共

同存在 と見なす ことができる。同様 に事物 の個 々のモメン トは、述語の勢位 の下にある全

ての存在の共 同存在 と見なす ことができる。 したがって、 ここでは全てが、それぞれの部

分 に存在する。

補遺 (3) ここか ら確かに分かることは、固定的なもの と流動的な もの、存在 と行為の従属

関係が、いか に相関的であるか ということであ り、また、 どの特定の従属関係 も、ある一

面的なものに根拠 を与えているということである。

補遺 (4) この従属関係は、絶対的なもののイデーにおいては全 く消滅する。それ 〔絶対的

な もの〕は、存在 と行為の純粋な同一性で あり、同様に固定的なものの側では、概念 と対

象の同一性である。

注釈: 両方 の同一性 は、一つの同一の存在 としてのみ定立可能で ある。なぜな ら、それ

は、両者 と同一な、同 じ存在 に過ぎないか らであり、 また私たちが、それによってそ こに

到達 した形式的なものが、それを要求する一というのは、概念 と判断とは相互 にお互いの根

拠でのみあ り得るからである。

注解 (2): 概念の側面か ら見れば、最後の対立は概念と対象の対立であり、私たちが安息を見出すのはその

両者の同一性においてのみである。判断における最後の対立は、安定したものとしての存在と、流動的な

ものとしての活動性との間の対立である。最高の存在が、すべてより低い判断の根拠であるべきならば、

私たちは存在と行為の同一性においてのみ安息を見出す。 したがって、私たちは最高存在に対して二つの

表現を持つ。概念と対象の同一性 と、存在と行為の同一性である。両者は同一である。なぜな ら、概念と

判断の対立は相対的な対立だからである。両者は相互浸透しながら進行し、互いに依存し合っている。し

たがって、私たちが最高存在にまで登 りつめれば、対立は残存 しない。最高存在は両者の同一性を含んで

いなければならないのである。

概念と対象との対立は、内的なものと外的なものとの対立として現れる。存在と行為との対立は、本質

的なものと偶然的なものとの対立として現れる。 したがって、最高存在とは、そこにおいて内的なものと

外的なものとの対立と、本質的なものと偶然的なものとの対立が止揚されるような存在である。[KGA II

/10, 2: 33-34]
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補遺 (5) 個 々の事物はどれ も、自分の概念を持つが、それ と共に、固定的存在の段梯子 を

自分 の内に持 って いる。 自分 の述語 の概 念 には部分 的 に与 か るに過 ぎな い。[KGA II

/10, 1: 40f]

注解 (3): この 「段梯子を持つ」ということの意味について、若干の説明を加える。すべて個々の事物は、

一般的存在と関係しており、その下に捉えられている。また行動にも関係 しており、それは個々の事物に

おける流動的なものを形作る。このような関係を 「段梯子」は意味している。すなわち、より高次の存在

はより低次の存在の中に完全に含まれているが、それはより高次の存在が、より低次の存在によって汲み

尽くされるということではなく、より高次の存在が、より低次の存在の中に完全に現れるということであ

る。―本の植物の中に人は、そこに統一され得るあらゆる行動を共に見出す。それはこの存続 している現

存在の形式の下にあるすべての行動の総体である。[KGA II/10, 2: 34]

§22.

すなわち、事物の表象は、種の概念を全 く自分の中に保持 してお り、それは個 々の事物

すべての表象にお いて も全 く同一である。個々の事物が様々で あるのは、種 の概念 による

のではな く、何か別のものによる。生き生きとした力は、事物 においてむろん全てではな

く、事物 は力が生み出す一部 に過ぎない。(こ こか らパルメニデスにおける問題が生ず る。)

注解 (1):「パルメニデスにおける問題」とは 〔アルン トも指摘 しているように [KGA II/10, 1: 41]〕、プラトン

の 『パルメニデス』130a-eの 箇所である。そこでは、個々の事物 とは別 に概念 〔形相〕が存在するという

主張が孕む問題が議論されている。すなわち、「類似」や 「正」、「美」や 「善」の概念は、個別の類似性

etc. とは別個に存在するとしても、個々の 『至極つまらないもの」、例えば 「毛髪、泥、汚物」といった物

にも、それ自身とは別個に概念あるいは形相が存在するのかどうかという問題である。

補遺 (6) すべての行為が、このように二つの要因か ら成っているので あれ ば、一者 として

の原因を問う問いは、事物一それには変化が主語として付加 されている-の 外 に置かれた他

の要因を問 う問いに過ぎない。 しか し、 この事物の本質は、原因 として定立 されるべきで

はな く、人は、 この事物の一つの行為 にとどまるか、あるいは、すべての事物の複合物の

中へその要因をす ぐに定立するか しなければな らない。原因や事物一そ こにおいて行為が基
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礎付けられる一は、よ り高次 の統一に過 ぎない。そ して最終的統一は絶対者である。したが

って 「二 つの物が互 い に他 を生み出す」とい う古 い術語 は、よ り正 当で ある。生殖 の力

(Geschlecht) は、要因への分割の生きた図式で ある。

注解 (2): 人は絶対者のみを原因と呼ぶことができる。絶対者は最高存在であり、そこか ら人はあらゆる事

実を理解できるのである。すべての生を理解するために、私たちは常に全体と根源的なものに戻らなけれ

ばならない。古代の哲学においては、生産という述語が用いられたが、それは二つの要因に還元され、そ

こから生産物が出てくるのであった。性の関係 (Geschlechtsverhaeltniss) は、言うなればあらゆる行動の

産出の図式である。原因への問いはこのとき存在への問いと見なすことが可能である。そこにおいてこの

行動は最終的根拠を持つ。

私たちはここで、概念と判断という思考の二つの形式に、二つの種類の存在、すなわち、堅固な存在と

流動的存在を対置 しなければならない。前者は事物の確固たる形式を、後者は事物の共存を表現している。

概念は判断な しには不可能であるし、その逆も言える。およそ生き生きとした認識は、両者の同一性でな

ければならない。それは、存在の側でも同様である。堅固な存在と流動的存在との対立は相対的であり、

相互的に考えることができねばならない。堅固なものは単独の存在を表現し、流動的なものとは、それを

止揚 して、共同存在を定立する。共同存在がなければ、単独存在もない。単に流動的なだけ、あるいは単

に堅固なだけの存在はない。そこには絶対的対立はない。有限存在は、この相対的対立の中にあり、最高

存在において、存在と行為、堅固なものと流動的な ものとの同一性がある。[KGA II/10, 2: 35-36]

補遺 (7) 三段論法が、一つの独 自な形式であるな らば、それ にもまた一つの独 自な存在が対

応 しなけれ ばな らない。 しか し、そのような ものは証明され得ない。なぜな ら、存在 と行

為 とが互 いに分離 しがたいものであるということは、概念 と判断 とが相互依存の関係にあ

る という仕方の中に模写されているか らである。三段論法 の内容は、ただ次のことの中に

存す る。すなわち、よ り低次の ものが、よ り高次の ものに従属するのであれば、行動 もま

たそ の可能性 にしたがって一緒に受入れ られね ばな らないということである。それによっ

て新 しい認識が生 じる ことは不可能である。形式 に従 えば、三段論法は、一つの判断か ら

概念 を経て 、他の判断へ移行することであ り、 したが って、それが示 しているのは、それ

がなくとも既 に私たちが知 っている二つの列の結び 目である。[KGA II/10, 1: 41f.]

317



§23. これまで発見された ことについての考察

1. 私たちは、実在的なものの上を揺れ動いている超越論的なものと、そ して、形式的な

ものとを探求 してきた。実在 と関係 しなが らも不確実な思考 と、知 との相違 を探求 し

てきた。(時 として、概念 と対象 との相対的同一性 として、自然的領域 と倫理的領域

とのより明確な構築を探求 してきた。それは、自然的領域では、客観的な ものが根源

的なものであり、理性は形成 され るものであることによってで あり、また倫理的領域

では、理性が根源的で、対象 は形成 され るものであることによってである)。私たち

は両者 を一つのものとして探求 してきた。そ して、それを絶対者 においてそのような

ものとして見出した。

注解 (1):〔ここで総括されているのは、思弁的学である哲学と、実在的学である自然学、倫理学の区別 と関

係性、そして、それら共通の根拠としての絶対者、神についてである。すなわち、〕哲学は実在的なものに

ついて超越的なものと形式的なもの、知を含んでいる。実在的知は、自然的領域と倫理的領域という二つ

の領域に分かれる。一方は、自然そのものについての知であり、他方は理性についての知一理性が自然に

おいても活動的なものとして現れる限り一である。前者 〔自然学〕の 目指すところも、自然における理性

についての知以外ではあり得ない。 自然は、理性を度外視すれば、対象の全体性であり、理性は概念の全

体性である。自然についての知は、対象と概念の同一性の知でもある。なぜなら、理性がなければ自然は

不完全だからである。後者 〔倫理学〕も同様である。なぜなら、そこには理性が自然を完全に貫いている

ということが含まれているからである。したがって、両者は対象の二重の同一性を表現 している。なぜな

ら、自然学においては、存在が典型 (Vorbild) で、概念はその写し (Abbild) であり、倫理学においてはその

逆だからである。各々は一面性を有 しており、それは他方によって補われるが、どちらかが消滅 して しま

うことはあり得ない。したがって、両者を超える超越的なものを求めるということは、必然的傾向である。

この超越的なものは、根本存在のイデー、神のイデーに見出されるが、そこでは、概念と対象の同一性と

いう根源性、あらゆる生、活動の根源性が定立される。[KGA II/10, 2: 37]

2. 超越者 は、絶対者 自体であり、形式的なものは、絶対者の概念 であるということがで

きるが、私たちは両者の差別 を拒否する。なぜなら、私たちが形式的なものを求めた
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時 には、その存在を一緒に見出したし、超越論的な ものを求めた時には、概念を一緒

に見出 したか らである。 ここにあるのは、a) 絶対者の概念が私たちの内にある限 り、

絶対者 自体 も私たちの内にある。私たちは絶対者 を、これやあれやの個 として持つの

ではなく、理性 として持つ。そのようにして私たちは この至高者に最も近づ くのであ

る。b) 私たちが絶対者 自身ではない限 り、私たちもその概念 を持っていない。 した

がって私たちが絶対者を持つのは、有機的機能の側か らではな く、すべての認識行為

に共通の形式的要素としてで ある。絶対者の有機的側面が存在するとしても、それは、

有限的個の全認識の全体性においてのみである。したがって私たちは、実学の完成に

取 り組んでいる限 り、神の生き生きとした直観の形成に従事 しているのである。これ

は しか し、単なる集積物 として、個を他の個に付加するということによっては起 こら

ない。そ うではな く、そ こにおいて少な くとも全体性が 目指されるような体系的作業

を通 してのみ起 こる。

注解 (2): 最高本質の概念は、私たちの中になければならない。そこでは概念と存在が同一であるから、最高

本質自体もそこにある。 しかし、絶対的存在を含んでいないような存在は存在しない。神なしに、あるい

は神の外には何も存在しない。私たちに最高存在の概念を産出する能力がある限 り、私たちは理性であり、

また絶対的存在を構成 している諸要素の一つにおいて絶対的存在そのものである。それによって根源的存

在は私たちの中に直接現れる。もしすべてより高次の概念が個々の存在の抽象であるというなら最高存在

は最後の存在であり、有機的機能 自体に依存 していることになろう。そうなれば私たちは最高存在の概念

形成においても、直接的に獣であるに過ぎないだろう。しかし、そのような個々の事物の抽象化に先行 し

て、最高存在の形象が私たちの中にあることによって、私たちは最高存在に最も近い存在であり、それは

私たちにおいて最も根源的なもので、そこに私たちの存在の最高のポテンツが定立されている。私たちは

直接的に最高本質自体の写しなのである。[KGA II/10, 2: 38]

3. 神は超越的存在 として、全存在の原理であ り、超越的イデーとして、すべての知の形

式原理である ということ以外は、知の領域において神 について何 も語 るべきではない。

それ以外のことはすべて誇張、あるいは宗教的な ものの混入 に過 ぎず、それはここに

属 さないもの として、 ここで破壊的作用 をするに違いない。[KGA II/10, 1: 43]
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注解 (3): 最高本質についての完全な見解に達するためには、実在的諸学問に専念する以外に道は存在しな

い。これができない人のために感情における代用品 〔すなわち宗教〕が存在する。[KGAll/10, 2: 38]

〔§§24-28神 と世界〕

§24.

神についての私 たちの見解 と他のそれ との比較

私たちは絶対者 を、すべての思考の基礎 として定立す るのだか ら、全てにおいて神の観

念が存在す るとい うことを仮定 しな けれ ばな らない。 しかし、そ うす ることによって私た

ちは、神を世界か ら分離する人々 と論争す ることになる。

1. 世界は、神な しに永遠として定立されるという見解。その場合 には、a) すべての存在

者が思考されることはない。なぜならもし人が、すべての存在者を暗黙の内に理性に

定立された と考えるな ら、人は絶対的理性を獲得する ことになる。b) 存在者は、それ

が思考 されるようなものにはな らない。なぜな ら、個 々の存在が概念 に現れることは

ないか ら。 もし人が、思考されたものは内的存在である と言わなければ絶対的存在 を

獲得する。c) 存在 と思考 との間の一致 に対 して何の保証 もなくなる。その確か さは単

なる見解 にのみ基づ くことになる。

2. 世界は時間的な ものとして神によって定立 される。したがって絶対者は純然たる思考

として、世界についての思考 として定立される。後か ら生 じた世界の存在 を通 して、

神 に対 し何 も付加されることがないな ら、その存在もまた神において基礎付 けられる

こともない。したがって何かが付加されるな ら、神 自身の中に本質的なもの と、偶然

的な もの との差異が存在す ることになる。したがって、この点 はこの見解にお ける解

決不能な ものとなる。

1. の議論は、神は世界と分離されるべきではない とい うことによって私たちの見解 に同意

する ことにな り、2. は、理性が根源的である ということによって私たちの見解 に同意す る。

しか し、両者は概念 と対象 との純粋な同一性 に至ることはない。
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3. 神 も物質 もそれぞれ永遠だったが、両者の交 じり合った存在が時間的であるという見

解。これは根源的二元論 を与えて しまい、絶対者の両側面が神話的 となる。

私たちは実在的知 にお ける思考 と存在の一致 を、絶対者 における両者の根源的同一性か

らのみ導出す るので、人は上の二つの見解か ら別の説明を考えねばならない。 また実在す

るものにおいても、思考 と存在は高次の一者 にのみ依存 しつつ交 じり合い、共に存在する

ものとして至 る所で等 しく、私たちに現れ る。 ここにおいて思考 と存在は、因果性の形式

に したがって従属 しているものとして現れね ばならない。

このように1の 見解は、思考が存在の作用 として見なされる。存在は、その場合、単に

物質である。(物 質の個 々の活動 としての思考 (唯物論) というこの概念の神話的内容は、そ

の物質の完全な写 しではもはや あ り得ない)。[KGA II/10, 1: 44f.]

注解 (1):〔1の 見解について。〕このような絶対者の完全な否定が生じるのは、人が、思考と存在の同一性

の発見を完全に放棄するときである。思考はその時、存在が真の存在であるのに対し、純粋に偶然的な思

考となる。その場合には、知を構築することも不可能になり、それゆえに、思考を継続する実践的目的に

達することも不可能になる。〔この見解は、世界を永遠として定立する点で、シュライアーマッハーと一致す

るが、現象の根底にある超越的なものを隠蔽することにより,概念と対象の同一性を確立せず、概念を対象

(存在) に従属させる点で異なっている。これは唯物論の形式である。〕[KGA II/10, 2: 39]

〔2の見解について〕世界は神なしには考えられないが、神は世界な しに考えられるということから出

発する。世界は時間において開始され、それゆえに偶然的なものである。このことが定立するのは、対象

は神 において後から概念へとやってくるということであり、ここには常に、いったい対象はどのようにし

て概念になったのかという根拠が欠如している。概念が最初に存在 しているようなところでは、すべてそ

の理由が問われる。二次的なものがやってくることにより、神には何も定立されないのか。そして、その

場合、その二次的なものは神に基礎づけられないか、あるいは、二次的なものが定立され、神の中に何か二次

的なもの.創造以前の不完全なものがあるかのいずれかである。〔この見解は根源的なものの同一性を前提

としているが、対象を概念に従属させており、実在的存在を把握できないことによって、やはり概念と対象
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〔存 在 〕 の 同 一 性 を 成 立 させ な い。 これ は唯 心 論 の 形 式 で あ る 。〕[KGA II/10, 2: 39-40]

§25.前項の繰返 しと補足 〔唯心論 と唯物論の一面性 に対する批判〕。

次の ことを示す のが問題で あった。絶対者 のイデーは (宗教的形式 を度外視 して も) 思

考 において至 る所にあ り、一部は不完全な形式の下 に置かれ、一部は、それが不完全であ

る限 り、知の把握 をも困難 にする。

偶然的世界を伴った叡智的神、また、これに対 して永遠のカオス と、そ こか ら生ずる偶

然的または理解不可能な世界形成。ここには、形式的には、絶対者 のイデーが存在する。な

ぜな ら、有限者 に対 し、ある根源的な ものが、基礎 に置かれるか らである。 しか し、物質

的 には、対立的なあ り方で一面的に存在す るに過ぎない。世界に対する絶対者 の関係は不

明確なままである。その知は因果性か ら不十分なが ら説明 されねばな らない。

神 とカオス とは、互いに並 び合ってお り、前者が後者に偶然、二次的に侵入す るに過ぎ

ない。これに対 して永遠的世界は、神な しに、カオスな しにある。ここに絶対者の観念は、

物質的には存在す るが、形式 にしたがっては存在 しない。なぜな ら、この観念は単純な事

物ではないか らである。第一の状態 〔唯心論〕においては、絶対者 の観念は原理ではな く、

人はそれ を越 えて二元論に追 い立て られ る。第二の状態 〔唯物論〕 にお いては、その観念

はそれ 自体 としては考え られず、それ 自体では理解不可能な相対的な ものの全体性におい

てのみ思考 され得る。

唯物論 においては、思考は物質の作用また現象 として定立 される。そ こにおいて真理は、

有機的機能の側面 に関係し、形式的機能は全 く欠如 している。絶対者の無意識的イデーは、

物質の下へ の思考の従属に反抗す る。そ こで多 くの場合、有神論的唯物論が形成される。

すなわち、全物質 は再び一つのよ り高次な思考の下 にある という。 したがって絶対者のイ

デーは二次的なあ り方で構築 され、 しか も矛盾 したものとしてである。

唯心論 にお いて物質は、ライプニ ッツやフィヒテ的に、精神 の現象と見な される。絶対

者の無意識的観念はこれ に対 しても反抗 し、そ の現存在が否定される ことによって、自我

の上に、より高次の絶対的存在 を定立す る。 これが何か存在すべ きものであるなら、それ

は絶対者 の真のイデーでなけれ ばな らない。 しか し、その時 には、現存在 の否定もまた停
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止 して しまう。真理は、ここでは形式的機能 に関係す るが、有機的機能は把握され得ない。

したがって知のイデーも破壊 してしまう。

以上が、超越論的なものと形式的なものとの統一という私たちの根源的主張の間接的証

明である。[KGA II/10, 1: 45f]

§26.

以上述べた ことは完全な論駁ではな く、私たちの見解 に反対する他の見解が どのような

ものであるか を、特に知の説明との関係で示 したものである。

私たちの見解は次のような主張に基づ くものである。知のイデーにおける思考 と存在 の

一致は、絶対者 における両者 の根源的一致か ら導出される。

この ことは、思考を行為 と見なす時なお のこと明 らかである。同じ思考 を通 して、対象

と概念 とが直接的に一つの存在である一その他の場合両者は分離 している一ということが、

思考 を通 して定立 され る。そ して、 この行為が理解 され得るのは、ただそ こにおいて両要

因が一つであるところのよ り高次の領域、すなわち絶対者 によってである。

すべての表象 にお いて、概念は私たちの中に形式的要素を産出する。そ して、対象は私

たちの外 に有機的な要素を産出するが、それは先ず は、概念 自体 に対して偶然的な何かを

含む に過 ぎない。 したが って確実な ことは、両者において同一な ものは絶対者の中にある

ということで ある。ただ一方は観念的な仕方で、他方は実在的な仕方によってであるが。

また絶対者を通 してのみ理解できる行為 によって両者は正 しく一致する。

このようにして知 は理解可能になる。 しか し、同様 に現実的な無知、誤謬も、同じよう

に して理解 されるに違 いない。 これは、叙述全体の形式的側面が、より多 く現れ出る場合

なおの こと起 こり得るもので ある。

前 もって言 えるのはただこの ことだけで ある。私たちの思考行為にお いて概念は、存在

者 の中にもあり、その存在者 は同時に客体的部分の性質に関わ りあってお り、そ して、ど

の行為 において も、すべての行為者が全 く行為 している。 したがって、認識に関して行為

が純粋 に分離されていなけれ ば、一緒 に受入れ られた異物が認識を曇 らせるだろう。[KGA

II/10, 1: 46f.]

§27. 付論 と形式的部分へのつなぎ
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私たちは今や実在的認識を構築する ことに着手するな ら、私たちは実在的知の領域に、

すなわち倫理的・自然的知の領域 にいるのである。 しか しなが ら両者をそ こで演繹す ること

はで きない。なぜなら、差異は度外視 して も、演繹は一般的哲学 にお いてなされな ければ

な らないか らである。 したがって私たちは、それ 〔哲学〕 をそれ と知 らぬ間に何 らかの仕

方ですで に持っているのでなければな らない。

もし人が概念 と対象の間の対立を存在へ適用するな ら、その分離は絶対的な ものではあ

り得ず、相対的な ものに過ぎない。なぜな らそ うでなければ、両者は全 く絶対者 によって

定立されることになるか ら。 したがって、そ こにおいて概念が現れ出るような存在は、理

念的存在であるし、そ こにお いて客体が現れ 出るような存在は実在的存在である。(両 者 を

純粋な精神、純粋な物質として全 くの分離 において定立す ることは、神話的に過ぎない。)

世界のイデーにお いて両者は下位の二次的統一に結び付 けられ る。自然的知 と倫理的知 と

いう二つの対立的な知 は、学問のイデーにおいて一つに結ばれる。

注解 (1):〔世界概念について〕実在的存在が、作用としての思考に対応すべきなら、私たちは概念の領域 に立

っている。 しかし、思考は共同的な作用である。したがって両者の上に共通なもの、両者の同一性が存在し

なければな らない。 しかし、それは根源的なものそのものではない。なぜなら、それ 〔根源的なもの〕は、

さらに高いからである。その同一性とは世界概念である。人は世界を定立することにより、この二重の存在

の同一性を定立する。したがって、私たちは私たちの思考と知において、まずこの有限存在の同一性 すなわ

ち世界の下にのみ立つ。[KGAll/10, 2: 46-47]

世界のイデーは、端的に (schlecthhin) 統一 として捉え られるが、また複数の特殊 に相対的

な統一の全体性 としても捉え られる。両者 とも真である。後者は所与のものであ り、前者

は思考 の必然である。

したがって、世界のイデーは私たちの知の限界 をも規定す る。私たちは大地に結び付 け

られている。思考のすべての操作、私たちの概念形成 の全体系さえも、そ こに基礎付け ら

れねばな らない。[KGAII/10, 1: 47f.]

注解 (2):〔「私たちは大地に結び付けられている」について。〕私たちはそもそも地上に限定されており、すべ
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て他の存在は断片的に現れ、地上との関係においてよりよく知られるに過ぎない。私たちの知がどの程度進

展すれば 概念は存在の総体を汲み尽くすのだろうか?帰 納のプロセスは、有機的機能を通して主に伝えら

れる。この有機的機能から私たちの認識に到来するものは、認識の体系を獲得しようという傾向を伴いつ

つ、個別的な所与の世界だけに及ぶのである。[KGA II/10, 2: 47]

§28. 続き 〔世界と絶対者の相違〕

世界のイデーは、絶対者か らの本来的演繹であるべきではな く、両者 〔絶対者 と世界〕

が どの程度異な り、 どの程度同一であるか という両者の関係を表現す るだけである。その

叙述には、あたかも有限的存在は、神か らの背反であるかのよ うな、倒錯 と矛盾がある。

両者の間 には永遠に常に変わ らない関係が相互に存在するか らである。

注解 (1): 世界は二次的な同一性であり、すべての対立が一つに出合うことから成り立っている。それに対

して絶対者は、すべての対立を自らのうちに含んでいる同一性である。世界は存在の側にはない。神と世界

は分離できないからである。だからといって思考の側にあるわけでもない。世界を導出しようと欲するこ

とによって人は常に形式的なものを獲得する。そ して、それ ら形式的なものが、形式性という限度をわきま

えないことによって、際限のない誤解が引き起こされる。例えば、個々の事物を神からの離反として描くこ

となどである。死が本来的な祝福、完成として賛美され、生が病気と見なされることによって、それはさらに

首尾一貫 しない神秘的傾向へと導かれる。ここではあたかも生き生きとした直観に努めることから、死せる

抽象への後退が望まれているかのようである。両者は類似している。なぜな ら、事物の存在が神からの離反

であるな ら、神に帰ることはその離反の中止だからである。そこでは、ついに神自身が死んだものとなる。

[KGA II/10, 2: 48]

世界のイデー につ いて は、私たちは常に形式的要素 しか持たないが、本質的 にそれは演

繹の過程か ら出て くる。実在的要素は、同様 に、本質的に帰納の過程か ら出てくる。後者

は、ただ漸進的に完成へ と向かうことしかできない。 したがって両者は、同時に存在する

ことはな く、したがって、それゆえに両者の不一致、すなわち誤謬が生 じる可能性 もある。

実在的知 はすべて、世界の要素に関係 しな けれ ばならず、 したが って、そ こにおいて も再

び概念 と対象 との同一性があるよ うなひ とつの存在 に関係 しなけれ ばな らない。 この概念
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は理性的存在か ら、減少 して いく要因 として現れるが、決 して完全に消滅 して しまうこと

はない。死んだように私たちに思われるものは、単 によ り高次の領域 に受入れ られただけ

に違いな く、それでそれ 自体では思考 され得ないのである。

自らの下 に、そ して自らの内に対立 の充満を抱えているような同一性の形式 の下に絶対

者があるのと同 じように、世界 とそ こにある全ては、対立の形式の下 にある。したがって、

方法 の第一の否定的基準は、いかなる対立も絶対的ではな く、相対的な ものに過ぎな いと

いうことである。絶対的対立を孤立させるような思考 は、現実的なものを何 も表象 しない。

形式 についての研究 は、すべて実在 的知 と関係 しているゆえに、人 は、演繹の過程か らも

っぱ ら現れるもの と、帰納の過程か ら現れるものとの共存のみ を目指さなければな らない。

帰納 の過程か ら現れるもの (有機的機能の結果) は、個、特殊の表象か ら生 じる。それは

どんな場合も量であ り、空間と時間の制約の下にある。[KGA II/10, 1: 48f.]
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